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日弁連・消費者教育シンポジウム  ２０１０／４／１０ 
「いま，消費者市民社会の実現に向けた消費者教育へ」 

 
 

 

パネルディスカッション進行予定 

 
 
 １ 「消費者市民社会」を目指す教育の必要性＝内容面 

 
「消費者教育」の重要性は従来から指摘されている。 
まず，消費者被害を予防する面からの重要性がある。 
更に，いま，批判的精神を持ち主張し行動し社会参加する「消費者

市民」育成のための教育の重要性が言われている。 
国際的な潮流からしても「消費者市民社会」実現のための教育の重

要性が指摘されており，日本はそれを主導してきたと言われている。

現在の議論状況を確認したい。  
 
２ 我が国の「消費者教育」の現状 

 
我が国の学校教育における「消費者教育」の現状はどうなのか。 
「消費者市民社会」を目ざす内容となっているか。 

 
 ３ 社会教育における「消費者教育」  

 
社会教育における「消費者教育」の重要性について。 

 
 ４ 学校における「消費者教育」充実の方法 

 
我が国で学校教育における「消費者教育」を充実させるためにどう

すればよいか。 
①教員の育成・研修の充実 
②「消費者教育」の科目について 
③「消費者教育推進法」の実現 

 
５ 目指すべき「消費者教育」のあり方 

 
目指すべき我が国の「消費者教育」について。 
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消費者教育シンポジウム 

「いま，消費者市民社会の実現に向けた消費者教育へ」 

 
 

問 題 提 起 
 

 

    弁護士 松 本 明 子 

                     （日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

 

第１ 消費者問題と消費者教育の現状 

 

１ 消費者問題の現状 

 

(1) 被害の実情 

 全国の消費生活相談センターが受け付け，PIO-NET に登録された消費生活相

談情報の総件数は，依然 100 万件を超える水準にあり，平成 20 年版国民生活

白書は，2007 年度における消費者被害に伴う経済的損失額を最大３兆４千億

円と推計している。 

 消費者被害は，極めて深刻な問題として発生し続けており，商品・サービ

スの安全をめぐる問題（食の安全，製品欠陥，薬害など），取引の公正をめ

ぐる問題（訪問販売，マルチ商法，振り込め詐欺，金融商品取引被害，投資

詐欺，霊感商法，英会話学校倒産など），表示に関する問題（偽装表示など），

多重債務問題（多重債務，ヤミ金融，次々販売・過量販売などのクレジット

被害）など，消費者の安全で安心な生活が脅かされている。 

 

(2) 行政や司法の対応 

 これに対して行政機関による対応は縦割りで，必ずしも適切な時期に柔軟

な対応ができず，またその対応も，深刻な消費者被害が発生・拡大してから

の事後的対応がほとんどであり，また，司法機関による救済は事後的で，消

費者が膨大な時間，費用及び労力を投下することを余儀なくされてきた。 

 

(3) 消費者教育の重要性 

 一度発生した被害を回復することにも極めて大きな困難を伴う。したがっ

て，消費者被害をなくすためには，被害の回復とともに，まず，事前予防の

ための消費者教育や啓発の充実が必要であり，消費者と事業者の間の圧倒的

な力の差を解消する仕組みがなければ「消費者の自立」は実現不可能と言わ

ざるを得ない。消費者の権利を実現するためにも消費者教育は必要不可欠な

ものである。事業者の悪質行為を規制するとともに，このような事態を根本

的に改善するためには，消費者を食い物にしない，消費者を犠牲にしない事

業者，行政，さらに社会全般の姿勢・態度が形成されなければならない。最

近では企業の社会的な責任が問題とされ，マスコミ・世論もこの点について
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敏感になりつつあるが，さらに，社会全体が消費者を犠牲にするような事業

活動を許さない社会を形成することが必要である。 

 

 

２  消費者教育の現状 

 

１９８９年の学習指導要領改訂時に中学校・社会科の公民分野，中学校・家

庭科の家庭生活，高等学校・公民科の政治・経済，高等学校家庭科の消費経済

分野において，消費者経済，消費者としての自覚，消費者教育といった内容が

盛り込まれるようになった。しかし，授業時間数の不足などから，消費者教育

の機会が十分に確保されてきたとはいい難い。 

 内閣府の「国民生活選好度調査」（２００８年）によれば，１９８９年の学

習指導要領改訂以後に，学校において消費者教育を受けているはずの年齢層（２

０～２９歳）の国民ですら，消費者教育を受けたことがあると回答した人の割

合はわずか２４．８%にとどまり，３０歳以上の年齢層で消費者教育を受けたと

回答している国民は，軒並み１０%を下回っている。この調査結果は，学校現場

における消費者教育が印象に残らず，消費者としての自覚を促す内容のものと

して受け止められていないことを示しているもので，学校教育における消費者

教育も必ずしも奏功していない。 

なお，２００８年に小・中学校，２００９年に高等学校の学習指導要領の改

訂が行われ，消費者教育について一定の改善が見られるが，今後いかに授業時

間を確保し，充実した消費者教育を実践していくかなど課題は多い。 

学校教育以外の場での消費者教育の実施状況も不十分である。消費者基本法

第１７条が，国に対して「消費者の自立支援のために消費生活に関する知識の

普及や情報の提供などを推進するとともに，学校，地域，職場，家庭など様々

な場所を通じて消費者教育の充実を図ること」を求めていることからも明らか

なとおり，消費者教育は，それぞれの消費者のライフステージに応じて社会全

体でなされるべきものである。しかし，現在のわが国において，学校教育以外

で実施される消費者教育については，地域社会での講習会，消費者教育出前講

義などが行われているところもあるが，教育の内容について明確な理念や方向

性が示されているとは言い難く，消費者教育の担い手の不足とも相まって，機

会，内容とも不十分な状態にとどまっている。 
 

第２ 消費者教育の課題 

 

１ 消費者行政の転換と消費者教育 

２００９年，消費者庁，消費者委員会が発足し，消費者行政は大きく変わる

契機を得たが，行政の仕組みが変わるだけでは，消費者被害を根絶することは

できない。 

 消費者庁の発足を定めた２００８年６月の閣議決定「消費者行政推進基本計

画」においても，「消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極

的に関与することがあってこそ，新組織はその存在感を高めることができる。」
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としているとおり，消費者の立場を強化するとともに消費者の社会参加を促し

て，行政が消費者から監視され，また消費者から後押しされながら，円滑に事

業者に対して規制権限を行使する社会のしくみ作り出すことによって，はじめ

て，消費者庁，消費者委員会の発足等一連の消費者行政改革が完成するといえ

る。 

 そして，こうした社会のしくみ作りの核心をなすのは，消費者のエンパワー

メントとしての消費者団体の育成と消費者教育である。 

 

２ 能動的に社会参加する消費者育成のための教育の必要性 

 しかし，今日のわが国の消費社会の現状に目を向ければ，消費者は未だに受

動的な立場に置かれている。 

 大量生産・大量消費の社会の中で，需要と無関係に供給がなされ，消費者の

周りには膨大な商品・サービスとそれらに関する情報，様々な広告や勧誘が氾

濫し，消費者の消費行動は事業者側の強い影響下に置かれている。そこに，多

重債務の原因となる過剰与信や消費者被害の原因となる欺瞞的な取引が行われ

る契機があった。また，野放図な生産消費活動は資源の枯渇と環境汚染，南北

格差の拡大といった，地球全体の持続可能性（サステナビリティ）の危機を引

き起こした。 

 このような社会に生きる消費者にとって，将来にわたって充実した消費生活

を享受すること，将来の世代や開発途上国の子どもたちにもそうした生活を享

受する可能性を提供することは現代に生きるわれわれの共通の課題である。 

 そのような観点から，環境を保護し公正で活力のある社会＝「持続可能な社

会」を実現するためにどう取り組むかが重要な課題となっている。 

 国連では１９９９年に「消費者保護のためのガイドライン」の改訂がなされ

「持続可能な消費形態」が事実上消費者の権利とされるなど，最近では「持続

可能な社会」の実現自体が重要な消費者の権利の一つとして位置づけられるに

至っている。 

 内閣府の調査によると，近時，日本の消費者は社会に貢献したいという意識

を高めており，とりわけ環境保護についての社会貢献意識が強いとされる。こ

うした環境についての社会貢献意識の高まりは，企業活動に対する環境保護に

向けた取り組みの期待の高まりとも連動している。自分の消費行動で社会が変

わると思っている人の割合も全体の約６割と高くなっている。しかし一方では，

その意識が実際の行動に結びついていないことが指摘されている。 

 

３ 単なる知識のみではなく「生きる力」を与える消費者教育 

 従来の消費者教育は，ともすれば消費者被害の予防や救済についての知識を

与えるだけのものになりがちであった。もちろん，こうした教育も，クーリン

グオフ等の消費者の権利についての理解が社会的に浸透する上で果たした役割

は決して小さくはない。 

 消費者と事業者との間には，圧倒的な力（情報の質，量及び交渉力）の格差

があり，この格差をできる限り埋めるよう，消費者に必要な知識を与えるとい

う消費者教育の意義も，決して小さなものではない。 
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 しかし，限られた授業時間で，知識を知識として教えるだけでは，消費者が

それを実際の消費の場面で生かすことにはなかなかつながらない。取引の意思

決定の際，不当な勧誘を受けた際，あるいは実際に消費者被害を受けた際，何

をどう考え，どう対応すべきなのか，消費者としての基本的な考え方が身につ

いていなければ，知識も宝の持ち腐れである。 

 上述のような消費者を取り巻く状況に鑑みれば，消費者教育は，消費者被害

を未然に防止するための知識を習得させることに止まらず，消費者が自ら主体

的に行動できるために必要な情報とそして力を消費者に与えるものでなければ

ならない。 

 

第３ 消費者市民社会と消費者市民教育の可能性 

 

１ 北欧の「消費者市民社会」 

 先進事例を探るため，当連合会では，２００９年６月に北欧の消費者教育視

察を行い，フィンランドとノルウェーを訪問した。北欧は，消費者保護のレベ

ルが高い国としてヨーロッパで評価されている。また，長年にわたり環境問題

にも積極的に取り組んでおり，環境教育と消費者教育の融合が進んでいること

でも知られている。 

 そこでは他者及び環境との共生や消費を通じた社会参加の問題を中心にすえ

た充実した消費者教育の実態があり，市民と消費者団体に支えられつつ行政が

機能的に消費者保護の役割を果たす消費者市民社会があった。 

 「消費者市民社会」（Consumer Citizenship）は，個人が消費者・生活者と

しての役割において，社会問題，多様性，世界情勢，将来世代の状況などを考

慮することによって，社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味してい

るが，このように消費者の意見が消費者の主体的・能動的な活動を通じて社会

や経済に反映されることによって，様々な消費者被害の防止に止まらず，地球

環境や南北格差の問題など，グローバルな問題の解決にも大きな役割を果たす

ものである。 

 

２ 消費者市民教育 

 こうした消費者市民社会を実現するため，消費者市民を育てる消費者市民教

育は，上記のわが国の消費者教育が抱える課題に対する１つの答えとなりうる

ものである。 

 そこでは，消費者が，単に受動的に事業者から商品やサービスの提供を受け，

一方的にそうした商品やサービスに関する情報や勧誘を受けて取引に応じる，

受動的な存在から，消費者を取り巻く社会全体に目を向け，消費者としての役

割を果たしつつ，自らの価値観にしたがって，主体的で適切な意思決定ができ，

自らの権利を守るために積極的に事業者や行政に働きかけることができる，主

体的な存在になるような教育が目標とされており，消費者に「生きる力」を与

える教育ともいえるものである。 
 
第４ むすび 
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消費者教育の重要性への取り組みは北欧に止まらず，世界的な潮流となって

いる。 

例えば，OECD では２００９年に「消費者教育政策勧告」を公表し，勧告承認

後３年後には，各国がどのような対応をしたのか報告を求めることになってい

る。また，国連は２００５年に「持続可能な開発のための教育の１０年」をス

タートさせ２０１４年には最終会議を日本で行う予定である。 

 一方，日本は２００８年に上述の「消費者行政推進基本計画」において，次

のように消費者市民社会に向けて歩みを進めることを宣言した。「新組織の創

設は，転換期にある現在の行政の関係者が『公僕』としての自らの活動の意味

を再考する重要なきっかけを作るものであるとともに，消費者の更なる意識改

革をも促すものである。その意味でこの改革は『消費者市民社会』というべき

ものの構築に向けた画期的な第一歩として位置付けられるべきものである。」 

 このように，日本も含め，消費者市民社会を目指す動きは国際的にも大きな

流れとなって，その実現に向けて努力していくことを求められていると言って

いい。当連合会は，２００９年に開催された第５２回人権擁護大会において，

「消費者被害のない安全で公正な社会を実現するための宣言」を決議して，そ

の中で「消費者市民社会」をめざす消費者教育の重要性を確認しており，消費

者教育の推進を強く求めるものである。 

    特に消費者庁が司令塔としての機能を発揮し，消費者庁と文部科学省とが緊

密に連携しながら，消費者教育推進のための法整備も含め，よりよき「消費者

市民社会」の構築を着実に進めていくべきであろう。消費者市民教育はどのよ

うなものであり，わが国で推進するために具体的に何が課題となるのか，実り

ある議論をお願いしたい。 

 

                                                以 上 
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ぶ

「植
物
性
油
脂
配
合
で
環
境
に
や
さ

し
い
」洗
剤
で
ス
マ
トラ
像
が
絶
滅
？

情
報
の
収
集
と
評
価

し
い
」洗
剤
で
ス
マ
トラ
像
が
絶
滅
？

パ
ー
ム
ヤ
シ
栽
培
が
環
境
に
与
え

影
響
広
告

学
ぶ

専
門
家
・事
業
者
・行
政
な
ど
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
，
市
場
調
査
，
資
料
調
査
な
ど

集
団
的
な
議
論

ど
ん
な
だ
ま
し
の
手
口
が
あ
る
の
か
，

る
影
響
，
広
告
に
つ
い
て
学
ぶ

「
環
境
に
や
さ
し
い
商
品
の
見
分
け

「
騙
さ
れ
な
い
消
費
者
に
な
る
た
め

身
近
な
商
品
の
成
分
表
示
と
広
告

集
団
的
な
議
論

専
門
家
に
聞
い
て
み
よ
う
！

「
環
境
に
や
さ
し
い
商
品
の
見
分
け

方
１
０
か
条
」を
発
表

「
騙
さ
れ
な
い
消
費
者
に
な
る
た
め

の
１
０
か
条
」を
発
表

を
調
査
・吟
味

提
案
・発
表
・創
造

12



ク
イ
ズ

21

ク
イ
ズ

【
問
題
】
次
の
内
，
正
し
く
な
い
と
思
う
も
の
を
ど
れ
？

菓
を

な
が
た
く
さ
食

と
1
.
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
を
み
ん
な
が
た
く
さ
ん
食
べ
る
と
，
ス

マ
ト
ラ
ゾ
ウ
が
絶
滅
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

2
.
「
植
物
性
油
脂
配
合
で
環
境
に
や
さ
し
い
」
洗
剤
を

み
ん
な
が
た
く
さ
ん
使
う
と
ス
マ
ト
ラ
ゾ
ウ
が
絶
滅
す

み
ん
な
が
た
く
さ
ん
使
う
と
，
ス
マ
ト
ラ
ゾ
ウ
が
絶
滅
す

る
可
能
性
が
あ
る
。

3
.
長
野
県
産
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
よ
り
も
，
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

産
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
方
が
，
二
酸
化
炭
素
排
出
量

，
酸

炭
排

が
大
き
い
。

ba
ck

22

参
審
員
法
廷
（
オ
ス
ロ
地
裁
）

消
費
者
市
民
教
育
の
広
が
り

23

国
際
社
会
が
す
す
め
る
取
り
組
み

１
９
９
２
年
国
連
環
境
開
発
会
議
（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
リ

オ
・
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
）

オ
・
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
）

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
Ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
２
１
）
策
定

２
０
０
２
年
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳

会
議
（
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
）

会
議
（

ネ
グ
）

実
施
計
画
に
お
い
て
「
持
続
可
能
性
の
な
い
消
費
・
生

産
の
方
法
」
を
改
め
る
よ
う
求
め
る

産
の
方
法
」
を
改
め
る
よ
う
求
め
る

２
０
０
５
年
国
連
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
教
育

１
０
年
タ
ト
（
最
終
会
議
を
本
開
催
予
定
）

の
１
０
年
ス
タ
ー
ト
（
最
終
会
議
を
日
本
で
開
催
予
定
）

24

「国
連
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
教
育
の
１
０
年
」

ht
tp
:/
/w

w
w
.u
ne

sc
o.
or
g/
en

/e
sd
/
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25

「国
連
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
教
育
の
１
０
年
」

４
年
後
，
日
本
で
最
終
会
議
の
予
定

日
本
の
消
費
者
教
育
を
世
界
が
注
視

ht
tp
:/
/w

w
w
.u
ne

sc
o.
or
g/
en

/e
sd
/

年
後
，
本
最
終
会
議
予
定

本
消
費
者
教
育
世
界
注
視

26

国
際
社
会
が
す
す
め
る
取
り
組
み

２
０
０
６
年
上
記
計
画
に
基
づ
き
結
成
さ
れ
た
マ
ラ
ケ

シ
タ
ス
ク
フ
ォ
ス
が
「
持
続
可
能
な
消
費
」
の
教

シ
ュ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
，
「
持
続
可
能
な
消
費
」
の
教

育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
り
を
開
始
，

２
０
０
８
年
「
持
続
可
能
な
消
費
」
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
H
E
R
E
 a
nd
 N
O
W
）
を
発
表

（
）
を
発
表

タ
ガ

27

マ
ラ
ケ
シ
ュ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ht
tp
:/
/w

w
w
.u
ne

p.
fr
/s
cp
/m

ar
ra
ke
ch
/t
as
kf
or
ce
s/
pd

f/
H
er
e%

20
an
d%

20
N
ow

%
20

La
yo
ut

%
20

28
Ja
n0

9.
pd

f

28

Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
と
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
の
若
者
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

ht
tp
:/
/w

w
w
.u
ne

p.
fr
/s
cp
/p
ub

lic
at
io
ns
/d
et
ai
ls
.a
sp
?i
d=

D
TI
/0
65

5/
PA

14



P
id
i

l
f

h
i
h

ib
ili

f

29

P
ro
v
id
in
g
 t
o
o
ls
 f
o
r 
ch
an
g
e
 i
s 
th
e
 r
e
sp
o
ns
ib
ili
ty
 o
f 

g
o
v
e
rn
m
e
nt
s,
 r
e
g
ul
at
o
ry
 i
ns
ti
tu
ti
o
ns
, 
N
G
O
s 
an
d
 

b
us
in
e
ss

b
us
in
e
ss
. 

H
o
w
e
v
e
r,
 t
he
 r
o
le
 o
f 
th
e
 g
lo
ba
l c
o
ns
um
e
r/
ci
ti
ze
n 
is
 

e
ss
e
nt
ia
l
in
pu
sh
in
g
th
e
se
g
ro
up
s
to
ta
k
e
ac
ti
o
n

e
ss
e
nt
ia
l 
in
 p
us
hi
ng
 t
he
se
 g
ro
up
s 
to
 t
ak
e
 a
ct
io
n 

m
o
re
 q
ui
ck
ly
 a
nd
 f
o
r 
th
e
 b
e
tt
e
r.

変
化
を
も
た
ら
す
方
策
を
提
供
す

政
府

-
変
化
を
も
た
ら
す
方
策
を
提
供
す
る
の
は
政
府

や
規
制
機
関
，
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
事
業
者
の
責
任
で
あ
る
。

や
規
制
機
関
，

事
業
者
責
任
あ
る
。

し
か
し
，
世
界
の
消
費
者
・市
民
の
役
割
は
彼
ら

の
行
動
を
よ
り
早
め
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
上
で
極

の
行
動
を
よ
り
早
め
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
上
で
極

め
て
重
要
で
あ
る
。

（”
y
o
ut
hX
ch
an
g
e
T
he
G
ui
d
e
”よ
り
）

（
y
o
ut
hX
ch
an
g
e
T
he
 G
ui
de
よ
り
）

が
支
援
す

ジ

30

Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
が
支
援
す
る
S
E
P
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ht
tp
:/
/w

w
w
.s
us
ta
in
ab
le
‐e
ve
ry
da
y.
ne

t/
SE
Ph

om
e/
ho

m
e.
ht
m
l

31

Ｃ
Ｃ
Ｎ
の
活
動
の
広
が
り

Ｃ
Ｃ
Ｎ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

VI
D
EO

ht
tp
:/
/w

w
w
.h
ih
m
.n
o/
Pr
os
je
kt
si
de

r/
CC

N

32

Ｃ
Ｃ
Ｎ
の
活
動
の
広
が
り

Ｃ
Ｃ
Ｎ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

VI
D
EO

ht
tp
:/
/w

w
w
.h
ih
m
.n
o/
Pr
os
je
kt
si
de

r/
CC

N
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33

Ｃ
Ｃ
Ｎ
の
教
材
開
発

ht
tp
s:
//
w
w
w
.h
ih
m
.n
o/
hi
hm

/P
ro
sj
ek
ts
id
er
/C
CN

/P
ub

lic
at
io
ns

34

C
C
N
か
ら
P
E
R
L
へ

w
w
w
.p
er
ln
et
w
or
k.
ni
ng
.c
om

35

ノ
ベ
ル
平
和
セ
ン
タ
（
オ
ス
ロ
）

ノ
ー
ベ
ル
平
和
セ
ン
タ
ー
（
オ
ス
ロ
）

消
費
者
市
民
社
会
が
も
た
ら
す
も
の

36

消
費
者
市
民
社
会
が
も
た
ら
す
も
の

単
な
る
知
識
，
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
知
識
で
は
な
く
，
ポ
ジ

テ
ブ
な
生
き
方
と
し
て
の
消
費
者
問
題
の
と
ら
え
方

テ
ィ
ブ
な
生
き
方
と
し
て
の
消
費
者
問
題
の
と
ら
え
方

16



37

消
費
者
問
題
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
生
き
方
に

従
来
の
消
費
者
教
育

消
費
者
被
害
や
対
策
に
つ
い
て
の
知
識

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
報

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
報

だ
け
に
な
り
が
ち

能
動
的
な
消
費
者
市
民
教
育

「
社
会
を
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

能
動
的
な
消
費
者
市
民
教
育

社
会
を
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
メ
ッ
セ
ジ

「自
分
に
も
役
割
」＝
受
け
手
に
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

単
な
る
知
識
で
は
な
い
「生
き
る
力
」を
消
費
者
に

38

消
費
者
市
民
社
会
が
も
た
ら
す
も
の

単
な
る
知
識
，
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
知
識
で
は
な
く
，
ポ
ジ

テ
ブ
な
生
き
方
と
し
て
の
消
費
者
問
題
の
と
ら
え
方

テ
ィ
ブ
な
生
き
方
と
し
て
の
消
費
者
問
題
の
と
ら
え
方

消
費
者
被
害
の
防
止

消
費
者
被
害
の
防
止

39

消
費
者
被
害
の
防
止
と
消
費
者
市
民
社
会

従
来
の
消
費
者
教
育

意
思
決
定
の
あ
り
方
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
，
消
費
者
は

事
業
者
に
利
用
さ
れ
る
立
場
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

事
業
者
に
利
用
さ
れ
る
立
場
か
ら
抜
け
出
せ
な

能
動
的
な
消
費
者
市
民
教
育

広
告
や
勧
誘
を
評
価
し
，
不
必
要
な
消
費
を
控
え
る
た

め
被
害
の
リ
ス
ク
減
少

め
，
被
害
の
リ
ス
ク
減
少

悪
徳
商
法
等
に
つ
い
て
の
知
識
が
加
わ
る
こ
と
で
，
よ
り

強
固
な
被
害
防
止
を
図
り
う
る

VI
D
EO

40

消
費
者
市
民
社
会
が
も
た
ら
す
も
の

単
な
る
知
識
，
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
知
識
で
は
な
く
，
ポ
ジ

テ
ブ
な
生
き
方
と
し
て
の
消
費
者
問
題
の
と
ら
え
方

テ
ィ
ブ
な
生
き
方
と
し
て
の
消
費
者
問
題
の
と
ら
え
方

消
費
者
被
害
の
防
止

消
費
者
被
害
の
防
止

消
費
者
市
民
が
支
え
る
機
能
的
な
消
費
者
行
政

事
業
者
の
活
動
へ
の
消
費
者
か
ら
の
コ
ン
トロ
ー
ル

消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
を
中
心
に
す
え
た

市
場
社
会
の
転
換

市
場
・
社
会
へ
の
転
換

17



北
欧

取
り
組

41

北
欧
で
の
取
り
組
み

北
欧

取
り
組

42

北
欧
で
の
取
り
組
み

北
欧

取
り
組

43

北
欧
で
の
取
り
組
み

In
 m
o
re
 r
e
ce
nt
 y
e
ar
s 
th
e
 f
o
cu
s 
ha
s 
sh
if
te
d
 t
o
 

lif
e
st
y
le
s
v
al
ue
s
an
d
re
fl
e
ct
io
n
o
f
o
ne
‘
s
o
w
n

lif
e
st
y
le
s,
 v
al
ue
s 
an
d
 r
e
fl
e
ct
io
n 
o
f 
o
ne
s 
o
w
n 

ch
o
ic
e
s.
…
 t
he
 c
ha
ng
e
s 
in
 s
o
ci
e
ty
 a
nd
 m
ar
k
e
ts
 

m
ak
e
it
ne
ce
ss
ar
y
fo
r
y
o
un
g
e
r
an
d
y
o
un
g
e
r
ch
ild
re
n

m
ak
e
 i
t 
ne
ce
ss
ar
y
 f
o
r 
y
o
un
g
e
r 
an
d
 y
o
un
g
e
r 
ch
ild
re
n 

to
 h
av
e
 t
he
 s
k
ill
s 
to
 c
o
pe
 i
n 
th
e
ir
 r
o
le
 a
s 
an
 a
ct
o
r 

o
n
m
ar
k
e
ts

o
n 
m
ar
k
e
ts
. 

近
年
，
（消
費
者
教
育
の
）焦
点
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
，

個
人
選
択
対
す
影
響
問
題
移

き
た

社
会

個
人
の
選
択
に
対
す
る
影
響
の
問
題
に
移
っ
て
き
た
。
…
社
会

と
市
場
の
変
化
に
よ
り
，
よ
り
若
い
子
ど
も
た
ち
に
市
場
で
彼
ら

が
役
割
を
果
た
す
た
め
技
能
を
与
え
る
た
め
消
費
者
教

が
役
割
を
果
た
す
た
め
の
技
能
を
与
え
る
た
め
に
消
費
者
教

育
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

北
欧

組

44

北
欧
で
の
取
り
組
み

T
he
re
 i
s 
a 
ne
e
d 
fo
r 
o
bj
e
ct
iv
e
s,
 w
hi
ch
 f
ac
ili
ta
te
 

m
o
v
in
g
fr
o
m
te
ac
hi
ng
in
d
iv
id
ua
la
nd
se
pa
ra
te
to
pi
cs

m
o
v
in
g
 f
ro
m
 t
e
ac
hi
ng
 i
nd
iv
id
ua
l 
an
d
 s
e
pa
ra
te
 t
o
pi
cs
 

to
un
d
e
rs
ta
nd
in
g
 b
ro
ad
e
r 
st
ru
ct
ur
e
s,
 c
o
nc
e
pt
ua
l 

re
la
ti
o
ns
an
d
sy
st
e
m
s
th
in
k
in
g
E
d
uc
at
io
n
sh
o
ul
d

re
la
ti
o
ns
 a
nd
 s
y
st
e
m
s 
th
in
k
in
g
. 
E
du
ca
ti
o
n 
sh
o
ul
d
 

e
nh
an
ce
 p
o
si
ti
v
e
 m
o
ti
v
at
io
n,
 f
o
re
si
g
ht
, 
sy
st
e
m
s 

th
in
k
in
g
an
d
pr
o
d
uc
t
lif
e
-
cy
cl
e
aw
ar
e
ne
ss

th
in
k
in
g
 a
nd
 p
ro
d
uc
t 
lif
e
cy
cl
e
 a
w
ar
e
ne
ss
. 

個
人
的
で
分
散
し
た
問
題
を
教
え
る
こ
と
か
ら
幅
広
い
構
造
や

概
念
的
な
関
連
物
事
を

ム
と

捕
ら
え
考
え
方

概
念
的
な
関
連
，
物
事
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捕
ら
え
る
考
え
方

の
理
解
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
目
的
が
必
要
で
あ
る
。
教
育

は
個
人

ベ
洞
察
力
構
造
的
な
考
え
方
と

は
個
人
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
，
洞
察
力
，
構
造
的
な
考
え
方
と

商
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
意
識
を
高
め
る
べ
き
だ
。

18



北
欧

組

45

北
欧
で
の
取
り
組
み

A
t 
pr
e
se
nt
, 
th
e
 t
e
ac
hi
ng
 o
f 
co
ns
um
e
r 
co
m
pe
te
nc
e
 

fo
cu
se
s
o
n
e
m
po
w
e
rm
e
nt
o
f
th
e
co
ns
um
e
r

fo
cu
se
s 
o
n 
e
m
po
w
e
rm
e
nt
 o
f 
th
e
 c
o
ns
um
e
r,
 

in
st
ru
ct
io
n 
in
 p
ar
ti
ci
pa
ti
o
n 
an
d
 p
ro
m
o
ti
o
n 
o
f 
th
e
 

co
ns
um
e
r’
s
ro
le
as
an
ac
ti
v
e
ci
ti
ze
n
w
it
h
th
e
ab
ili
ty

co
ns
um
e
r
s 
ro
le
 a
s 
an
 a
ct
iv
e
 c
it
iz
e
n 
w
it
h 
th
e
 a
b
ili
ty
 

to
 c
o
pe
 w
it
h 
v
ar
io
us
 c
o
ns
um
e
r 
e
nv
ir
o
nm
e
nt
s 
an
d
 

si
tu
at
io
ns

si
tu
at
io
ns
. 

今
日
に
お
い
て
，
消
費
者
と
し
て
の
能
力
の
教
育
は
，
消
費
者

の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
，
参
加
に
つ
い
て
の
指
導
と
様
々
な
消
費

者
の
環
境
や
状
況
に
う
ま
く
対
処
す
る
能
動
的
な
市
民
と
し
て

の
消
費
者
の
役
割
の
促
進
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

北
欧

組

46

北
欧
で
の
取
り
組
み

北
欧
「
消
費
者
力

47

北
欧
の
「
消
費
者
力
」

ht
tp
:/
/e
c.
eu

ro
pa
.e
u/
pu

bl
ic
_o

pi
ni
on

/a
rc
hi
ve
s/
eb

s/
eb

s_
29

8_
en

.p
df

48

北
欧
の
消
費
者
力

既
存
の
消
費
者
保
護
手
段
で
，
適

切
に
守
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す

か
？

19



49

北
欧
の
消
費
者
力

あ
な
た
の
国
の
事
業
者
は
，
あ
な
た
の
権
利
を
守
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？

50

北
欧
の
消
費
者
力

あ
な
た
は
，
当
局
が
あ
な
た
の
消

費
者
と
し
て
の
権
利
を
守
る
と
信
頼

費
者
と
し
て
の
権
利
を
守
る
と
信
頼

し
て
い
ま
す
か
？

消
費
者
市

が
社
会
を
変

51

消
費
者
市
民
が
社
会
を
変
え
る

国
民
生
活
白
書
平
成
２
０
年
版
よ
り

消
費
者
市

が
社
会
を
変

52

消
費
者
市
民
が
社
会
を
変
え
る

国
民
生
活
白
書
平
成
２
０
年
版
よ
り
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グ

53

フ
ロ
グ
ネ
ル
公
園
（
オ
ス
ロ
）

フ
ロ
グ
ネ
ル
公
園
（
オ
ス
ロ
）

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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荒井紀子（あらい のりこ）さん 
 

   （学術博士） 

職名 ・福井大学教育地域科学部 教授 

スウェーデン，ウプサラ大学客員研究員（1999 年） 

・福井大学教育地域科学部副学部長        2010.4～ 

・福井大学教育地域科学部附属中学校校長          2009.4～ 

 

研究専門分野（教科教育学，家庭科教育学，カリキュラム論） 

・子どもの生活主体形成にかかわる教育 

・シティズンシップ教育と米国・北欧の家族・消費者教育 

・批判的思考，意志決定能力を育てる家庭科カリキュラム 

・福祉，家族，環境に関わる授業研究 

 

主な著書 

・新しい問題解決学習―Plan Do See から批判的リテラシー 教育図書，

2009 

・生活主体の形成と家庭科教育，ドメス出版  2008 

・生活主体を育む ―未来を拓く家庭科，ドメス出版 2006
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市
民
性
を
育
む
教
育
と
学
力

市
民
性
を
育
む
教
育
と
学
力

市
民
性
を
育
む
教
育
と
学
力

市
民
性
を
育
む
教
育
と
学
力

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部

荒
井
紀
子

荒
井
紀
子

1

報
告
の
概
要

報
告
の
概
要

１
今
日
的
学
力
と
し
て
の
リ
テ
ラ
シ
ー
と
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

１
今
日
的
学
力
と
し
て
の
リ
テ
ラ
シ
と
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

・今
日
的
学
力
の
要
請
と
そ
の
背
景

・
O
E
C
D
の
P
IS
A
に
お
け
る
問
題
解
決
リテ
ラ
シ
ー

O
E
C
D
の
P
IS
A
に
お
け
る
問
題
解
決
リテ
ラ
シ

・
O
E
C
D
の
D
e
S
e
C
o
の
３
つ
の
キ
ー
・コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

２
日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
見
る
学
力
観

２
日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
見
る
学
力
観

３
欧
米
に
お
け
る
市
民
性
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
教
育

（
イ
ギ
リス
ア
メ
リカ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

（
イ
ギ
リス
、
ア
メ
リカ
、
ス
ウ
ェ
デ
ン
）

４
日
本
に
お
け
る
市
民
性
教
育
の
必
要
性
と
目
標

５
市
民
性
を
獲
得
す
る
学
び
を
ど
う
つ
く
る
か

５
市
民
性
を
獲
得
す
る
学
び
を
ど
う
つ
く
る
か

６
授
業
例
高
校
家
庭
科
の
「高
齢
者
・福
祉
」の
授
業

７
ま
と
め

７
ま
と
め

2

今
日
的
学
力
と
し
て
の
リテ
ラ
シ
ー
と
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

・
2
1
世
紀
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
る

か
と
い
う
議
論
が
国
際
的
規
模
で
行
わ
れ
て
い
る

か
と
い
う
議
論
が
国
際
的
規
模
で
行
わ
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
の
変
化
に
対
応
し
、
複
雑
な
問
題
を
協
力

し
て
創
造
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

し
て
創
造
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

持
続
可
能
な
経
済
発
展
・
平
和
社
会
の
構
築
・
民
主
的
価
値

持
続
可
能
な
経
済
発
展
・
平
和
社
会
の
構
築
・
民
主
的
価
値

生
涯
に
わ
た
り
身
に
つ
け
る
能
力
キ
ー
・コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（D
e
S
e
C
o
）

生
涯
に
わ
た
り
身
に
つ
け
る
能
力
キ
ー
・コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（D
e
S
e
C
o
）

学
校
教
育
で
育
む
学
力

４
つ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
（P
IS
A
調
査
）

世
界
が
目
ざ
す
学
力
（
能
力
）
の
方
向

日
本
の
子
ど
も
た

ち
に
培
う
力

ち
に
培
う
力

3

P
IS
A
の
リテ
ラ
シ
ー

徒
達
度

Pr
og
ra
m
m
e
fo
r I
nt
er
na
tio

na
l S
tu
de

nt
 A
ss
es
sm

en
t

O
E
C
D
が
行
う
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査

生
徒
が
も
っ
て
い
る
知
識
の
レ
ベ
ル
を
み
る
の
で
は
な
く
、
実
生
活

実
生
活

で
直
面
す
る
課
題
に
、
知
識
や
技
能
を
ど
う
活
用
で
き
る
か
を

で
直
面
す
る
課
題
に
、
知
識
や
技
能
を
ど
う
活
用
で
き
る
か
を
み
る
み
る

リテ
ラ
シ
ー
：
生
徒
が
課
題
に
か
か
わ
り
、
解
決
、
解
釈
す
る
際
の
、

2
0
0
0
年
、
2
0
0
3
年
、
2
0
0
6
年
に
実
施
（
1
5
歳
児
対
象
）

効
果
的
分
析
、
理
由
づ
け
、
伝
達
に
か
か
わ
る
能
力

調
査
対
象
分
野

◆
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
（
読
解
力
）

◆
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

◆
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

◇
問
題
解
決
リ
テ
ラ
シ
ー
（

◇
問
題
解
決
リ
テ
ラ
シ
ー
（
2
0
0
3

2
0
0
3
の
み
）

の
み
）

4
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P
IS
A
の
問
題
解
決
リ
テ
ラ
シ
の
定
義

P
IS
A
の
問
題
解
決
リ
テ
ラ
シ
ー
の
定
義

道
筋
が
瞬
時

白
な
く
数
学
科
学

問
題
の
道
筋
が
瞬
時
に
明
白
で
は
な
く
、
数
学
、
科
学
ま
た

は
読
解
の
う
ち
の
単
一
の
領
域
だ
け
に
は
存
在
し
な
い
、
現

実
の
領
域
横
断
的
な
状
況
に
直
面
し
た
場
合
に
認
知
プ
ロ

セ
ス
を
用
い
て
問
題
に
対
処
し
、
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

を
用

問
題
対
処
、
解
決
す
る

る

能
力

（
「
PI
SA

20
03
年
調
査
評
価
の
枠
組
み
」
よ
り
）

問
題
解
決
リ
テ
ラ
シ
ー
で
測
定
す
る
の
は
個
別
領
域
の

知
識
や
理
解
で
は
な
く
、
人
が
特
定
の
問
題
状
況
に
直

知
識
や
理
解
で
は
な
く
、
人
が
特
定
の
問
題
状
況
に
直

面
し
た
時
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
解
決
す
る
か
の

プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
分
析
し
、
評
価
す
る
も
の
。

プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
分
析
し
、
評
価
す
る
も
の
。

5

D
eS
eC

o
D
eS
eC

oに
み
る
学
力

に
み
る
学
力

み
る
学
力

み
る
学
力

D
ef
in
is
io
n

D
ef
in
is
io
n
an
d 
Se
le
ct
io
n 
of
 C
om

pe
te
nc
ie
s

an
d 
Se
le
ct
io
n 
of
 C
om

pe
te
nc
ie
s

••
取
組
の
背
景
と
概
要

取
組
の
背
景
と
概
要

教
育
の
成
果
と
影
響
に
関
す
る
情
報
の
関
心
の
高
ま
り

・
教
育
の
成
果
と
影
響
に
関
す
る
情
報
へ
の
関
心
の
高
ま
り

・
O
E
C
D
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
定
義
と
選
択
」
（
D
e
S
e
C
0
)を

1
9
9
7
年
末

タ
2
0
0
3
年
最
終
報
告

1
9
9
7
年
末
に
ス
タ
ー
ト
。
2
0
0
3
年
最
終
報
告

・
人
間
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
な
能
力
：
キ
ー
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
提
示

・
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

・
P
IS
A
調
査
の
概
念
枠
組
み
の
基
本
。
リ
テ
ラ
シ
ー
論
の
上
位
概
念

・
単
な
る
知
識
や
技
能
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
含
む
心
理
的
社
会
的
リ
ソ
ー
ス
を
活
用

し
て
特
定
の
文
脈
の
中
で
複
雑
な
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力

し
て
特
定
の
文
脈
の
中
で
複
雑
な
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力

6

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
枠
組
み

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
枠
組
み

ゴ
カ
テ
ゴ
リ
ー
１

相
互
作
用
的
に

相
互
作
用
的
に

道
具
を
用
い
る

思
考
力
・

カ
テ
ゴ
リ
ー
２

カ
テ
ゴ
リ
ー
３

省
察
力

テ
リ

異
質
な
集
団
と

交
流
す
る

カ
テ
ゴ
リ
３

自
律
的
に
活

動
す
る

交
流
す
る

動
す
る

7

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
（

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）
の
枠
組
み

）
の
枠
組
み

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
（

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
キ

コ
ン
ピ
テ
ン
シ

キ
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
）
の
枠
組
み

）
の
枠
組
み

①①
相
互
作
用
的
に
道
具
を
用
い
る

相
互
作
用
的
に
道
具
を
用
い
る

①①
相
互
作
用
的
に
道
具
を
用
い
る

相
互
作
用
的
に
道
具
を
用
い
る

Ａ
言
語
、
シ
ン
ボ
ル
、
テ
ク
ス
ト
を
相
互
作
用
的
に
用
い
る

Ｂ
知
識
や
情
報
を
相
互
作
用
的
に
用
い
る

Ｃ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
相
互
作
用
的
に
用
い
る

②②
異
質
な
集
団
で
交
流
す
る

異
質
な
集
団
で
交
流
す
る

②②
異
質
な
集
団
で
交
流
す
る

異
質
な
集
団
で
交
流
す
る

A
  
他
者
と
よ
い
関
係
を
築
く

Ｂ
チ
ー
ム
を
組
ん
で
共
同
し
仕
事
を
す
る

Ｃ
対
立
を
調
整
し
、
解
決
す
る

③③
自
律
的
に
行
動
す
る

自
律
的
に
行
動
す
る

A
大
き
な
展
望
の
中
で
行
動
す
る

A
  
大
き
な
展
望
の
中
で
行
動
す
る

B
人
生
計
画
や
個
人
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
計
し
実
行
す
る

C
権
利
、
利
害
、
限
界
、
ニ
ー
ズ
を
擁
護
し
主
張
す
る

8
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Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
キ
ー
・コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
枠
組
み

Ｄ
ｅ
Ｓ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
キ
ー
・コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
枠
組
み

カ
テ
ゴ
リ
ー
１

相
互
作
用
的
に

P
IS
A
読
解
力

数
学
的
リテ
ラ
シ

相
互
作
用
的
に

道
具
を
用
い
る

数
学
的
リテ
ラ
シ
ー

科
学
的
リテ
ラ
シ
ー

思
考
力
・

思
考
力
・

省
察
力

省
察
力

カ
ゴ

カ
テ
ゴ
リ
ー
３

省
察
力

省
察
力

カ
テ
ゴ
リ
ー
２

異
質
な
集
団
と

交
流
す
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
３

自
律
的
に
活

動
す
る

交
流
す
る

動
す
る

9

日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
見
る
学
力
観

日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
見
る
学
力
観

降
新
学
観
登

■
１
９
９
０
年
以
降
新
学
力
観
の
登
場

２
１
世
紀
の
社
会
を
国
際
化
、
情
報
化
、
科
学
技
術
の
発
展
、

環
境
問
題
な
ど
に
よ
る
先
行
不
透
明
な
社
会
と
と
ら
え
、
そ

の
中
で
社
会
の
変
化
に
対
応
し
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を

身
け
る
と
が

身
に
つ
け
る
こ
と
が

重
要
性
が
説
か
れ
る

10

日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
み
る
学
力
観
２

日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
み
る
学
力
観
２

1
9
9
6
年
7
月
中
央
教
育
審
議
会
第

次
答
申

■
1
9
9
6
年
7
月
中
央
教
育
審
議
会
第
一
次
答
申

生
き
る
力

「
自
分
で
課
題
を
見
つ
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に

生
き
る
力

判
断
し
、
行
動
し
、
よ
り
良
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
」

■
1
9
9
8
年
学
習
指
導
要
領
改
訂

○
思
考
力
判
断
力
を
育
る
教
育
を
重
視

○
思
考
力
・
判
断
力
を
育
て
る
教
育
を
重
視

○
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
創
設

11

新
学
習
指
導
要
領
に
み
る
学
力
観

新
学
習
指
導
要
領
に
み
る
学
力
観

2
0
0
8
３
月
改
訂
小
学
校
中
学
校
学
習
指
導
要
領

2
0
0
8
.３
月
改
訂
小
学
校
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領

○
生
徒
思
考
力
判
断
力
表
現
力
等
を
育
む
観
点
か
ら
基
礎
的

○
生
徒
の
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
育
む
観
点
か
ら
、
基
礎
的
・

基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
学
習
活
動
の
重
視

○
体
験
的
な
活
動
や
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
活
用
し
た

問
題
解
決
的
な
学
習
の
重
視

問
題
解
決
的
な
学
習
の
重
視

○
生
徒
の
興
味
関
心
等
に
応
じ
た
課
題
学
習
補
充
的
な
学
習
や
発
展

○
生
徒
の
興
味
・
関
心
等
に
応
じ
た
課
題
学
習
、
補
充
的
な
学
習
や
発
展

的
な
学
習
な
ど
の
活
動
を
取
り
入
れ
た
指
導
の
充
実

（
第
１
章
総
則
）

（
第
１
章
総
則
）

12
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欧
米
に
お
け
る
市
民
性
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
教
育
１

欧
米
に
お
け
る
市
民
性
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
教
育
１

■
イ
ギ
リ
ス

■
イ
ギ
リ
ス

1
9
9
7
 
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
諮
問
委
員
会

1
9
9
8
報
告
書
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
と
学
校
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ

1
9
9
8
 
報
告
書
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
と
学
校
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
指
導
」
（
ク
リ
ッ
ク
報
告
）

2
0
0
2
～
全
国
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
化

国
リ

化

背
景

背
景
・
若
者
の
貧
困
化
、
不
安
定
就
労
に
よ
る
社
会
離
れ

目
的

目
的
・
若
者
の
自
律
力
と
自
尊
を
高
め
る

・
福
祉
社
会
形
成
の
た
め
に
若
者
の
市
民
性
を
高
め

・
福
祉
社
会
形
成
の
た
め
に
若
者
の
市
民
性
を
高
め
、

社
会
生
活
や
政
治
へ
の
主
体
的
な
参
加
を
促
す

13

欧
米
に
お
け
る
市
民
性
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
教
育
２

ア
メ
リ
カ

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
時
代

・
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
時
代

新
し
い
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
構
想
策
定
の
中
で
の
位
置
づ
け

「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
は
過
度
の
競
争
社
会
、
市
民
協
働
の
機
会
の
喪
失
、
地
域

校
か
ら
の
乖
離
、
学
校
の
社
会
か
ら
の
乖
離
な
ど
の
問
題
を
抱
え
た
市
民
社
会
に
と
っ

て
、
市
民
社
会
を
再
構
築
す
る
た
め
に
必
要
」
（
ハ
リ
ー
・
ボ
イ
ド
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
）

・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
な
く
、
州
、
市
、
学
校
ご
と
に
実
施

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス
ウ
ェ
デ
ン

・
1
9
9
4
「
第
１
次
若
者
政
策
法
」
商
業
市
場
の
急
成
長
の
中
で
の
若
者
の
孤
立
化
、
浮

遊
化
と
自
立
の
欠
如
→
若
者
の
社
会
参
画
の
た
め
の
政
策

①
学
校
運
営
へ
の
生
徒
の
参
画
②
地
方
自
治
体
の
施
策
へ
の
若
者
の
参
画

③
若
者
の
利
用
機
関
へ
の
意
見
表
明
や
活
動
へ
の
参
加

・
独
立
し
た
科
目
は
な
い
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
内
容
は
社
会
家
庭
科
等

独
立
し
た
科
目
は
な
い
が
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
内
容
は
社
会
、
家
庭
科
等

に
豊
富
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

14

日
本
に
お
け
る
市
民
性
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
教
育
の
必
要
性

日
本
に
お
け
る
市
民
性
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
教
育
の
必
要
性

市
民

人
ひ
と
り
の
権
利
や
個
性
が
尊
重
さ
れ
自
立
（
自

市
民
一
人
ひ
と
り
の
権
利
や
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
自
立
（
自

律
）
し
た
個
人
が
自
分
た
ち
の
意
思
に
基
づ
い
て
社
会
参
画

し
多
様
な
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
構
築

• •

し
多
様
な
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
構
築

目
標

市
民
が
社
会
の

員
と
し
て
自
分
を
守
り
個
性
を
発
揮
し

市
民
が
社
会
の
一
員
と
し
て
自
分
を
守
り
個
性
を
発
揮
し

て
自
己
実
現
を
果
た
す
と
と
も
に
、
よ
り
よ
い
社
会
づ
く
り

に
参
加
貢
献
で
き
る
力
を
育
む
（
自
律
的
な
消
費
者
市

に
参
加
、
貢
献
で
き
る
力
を
育
む
（
自
律
的
な
消
費
者
市

民
と
し
て
の
意
思
決
定
力
と
社
会
参
画
す
る
力
を
育
む
）

15

消
費
者
市
民
教
育
の
関
連
教
科
と
内
容
（新
学
習
指
導
要
領
）

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

社
会
科

■
地
域
や
人
々
の
生
産

や
販
売
（
3
4
）

社
会
（
公
民
的
分
野
）

■
私
た
ち
と
経
済

イ
国
民
の
生
活
と
政

公
民
（
現
代
社
会
）

■
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て

の
在
り
方
生
き
方

イ
現
代
民
主
政
治

や
販
売
（
3
-
4
）

■
我
が
国
の
農
業
（
５
）

■
我
が
国
の
工
業
生
産
、

情
報
社
会
（５
）

イ
国
民
の
生
活
と
政

府
の
役
割

■
私
た
ち
と
国
際
社
会

の
諸
課
題

イ
現
代
の
民
主
政
治

と
政
治
参
加
の
意
義

エ
現
代
の
経
済
社
会

と
経
済
活
動
の
在
り
方

情
報
社
会
（５
）

家
庭
科

■
身
近
な
消
費
生
活
と

の
諸
課
題

イ
よ
り
良
い
社
会
を

目
指
し
て

と
経
済
活
動
の
在
り
方

家
庭
総
合

■
生
活
に
お
け
る
経
済
の

■
身
近
な
消
費
生
活
と

環
境
（５
－
６
）

(1
)物
や
金
銭
の
使
い
方

と
買
い
物

技
術
家
庭
（
家
庭
分
野
）

■
身
近
な
消
費
生
活
と

環
境

■
生
活
に
お
け
る
経
済
の

計
画
と
消
費

■
持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
た
ら
い
る
ス
タ
イ
ル

と
買
い
物

（
２
）
環
境
に
配
慮
し
た
生

活
の
工
夫

環
境
(1
)家
庭
生
活
と
消
費

（
消
費
者
の
基
本
的
な

権
利
と
責
任
他
）

(2
)家
庭
生
活
と
環
境

指
し
た
ら
い
る
ス
タ
イ
ル

の
確
立

■
生
活
資
源
と
そ
の
活
用

■
共
生
社
会
に
お
け
る
家

(2
)家
庭
生
活
と
環
境

■
共
生
社
会
に
お
け
る
家

庭
や
地
域

16
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個
人
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
発
揮
と
集
団
・
社
会
と
の
関
係

自
治
体
・
国

世
界

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

公 的

家
庭
・
家
族

主
体

(個
人
）

私 的
的 領 域

的 領 域

17

市
民
性
を
獲
得
す
る
学
び
を
ど
う
創
る
か

市
民
性
を
獲
得
す
る
学
び
を
ど
う
創
る
か

市
民
性
を
獲
得
す
る
学
び
を
ど
う
創
る
か

市
民
性
を
獲
得
す
る
学
び
を
ど
う
創
る
か

１
身
近
な
生
活
の
課
題
と
地
域
や
社
会
の
問
題
と
の
つ
な

が
り
を
実
感
し
社
会
的
解
決
へ
の
視
野
を
広
げ
る
学
習

が
り
を
実
感
し
、
社
会
的
解
決
へ
の
視
野
を
広
げ
る
学
習

の
構
造
を
つ
く
る

２
子
ど
も
が
新
し
い
発
見
や
知
恵
を
共
有
で
き
る
よ
う
な

協
働
の
学
び
を
組
織
す
る

３
批
判
的
思
考
力
や
意
思
決
定
力
を
鍛
え
る
学
習
の

道
筋
を
つ
く
る

道
筋
を
つ
く
る

18

市
民
性
を
育
む
授
業
例

高
校
家
庭
科
の
「
高
齢
者
福
祉
の
授
業

高
校
家
庭
科
の
「
高
齢
者
・
福
祉
」
の
授
業

■
福
井
県
鯖
江
市
郊
外
の
県
立
高
校

■
対
象
：
１
年
２
年
各
１
ク
ラ
ス
男
女
11
5名

■
対
象
：
１
年
、
２
年
各
１
ク
ラ
ス
男
女
11
5名

■
題
材
「
高
齢
社
会
と
私
」
全
20
時
間

■
授
業
目
標

■
授
業
目
標

①
年
を
重
ね
る
こ
と
へ
の
想
像
力
を
深
め
、
高
齢
者
へ
の
理
解

・
関
心
を
高
め
る

関
を
高

②
高
齢
化
に
よ
る
身
体
的
・
心
理
的
変
化
を
理
解
す
る

③
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
福
祉
３
原
則
を
理
解
す
る

④
高
齢
社
会
の
現
状
と
問
題
、
福
祉
政
策
を
理
解
す
る

⑤
高
齢
者
の
自
立
を
支
援
す
る
為
の
社
会
制
度
や
環
境
整
備

に
理
解
す
る

に
つ
い
て
理
解
す
る

19

家
庭
科
の
題
材
「
高
齢
社
会
と
私
」
の
構
成

家
庭
科
の
題
材
「
高
齢
社
会
と
私
」
の
構
成

第
１
段
階
高
齢
者
の
生
活
と
文
化
７
ｈ

第
１
段
階
高
齢
者
の
生
活
と
文
化
７
ｈ

１
年
を
と
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
「
ミ
ヤ
コ
蝶
々
の
Ｖ
Ｔ
Ｒ
視
聴
」

２
高
齢
期
の
心
と
体
の
変
化

第
２
段
階
高
齢
社
会
と
福
祉

７
ｈ

３
高
齢
者
に
聞
く
生
活
と
文
化

第
２
段
階
高
齢
社
会
と
福
祉

７
ｈ

４
共
に
生
き
る
事
と
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
福
祉
」

５
日
本
の
高
齢
社
会
の
現
状

地
域
福
祉

状
（
ゲ

ピ
カ
を
招
く
）

第
３
段
階
私
た
ち
の
町
の
事
例
研
究
６
ｈ

６
地
域
福
祉
の
現
状
（
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
を
招
く
）

第
３
段
階
私
た
ち
の
町
の
事
例
研
究
６
ｈ

７
～

12
高
齢
に
な
っ
て
も
自
分
た
ち
の
町
で
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
く
に
は
？

（
テ
ー
マ
設
定
、
調
査
活
動
、
ま
と
め
、
報
告
会
）

（
テ
マ
設
定
、
調
査
活
動
、
ま
と
め
、
報
告
会
）

20
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シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
獲
得
す
る
授
業
例

「
高
齢
社
会
と
私
」
授
業
の
構
造

「
高
齢
社
会
と
私
」
授
業
の
構
造

21

福
祉
の
事
例
研
究

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
相
談
を
受
け
る

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
相
談
を
受
け
る

倉
志
野

倉
志
野
て
つ
よ

て
つ
よ
（
85
歳
の
女
性
）

仕
事
を
持
つ
娘
夫
婦
の
隣
家
に
一
人
暮
ら
し
。

転
倒
が
き
っ
か
け
で
寝
た
り
起
き
た
り
の
生
活
。

自
立
的
な
女
性
で
、
ひ
と
り
で
自
宅
に
暮
ら
し
続

け
た
い
と
望
ん
で
い
る
。

ふ
た
り
の
ど
ち
ら
か
に

ふ
た
り
の
ど
ち
ら
か
に

小
室
さ
と
る

小
室
さ
と
る
（
76
歳
の
男
性
）

ふ
た
り
の
ど
ち
ら
か
に

ふ
た
り
の
ど
ち
ら
か
に

替
っ
て
、
町
を
調
査

替
っ
て
、
町
を
調
査

し
て
評
価
し
、

し
て
評
価
し
、

提
案
す
る

提
案
す
る

小
室
さ
と
る

小
室
さ
と
る
（
76
歳
の
男
性
）

絵
を
描
く
こ
と
、
コ
ー
ヒ
ー
を
自
分
で
煎
れ
る
こ
と

が
大
好
き
な
趣
味
の
豊
か
な
人
。
妻
に
先
立
た

提
案
す
る

提
案
す
る

が
大
好
き
な
趣
味
豊
か
な
人
。
妻
先
立
た

れ
、
施
設
に
入
り
た
い
が
、
高
齢
者
施
設
で
今
ま

で
通
り
の
趣
味
を
楽
し
む
生
活
が
続
け
ら
れ
る
か
、

不
安
で
悩
ん
で
い
る

22

グ
ル
ー
プ
ご
と
の
調
査
テ
ー
マ
一
覧

グ
調
査
テ

覧

在
宅
福
祉

施
設
福
祉

そ
の
他

在
宅
福
祉

■
倉
志
野
さ
ん
家
の

改
造
計
画

施
設
福
祉

■
小
室
さ
ん
が
楽
し

く
暮
ら
し
て
い
け
る

そ
の
他

■
安
心
し
て
住
め
る
鯖

江
市
の
シ
ス
テ
ム
作
り

テテ
改
造
計
画

■
倉
志
野
さ
ん
が
自

力
で
移
動
で
き
る

た
め
に

く
暮
ら
し
て
い
け
る

老
人
ホ
ー
ム
探
し

■
趣
味
や
個
性
を

活
か
せ
る
老
人

江
市
の
シ
ス
テ
ム
作
り

■
気
軽
に
利
用
で
き
る

セ
ン
タ
ー
作
り

■
ま
ち
を
探
検
高
齢

テテ ｜｜
た
め
に

■
誰
で
も
行
き
た
く

な
る
デ
イ
ケ
ア
・

セ
ン
タ
ー

活
る
老
人

ホ
ー
ム
を
つ
く
ろ
う

■
一
生
暮
ら
し
た
い

老
人
ホ
ー
ム
改

■
ま
ち
を
探
検
ー
高
齢

者
の
立
場
に
な
っ
て

■
倉
志
野
さ
ん
、
小
室

さ
ん
に
と
っ
て
鯖
江
健

ママ

セ
ン
タ

■
訪
問
看
護
婦
の
シ

ス
テ
ム

造
計
画

■
高
齢
者
施
設
の

食
事

さ

さ
ん
に
と
っ
て
鯖
江
健

康
セ
ン
タ
ー
は
利
用
し

や
す
い
か

在
宅
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー

デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

老
人
福
祉

タ

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

養
護
老
人
ホ
ー
ム

在
宅
複
合
型
施
設

市
役
所
福
祉
課

Ｊ
Ｒ
駅
、
私
鉄
駅

市
街
多
目
的
公
共
施
設

調調 査査 先先
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

在
宅
複
合
型
施
設

市
街
、
多
目
的
公
共
施
設

先先

23

授
業
直
後
の
感
想

授
業
直
後
感
想

■
わ
た
し
も
い
つ
か
は
老
人
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
調
査
し
て
み
て
老
人
に
な
る
の
が
と
て
も

嫌
に
な
り
心
配
に
な
っ
た
。
こ
の
鯖
江
市
で
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
け
る
の
か
。
そ
う
な
る
た

め
に
今
私
た
ち
が
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
私
た
ち
の
提
案
が
少

め
に
、
今
私
た
ち
が
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
私
た
ち
の
提
案
が
少

し
で
も
実
現
さ
れ
る
と
い
い
と
思
う
。
こ
の
授
業
は
楽
し
か
っ
た
。
自
分
た
ち
も
い
ず
れ
老

人
に
な
る
と
思
う
と
、
い
つ
に
な
く
真
剣
に
取
り
組
め
た
。
（
１
年
Ｃ
女
）

■
お
年
寄
り
が
住
み
よ
い
環
境
づ
く
り
と
ひ
と
口
で
言
っ
て
も
、
な
に
か
す
ご
く
難
し
く
て
、
な

か
な
か
北
欧
の
高
齢
者
に
対
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
た
。
そ
う
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
に
一
体
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
必
要
な
ん
だ
ろ
う
と
も
思
っ
た
。
だ
け
ど
、
遠
い

未
来
を
想
像
す
る
よ
り
、
今
の
現
状
を
み
つ
め
、
本
当
に
小
さ
な
と
こ
ろ
か
ら
少
し
ず
つ

で
も
良
く
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
わ
か
っ
た
。
一
番
大
切
な
の
は
、
お
年
寄
り
の
意
見

を
よ
く
聴
く
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
て
も
実
際
に
そ
れ
を
体
験
し
て
い
る
人
た

わ
た
し
た
ち
は
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
実
際
に
そ
れ
を
体
験
し
て
い
る
人
た

ち
が
日
頃
思
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
は
気
が
ま
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
市
は
も
っ

と
お
年
寄
り
か
ら
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
意
見
を
聞
い
た
よ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
２
年
Ｄ
女
）

（
２
年
Ｄ
女
）

■
自
分
は
ま
だ
年
を
と
っ
て
い
な
い
け
ど
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
年
を
と
っ
た
と
き
に
不
安
の

な
い
福
祉
制
度
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
し
、
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
。
普
段
の
生
活
で
で
き

な
い
福
祉
制
度
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
し
、
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
。
普
段
の
生
活
で
で
き

な
い
こ
と
を
多
く
で
き
た
い
、
老
人
の
希
望
に
こ
た
え
る
よ
う
な
考
え
も
出
た
。
ま
た
、
ぜ

ひ
や
っ
て
み
た
い
。
（
１
年
Ｂ
男
）

24
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授
業
８
ヶ
月
後
の
感
想

授
業
８
ヶ
月
後
の
感
想

学
期
に
学
ん
だ
お
年
寄
り
の
と
が
番
心
に
残
た
老
人
ホ
ム

■
一
学
期
に
学
ん
だ
お
年
寄
り
の
こ
と
が
一
番
心
に
残
っ
た
。
老
人
ホ
ー
ム

の
名
前
は
忘
れ
た
が
、
男
の
人
が
来
て
、
そ
の
人
に
質
問
し
た
り
し
て
楽

し
か
っ
た
し
、
今
の
福
祉
に
つ
い
て
、
ま
だ
施
設
の
数
も
少
な
い
し
、
お
年

寄
り
対
し

サ
ビ
な
ど
も
行
き
届

な
と
気
が

寄
り
に
対
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
行
き
届
い
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い

て
自
分
の
た
め
に
な
っ
た
授
業
だ
っ
た
。
5
0
年
た
っ
た
あ
と
の
自
分
の
こ

と
を
思
い
、
何
だ
か
生
活
感
が
あ
っ
て
本
当
に
楽
し
か
っ
た
。
（
１
年
Ｆ

）
男
）

■
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
授
業
は
と
て
も
心
に
残
っ
た
。
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が

こ
の
よ
う
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
、
と
て
も
自

分
自
身
た
め
に
な
た
お
年
寄
り
考
え

る
と
に
触
れ
ら
れ

分
自
身
の
た
め
に
な
っ
た
。
お
年
寄
り
の
考
え
て
い
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ

て
楽
し
か
っ
た
。
・
・
・
一
日
老
人
体
験
も
楽
し
か
っ
た
お
年
寄
り
は
一
人

じ
ゃ
生
き
ら
れ
ん
と
思
っ
た
。
人
づ
き
あ
い
は
大
切
だ
と
思
い
、
今
後
の

自
分
あ
方
を
考

時
間
が
増
た
（
２
年
Ｇ
女
）

自
分
の
あ
り
方
を
考
え
る
時
間
が
増
え
た
。
（
２
年
Ｇ
女
）

25

学
習
に
対
す
る
生
徒
の
評
価

学
習
に
対
す
る
生
徒
の
評
価

26

授
業
に
よ
る
生
徒
の
問
題
解
決
的
主
体
低
位
な
意
識
の
変
化

授
業
に
よ
る
生
徒
の
問
題
解
決
的
・
主
体
的
な
意
識
の
変
化

授
業
に
よ
る
生
徒
の
問
題
解
決
的
、
主
体
低
位
な
意
識
の
変
化

授
業
に
よ
る
生
徒
の
問
題
解
決
的
主
体
的
な
意
識
の
変
化

27

市
民
と
し
て
の
主
体
形
成
を
促
す
授
業
の
視
点

市
民
と
し
て
の
主
体
形
成
を
促
す
授
業
の
視
点

Ａ
生
徒
自
身
か
ら
出
発
し
て
、
地
域
、
社
会
に
広
が
る
学
び

生
徒
自
身
か
ら
出
発
し
て
、
地
域
、
社
会
に
広
が
る
学
び

私
的
領
域
か
ら
公
的
領
域
へ
の
視
野
の
広
が
り
を
組
み

込
ん
だ
学
習
の
デ
ザ
イ
ン

Ｂ
生
徒
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
「
問
い
」
の
設
定

生
徒
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
「
問
い
」
の
設
定

生
徒

リ
リ
テ
ィ
あ
る
問
」
設
定

生
徒

リ
リ
テ
ィ
あ
る
問
」
設
定

自
己
省
察
と
探
究
を
可
能
に
す
る
問
い

Ｃ
探
究
的
な
学
習
サ
イ
ク
ル
の
積
み
上
げ

探
究
的
な
学
習
サ
イ
ク
ル
の
積
み
上
げ

28
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Ｃ
探
究
的
な
学
習
サ
イ
ク

積
み
上
げ

Ｃ
．
探
究
的
な
学
習
サ
イ
ク
ル
の
積
み
上
げ

問
題
へ
の

問
題
へ
の

解
決

択
解
決

択
問
題
へ
の

問
題
へ
の

着
目

着
目

問
題
の

問
題
の

特
定

特
定

解
決
の
選
択

解
決
の
選
択

肢
の
検
討

肢
の
検
討

意
思
決
定

意
思
決
定

問
題
解
決

問
題
解
決

省
察

省
察

＊＊
問
題
の
特
定

問
題
の
特
定
と
選
択
肢
の
検
討

選
択
肢
の
検
討
に
批
判
的
思
考

批
判
的
思
考
が
重
要

＊＊
問
題
の
特
定

問
題
の
特
定
と
選
択
肢
の
検
討

選
択
肢
の
検
討
に
批
判
的
思
考

批
判
的
思
考
が
重
要

29

ま
と
め

ま
と
め

■
消
費
者
市
民
教
育
の
目
指
す
主
体
形
成
は
、
O
E
C
D
が
提

起
す
る
新
し
い
学
力
（リ
テ
ラ
シ
ー
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）が
目

指
す
主
体
形
成
と
基
本
的
に
重
な
っ
て
い
る
。
→
日
本
の
新

学
習
指
導
要
領
の
基
調
（思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
の
育

成
体
験

解
視
）

成
と
そ
の
た
め
の
体
験
活
動
、
問
題
解
決
学
習
の
重
視
）と
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。

■
実
際
の
施
行
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
確
実
な
学

習
時
間
の
確
保
（家
庭
科
、
社
会
科
等
、
教
科
内
で
の
明
快

な
位
置
づ
け
）、
行
動
と
思
考
の
循
環
を
通
し
て
学
び
身
に
つ

け
る
学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
、
そ
れ
を
実
施
で
き
る
教
員

の
力
量
形
成
（研
修
な
ど
の
充
実
）が
不
可
欠

30
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西村朱美（にしむら あけみ）さん 
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サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
社
会
の
実
現
を

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
社
会
の
実
現
を

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
社
会
の
実
現
を

め
ざ
す
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
社
会
の
実
現
を

め
ざ
す
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を

め
ざ
す
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を

育
成
す
る
た
め
の
教
育

め
ざ
す
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を

育
成
す
る
た
め
の
教
育

三
重
県
伊
勢
市
立
五
十
鈴
中
学
校

三
重
県
伊
勢
市
立
五
十
鈴
中
学
校

西
村
朱
美

西
村
朱
美

1

１
題
材

１
．
題
材

（
）
松
阪
も
め
ん
を
核
に
し
た
消
費
者
教
育

（
１
）
松
阪
も
め
ん
を
核
に
し
た
消
費
者
教
育

・
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
開
発
・
製
作
・
販
売

製

・
販
売
活
動
に
よ
る
収
益
金
の
寄
付

モ
ノ
・
貨
幣
価
値
の
問
い
直
し

→
モ
ノ
・
貨
幣
価
値
の
問
い
直
し

（
２
）
世
界
の
貧
困
問
題
（
人
権
問
題
）

・
カ
ン
ボ
ジ
ア
学
習

・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
／
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

Ｃ
Ｓ
Ｒ
／
フ
ェ
ア
ト
レ
ド

・
児
童
労
働
問
題

2

１
題
材
設
定
の
理
由

１
．
題
材
設
定
の
理
由

善
（
１
）
現
代
中
学
生
の
負
の
要
素
を
改
善

・
メ
タ
認
知
力
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
欠
如

メ
タ
認
知
力
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
欠
如

・
自
己
と
異
な
る
価
値
観
に
対
し
て
排
他
的

・
生
活
体
験
の
欠
如

（
２
）
限
ら
れ
た
授
業
時
間
数
を
効
果
的
に
運
用

（
２
）
限
ら
れ
た
授
業
時
間
数
を
効
果
的
に
運
用

→
単
発
的
な
題
材
を
羅
列
す
る
の
で
は
な
く

総
合
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
た
せ
て
展
開

3

３
め
ざ
す
生
徒
像

３
．
め
ざ
す
生
徒
像

（
１
）
モ
ノ
や
貨
幣
価
値
を
考
慮
し
た
自
己
決
定
が
で
き
る

ｗ
ａ
ｎ
ｔｓ
よ
り
ｎ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ
を
優
先
さ
せ
た
消
費
行
動

↓↓
消
費
者
の
資
質
向
上
を
狙
う

（
２
）
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
社
会
の
実

現
を
め
ざ
す
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
育
成
す
る

現
を
め
ざ
す
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
育
成
す
る

↓
生
活
者
と
し
て
の
資
質
向
上
を
狙
う

（
消
費
者
‹
生
活
者
）

（
消
費
者
‹
生
活
者
）

4
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ベ
ー
ス
に
な
る
理
論

ベ
ー
ス
に
な
る
理
論

Ｅ
Ｓ
Ｄ

（
S

（
E

du
ca

tio
n
ｆｏ
ｒ

S
us

ta
in

ab
le

D
ev

el
op

m
en

t
＝
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

)
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

) 5

４
－
１
実
践
内
容
（
初
年
度
）

４
－
１
実
践
内
容
（
初
年
度
）

（
１
）
松
阪
も
め
ん
の
歴
史
学
習

（
２
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
開
発
・
製
作

（
２
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
開
発
製
作

6

商
品
の
一
例

巾
着
・
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
カ
バ
ー
オ
リ
ジ
ナ
ル
シ
ュ
ー
ズ

（
Ｍ
ｏ
ｏ
ｎ
Ｓ
ｔａ
ｒさ
ん
制
作
）

7

（
３
）
広
告
の
制
作

8
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（
４
）
収
益
金
の
使
用
方
法
の
検
討
決
定

（
４
）
収
益
金
の
使
用
方
法
の
検
討
・
決
定

「
世
界
を
変
え
る
お
金
の
使
い
方
」
を
活
用

責
任
編
集
山
本
良
一

２
０
０
４
年

発
行

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

発
行

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

初
年
度
：
カ
ン
ボ
ジ
ア
支
援
に
使
用
す
る
こ
と
に
決
定

↓
先
輩
の
気
持
ち
を
引
き
継
ぐ
形
で
５
年
が
経
過

先
輩
の
気
持
ち
を
引
き
継
ぐ
形
で
５
年
が
経
過

9

（
５
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
販
売
活
動

お
よ
び
チ
ラ
シ
配
布
活
動

10

Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｓ
２
０
０
９
で
の
販
売
活
動

（
東
京
：
青
山
）

11

（
６
）
収
益
金
の
寄
付
・
ま
と
め

１
年
次
：
Ｊ
Ａ
Ｈ
Ｄ
Ｓ
さ
ん
に
寄
付

12
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２
年
次
以
降
：
Ｃ
Ｍ
Ｃ
さ
ん
に
寄
付

（
カ
ン
ボ
ジ
ア
地
雷
撤
去
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）

13

４
ー
２
実
践
内
容
（
２
年
次
以
降
追
加
）

４
ー
２
実
践
内
容
（
２
年
次
以
降
追
加
）

ボ
ジ

（
１
）
カ
ン
ボ
ジ
ア
学
習

・
地
雷
・
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
問
題

地
雷
ク
ラ
ス
タ
爆
弾
問
題

・
教
育
問
題

・
児
童
労
働
問
題

・
人
身
売
買
問
題

人
身
売
買
問
題

・
Ａ
ＩＤ
Ｓ
問
題

→
学
習
の
動
機
付
け
・
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

高
揚
・
維
持
に
効
果
的

高
揚
・
維
持
に
効
果
的

14

（
２
）
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ

街
頭
募
金
活
動

15
16
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フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
食
べ
比
べ

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
食
べ
比
べ

17

（
３
）
児
童
労
働
問
題

Ａ
Ｃ
Ｅ
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

Ａ
Ｃ
Ｅ
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
A

ct
io

n 
ag

ai
ns

t C
hi

ld
 E

xp
lo

ita
tio

n）

教
材
「
お
い
し
い
チ
ョ
コ
レ
ト
の
真
実
」

教
材
：
「
お
い
し
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
真
実
」

↓↓
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
重
要
性
を
再
確
認

18

ワ
ー
ク
・
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子

ワ
ー
ク
・
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子

19

児
童
労
働
問
題
解
決
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン

街
頭
募
金
活
動

20

36



問
題
解
決
を
訴
え
る

チ
ラ
シ
の
制
作

チ
ラ
シ
の
制
作

（
募
金
活
動
時
に
配
布
）

そ
の
他
の
ア
ク
シ
ョ
ン

募
金
協
力
者
へ
の

・
募
金
協
力
者
へ
の

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・

チ
レ
ト
の
配
布

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
配
布

・
企
業
へ
の
手
紙

政
治
家
の
手
紙

・
政
治
家
へ
の
手
紙 な
ど

21

５
展
開
上
の
工
夫
点

５
．
展
開
上
の
工
夫
点

・
体
験
学
習
の
場
を
多
く
設
定

・
子
ど
も
た
ち
の
心
情
に
訴
え
る
題
材
の
提
供

子
ど
も
た
ち
の
心
情
に
訴
え
る
題
材
の
提
供

↑
外
部
と
の
連
携
・
協
働

地
域

N
G

O
・
N

P
O
関
連
企
業

地
域
、

N
G

O
N

P
O
関
連
、
企
業

子
ど
も
の
学
び
を
拡
張
さ
せ
る

子
ど
も
の
学
び
を
拡
張
さ
せ
る

22

６
．
効
果

（
１
）
生
産
者
側
の
疑
似
体
験
を
通
し
て

（
１
）
生
産
者
側
の
疑
似
体
験
を
通
し
て

・
モ
ノ
や
貨
幣
価
値
の
問
い
直
し

・
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
の
開
発

（
２
）
貧
困
問
題
学
習
を
通
し
て

（
）
貧
困
問
題
学
習
を
通
し

・
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す

シ
ズ
シ
プ
育
成

シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
育
成

23

自
己
の
生
き
方
が
世
界
の
諸
現
状
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
認
識

い
る
と
い
う
認
識

自
己
の
振
り
返
り
⇒
同
じ
地
球
上
に
暮
ら
す
消

費
者
生
活
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
勢
を
追
及

費
者
・
生
活
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
勢
を
追
及

24
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７
今
後
の
課
題

７
．
今
後
の
課
題

（
１
）
学
校
教
育
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
確
立

他
教
科
と
ク

カ
キ

ム
他
教
科
と
の
ク
ロ
ス
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

人
権
学
習
と
の
リ
ン
ク

（
）
外
部
と
連
携
協
働

た
め

（
２
）
外
部
と
の
連
携
・
協
働
の
た
め
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り

（
３
）
教
師
の
力
量
を
高
め
る

子
ど
も
の
心
情
に
効
果
的
に
働
く
題
材
の
開
発

子
ど
も
の
心
情
に
効
果
的
に
働
く
題
材
の
開
発

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
強
化
な
ど
な
ど

～
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
～

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

25
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魚山秀介（うおやま しゅうすけ）さん 
 

1965 年年神奈川県生まれ。 

早稲田大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。 

帝京ロンドン学園社会科教諭を経て帝京中学校高等学校に 2010 年 3月まで勤務。 

同年 4月より帝京大学教職センター専任講師。専門は社会科教育。 
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消
費
者
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
い
ま
、
消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
向
け
た
消
費
者
教
育
へ
」

実
践
報
告

実
践
報
告

「
消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
向
け
た
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
」

－
教
職
大
学
院
・
現
職
教
師
と
し
て
の
課
題
報
告
を
事
例
と
し
て
－

帝
京
大
学
魚
山
秀
介

11

民
主
党
に
よ
る
今
後
の
教
員
養
成

民
主
党
に
よ
る
今
後
の
教
員
養
成

①
大
学
院
修
士
課
程
（
２
年
）
の
修
了
を
教
員
免
許

①
大
学
院
修
士
課
程
（
２
年
）
の
修
了
を
教
員
免
許

取
得
の
条
件
と
し
、
養
成
課
程
は
計
６
年
に
延
長
。

②
教
育
現
場
で
実
習
す
る
総
時
間
を
現
行
の
２
～
４

②
教
育
現
場
で
実
習
す
る
総
時
間
を
現
行
の
２
～
４

週
間
か
ら
１
年
程
度
に
増
や
す
。

③
10
年
程
度
の
現
場
経
験
を
積
ん
だ
全
て
の
教
員

③
10
年
程
度
の
現
場
経
験
を
積
ん
だ
全
て
の
教
員

が
、
大
学
院
な
ど
で
１
年
程
度
研
修
を
受
け
「
専

門
免
許
状
を
取
得
す
る
こ
と
を
事
実
上
義
務
化

門
免
許
状
」
を
取
得
す
る
こ
と
を
事
実
上
義
務
化
。

検
以
上
を
検
討
中
。

22

帝
京
大
学
教
職
大
学
院

帝
京
大
学
教
職
大
学
院

概
要

33

現
職
教
員
学
生
に
と

実
習

現
職
教
員
学
生
に
と
っ
て
の
実
習

こ
れ
ま
で
の
経
験
・
実
践
等
を
基
に

新
た
な
領
域
、
分
野
、
職
務

教
育
委
員
会
、
関
係
機
関
等

等
に
つ
い
て
探
究
的
に
学

び
、
自
己
の
実
践
を
客
観
的

教
育
委
員
会
、
関
係
機
関
等

で
の
実
務
的
な
実
習
に
取
り

組
み
、

に
省
察
し
、

学
校
教
育
に
対
す
る
認
識

教
育
行
政
の
実
際
や
関
係
機

関
相
互
の
仕
組
み
や
連
携
等

の
深
化
、
実
践
的
指
導
力
・

研
究
能
力
等
の
獲
得
を
図

る

関
相

仕
組
み
や
連
携
等

に
つ
い
て
学
ぶ
。

4
る
。

4
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「
地
域
に
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
教
材
作
成
の
試
み
」

－
「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
の
た
め
の

E
SD
教
材
作
成
を
事
例
と
し
て
－

「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
の
た
め
の

E
SD
教
材
作
成
を
事
例
と
し
て

報
告
内
容

目
次

Ⅰ
「
現
代
社
会
課
題
学
習
の
意
義
と

E
SD
に
い
て

Ⅰ
「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
の
意
義
と

E
SD
に
つ
い
て

１
本
課
題
追
及
の
目
的
・
方
法

…
１

２
地
域
学
習
の
変
遷

…
２

３
「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
と

E
SD

４
３
「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
と

E
SD

…
４

Ⅱ
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
事
例
研
究
と

E
SD
地
域
教
材
作
成

１
長
野
県
辰
野
高
校
三
者
協
議
会
と
授
業
改
善

６
１
長
野
県
辰
野
高
校
三
者
協
議
会
と
授
業
改
善

…
６

２
長
野
県
辰
野
高
校
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
地
域
検
定

…
７

３
板
橋
に
お
け
る

E
SD
地
域
教
材
作
成
の
取
り
組
み

…
８

Ⅲ
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
の
た
め
の

E
SD
教
員
研
修

１
多
摩
市

E
SD

 教
員
研
修
の
事
例
か
ら

…
９

２
板
橋
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
お
け
る
帝
京
の
地
域
貢
献
の

…
11

5
あ
り
か
た
に
つ
い
て

３
本
課
題
研
究
の
成
果
と
今
後
の
課
題

…
12

5

Ｅ
Ｓ
Ｄ
と
は

「
持
続
可
能
な
開
発
」
持
続
可
能
な
開
発
と
は

将
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
も
満
た

「
持
続
可
能
な
開
発
」
持
続
可
能
な
開
発
と
は
・
・
・
将
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
も
満
た

し
つ
つ
、
現
在
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
、
全
て
の
人
々
に
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
の

充
足
と
、
よ
り
よ
い
生
活
を
求
め
る
向
上
心
を
実
現
す
る
機
会
を
保
障
す
る

国
連
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
委
員
会

19
87

 「
我
ら
共
通
の
未
来
」
よ
り

「
国
連
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
の

10
年
」
採
択
ま
で
の
経
緯

（
E

du
ca

tio
n 

fo
r

Su
st

ai
na

bl
e 

D
ev

el
op

m
en

t
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）

日
本

N
G

O
政
府
が
提
案
⇒

日
本
の

N
G

O
、
政
府
が
提
案
⇒

20
02
年

9月
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
サ
ミ
ッ
ト
で
実
施
文
書
に
採
択

20
02
年

12
月

国
連
総
会
で
決
議
採
択

ネ
際
実
施

案
20

03
年

8月
ユ
ネ
ス
コ
が
国
際
実
施
計
画
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
案
発
表

20
03
年

11
月

ユ
ネ
ス
コ
が
国
際
実
施
計
画
案
を
国
連
総
会
へ
提
出

20
04
年

6月
ユ
ネ
ス
コ
が
国
際
実
施
計
画
を
発
表
？

⇒
20

05
年
か
ら
実
施

(～
20

14
年

)

66

「
持
続
不
可
能
」
な
現
代
社
会

「
1秒
の
世
界
」

「
世
界
が
も
し

秒
世
界
」

1秒
間
に
・
・
・

大
型
ト
ラ
ク

63
台
分

10
0人
の
村
だ
っ
た
ら
」

20
人
は
栄
養
が
充
分
で
は
な
く

大
型
ト
ラ
ッ
ク

63
台
分
、

25
2ト
ン
の
化
石
燃
料
が
使
用
さ
れ

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

20
面
分
、

5,
10

0㎡
の
天

然
林
が
消
失
し

20
人
は
栄
養
が
充
分
で
は
な
く
、

１
人
は
死
に
そ
う
な
ほ
ど
で
す

で
も

15
人
は
太
り
す
ぎ
で
す

す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち

然
林
消
失

テ
レ
ビ
が

4.
2台
生
産
さ
れ
て
い
ま
す

32
0万
円
の
軍
事
費
が
使
わ
れ

平
和
維
持
の
た
め
に
国
連
が

1万
円
を

投
入
し

す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
の
う
ち

20
人
が

80
％
を
使
い

80
人
が

20
％
を

分
け
合
っ
て
い
ま
す

投
入
し
･･
･

山
本
良
一
・
Th

in
k 

th
e 

Ea
rt

h 
Pr

oj
ec

t編
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

分
け
合
っ
て
い
ま
す

池
田
香
代
子
再
話

C.
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
対
訳

マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス

7

社

7

「
持
続
可
能
な
開
発
た
め
教
育

内
容

「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
」
の
内
容

環
境

自
然
破
壊

世
代
間
の
断
絶

戦
争
農
業
の
衰
退
過
剰
消
費
不
況

平
和

開
発

戦
争
農
業
の
衰
退
過
剰
消
費
不
況

外
国
人
差
別
障
害
者
差
別
性
差
別
い
じ
め

地
域
社
会
の
崩
壊
教
育
問
題
少
子
化
温
暖
化

経
済
格
差
伝
統
文
化
の
衰
退
資
源
問
題

経
済
格
差
伝
統
文
化
の
衰
退
資
源
問
題

ご
み
問
題
自
殺
ひ
き
こ
も
り
・
・
・

人
権

福
祉

8

国
際
理
解

8
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Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
推
進
に
必
要
不
可
欠
な
こ
と

期
待
さ
れ
る

人
間
像

「教
育
」概
念
の

転
換

99

「
ボ
ン
宣
言
」
の
内
容

「
ボ
ン
宣
言
」
の
内
容

そ
の
中
間
年
で
あ
る
昨
年
（
20

09
年
）
、
ド
イ
ツ
・
ボ
ン
で
こ
れ
ま

総
括
と
今
後

展
望
を
ま
と
め
た
「
ボ
宣
言
が

で
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ
総
括
と
今
後
へ
の
展
望
を
ま
と
め
た
「
ボ
ン
宣
言
」
が

出
さ
れ
た
。
宣
言
で
は
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
理
解
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
を

認
め
特
に
教
育
現
場
へ
の
課
題
と
し
て
以
下
の
内
容
を
挙
げ

認
め
、
特
に
教
育
現
場
へ
の
課
題
と
し
て
以
下
の
内
容
を
挙
げ

て
い
る
。

「
①
Ｅ
Ｓ
Ｄ
が
教
員
養
成
及
び
現
職
研
修
に
統
合
さ
れ
る
よ
う

「
①
Ｅ
Ｓ
Ｄ
が
教
員
養
成
及
び
現
職
研
修
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
、

カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
お
よ
び
教
員
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
再
構
築
す
る
。

②
教
員
教
育
機
関
、
教
員
、
そ
し
て
専
門
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
築
さ
せ
、
適
切
な
教
育
実
践
を
研
究
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

③
と
り
わ
け
教
員
が
、
大
人
数
を
対
象
と
し
た
授
業
で
も
う
ま
く
機

能
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｄ
戦
略
を
策
定
し
Ｅ
Ｓ
Ｄ
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
評
価

能
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｄ
戦
略
を
策
定
し
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
評
価

が
で
き
る
よ
う
支
援
を
す
る
。
」

1010

Ｅ
Ｓ
Ｄ
教
材
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目

Ｅ
Ｓ
Ｄ
教
材
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目

（
英
国
教
育
技
能
省

20
05
年

『
Ｅ
Ｓ
Ｄ
教
材
活
用
ガ
イ
』
よ
り
）

持
続
可
能
な
発
展
の
鍵
概
念
を
扱
う
：
全
て
の
側
面
の
関
係
や
つ
な
が
り

持
続
可
能
な
発
展
の
鍵
概
念
を
扱
う
：
全
て
の
側
面
の
関
係
や
つ
な
が
り
、

市
民
性
、
多
様
性

知
識
の
深
さ
を
形
成
：
教
科
と
の
関
連
性
、
文
脈
の
概
念
、
多
様
な
尺
度

技
能
を
育
て
る
：
批
判
的
思
考
、
複
雑
な
関
係
性
の
考
慮
、
・
表
現
、
未

来
へ
の
思
考
、
行
動

価
値
観
と
態
度
に
対
応
：
他
者
と
環
境
に
対
す
る
価
値
、
価
値
が
人
に
与

え
る
影
響
と
関
係

市
民
性
を
促
進
す
る
：
個
人
の
利
害
と
責
任
個
人
と
共
同
に
よ
る
問
題

市
民
性
を
促
進
す
る
：
個
人
の
利
害
と
責
任
、
個
人
と
共
同
に
よ
る
問
題

解
決
、
行
動

学
習
者
に
合
っ
た
教
授
・
学
習
方
略
を
採
用
：
日
常
世
界
と
の
関
連
づ
け
、

学
習
者
に
合
っ
た
教
授
学
習
方
略
を
採
用
：
日
常
世
界
と
の
関
連
づ
け
、

教
室
外
の
学
び

公
平
で
正
確
：
事
実
に
も
と
づ
く
情
報
、
バ
ラ
ン
ス
、
開
か
れ
た
探
究

11
使
い
や
す
い
：
明
確
さ
、
良
い
デ
ザ
イ
ン
、
最
新
で
あ
る
、
手
頃
な
費
用

11

Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
推
進
→

推
「
現
代
社
会
」
地
域
副
教
材
の
作
成

1212
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「
現
代
代
社
会
」
課
題
学
習
・
Ｅ
Ｓ
Ｄ
地
域
教
材
・
執
筆
項
目

１
豊
か
な
生
活
と
社
会
福
祉

・
豊
か
さ
っ
て
何
だ
ろ
う

N
P
O
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
い
た
ば
し

廣
瀬
カ
ズ
子

・
社
会
福
祉
の
目
ざ
す
も
の

N
P
O
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
い
た
ば
し

加
藤
勉

帝
京
高
等
学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

倉
島
徹

帝
京
高
等
学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

倉
島
徹

・
福
祉
の
費
用
と
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

N
P
O
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
い
た
ば
し
大
湯
俊
之

２
日
常
生
活
と
宗
教
・
芸
術

・
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教

大
原
社
会
教
育
会
館
社
会
教
育
主
事
齋
藤
真
哉

３
科
学
技
術
の
発
達
と
生
命
の
問
題

・
自
然
の
支
配
と
自
然
と
の
共
生

帝
京
高
等
学
校
講
師
・
氷
川
神
社
禰
宜
鈴
木
斎
彦

４
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

食
料
資
源
か
ら
み
る
私
た
ち
の
く
ら
し

・
食
料
資
源
か
ら
み
る
私
た
ち
の
く
ら
し

実
践
事
例
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
北
海
道
産
直
販
売

帝
京
高
等
学
校
教
諭
魚
山
秀
介

５
地
球
と
地
域
の
環
境
問
題

・
水
か
ら
み
た
環
境
問
題

実
践
事
例
若
武
者
育
成
塾
石
神
井
川

帝
京
高
等
学
校
教
諭
魚
山
秀
介

・
地
球
温
暖
化
の
問
題

実
践
事
例
打
ち
水
エ
コ
ラ
イ
フ
・
ウ
イ
ー
ク

帝
京
高
等
学
校
教
諭
魚
山
秀
介

・
持
続
可
能
な
発
展
を
目
指
し
て

持
続
可
能
な
発
展
を
目
指
し
て

実
践
事
例
消
費
生
活
展
参
加

帝
京
高
等
学
校
教
諭
魚
山
秀
介

・
文
章
に
ま
と
め
み
よ
う

帝
京
高
等
学
校
教
諭
魚
山
秀
介

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

東
京
家
政
高
等
学
校
講
師
橋
本
し
の
ぶ

1313

「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
と
リ
ン
ク
さ
せ
た
文
化
祭
企
画

（
）

（
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
高
１
年
）

1414

文
化
祭
ク
ラ
ス
企
画
「
産
直
販
売
」
（
高
２
年
）

1515

研
究
方
法
多
摩
市
教
育
セ
ン
タ
ー

E
SD
教
員
研
修
参
加

第
１
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

日
時
：
20

09
年

11
月

12
日

14
30

17
00

日
時
：
20

09
年

11
月

12
日

14
:3

0～
17

:0
0

テ
ー
マ
：
E

SD
と
は
何
か
を
知
り
、
学
校
で
す
で
に
行
わ
れ
て

い
る

E
SD
的
活
動
を
洗
い
出
す

い
る

E
SD
的
活
動
を
洗
い
出
す
。

参
加
者
：
小
学
校
教
師

5名
中
学
校
教
師

6名
講
義
１
：
学
校
教
育
に
お
け
る

E
SD
の
必
要
性
と
そ
の
実
践
例

講
義
１
：
学
校
教
育
に
お
け
る

E
SD
の
必
要
性
と
そ
の
実
践
例

(南
鶴
岡
小
学
校

, 棚
橋
校
長

)
講
義
２
：
学
校
教
育
に
お
け
る

E
SD
の
必
要
性
と
そ
の
実
践
例

講
義
２
：
学
校
教
育
に
お
け
る

E
SD
の
必
要
性
と
そ
の
実
践
例

(東
愛
宕
中
学
校

, 冨
田
校
長

)
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
中
学
校

グ
ル
プ
ワ
ク
中
学
校

・
職
場
体
験
に
お
い
て
職
へ
筋
道
の
意
識
や
就
労
意
識
を
養

い
、
自
己

P
R
力
や
発
表
力
も
養
い
た
い
。

16
、
自

表
養

。
16
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第
２
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

第
２
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

日
時
：
20

09
年

11
月

30
日

14
:3

0～
17

:0
0

概
念
対
す
理
解
を

深
デ

テ
ー
マ
：
E

SD
の
概
念
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
深
め
、
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
を
選
択
す
る
。

参
加
者
小
学
校
教
師

4名
中
学
校
教
師

6名
参
加
者
：
小
学
校
教
師

4名
中
学
校
教
師

6名
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

中
学
校
グ

プ
学
習
活
動
テ

「
職
場
体
験

中
学
校
グ
ル
ー
プ
・
・
・
・
・
学
習
・
活
動
の
テ
ー
マ
：
「
職
場
体
験

( +
 環
境

)」
多
摩
に
あ
る
人
的
活
動
的
資
源
の
紹
介

多
摩
に
あ
る
人
的
、
活
動
的
資
源
の
紹
介

1717

第
３
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

日
時
：
20

09
年

12
月

11
日

14
:3

0～
16

:3
0

テ
ー
マ

E
SD
の
視
点
を
考
慮
し
た
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り

参
加
者
：
小
学
校
教
師

5名
中
学
校
教
師

5名
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

[中
学
校
グ
ル
ー
プ
の
成
果

]
職
場
体
験
に
お
い
て
従
来
ど
お
り
社
会
的
な
意
識
や
能
力
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
今
ま
で
の
職
場
体
験
の

+α
と
し
て
課
題

を
設
定
す
る
こ
と
で
体
験
学
習
を
よ
り
深
め
る
工
夫
を
す
る
。
＋

の
課
題
と
し
て
「
体
験
先
が
工
夫
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
」

αの
課
題
と
し
て
「
体
験
先
が
工
夫
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
」

や
「
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
」
な
ど
の
テ
ー
マ
を
意
識
し
て
職

場
体
験
に
臨
み
最
終
的
に
は
体
験
先
へ
の
提
言
も
視
野
に

場
体
験
に
臨
み
、
最
終
的
に
は
体
験
先

の
提
言
も
視
野
に

入
れ
て
ま
と
め
る
活
動
に
取
り
組
ま
せ
る
。

1818

第
４
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

第
４
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

日
時
：
20

10
年

1月
18
日

14
:3

0～
17

:3
0

テ
ー
マ
：
E

SD
の
視
点
を
考
慮
し
た
職
場
体
験
学
習
づ
く
り

テ
マ
：
E

SD
の
視
点
を
考
慮
し
た
職
場
体
験
学
習
づ
く
り

参
加
者
：
小
学
校
教
師

4名
中
学
校
教
師

3名
ゲ
ス
ト
：
教
職
大
学
院
学
生
板
橋
区
学
校
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

ゲ
ス
ト
：
教
職
大
学
院
学
生
板
橋
区
学
校
教
育
コ
デ
ィ
ネ
タ

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

[中
学
校
教
師
に
よ
る
提
案

]
①
「
発
表
能
力
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の

5日
間
職
場
体
験
は
単
な
る

①
発
表
能
力
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

5日
間
職
場
体
験
は
単
な
る

体
験
の
み
で
、
終
了
後
に
各
自
が
お
礼
の
手
紙
を
出
す
と
い
う
パ

タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
体
験
学
習
後
に
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
壁

新
聞
を
作
成
し
て
体
験
内
容
に
つ
い
て
発
表
を
お
こ
な
う

新
聞
を
作
成
し
て
体
験
内
容
に
つ
い
て
発
表
を
お
こ
な
う
。

②
「
問
題
解
決
能
力
」
と
し
て
、
中
学
生
の
目
か
ら
感
じ
た
各
職
場
の

改
善
点
や
意
見
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
て
提
出
す
る

改
善
点
や
意
見
を
レ
ポ
ト
に
ま
と
め
て
提
出
す
る
。

③
「
分
析
能
力
」
と
し
て
、
職
場
が
取
り
組
む
環
境
活
動
に
つ
い
て
調

査
を
お
こ
な
い
体
験
学
習
終
了
後
に
発
表
す
る
。

1919

第
５
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

第
５
回
多
摩
市

E
SD
研
修
会
開
催
内
容

日
時
：
20

10
年
２
月

19
日
（
金
）
14

:3
0～

17
:3

0
れ
ま

総
括

テ
ー
マ
：
こ
れ
ま
で
の
総
括

参
加
者
：
研
修
に
参
加
し
た
教
員
、
市
民
団
体
、
多
摩
市
教
員
（
各
校

の
研
究
主
任
）
計
約

80
名

の
研
究
主
任
）
計
約

80
名

内
容
：
こ
れ
ま
で
の
研
修
で
生
ま
れ
た
「
E

SD
的
視
点
の
授
業
／

活
動
改
善
プ
ラ
ン
」
発
表

活
動
改
善
プ
ラ
ン
」
発
表

パ
ネ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
：
こ
の
研
修
で
得
た
も
の

小
学
校
中
学
校
各

2名
が
登
壇

小
学
校
、
中
学
校
各

2名
が
登
壇

助
言

文
部
科
学
省
国
際
統
括
官
補
佐
清
水
宣
彦
氏

国
立
教
育
政
策
研
究
所
総
括
研
究
官
五
島
政
一
氏

国
立
教
育
政
策
研
究
所
総
括
研
究
官
五
島
政

氏

多
摩
市
民
環
境
会
議

会
長
清
水
武
志
朗
氏

2020
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「
消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
の
た
め
の
教
員
養
成
の
あ
り
方
」

①
Ｅ
Ｓ
Ｄ
が
教
員
養
成
及
び
現
職
研
修
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
、
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム

お
よ
び
教
員
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
再
構
築
す
る
。
→
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
学
校
教
育
に
浸

透
さ
せ
る
た
め
大
学
で
の
教
職
課
程
や
教
職
大
学
院
の
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
で
Ｅ

透
さ
せ
る
た
め
、
大
学
で
の
教
職
課
程
や
教
職
大
学
院
の
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
で
Ｅ

Ｓ
Ｄ
を
必
修
と
す
る
。

②
教
員
教
育
機
関
、
教
員
、
そ
し
て
専
門
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
さ
せ
、

適
切
な
教
育
実
践
を
研
究
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。
→
学
校
が
地
域
づ
く
り

の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
も
、
公
私
立
教
員
が
市
民
と
共
に
地
域
教

の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
も
、
公
私
立
教
員
が
市
民
と
共
に
地
域
教

材
を
自
主
作
成
す
る
研
修
機
会
を
各
地
区
の
教
育
セ
ン
タ
ー
が
設
け
、
地

域
に
根
ざ
し
た
教
育
が
可
能
に
な
る
研
修
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

③
と
り
わ
け
教
員
が
、
大
人
数
を
対
象
と
し
た
授
業
で
も
う
ま
く
機
能
す
る
Ｅ
Ｓ

Ｄ
戦
略
を
策
定
し
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
評
価
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
す
る
。

戦
略
を
策
定
し
、

学
習
プ

評
価
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
す
る
。

→
高
校
「
現
代
社
会
」
課
題
学
習
を
各
学
校
で
取
り
く
む
た
め
に
は
、
教
師

に
よ
る
問
題
解
決
型
学
習
が
可
能
な
条
件
整
備
（
１
ク
ラ
ス
約
２
０
名
、
視
聴

覚
教
材
や
電
子
黒
板
の
整
備
な
ど
、
授
業
に
専
念
で
き
る
勤
務
体
系
、
文

章
能
力
の
育
成
法
確
立
）
が
前
提
と
な
る

21
章
能
力
の
育
成
法
確
立
）
が
前
提
と
な
る
。

21
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齋藤美重子（さいとう みえこ）さん 
 
大学卒業後，（株）荏原製作所に就職。 

結婚・出産を機に退職し，子育てしながら PTA活動や地域活動にいそしむ。 
その後，（財）ベターホーム協会での活動を経て，日本女子大家庭科教育法助手，

慶應義塾高等学校非常勤講師。 

現在麻布学園家庭科非常勤講師，日本女子大大学院在籍。 

46
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20
10
年

4月
10
日
日
本
弁
護
士
連
合
会

「
い
ま
、
消
費
者
市
民
社
会
の

「
い
ま
、
消
費
者
市
民
社
会
の

、
費

民
、
費

民

実
現
に
向
け
た
消
費
者
教
育
へ
」

実
現
に
向
け
た
消
費
者
教
育
へ
」

Ａ
高
校

Ａ
高
校

11
年
生
活
総
合
（
家
庭
科
）
授
業
実
践

年
生
活
総
合
（
家
庭
科
）
授
業
実
践

ーー
「
消
費
生
活
」
「
生
活
設
計
」
「
社
会
保
障
制
度
」
を

「
消
費
生
活
」
「
生
活
設
計
」
「
社
会
保
障
制
度
」
を

取
り
入
れ
た
授
業
案

取
り
入
れ
た
授
業
案

日
本
女
子
大
学
大
学
院
麻
布
学
園
非
常
勤
講
師

日
本
女
子
大
学
大
学
院
麻
布
学
園
非
常
勤
講
師

取
り
入
れ
た
授
業
案

取
り
入
れ
た
授
業
案
ーー

日
本
女
子
大
学
大
学
院
・
麻
布
学
園
非
常
勤
講
師

日
本
女
子
大
学
大
学
院
・
麻
布
学
園
非
常
勤
講
師

齋
藤

齋
藤
美
重
子

美
重
子

1

１
「
消
費
者
市
民
社
会
を
取
り
上
げ
た
経
緯

１
「
消
費
者
市
民
社
会
を
取
り
上
げ
た
経
緯

１
．
「
消
費
者
市
民
社
会
を
取
り
上
げ
た
経
緯

１
．
「
消
費
者
市
民
社
会
を
取
り
上
げ
た
経
緯

『
平
成

20
年
版
国
民
生
活
白
書
』
よ
り

・
『
平
成

20
年
版
国
民
生
活
白
書
』
よ
り

消
費
者
問
題
は
生
徒
に
と
て
他
人
事

・
消
費
者
問
題
は
生
徒
に
と
っ
て
、
他
人
事

自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
題
材
は
な
い
か
？

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
・
人
権
・
健
康
・
環
境
を
組
み
合
わ
せ

た
ら
ど
う
か
？

2

２
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
概
要

２
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
概
要

２
．
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
概
要

２
．
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
概
要

具
体
的
な
授
業
の
流
れ
は
参
考
資
料
①
に
示
す
が
、
大
ま
か
な
流
れ

具
体
的
な
授
業
の
流
れ
は
参
考
資
料
①
に
示
す
が
、
大
ま
か
な
流
れ

具
体
的
な
授
業
の
流
れ
は
参
考
資
料
①
に
示
す
が
、
大
ま
か
な
流
れ

具
体
的
な
授
業
の
流
れ
は
参
考
資
料
①
に
示
す
が
、
大
ま
か
な
流
れ

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

導
入

導
入

（
１
）

（
１
）

仮
に
カ
ー
ド
類
を
持
っ
て
い
る
と
仮
定
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
等
を
購

仮
に
カ
ド
類
を
持
っ
て
い
る
と
仮
定
し
て
商
品
サ
ビ
ス
等
を
購

入
す
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
生
徒
達
に
行
わ
せ
、
気
づ
い
た
点
を
述
べ

合
う
。
カ
ー
ド
発
行
枚
数
増
加
の
要
因
に
つ
い
て
も
考
察
さ
せ
、
現
代

社
会
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
認
識
さ
せ
る
。
（

1時
間
）

（
）

（
） 金
利
と
法
律

金
利
と
法
律

（
２
）

（
２
） 金
利
と
法
律

金
利
と
法
律
（

1時
間
）

3

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
現
状

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
現
状

（
３
）

（
３
）
サ
イ
バ
犯
罪
の
現
状

サ
イ
バ
犯
罪
の
現
状

（
３
）

（
３
） 「N

H
K
ｽ
ﾍ
ﾟｼ
ｬ
ﾙ
危
機
と
闘
う
ﾃ
ｸ
ﾉｸ
ﾗ
ｲ
ｼ
ｽ
あ
な
た
の
預
金
が
狙
わ

れ
る
国
境
を
超
え
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
の
一
部
視
聴
。
そ
の
問
題
点

れ
る
国
境
を
超
え
る
サ
イ
バ
犯
罪
」
の

部
視
聴
。
そ
の
問
題
点

や
対
策
を
確
認
。
（

1・
1／

2時
間
）

（
４
）

（
４
） 消
費
者
問
題
発
背
の
要
因
と
そ
の
変
遷
か
ら
、
消
費
者
の
権
利
と
責

任
に
い
て
考
察
す
る
（
時
間
）

消
費
者
の
権
利
と
責
任

消
費
者
の
権
利
と
責
任

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

（
５
）

（
５
）任
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
（

1時
間
）

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

（
５
）

（
５
） 「シ
ッ
コ
（

Si
ck

o)
」
「

N
H

K
ｽ
ﾋ
ﾟｼ
ｬ
ﾙ
ｾ
ｰ
ﾌ
ﾃ
ｨﾈ
ｯ
ﾄ･
ｸ
ﾗ
ｲ
ｼ
ｽ

Vo
l.3

 し
の

び
よ
る
貧
困
子
ど
も
を
救
え
る
か
」
の

部
視
聴
主
に
公
的
保
険

び
よ
る
貧
困
子
ど
も
を
救
え
る
か
」
の
一
部
視
聴
、
主
に
公
的
保
険

制
度
の
必
要
性
な
ど
の
つ
い
て
学
び
あ
う
。
（

3・
1／

2時
間
）

4
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ま
と
め

ま
と
め

（
６
）

（
６
）
ま
と
め

ま
と
め

（
６
）

（
６
） ・『
東
大
で
教
え
た
社
会
人
学
お
金
に
学
ぶ
』
か
ら
の
抜
粋
を
資
料
と

し
、
「
お
金
」
と
ど
う
向
き
合
い
、
ど
う
い
う
生
活
設
計
を
立
て
、
社
会
と
ど

し
、
お
金
」
と
ど
う
向
き
合
い
、
ど
う
い
う
生
活
設
計
を
立
て
、
社
会
と
ど

う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
話
し
合
う
。

・
『
平
成

20
年
版
国
民
生
活
白
書
』
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
消
費
者

市
社
会

考
察
す
る
（
時
間
）

市
民
社
会
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
（

1時
間
）

5

期
末
試
験
問
題
と
生
徒
の
反
応

期
末
試
験
問
題
と
生
徒
の
反
応

３
．
期
末
試
験
問
題
と
生
徒
の
反
応

３
．
期
末
試
験
問
題
と
生
徒
の
反
応

期
末
試
験
問
題
は
参
考
資
料
②

・
期
末
試
験
問
題
は
参
考
資
料
②

◆
「
方
策
と
課
題
に
い
の
生
徒
の
反
応

◆
「
方
策
と
課
題
に
い
の
生
徒
の
反
応

◆
「
方
策
と
課
題
」
に
つ
い
て
の
生
徒
の
反
応

◆
「
方
策
と
課
題
」
に
つ
い
て
の
生
徒
の
反
応

・
北
欧
な
ど
小
さ
な
国
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
日
本
の
よ
う

北
欧
な
ど
小
さ
な
国
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
日
本
の
よ
う

に
市
民
が
育
っ
て
い
な
い
国
で
真
似
し
て
も
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
い

の
で
は
な
い
か
。

現
実
的
に
は
受
け
身
人
間
の
多
い
日
本
人
に
合
っ
た
消
費
者
問
題

対
応
策
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

・
消
費
者
市
民
社
会
と
い
う
言
葉
自
体
初
め
て
聞
い
た
。
こ
う
し
た
社
会

の
実
現
の
た
め
に
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
教
育
が
欠
か
せ
な
い
と
思

うう
。

6

・
方
策
と
し
て
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
使
い
、
「
消
費
者
市
民

社
会
」
と
い
う
言
葉
を
広
め
る

社
会
」
と
い
う
言
葉
を
広
め
る
。

・
変
動
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
時
に
も
、
ま
た
は
形
を
か
え
て
も

対
応
で
き
る
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も

『
お
れ
お
れ
詐
欺
』
な
ど
、
あ
る
消
費
者
問
題
が
起
こ
る
と
、
そ
の
こ
と

ば
か
り
を
伝
え
そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
応
に
な
て
い
る
そ
の
時
に

ば
か
り
を
伝
え
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
応
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
に

常
に
消
費
者
市
民
と
い
う
意
識
を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。

・
消
費
者
市
民
社
会
実
現
へ
向
け
て
の
法
律
・
制
度
を
整
え
、
上
か
ら

の
強
い
力
が
必
要
だ
。

7

・
自
分
た
ち
に
出
来
る
役
割
を
考
え
､実
行
に
移
す
こ
と
で
の
み
､社
会

が
変
わ
る
し
、
今
の
日
本
の
社
会
は
あ
る
意
味
発
展
途
上
の
国
で
あ

が
変
わ
る
し
、
今
の
日
本
の
社
会
は
あ
る
意
味
発
展
途
上
の
国
で
あ

る
。
個
々
が
深
い
関
心
を
持
ち
､繋
が
り
を
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。

・
従
来
の
教
育
は
効
率
第
一
主
義
の
社
会
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
社
会
を
変
え
て
い
く
た
め
に
は
､効
率
第
一
主
義
で
は
な
く
、

ノ
マ
ラ
イ
ゼ
シ
ョ
ン
の
理
念
の
も
と
教
育
を
根
本
か
ら
見
直
し
て

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
の
も
と
、
教
育
を
根
本
か
ら
見
直
し
て

い
か
な
い
と
道
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

8
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今
後
の
課
題

今
後
の
課
題

４
．
今
後
の
課
題

４
．
今
後
の
課
題

・
生
活
者
の
視
点
か
ら
多
角
的
、
総
合
的
に
社
会
や
自
分

の
生
活
設
計
を
見
つ
め
直
し
、
生
活
を
主
体
的
に
営
む
行

の
生
活
設
計
を
見
つ
め
直
し
、
生
活
を
主
体
的
に
営
む
行

動
へ
結
び
付
け
る

時
間
的
制
約

あ
る
中

体
験
的
な
学
習
を
り

・
時
間
的
制
約
の
あ
る
中
で
の
、
体
験
的
な
学
習
を
取
り

入
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

・
教
科
間
連
携
、
小
・
中
・
高
の
連
携
・
系
統
性

・
教
師
の
実
践
的
認
識
の
発
達
と
交
流

9
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参考資料① 
◆ Ａ高校 1年 家庭科 
「生活設計」「消費生活」「社会保障制度」を取り入れた授業カリキュラム案 （9時間） 

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導内容 
１-a）導入 
ワークシートを使用 
 

 
１-b）カードの種類・仕組
み・支払い方法、多重債務

に陥ったときの解決方法 
（1時間） 

 
 
 
 
 
 
（２）金利と法律 
（１時間） 

 
 
 
 
 
 
（３）サイバー犯罪 
「NHK スペシャル 危機と
闘うテクノクライシス あな
たの預金が狙われる 国境を
越えるサイバー犯罪」視聴 
（１・１／２時間） 
（４）消費者問題発生の

要因とその変遷、消費者の

権利と責任 （１時間） 
 
 

・「僕の消費行動チェックシー

ト」を記入し、さらにふり返り

気づいたことや感じたことを

記入する。 
・カードのしくみ・種類につい

て認識する。 
・「僕の消費行動チェックシー

ト」のふり返り、対話すること

で、メリット・デメリットにつ

いて理解する。 
・クレジットカード発行枚数の

グラフと対話を参考にし、カー

ド発行枚数の増加の要因につ

いて考察する。 
・ワークシート（右記記載）を

行う。 
・利息制限法、出資法、貸金業

法改正について、グラフを参考

にして、自分の考えをプリント

に記入する。 
・多重債務の現状と解決方法に

ついて理解する。 
・カードやインターネット等に

関するサイバー犯罪の現状認

識し、問題解決の方法を模索す

る。 
 
 
・「消費者問題の変遷」プリン

トより、実態を知り、その要因

について考察する。 
・消費者の権利と責任について

理解する。 

・資料の概要について説明する。 
 
 
 
・カードの仕組みを説明する。 
 
・生徒とともに対話をし、カードの

メリット・デメリットについて理解

させる。 
 
・カード発行枚数増加の要因につい

て気づかせる。 
 
 
・100万円を借り 5年間で返済する
と仮定し、金利 15％と 29％のとき
の返済総額を計算させ、金利による

違いを実感させる。 
 
 
・多重債務の現状と解決方法につい

て説明、理解させる。 
・サイバー犯罪の現状を認識させ、

問題解決能力の向上を図る。 
 
 
 
 
・消費者問題発生の要因について考

察させる。 
・受け身ではなく能動的な消費者と

しての権利と責任について意識さ

せる。 
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（５）お金とのつきあい方 
―稼ぐ・借りる・使う・分

け合う―  
(財)生命保険文化センター
発行「新しい｢家庭経済｣授業

プラン」パワーポイントの

｢家庭経済クイズ｣、 
販売元：ギャガ・コミュニケ

ーションズ「シッコ」（マイ

ケル・ムーア監督作品）、「Ｎ

ＨＫスペシャル セーフテ

ィネット・クライシス Vol.3 
しのびよる貧困 子どもを

救えるか」の一部を視聴 
（３・１／２時間） 
（６）まとめ 
『東大で教えた社会人学 

お金に学ぶ』草間俊介・畑村

洋太郎（文藝春秋）、『平成

20 年版国民生活白書』より
抜粋を使用して（１時間） 
 
 

 
・「新しい｢家庭経済｣授業プラ

ン」パワーポイントの｢家庭経

済クイズ｣をみて答える。 
・資料（2007．3.25東京新聞記
事）を読んで、日本のセーフテ

ィネットのほころびについて

理解する。 
・「シッコ(Sicko)」（マイケル・
ムーア監督作品、発売・販売

元：ギャガ・コミュニケーショ

ンズ）をみて、公的保険制度が

ないとどうなるか考える。 
 
 
 
・資料(『お金に学ぶ』)を読ん
で、自分が将来稼ぐこと・使う

こと・借りること・ためるこ

と・分け合うことについて見直

す。 
・（１）～（５）の内容をふま

え学んだこと、これからの社会

のあり方、自分の生活経済設計

について記入する。 

 
・資料概要について説明する。 
・生徒に発表させ、対話し、生活設

計について考察させる。 
・社会保障制度について説明する。

・生徒同士、教師と生徒との対話を

促し、公的保険制度の必要性につい

て学びあうとともに、日本のセーフ

ティネットのあり方、今後の打開策

を練らせる。 
 
 
 
 
 
 
・（１）～（５）の内容と関連させ、

日本社会の問題点に気づかせる。 
・（６）で記入したことを発表させ、

生徒同士の考えを共有させる。 
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参考資料② 

◆ Ａ高校 1年期末テスト問題一部抜粋 

Ｑ．次の文章は「国民生活白書」「新・欲望論」からの抜粋である。それぞれの文章を読んで、消費

者市民社会構築に向けた課題と方策を述べなさい。 

  

消費者市場を取り巻く環境は、経済のグローバル化、サービスの多様化や情報化の急速

な進展、規制改革、少子化・高齢化、女性の社会進出、環境問題の深刻化などにより大き

く変化している。こうした環境の変化を背景に消費者・生活者は多様な選択ができる時代

となる一方で、企業不祥事、価格変動、金融リスクの増大など様々な問題が発生している。 

ところで、消費者が支出する総額（家計最終消費支出）は 284 兆円（2007 年度）であり、

国内総生産（ＧＤＰ）に占めるシェアで見ると、1980 年度以降、50％以上を維持しており、

2007 年度現在、約 55％の最大のシェアとなっている。先進国は概して消費者が支出する総

額がＧＤＰの５割を超えており、我が国も同じように位置付けられている。つまり、消費

者が何に支出するかは個々の企業、そして我が国経済全体にとっても大きな影響を与えう

るということである。 

そこで、欧米において「消費者市民社会（Consumer Citizenship）」という考えが生まれ

ている。「消費者市民社会」とは消費者・生活者が生き生きとし、自らの自己実現と社会の

ありようを消費者・生活者の視点から望ましい姿に変えていける社会である。個人が、消

費者・生活者としての役割において、社会問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況など

を考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味している。つ

まり、そこで期待される消費者・生活者像は、自分自身の個人的ニーズと幸福を求めると

しても、消費や社会生活、政策形成過程などを通じて地球、世界、国、地域、そして家族

の幸せを実現すべく、社会の主役として活躍する人々である。そこには豊かな消費生活を

送る「消費者」だけでなく、ゆとりのある生活を送る市民としての「生活者」の立場も重

要になっている。そうした人たちのことは「消費者市民」と呼べよう。 

日本では、契約、解約に関するトラブルが増大する中、製造物責任法、消費者契約法、

さらに情報通信技術の多様化・複雑化に対して、電子消費者契約法、プロバイダ責任制限

法、個人情報保護法などが整備された。声があがれば法律は変わるもので、消費者契約法

改正により、適格消費者団体が差し止め請求を行うことができる団体訴訟制度も導入され

た。 

(内閣府『平成 20年版国民生活白書』(2009)より) 
 

 食べる。寝る。愛する。排泄する。そのつど、ただこの身体から湧きだし、自らを駆り立

てる生命の営みをわざわざ欲望と名付け、「私」という主語を与えているのは人間だけであ

る。しかも、所有や支配の欲望になると、とたんに話は複雑になる。 

 持ち家がほしい。名声がほしい。力がほしい。そういう「私」は、はたしてどこまで「私」

であるか。たとえば寸暇を惜しんで株に熱中する「私」を、「私」はどこまで「私」だと知

っているか。人間の欲望について考えるとき、まずはそう問わなければならないような世

界に私たちは生きている。 

たとえばある欲望をもったとき、私たちはそれをかなえようとする。その段階で、私た

ちは何がしかの手段に訴えねばならず、そのために対外的な意味や目的への、欲望の読み

替えが行われる。健康のため。家族のため。生活の必要のため、などなど。こうした読み

替えは、すなわち欲望の外部化であり、欲望は、この高度な消費社会では「私」から離れ
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て、つくられるものになってゆく。 

―――――― 中略 ―――――― 

 消費者と名付けられたときから「私」は誰かがつくりだした欲望のサイクルに取り込ま

れている。そこでは「私」は覆い隠され、ただ大量の情報に目と耳を奪われて思考を停止

した、「私」ではない何者かが闊歩している。 

 ところで有限の世界では、欲望のサイクルも有限になるはずだが、実際にはあたかも無

限であるかのように回転し続け、そこここで、さまざまな悲喜劇を引き起こす。欲望は必

ずしもかなえられないばかりか、ときには実質的な損害になって返ってくる。そのとき、

これがサイクルであるがために悪者はすっきり定まらず、定まらないがために悪者探しは

逆に苛烈になる。 

 たとえば昨年春のＪＲ西日本の転覆事故や、秋に明るみに出たマンションの耐震構造偽

装問題で、声高に責任の所在が求められたのは記憶に新しい。けれども冷静に見るなら、

過剰な利便性を求めた社会とＪＲも、より安価で広いマンションを求めた消費者と業者も、

全員が欲望のサイクルを回っていたとはいえまいか。人命の損失も、数千万円という多額

の損害も、現に発生した以上、責任を負うべき主体は社会的にはっきりしているが、それ

では片づかない心地悪さが残るのは、誰もが欲望のサイクルの一員だったからであろう。

また、そこに欲望のほんとうの始まりである「私」が隠れていたからであろう。  

 「私」の欲望であれば、失意も損失も「私」が引き受けることで収まりがつくが、「私」

の消えた現代の欲望は、始まりも終わりもない。破綻したら破綻したで、ともかく悪者を

探して社会的な辻褄を合わせるだけである。一方、消費者という名の「私」はどこまでも

無垢に留まるのだが、「私」が無垢でないことは、「私」が知っている。 

                             （「新・欲望論」高村薫(2006.1.5 朝日新聞) より） 
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1．今回の改訂の基本的考え方
知識・技能の習得と

幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等のポイント

教育基本法改正等で 知識・技能の習得と
思考力・判断力・表現力等
の育成のバランスを重視、
授業時数を増加

教育基本法改正等で
明確になった

教育の理念を踏まえ、
「生きる力」を育成

道徳教育や体育などの
充実により、豊かな心や
健やかな体を育成

２．授業時数の増加

中学校小学校

３．教育内容の主な改善事項

言語活動の充実

○国語・社会・算数・理科・体育の授業
時数を１０％程度増加

○週当たりのコマ数を低学年で週２コマ、
中・高学年で週１コマ増加

○国語・社会・数学・理科・外国語・保健
体育の授業時数を実質１０％程度増加

○週当たりのコマ数を各学年で週１コマ
増加

中学校学校

○国語をはじめ各教科等で記録、説明、批評、論述、討論などの学習を充実

言語活動の充実

○国際的な通用性、内容の系統性の観点から指導内容を充実
〔台形の面積（小・算数）、解の公式（中・数学）、イオン、遺伝の規則性、進化（中・理科）〕

○反復（スパイラル）による指導、観察・実験、課題学習を充実（算数・数学、理科）

理数教育の充実

○ことわざ、古文・漢文の音読など古典に関する学習を充実（国語）
○歴史教育（狩猟・採集の生活や国の形成、近現代史の重視等）、宗教、文化遺産（国宝、世界遺産等）
に関する学習を充実（社会）
○そろばん、和楽器、唱歌、美術文化、和装の取扱いを重視（算数、音楽、美術、技術・家庭）
○武道を必修化（保体/中１・２） ○総合的な学習の時間の学習の例示として、地域の伝統と文化を追加（小）

伝統や文化に関する教育の充実

○発達の段階に応じて指導内容を重点化
〔人間としてしてはならないことをしない、きまりを守る（小）、社会の形成への参画（中） など〕

○体験活動を推進 ○先人の伝記、自然など児童生徒が感動する魅力的な教材を充実
○道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実

体験活動の充実

道徳教育の充実

○発達の段階に応じ、集団宿泊活動、自然体験活動、職場体験活動などを推進（特別活動等）

○小学校に外国語活動を導入、聞くこと、話すことを中心に指導（小５・６）
○中学校では聞く･話す･読む･書く技能を総合的に充実
（語数を増加〔900語程度まで→1200語程度〕、教材の題材を充実）

外国語教育の充実

重要事項重要事項

○幼小連携を推進、幼稚園と家庭の連続性を配慮、預かり保育や子育て支援を推進（幼稚園）
○環境、家族と家庭、消費者、食育、安全に関する学習を充実
○情報の活用、情報モラルなどの情報教育を充実
○部活動の意義や留意点を規定
○障害に応じた指導を工夫（特別支援教育）
○「はどめ規定」（詳細な事項は扱わないなどの規定）を原則削除63
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1．今回の改訂の基本的考え方

高等学校学習指導要領の改訂のポイント

知識・技能の習得と
思考力・判断力・表現力等

教育基本法改正等で
明確になった

教育の理念を踏まえ

道徳教育や体育などの
充実により、豊かな心や

○卒業までに修得させる単位数は、現行どおり74単位以上

○共通性と多様性のバランスを重視し、学習の基盤となる国語、数学、外国語に共通必履修科目を設定

するとともに 理科の科目履修の柔軟性を向上

２．卒業単位数、必履修科目、教育課程編成時の配慮事項等

思考力 判断力 表現力等
の育成のバランスを重視

教育の理念を踏まえ、
「生きる力」を育成

充実により、豊かな や
健やかな体を育成

３．教育内容の主な改善事項

言語活動の充実

するとともに、理科の科目履修の柔軟性を向上

○週当たりの授業時数（全日制）は標準である30単位時間を超えて授業を行うことができることを明確化

○義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けることを促進

○国語をはじめ各教科等で批評、論述、討論などの学習を充実

○近年の新しい科学的知見に対応する観点から指導内容を刷新（例：遺伝情報とタンパク質の合成、膨張する宇宙像）
○統計に関する内容を必修化（数学「数学Ⅰ」）

○知識・技能を活用する学習や探究する学習を重視（〔課題学習〕（数学）の導入、「数学活用」「理科課題研究」の新設等）
○指導内容と日常生活や社会との関連を重視（「科学と人間生活」の新設）

理数教育の充実

○歴史教育（世界史における日本史の扱い、文化の学習を充実）、宗教に関する学習を充実（地理歴史、公民）
○古典、武道、伝統音楽、美術文化、衣食住の歴史や文化に関する学習を充実（国語、保健体育、芸術
「音楽」、「美術」、家庭）

○学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について その全体計画を作成することを規定

伝統や文化に関する教育の充実

道徳教育の充実

○学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について、その全体計画を作成することを規定
○人間としての在り方生き方に関する学習を充実（公民「現代社会」、特別活動）

○ボランティア活動などの社会奉仕、就業体験の充実（特別活動）
○職業教育において、産業現場等における長期間の実習を取り入れることを明記

外国語教育の充実

体験活動の充実

職業に関する教科・科目の改善

○職業人としての規範意識や倫理観、技術の進展や環境、エネルギーへの配慮、地域産業を担う人材の
育成等、各種産業で求められる知識と技術、資質を育成する観点から科目の構成や内容を改善

○高等学校で指導する標準的な単語数を1,300語から1,800語に増加

○授業は英語で指導することを基本 （中学校、高等学校合わせて2,200語から3,000語に増加）

重要事項重要事項

○体育、食育、安全教育を充実
○環境、消費者に関する学習を充実
○情報の活用、情報モラルなどの情報教育を充実
○部活動の意義や留意点を規定
○障害に応じた指導を工夫（特別支援教育）
○「はどめ規定」（詳細な事項は扱わないなどの規定）を原則削除64



新学習指導要領 実施スケジュール

平成２０
年度

平成２１
年度

平成２２
年度

平成２３
年度

平成２４
年度

平成２５
年度

幼稚園 全面実施告
示

周知・徹底

小学校 全面実施算数 理科

総則等

先行
実施告小学校 全面実施周知・徹底 算数、理科実施告

示

中学校 全面実施周知・徹底
数学、理科

総則等

先行
実施

告
示

年次進行

先行実施 総則等

高等学校
年次進行
で実施

周知・徹底 先行実施
(年次進行)
数学、理科

告
示
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改訂学習指導要領における
消費者教育に関する主な内容

※小・中学校学習指導要領は平成２０年３月２８日改訂、高等学校は平成２１年３月９日
改訂

●身近な消費生活【家庭科】
物や金銭の大切さ・計画的な使い方 買物（適切な購入等）など

改訂

※アンダーラインは、今回の改訂における主な改善事項

小学校

●市場の働きと経済【社会科（公民）】
価格の働き、金融などの仕組みや働き、職業の意義と役割（勤労の権利と義務等）

など

物や金銭の大切さ・計画的な使い方、買物（適切な購入等）など

中学校

など

●国民の生活と政府の役割【社会科（公民）】
消費者の保護（消費者の自立支援等の消費者行政等）、租税の意義と役割など

●家庭生活と消費【技術・家庭科（家庭）】
消費者の基本的な権利と責任（消費者基本法、消費生活センター、クーリング・オ

フ制度等）、販売方法、適切な選択・購入・活用（環境への配慮、電子マネー等）フ制度等）、販売方法、適切な選択 購入 活用（環境 の配慮、電子マネ 等）

など

●現代経済の仕組みと特質【公民科（政治・経済）】
経済活動の意義 国民経済における家計 企業 政府の役割 市場経済の機能と

高等学校

経済活動の意義、国民経済における家計・企業・政府の役割、市場経済の機能と

限界（環境保全、消費者問題等）、物価、経済成長と景気変動、財政・金融の仕

組みと働きなど

●生活における経済の計画と消費【家庭科（家庭総合）】
経済の管理や計画、意思決定・主体的判断、消費者の権利と責任（多重債務等の

消費者信用をめぐる問題、自立と支援等）、生活資源とその有効活用、生活設計消費者信用をめぐる問題、自立と支援等）、生活資源とその有効活用、生活設計

など
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小学校学習指導要領（平成２０年３月２８日告示）における消費に関する主な記述

第８節 家 庭

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年及び第６学年〕

２ 内 容

Ｄ 身近な消費生活と環境

(1) 物や金銭の使い方と買物について，次の事項を指導する。

ア 物や金銭の大切さに気付き，計画的な使い方を考えること。

イ 身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できること。

(2) 環境に配慮した生活の工夫について，次の事項を指導する。

ア 自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使い方などを工夫で

きること。

中学校学習指導要領（平成２０年３月２８日告示）における消費に関する主な記述

第２節 社会

〔公民的分野〕

２ 内 容

(2) 私たちと経済

ア 市場の働きと経済

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価格の働き

に着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。また，現代の生

産や金融などの仕組みや働きを理解させるとともに，社会における企業の役割

と責任について考えさせる。その際，社会生活における職業の意義と役割及び

雇用と労働条件の改善について，勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働

基準法の精神と関連付けて考えさせる。

イ 国民の生活と政府の役割

国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防止など環

境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，市場の働きにゆだねることが

難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たしている役割について考えさ

。 ， 。せる また 財源の確保と配分という観点から財政の役割について考えさせる

その際，租税の意義と役割について考えさせるとともに，国民の納税の義務に

ついて理解させる。
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３ 内容の取扱い

(3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，身近で具体的な事例を取り上げ，個人や企業の経済活動が様

々な条件の中での選択を通じて行われるという点に着目させるとともに，市場

における価格の決まり方や資源の配分について理解させること。その際，市場

における取引が貨幣を通して行われていることに気付かせること。

イ イの「消費者の保護」については，消費者の自立の支援なども含めた消費者

行政を取り扱うこと 「財政」については，少子高齢社会など現代社会の特色。

を踏まえて考えさせること。

第８節 技術・家庭

第２ 各分野の目標及び内容

〔家庭分野〕

２ 内 容

Ｄ 身近な消費生活と環境

(1) 家庭生活と消費について，次の事項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活に関心をもち，消費者の基本的な権利と責任につい

て理解すること。

， ，イ 販売方法の特徴について知り 生活に必要な物資・サービスの適切な選択

購入及び活用ができること。

(2) 家庭生活と環境について，次の事項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活が環境に与える影響について考え，環境に配慮した

消費生活について工夫し，実践できること。

３ 内容の取扱い

(4) 内容の「Ｄ身近な消費生活と環境」については，次のとおり取り扱うものとす

る。

ア 内容の「Ａ家族・家庭と子どもの成長 「Ｂ食生活と自立 ，又は「Ｃ衣生」， 」

活・住生活と自立」の学習との関連を図り，実践的に学習できるようにするこ

と。

イ (1)については，中学生の身近な消費行動と関連させて扱うこと。
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高等学校学習指導要領（平成２１年３月９日告示）における消費に関する主な記述

第３節 公 民

第１ 現代社会

２ 内 容

(2) 現代社会と人間としての在り方生き方

現代社会について，倫理，社会，文化，政治，法，経済，国際社会など多様な角

度から理解させるとともに，自己とのかかわりに着目して，現代社会に生きる人間

としての在り方生き方について考察させる。

エ 現代の経済社会と経済活動の在り方

現代の経済社会の変容などに触れながら，市場経済の機能と限界，政府の役割

と財政・租税，金融について理解を深めさせ，経済成長や景気変動と国民福祉の

向上の関連について考察させる。また，雇用，労働問題，社会保障について理解

を深めさせるとともに，個人や企業の経済活動における役割と責任について考察

させる。

３ 内容の取扱い

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

(ｵ) エの「市場経済の機能と限界」については，経済活動を支える私法に関する

基本的な考え方についても触れること 「金融」については，金融制度や資金。

の流れの変化などにも触れること。また 「個人や企業の経済活動における役，

割と責任」については，公害の防止と環境保全，消費者に関する問題などにつ

いても触れること。

第３ 政治・経済

２ 内 容

(2) 現代の経済

現代の日本経済及び世界経済の動向について関心を高め，日本経済のグローバ

ル化をはじめとする経済生活の変化，現代経済の仕組みや機能について理解させ

るとともに，その特質を把握させ，経済についての基本的な見方や考え方を身に

付けさせる。

ア 現代経済の仕組みと特質

経済活動の意義，国民経済における家計，企業，政府の役割，市場経済の機

能と限界，物価の動き，経済成長と景気変動，財政の仕組みと働き及び租税の

意義と役割，金融の仕組みと働きについて理解させ，現代経済の特質について
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把握させ，経済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察させる。

３ 内容の取扱い

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

アについては，マクロ経済の観点を中心に扱うこと 「市場経済の機能と限。

」 ， ， 。 ，界 については 公害防止と環境保全 消費者に関する問題も扱うこと また

「 」 ， 。金融の仕組みと働き については 金融に関する環境の変化にも触れること

第９節 家 庭

第１ 家庭基礎

２ 内 容

(2) 生活の自立及び消費と環境

自立した生活を営むために必要な衣食住，消費生活や生活における経済の計画

に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，環境に配慮したライフスタイ

ルについて考えさせるとともに，主体的に生活を設計することができるようにす

る。

エ 消費生活と生涯を見通した経済の計画

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適切な意思

決定に基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通した生活における

経済の管理や計画について考えることができるようにする。

３ 内容の取扱い

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の(2)のエについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐる問題など

を取り上げて具体的に扱うこと。オについては，環境負荷の少ない衣食住の生

活の工夫に重点を置くこと。

第２ 家庭総合

２ 内 容

(3) 生活における経済の計画と消費

生活における経済の計画，消費者問題や消費者の権利と責任などについて理解

させ，現代の消費生活の課題について認識させるとともに，消費者としての適切

な意思決定に基づいて，責任をもって行動できるようにする。

ア 生活における経済の計画

生活と社会とのかかわりについて理解させ，生涯を見通した生活における経

済の管理や計画の重要性について認識させる。
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イ 消費行動と意思決定

消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ，消費者と

して主体的に判断できるようにする。

ウ 消費者の権利と責任

消費生活の現状と課題，消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解

させ，消費者としての権利と責任を自覚して行動できるようにする。

３ 内容の取扱い

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の(3)のアについては，家庭の経済生活の諸課題について具体的に扱うよ

うにすること。ウについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐる問題などを

取り上げて具体的に扱うこと。

第３ 生活デザイン

２ 内 容

(2) 消費や環境に配慮したライフスタイルの確立

自立した生活を営むために必要な消費生活や生活における経済の計画に関する

知識と技術を習得させ，環境に配慮したライフスタイルについて考えさせるとと

もに，主体的に生活を設計することができるようにする。

ア 消費生活と生涯を見通した経済の計画

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適切な意思

決定に基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通した生活における

経済の管理や計画について考えることができるようにする。

３ 内容の取扱い

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の(2)のアについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐる問題など

を取り上げて具体的に扱うこと。イについては，環境負荷の少ない生活の工夫

に重点を置くこと。
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中学校学習指導要領（平成２０年３月２８日告示）における総則に関する主な記述

第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般方針

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に

示すところに従い，生徒の人間として調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実

態及び生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して，適切な教育課程を編成す

るものとし，これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，生徒に生きる力をはぐ

くむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，基礎的

・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決するため

に必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむとともに，主体的に学習

， 。 ，に取り組む態度を養い 個性を生かす教育の充実に努めなければならない その際

生徒の発達の段階を考慮して，生徒の言語活動を充実するとともに，家庭との連携

を図りながら，生徒の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。

２ 学校における道徳教育は，道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行

うものであり，道徳の時間はもとより，各教科，総合的な学習の時間及び特別活動

のそれぞれの特質に応じて，生徒の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わなけ

ればならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，

人間尊重の精神と生命に対する畏（い）敬の念を家庭，学校，その他社会における

具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それらをはぐ

くんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとともに，公共の精

神を尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と

（ ） ，発展や環境の保全に貢献し未来を拓 ひら く主体性のある日本人を育成するため

その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めると

ともに，生徒が道徳的価値に基づいた人間としての生き方についての自覚を深め，

家庭や地域社会との連携を図りながら，職場体験活動やボランティア活動，自然体

験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよ

う配慮しなければならない。その際，特に生徒が自他の生命を尊重し，規律ある生

活ができ，自分の将来を考え，法やきまりの意義の理解を深め，主体的に社会の形

成に参画し，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすることな

どに配慮しなければならない。
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第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全体と

して，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

(1）各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的，発展的な指導ができるよう

にすること。

(2）各教科の各学年，各分野又は各言語の指導内容については，そのまとめ方や重

点の置き方に適切な工夫を加えるなど，効果的な指導ができるようにすること。

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

(1）各教科等の指導に当たっては，生徒の思考力，判断力，表現力等をはぐくむ観

点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するととも

に，言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能力の育成を図る上で必要な

言語環境を整え，生徒の言語活動を充実すること。

(2）各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能

を活用した問題解決的な学習を重視するとともに，生徒の興味・関心を生かし，

自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。

(3）教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒

理解を深め，生徒が自主的に判断，行動し積極的に自己を生かしていくことがで

きるよう，生徒指導の充実を図ること。

(4）生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう，学校の

教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行うこと。

(5）生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに，現在及び将来の生き

方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう，学校の教育活動全体

を通じ，ガイダンスの機能の充実を図ること。
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学校教育における消費者教育の推進

平成２２年度予算額 ２７,０４３千円（新規)

○消費者教育推進のための核となる教員の養成のため，外部機関との連携を進め、教
員の指導力向上のための講座等を実施することなどにより、学校における消費者教育の

推進を図る推進を図る

文 部 科 学 省

調査結果や事例の活用

連携・協力連携・協力

◆◆ 消費者教育中央説明会消費者教育中央説明会
関係省庁・団体等の協力を得な

初等中等教育局

・消費者行政の司令塔

（関係省庁との連絡）

・体系的な教材の開発

消費者庁

◆◆ 消費者教育指導者養成講座消費者教育指導者養成講座
・講座の実施内容の提案
・講師の派遣

がら学校における消費者教育の
推進方策に関する説明会を開催

・国内外の取組事例の調査

・学校の取組の参考となる

事例集の作成 等

生涯学習政策局

◆◆ 消費者教育指導者養成講座消費者教育指導者養成講座
・ 各地域の実情に応じた課題を設定し

成果の報告

教育委員会

指導・助言
教材の配布・活用

・講師の派遣

各地域の実情に応じた課題を設定し，
講座を企画・運営
・ 参加者への意識調査の実施など，講座
の評価を工夫

・ 講座の実施内容の周知を工夫

事例集の配布・活用

講師の派遣成果の活用

学 校

・外部講師を活用した実践的な授業の実施
・各教科等の連携を図った指導計画の作成

・消費者教育専門家の派遣

（出前授業の実施）

・市民講師の育成

学 校

国民生活センター

学校における消費者教育の充実

・市民講師の育成

74



消
費
者
教
育
推
進
事
業

（
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規
）
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２
年
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３
，
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１
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３
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安
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に
消
費
者
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に
、
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社
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に
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け
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大 学 ・ 社

（
例
）

教 育 指 針 案 の 作 成
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教 育 推 進 委 員
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証
）

議
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象
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（
効
果
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証
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指 針 の 作 成
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例
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・
消
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等
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活
セ
ン
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行
政
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と
の
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携

連
携

構 築 等

の 仕 組 み 等

定
期
的
な
情
報
提
供
等

で
の
相
談
窓
口
の
設
置
等

連
携
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OECD消費者教育プロジェクトOECD消費者教育プロジェクト
の推移

2005年10月 第70回会合にて日本政府から消費者政策委員会の次期業務予
算計画（2007～08年）の柱の一つとして「消費者力強化
（Consumer Empowerment)」を掲げることを提案（Consumer Empowerment)」を掲げることを提案

2006年12月 消費者力強化をプロジェクトとして盛り込んだ2007～08年業務予
算計画を理事会が了承

2007年2月 第一次調査票（消費者教育に関する調査票：消費者の権利）配布
（4月回答締切：非加盟国４カ国を含む27カ国が回答）

2007年 月 第 次調査票（消費者教育戦略の詳細分析のためのテ プ2007年４月 第二次調査票（消費者教育戦略の詳細分析のためのテンプレー
ト）配布（６月回答締切：非加盟国1カ国を含む13カ国が回答）

2008年10月 国連環境計画、持続可能な消費のための教育に関するマラケシュ年 月 国連環境計画、持続可能な消費 教育 関する ラケシ
タスクフォース等との消費者教育に関する合同会合開催（パリ）

2009年１月 消費者教育に関する分析レポート（消費者教育の促進に向けて～
傾向 政策 優良事例）公表

1

傾向、政策、優良事例）公表

2009年11月 委員会として政策勧告案を了承の上、公表

注目される消費者教育の取組み注目される消費者教育の取組み
～分析レポートから～

１）消費者教育の目標に公共の利益、特に環境と社会問題の解
決が含まれている（フィンランド、フランス、ハンガリー決が含まれている（フィンランド、フランス、ハンガリ
など）

２）学校での消費者教育は、批判的思考方法や問題解決能力の
向上が意図されている（北欧）向上が意図されている（北欧）

３）消費者教育の観点を多様な科目の中に取り入れるための学
習指導計画（そしてガイドライン）が義務化されている（
北欧 南欧など）北欧、南欧など）

４）生徒の日常生活と関心事に沿った教育方法で実施されてい
る（北欧、スペインなど）
）教員養成 重 性 ら 教員養成学校 費者教育 基礎５）教員養成の重要性から、教員養成学校に消費者教育の基礎
的な研修が含まれるだけでなく、継続的研修や消費者問題
の修士課程も設けられている（フィンランドなど）

2
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O C 諸国 消費者教育政策 主要課題OECD諸国の消費者教育政策の主要課題
～分析レポートから～

(ⅰ)ほとんどの国で消費者教育全体の戦略が欠けている

(ⅱ)教育の質を高める必要がある

(ⅲ)ほとんどの学校では消費者教育の機会は限られている

(ⅳ)他の関連教科との統一性、一貫性が欠如している

(ⅴ)消費者問題について教え、学ぶモチベーションを高める必

要がある

(ⅵ)消費者教育を促進するためのリソースが限られている消費者教育 促 限

3

OECD消費者教育政策勧告（概要）
目的目的：

・今日の消費者は、一層複雑かした市場の中で活動している。より広範な技能と知識が必要。この点で、消費者教
育は極めて重要。

・消費者教育は、社会的な価値や目的を考慮に入れつつ、情報に基づき、利にかなった選択を行うための技能や
知識を育み 向上させるプロセス知識を育み、向上させるプロセス

・消費者教育は、批判的思考を身につけ、意識を高めるのに役立ち、それにより積極的に行動することが可能

→ （勧告は）消費者教育を促進し、改善するためのもの

① 的と戦略 定義付け 成果 評価 ②最も適切な プ ③利害関係者間 協力と調整 改善①目的と戦略の定義付け、成果の評価

・明確に定義付けされた目的と戦略が

必要

・ 早い年齢からの教育の開始と全ての

②最も適切なアプローチ

・ 教師が消費者問題に精通し、リソー
スを十分に持つことが必要

・ 消費者教育を学校カリキュラムに導

③利害関係者間の協力と調整の改善

･ 関連する政府組織間、特に教育担当

当局と消費者当局との間の協力は必
須

早 年齢から 教育 開始と全て
ライフステージで提供

・ 教育ニーズの（学術的）研究に基づ
くプログラム化

・ （教育内容は）法執行とのバランス

消費者教育を学校カリキ ラ に導
入。政策の一貫性を維持し、教師や
生徒の興味に貢献に配慮

・ 低コストの教材作成

・ 教員訓練プログラムに消費者問題を

・企業側も、政府のコンサルタント的

役割と、方法論やガイドラインの開
発が求められる

・メディアの活用が重要
・ （教育内容は）法執行とのバランス
を加味

・ 目的達成度の検証を追究すべき

・ ベンチマークの確立が有効

・ 教員訓練プログラムに消費者問題を
含めることを検討

・ 日常生活や興味に立脚した教育方法
の追究

イ タ ネ トをより多く活用

・国際協力が強化されるべき

・ 利害関係者間の責任分担を協働して
決定されるべき

など
など

・ インターネットをより多く活用

など

など

付属文書１：持続可能な消費のための消費者教育 付属文書２：デジタル能力のための消費者教育

4
今後今後：勧告承認後、３年間でその実施状況をレビュー
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第
１
章

消
費
者
市
民
社
会
に
つ
い
て

１
「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
い
う
考
え
方

�１
わ
が
国
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」

「
消
費
者
行
政
推
進
会
議
取
り
ま
と
め
」、
「
消
費
者
行
政
推
進
基
本
計
画
」、
「
平
成
２０
年
版
国
民

生
活
白
書
」
に
お
い
て
、「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
い
う
考
え
方
が
提
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

国
民
生
活
白
書
に
よ
れ
ば
、「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
い
う
考
え
方
は
、
欧
米
に
お
け
る
co
ns
um
er

ci
ti
ze
ns
hi
p
の
考
え
方
に
基
づ
く
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
１９
９０
年
代
か
ら
欧
州
に
お
い
て
、
消
費

者
教
育
の
分
野
を
中
心
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
考
え
方
で
あ
り
、
環
境
問
題
等
を
背
景

と
す
る
持
続
可
能
な
社
会
へ
の
問
題
関
心
や
、
欧
州
に
お
け
る
ci
ti
ze
ns
hi
p
の
考
え
方
を
背
景
と

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

国
民
生
活
白
書
は
、
こ
の
よ
う
な
co
ns
um
er
ci
ti
ze
ns
hi
p
を
も
と
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
消

費
者
市
民
社
会
」
の
確
立
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
欧
州
と
わ
が
国
で
は
、
社
会
的
背
景
、
消

費
者
政
策
や
消
費
者
問
題
、
市
民
の
意
識
等
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
「
消
費
者
市

民
社
会
」
を
考
え
る
と
き
に
は
、
わ
が
国
の
実
情
に
即
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
国
民
生
活
白
書

も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
日
本
版
の
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
提
言
を
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 ま
た
、
国
民
生
活
白
書
等
が
提
唱
す
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」
は
、
い
わ
ば
国
の
立
場
か
ら
の
提

言
で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
市
民
の
立
場
か
ら
検
証
し
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

�２
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
概
念

欧
州
委
員
会
の
補
助
金
等
で
大
学
を
中
心
に
組
織
化
さ
れ
た
Ｃ
Ｃ
Ｎ
（
co
ns
um
er
ci
ti
ze
n
ne
t-

w
or
k）
と
い
う
組
織
の
代
表
的
な
論
客
で
あ
る
ビ
ク
ト
リ
ア
・
Ｗ
・
ト
ー
レ
セ
ン
（
V
ic
to
ri
a
W
．

T
ho
re
se
n）
氏
に
よ
る
「
消
費
者
市
民
社
会
（
co
ns
um
er
ci
ti
ze
ns
hi
p）
」
の
定
義
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

A
co
ns
um
er
ci
ti
ze
n
is
an
in
di
vi
du
al
w
ho
m
ak
es
ch
oi
ce
s
ba
se
d
on
et
hi
ca
l、
so
ci
al
、

ec
on
om
ic
an
d
ec
ol
og
ic
al
、c
on
si
de
ra
ti
on
．T
he
co
ns
um
er
ci
ti
ze
n
ac
ti
ve
ly
co
nt
ri
bu
te
s
to

th
e
m
ai
nt
en
an
ce
of
ju
st
an
d
su
st
ai
na
bl
e
de
ve
lo
pm
en
t
by
ca
ri
ng
an
d
ac
ti
ng
re
sp
on
si
-

bl
e
on
fa
m
ily
、
na
ti
on
al
an
d
gl
ob
al
le
ve
ls
．

こ
こ
で
の
「
消
費
者
市
民
」
は
、
単
に
賢
い
消
費
者
に
限
ら
れ
ず
、
社
会
的
、
経
済
的
、
環
境
的

な
観
点
も
考
慮
に
入
れ
て
消
費
行
動
や
そ
れ
に
伴
う
行
動
を
す
る
。
ま
た
、
家
族
的
、
国
家
的
あ
る

い
は
世
界
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
責
任
あ
る
行
動
を
と
り
、
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
発
展
を
維
持
す

る
た
め
に
積
極
的
に
貢
献
し
、
そ
の
重
点
は
環
境
面
に
積
極
的
に
関
心
を
も
ち
、
社
会
の
発
展
に
貢

献
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
観
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
欧
米
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
概
念

は
、
消
費
者
の
行
動
が
そ
の
中
核
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
定
義
を
考
え
る
際
に
も
、
消
費
者
の
行
動
が
そ
の
重

要
な
内
容
と
な
る
が
、
国
民
生
活
白
書
な
ど
で
は
、
消
費
者
の
行
動
は
「
参
加
」
と
い
う
観
点
が
重

視
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
の
行
動
の
意
義
と
し
て
環
境
問
題
や
貧
困
問
題
等
の
社
会
の
改
善
の
み
な

－
38
8
－

ら
ず
市
場
の
改
善
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、
消
費
者
行
動
も
消
費
行
動
の
み
な
ら
ず
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
地
域
活
動
等
の
社
会
的
活
動
を
含
め
た
概
念
と
捉
え
ら
れ
る
。

�３
わ
が
国
に
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
た
経
緯

ア
「
国
民
生
活
に
お
け
る
安
全
安
心
の
確
保
策
に
関
す
る
意
見
」（
２０
０７
年
６
月
４
日
・
国
民
生

活
審
議
会
）
は
、
縦
割
行
政
の
弊
害
を
排
し
、
分
野
横
断
的
・
総
合
的
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ

と
の
必
要
性
を
論
じ
、
官
民
の
協
働
に
よ
り
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め
の
措
置
が
恒
常
的
に
講

じ
ら
れ
る
、
自
律
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

イ
「
生
活
安
心
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
行
政
の
あ
り
方
の
総
点
検
～
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
と
し
た

行
政
へ
の
転
換
に
向
け
て
～
」（
２０
０８
年
３
月
２７
日
・
国
民
生
活
審
議
会
総
合
企
画
部
会
）
は
、

消
費
者
庁
設
置
法
や
消
費
者
安
全
法
等
の
消
費
者
庁
関
連
法
案
の
立
法
趣
旨
や
事
故
情
報
デ
ー
タ

バ
ン
ク
の
趣
旨
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、「
消
費
者
市
民
社
会
（
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
）」
の

概
念
を
提
唱
し
、
そ
れ
を
具
現
化
す
る
試
み
と
し
て
、「
安
心
・
安
全
で
持
続
可
能
な
未
来
に
向

け
た
社
会
的
責
任
に
関
す
る
円
卓
会
議
」
の
創
設
を
提
案
し
て
い
る
。

ウ
「
消
費
者
行
政
推
進
会
議
取
り
ま
と
め
」（
２０
０８
年
６
月
１３
日
）、
「
消
費
者
行
政
推
進
基
本
計

画
～
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
に
立
つ
行
政
へ
の
転
換
～
」（
２０
０８
年
６
月
２７
日
閣
議
決
定
）
は
、

消
費
者
庁
を
設
置
す
る
た
め
の
法
案
の
趣
旨
や
指
針
だ
け
で
な
く
、「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
構

築
を
提
唱
し
て
い
る
。

エ
「
国
民
生
活
審
議
会
総
合
企
画
部
会
報
告
安
全
・
安
心
で
持
続
可
能
な
未
来
に
向
け
た
社
会

的
責
任
に
関
す
る
円
卓
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」（
２０
０８
年
７
月
３
日
・
国
民
生
活
審
議
会
総
合

企
画
部
）
は
、
円
卓
会
議
が
産
業
界
、
労
働
界
、
消
費
者
団
体
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
グ
ル
ー
プ
、

政
府
、
金
融
セ
ク
タ
ー
、
専
門
家
・
学
者
と
い
う
７
つ
の
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
が
フ

ォ
ー
ラ
ム
を
形
成
し
、
設
立
合
意
書
を
交
わ
し
、
自
ら
の
代
表
を
選
び
、
１
つ
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
だ
け
で
は
解
決
し
な
い
よ
う
な
事
象
を
多
数
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
相
互
に
連
携
す
る
こ

と
に
よ
り
、
課
題
を
設
定
し
て
こ
れ
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
試
み
を
提
案
し
て
お
り
、「
消
費

者
市
民
社
会
」
を
具
現
化
す
る
試
み
と
し
て
い
る
。

オ
「
平
成
２０
年
版
国
民
生
活
白
書
」（
２０
０８
年
１２
月
・
内
閣
府
）
は
、「
消
費
者
市
民
社
会
（
C
on
-

su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
）」
を
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、「
経
済
主
体
と
し
て
の
消
費
者
」、
「
社

会
の
変
革
主
体
と
し
て
の
消
費
者
」、
「
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
も
っ
た
社
会
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

�４
わ
が
国
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
条
件

ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
消
費
者
行
動
に
よ
る
市
場
や
社
会
の
改
善
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

適
切
な
規
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
教
育
の
充
実
や
消
費
者
団

体
へ
の
支
援
等
の
条
件
整
備
も
必
要
で
あ
る
。「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
議
論
は
、
消
費
者
に
よ
る

市
場
や
社
会
の
改
善
を
主
張
す
る
が
、
こ
の
議
論
が
、
消
費
者
の
役
割
を
主
張
す
る
あ
ま
り
、
国
や

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
消
費
者
行
政
や
そ
の
責
任
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
わ

が
国
に
お
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
市
場
に
お
け
る
規
制
を
適
正
な
も
の
に
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
わ
が
国
と
欧
州
と
で
は
、
消
費
者
教
育
や
消
費

者
団
体
の
支
援
な
ど
の
消
費
者
行
動
を
支
え
る
基
盤
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
、
消
費
者
行
動
に

よ
る
市
場
や
社
会
の
改
善
を
期
待
す
る
前
提
と
し
て
、
消
費
者
教
育
や
消
費
者
団
体
へ
の
支
援
等
の

基
盤
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
が
国
に
お
い
て
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
考
え
方
を
定
着
さ
せ
る
に
は
、
�
消
費
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者
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
適
切
な
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
や
、
�
消
費
者
教
育
の
充
実
、
消
費

者
団
体
へ
の
支
援
等
の
基
盤
整
備
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
う
え
で
、
�
消
費
者
が

社
会
や
市
場
の
改
善
に
積
極
的
に
参
加
で
き
る
社
会
と
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

消
費
者
行
動
、
な
か
で
も
消
費
行
動
は
「
消
費
者
市
民
社
会
」
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と

か
ら
、
次
項
で
検
討
す
る
。

２
「
消
費
者
市
民
社
会
」
に
お
け
る
消
費
行
動

�１
消
費
者
の
力
（
消
費
行
動
）

ア
従
来
か
ら
、
生
産
者
・
事
業
者
は
商
品
（
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）
を
作
り
出
し
て
提
供
す
る
と
い

う
積
極
的
能
動
的
な
社
会
活
動
を
行
う
存
在
で
あ
る
が
、
消
費
者
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
商

品
を
消
費
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
受
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
。

し
か
し
、
消
費
者
が
商
品
を
購
入
す
る
と
い
う
経
済
活
動
（
消
費
行
動
）
は
社
会
総
体
で
集
計

し
た
場
合
、
巨
大
な
影
響
力
を
持
ち
う
る
。
多
く
の
消
費
者
が
、
商
品
の
品
質
と
価
格
だ
け
で
な

く
、
消
費
の
社
会
的
意
義
や
影
響
力
を
意
識
し
て
、
自
ら
の
価
値
観
の
実
現
を
考
慮
し
て
商
品
を

選
択
し
て
購
入
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
企
業
は
消
費
者
の
価
値
観
を
考
慮
し
た
商
品
を
供
給
す
る

だ
け
で
な
く
、
消
費
者
の
価
値
観
を
意
識
し
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
企
業
活
動
を
展
開
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
に
消
費
者
が
、
企
業
の
利
益
追
求
の
弊
害
を
是
正
し
、
市
場
や
社
会
の
改
善
や

変
革
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
緒
が
見
ら
れ
る
。

イ
消
費
者
は
、
商
品
を
購
入
す
る
と
い
う
消
費
行
動
に
際
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
視
点
を
自
覚
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
き
過
ぎ
た
企
業
活
動
を
是
正
し
、
社
会
を
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ア
）
消
費
者
が
商
品
を
選
択
す
る
際
の
視
点
は
、
第
１
に
商
品
の
品
質
と
価
格
で
あ
る
。
当
該

商
品
は
他
の
商
品
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
特
性
が
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
危
険
性
を
内

包
し
て
い
る
の
か
。
価
格
は
そ
れ
自
身
妥
当
な
も
の
か
、
ま
た
、
他
の
同
種
商
品
と
比
較
し
た

場
合
に
妥
当
な
も
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
り
、
こ
の
視
点
は
消
費
者
と
し
て
始
原
的
な
視
点
で

あ
る
。
し
か
し
、
商
品
を
選
択
す
る
際
の
視
点
は
商
品
の
品
質
や
価
格
に
限
ら
れ
ず
、
次
の
よ

う
な
視
点
が
想
定
で
き
る
。

（
イ
）
第
２
に
商
品
を
使
用
し
て
い
く
際
に
十
分
な
ケ
ア
を
し
て
も
ら
え
る
か
と
い
う
視
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
�
当
該
商
品
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
適
切
な
情
報
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、

使
用
方
法
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
適
切
な
説
明
を
受
け
う
る
か
、
�
当
該
商
品
に
欠
陥
や
不
具

合
が
あ
っ
た
場
合
は
す
み
や
か
に
適
正
な
も
の
と
交
換
し
て
く
れ
る
の
か
、
�
事
故
が
発
生
し

た
ら
速
や
か
に
被
害
救
済
を
し
て
く
れ
る
の
か
、
�
リ
コ
ー
ル
を
迅
速
確
実
に
実
施
し
て
く
れ

る
の
か
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

（
ウ
）
第
３
に
商
品
が
製
造
・
販
売
さ
れ
る
過
程
に
視
点
を
お
く
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
�

商
品
の
原
材
料
が
適
切
な
価
格
で
購
入
さ
れ
た
も
の
か
（
過
度
な
搾
取
に
基
づ
い
て
い
な
い
の

か
と
い
う
フ
ェ
ア
・
ト
レ
ー
ド
の
視
点
）、
�
商
品
を
製
造
す
る
工
場
等
が
近
隣
住
民
と
ト
ラ

ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
な
い
か
、
�
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
か
、
と
い
う
視
点
で
あ

る
。
環
境
配
慮
行
動
に
お
い
て
は
、
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
商
品
を
廃
絶
す
る
と
い
う
視
点

か
ら
、
当
該
商
品
を
購
入
し
な
い
と
い
う
選
択
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
エ
）
第
４
に
企
業
に
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
を
実
行
さ
せ
る
契
機
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
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５
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で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
�
企
業
が
健
全
な
雇
用
政
策
や
労
務
政
策
を
し
て
い
る
か
、
男
女
の
共

同
参
画
を
実
施
し
て
い
る
か
、
�
企
業
が
人
道
支
援
等
の
社
会
貢
献
を
し
て
い
る
か
、
�
企
業

が
暴
力
団
や
反
社
会
的
な
団
体
と
の
関
連
が
な
い
か
等
と
い
う
視
点
か
ら
、
商
品
の
選
択
を
す

る
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

ウ
消
費
者
市
民
社
会
に
お
け
る
消
費
者
は
、
単
に
商
品
の
品
質
と
価
格
を
考
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、

商
品
が
製
造
・
販
売
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
考
慮
し
、
あ
る
い
は
そ
の
商
品
を
製
造
・
販
売
す
る

企
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
商
品
を
購
入
し
た
り
、
企
業
に
行
き
過
ぎ
た
活
動
を
是
正

す
る
申
し
入
れ
を
し
た
り
、行
政
庁
に
規
制
を
申
し
入
れ
た
り
す
る
な
ど
の「
社
会
的
価
値
行
動
」

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
社
会
を
変
革
す
る
主
体
」
と
し
て
積
極
的
に
企
業
や
社
会
に
働
き
か

け
、「
消
費
者
被
害
（
問
題
）
が
な
い
安
全
で
公
正
な
社
会
」
を
実
現
す
る
可
能
性
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

�２
消
費
者
が
影
響
力
を
行
使
し
市
場
や
社
会
を
改
善
・
変
革
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

消
費
者
は
提
供
さ
れ
る
商
品
の
品
質
と
価
格
に
着
目
し
て
購
入
す
る
商
品
の
選
択
を
し
て
い
た
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
に
品
質
と
価
格
以
外
の
特
定
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
商
品
の
選
択
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
企
業
の
活
動
を
是
正
し
、
社
会
を
変
革
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
す
で
に
実
施
さ
れ

て
い
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

ア
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

（
ア
）
先
進
国
の
貿
易
業
者
は
強
い
経
済
力
を
背
景
と
し
て
発
展
途
上
国
の
生
産
者
や
労
働
者
か

ら
農
産
物
等
を
廉
価
に
買
い
受
け
て
先
進
国
に
輸
出
す
る
。
発
展
途
上
国
の
生
産
者
や
労
働
者

は
わ
ず
か
な
収
入
し
か
、
い
つ
ま
で
も
農
場
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
長
時
間
労

働
や
児
童
労
働
が
常
態
化
し
た
り
、
自
国
で
必
要
な
農
産
物
の
栽
培
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
不
公
正
（
過
度
に
搾
取
的
）
な
取
引
を
抑
止
し
、
農
作
物
等
を
適
正
な

価
格
で
買
い
受
け
る
こ
と
で
、
発
展
途
上
国
の
生
産
者
や
労
働
者
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
は
商
品
に
ラ
ベ
ル
を
貼
っ

て
、
消
費
者
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
よ
る
商
品
で
あ
る
こ
と
の
理
解
と
発
展
途
上
国
の
生
産
者

や
労
働
者
に
対
す
る
支
援
を
求
め
て
い
る
。

（
イ
）
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
、
対
話
・
透
明
性
・
尊
重
の
理
念
に
基
づ
い
た
取
引
関
係
の
こ
と
で
、

国
際
貿
易
の
場
に
お
け
る
、
よ
り
大
き
な
公
平
さ
を
追
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
不
利
な
立

場
に
追
い
や
ら
れ
た
生
産
者
や
労
働
者
に
対
し
て
よ
り
良
い
取
引
の
機
会
を
提
供
し
、
と
り
わ

け
発
展
途
上
国
の
生
産
者
や
労
働
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

り
、
持
続
可
能
な
発
展
に
も
貢
献
す
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
団
体
は
消
費

者
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
生
産
者
へ
の
援
助
、
啓
発
活
動
を
展
開
し
、
国
際
貿
易
に
関
す
る

ル
ー
ル
や
慣
行
の
変
更
を
求
め
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。（
Ｆ
Ｌ
Ｏ（
国

際
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
機
構
）
・
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｔ
（
国
際
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
連
盟
）
・
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
！

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ワ
ー
ル
ド
シ
ョ
ッ
プ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
・
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ

ェ
ア
ト
レ
ー
ド
協
会
）
編
「
こ
れ
で
わ
か
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
世
界
を
幸
せ

に
す
る
し
く
み
」（
合
同
出
版
・
２０
０８
年
））

イ
社
会
的
責
任
投
資
（
So
ci
al
ly
R
es
po
ns
ib
le
In
ve
st
m
en
t）

（
ア
）
社
会
的
責
任
投
資
は
、
投
資
家
が
、
企
業
の
収
益
性
だ
け
で
な
く
、
環
境
問
題
や
社
会
問

題
と
の
関
わ
り
を
基
準
に
し
た
投
資
先
の
選
別
を
行
う
も
の
で
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
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ィ
ブ
・
ス
ク
リ
ー
ン
（
例
え
ば
、
酒
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
の
特
定
の
業
種
を
投
資
先
か
ら
除
外

す
る
こ
と
）
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ス
ク
リ
ー
ン
（
例
え
ば
、
環
境
問
題
や
従
業
員
関
係
な
ど
の
面

か
ら
企
業
の
取
組
み
を
評
価
し
て
、
評
価
の
低
い
企
業
を
除
外
し
、
評
価
の
高
い
企
業
を
積
極

的
に
組
み
入
れ
る
こ
と
）
が
あ
る
。
ま
た
、
株
主
が
議
案
提
案
・
提
出
権
や
議
決
権
を
行
使
し

て
企
業
に
環
境
問
題
や
社
会
問
題
へ
の
取
組
み
を
促
す
活
動
も
含
ま
れ
る
。

（
イ
）
社
会
的
責
任
投
資
は
、
歴
史
的
沿
革
だ
け
で
な
く
そ
の
形
態
も
多
様
な
側
面
を
持
つ
の
で
、

一
義
的
な
定
義
が
で
き
な
い
が
、「
個
人
の
価
値
基
準
と
社
会
へ
の
関
心
を
一
つ
の
意
思
決
定

に
統
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
投
資
家
の
財
務
的
な
ニ
ー
ズ
と
投
資
が
も
つ
社
会
へ
の
影
響
の
両

方
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
や
、「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
を
評
価

軸
と
す
る
投
資
手
法
と
捉
え
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
果
た
す
こ
と
は
企
業
価
値
の
向
上
を
も
た
ら
す
と
い

う
論
理
か
ら
、
新
し
い
超
過
収
益
源
泉
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
社
会
的
責
任
投
資
が

進
展
し
て
く
る
と
、
そ
の
目
的
も
、
�
自
己
の
価
値
観
や
倫
理
観
を
投
資
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
、

�
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
投
資
の
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
、
�
よ
り
適
切
な
企

業
価
値
の
評
価
に
資
す
る
こ
と
、
�
政
策
と
し
て
企
業
の
社
会
的
責
任
を
促
進
す
る
上
で
の
推

進
力
と
す
る
こ
と
な
ど
へ
多
様
化
し
て
き
た
。（
水
口
剛
「
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
の

基
礎
知
識
」（
日
本
規
格
協
会
・
２０
０５
年
））
。

ウ
環
境
配
慮
行
動

（
ア
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
節
約
し
て
製
造
し
た
商
品
や
リ
サ
イ
ク
ル
や
リ
ユ
ー
ス
で
き
る
製
品
を
選

ん
で
購
入
し
た
り
、
自
ら
が
環
境
に
い
い
製
品
を
購
入
す
る
だ
け
で
な
く
、
エ
コ
ラ
ベ
ル
製
品

を
企
業
が
作
っ
た
り
、
消
費
者
が
購
入
し
て
使
用
し
た
り
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
行
動
を
い

う
。

（
イ
）
１９
９４
年
に
グ
リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
作
成
し
た
「
グ
リ
ー
ン
コ
ン
シ

ュ
ー
マ
ー
の
十
原
則
」
は
、
�
必
要
な
も
の
だ
け
買
う
、
�
ご
み
を
買
わ
な
い
、
容
器
は
再
利

用
で
き
る
も
の
を
選
ぶ
、
�
使
い
捨
て
商
品
は
避
け
、
長
く
使
え
る
も
の
を
選
ぶ
、
�
使
用
段

階
で
環
境
へ
の
配
慮
が
少
な
い
も
の
を
選
ぶ
、
�
つ
く
る
と
き
に
環
境
を
汚
さ
ず
、
つ
く
る
人

の
健
康
を
そ
こ
な
わ
な
い
も
の
を
選
ぶ
、
�
自
分
や
家
族
の
健
康
や
安
全
を
そ
こ
な
わ
な
い
も

の
を
選
ら
ぶ
、
�
使
っ
た
後
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
も
の
を
選
ぶ
、
�
再
生
品
を
選
ぶ
、
	
生

産
・
流
通
・
使
用
・
廃
棄
の
各
段
階
で
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
し
な
い
も
の
を
選
ぶ
、



環
境
対
策
に
積
極
的
な
お
店
や
メ
ー
カ
ー
を
選
ぶ
、
と
さ
れ
て
い
る
。（
本
間
都
「
グ
リ
ー
ン

コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
入
門
」（
北
斗
出
版
・
１９
９７
年
））

エ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
（
So
ci
al
B
us
in
es
s）

（
ア
）
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
、
現
在
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
社
会
的
課
題
に
取
り
組
む

こ
と
を
事
業
活
動
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
（
社
会
性
）、
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
ビ
ジ
ネ
ス
の
形
に

表
し
、
継
続
的
に
事
業
活
動
を
進
め
て
い
き
（
事
業
性
）、
新
し
い
社
会
的
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

や
そ
れ
を
提
供
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
開
発
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
活
動
が
社
会
に
広
が
る

こ
と
を
通
し
て
、
新
し
い
社
会
的
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
（
革
新
性
）
と
さ
れ
て
お
り
、
組
織

形
態
と
し
て
は
、
株
式
会
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
中
間
法
人
な
ど
多
様
な
ス
タ
イ
ル
が
想
定
さ
れ

る

（
イ
）
具
体
的
に
は
、「
地
域
活
性
化
・
ま
ち
づ
く
り
」、
「
障
が
い
者
・
高
齢
者
・
子
育
て
支
援
、

保
険
・
医
療
・
福
祉
」、
「
教
育
・
人
材
育
成
」、
「
環
境
保
全
・
保
護
」
や
「
安
心
・
安
全
（
防
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災
・
防
犯
）」
と
い
っ
た
分
野
で
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会

的
認
知
度
が
低
い
こ
と
、
資
金
調
達
が
容
易
で
な
く
国
や
地
方
公
共
団
体
等
の
支
援
や
提
携
が

必
要
で
あ
る
こ
と
、
事
業
を
担
う
人
材
育
成
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
事
業
展
開
の
支
援
が
必
要

な
こ
と
、
社
会
的
信
頼
の
獲
得
・
向
上
と
い
っ
た
課
題
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
経

済
産
業
省
地
域
経
済
産
業
グ
ル
ー
プ
地
域
経
済
産
業
政
策
課
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会

報
告
書
」（
２０
０８
年
））

オ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
（
C
om
m
un
it
y
In
te
re
st
C
om
pa
ni
es
）

（
ア
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
の
意
義

�
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
に
資
す
る
目
的
で
設
立
さ
れ
る
会
社
で
あ
っ
て
、
目
的
に
沿
っ
た

活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
法
的
な
ス
キ
ー
ム
を
整
備
し
た
も
の
で
あ
り
、
�
利
益
及
び
資
産
の
処

分
、
債
券
や
借
入
れ
に
対
す
る
利
払
い
等
に
制
限
が
課
せ
ら
れ
る
。
利
益
は
事
業
に
再
投
資
さ

れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
事
業
継
続
時
あ
る
い
は
解
散
時
に
監
査
人
が
個
別
に
定
め
る
限
度
を

超
え
た
資
産
や
利
益
の
出
資
者
へ
の
配
当
・
配
分
は
禁
止
さ
れ
、
�
毎
年
度
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

利
益
の
た
め
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
作
成
し
、
監
査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
イ
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
の
効
用

�
会
社
組
織
の
柔
軟
性
と
確
実
性
を
取
り
入
れ
た
社
会
的
企
業
の
事
業
形
態
に
新
た
な
法
人

格
が
付
与
さ
れ
、
官
と
民
の
中
間
領
域
を
担
う
幅
広
い
社
会
起
業
家
の
創
出
に
つ
な
が
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
、
�
広
範
な
資
金
や
人
材
を
そ
の
分
野
の
事
業
活
動
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
と

な
る
と
考
え
ら
れ
、�
法
制
度
上
通
常
の
会
社
組
織
と
同
一
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
た
め
、マ
ー

ケ
ッ
ト
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
事
業
の
客
観
的
な
評
価
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ウ
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
の
課
題

�
チ
ャ
リ
テ
ィ
へ
の
寄
付
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
へ
の
社
会
的
責
任
投
資
に
転
換
す

る
の
は
時
間
が
か
か
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
�
制
度
の
核
心
と
な
る
部
分
を
監
査
人
の
判
断

に
委
ね
て
い
る
が
、
監
査
人
の
処
理
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
�
監
査

人
の
個
別
判
断
の
如
何
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
左
右
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
、
�
官
と
民
の
中
間
領
域
全
般
に
本
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
易
な
公
的

福
祉
切
捨
て
論
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
�
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
と
い
う
抽
象
的

な
概
念
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
環
境
保
全
、
福
祉
、
教
育
等
の
社
会
事
業
分
野
を
特

定
し
た
仕
組
み
を
工
夫
し
た
方
が
効
果
的
効
率
的
な
制
度
運
用
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。（
樋
口
一
清
「
英
国
に
お
け
る
社
会
的
企
業
政
策
の
新
た
な
展
開
」（
信
州
大

学
経
済
学
論
集
第
５５
巻
・
２０
０６
年
））

カ
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（
ア
）
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
義

「
情
報
の
共
有
に
よ
る
相
互
理
解
で
あ
り
、
合
意
形
成
で
は
な
い
」、
「
個
人
、
集
団
、
組
織

の
間
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
と
意
見
の
相
互
的
な
交
換
の
過
程
」
と
定
義
さ
れ
る
。（
大
歳

幸
男
「
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
対
応
・
実
践
－
事
業
者
の
た
め
の
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
」
化
学
工
業
日
報
社
）

（
イ
）
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
効
用

食
品
、
化
学
物
質
又
は
環
境
保
護
の
分
野
に
お
い
て
、
事
業
者
、
地
域
住
民
（
消
費
者
）
及

第
１
章
消
費
者
市
民
社
会
に
つ
い
て
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び
行
政
が
情
報
を
共
有
し
、
食
品
や
化
学
物
質
等
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
評
価
と
リ
ス
ク
管
理
に

つ
い
て
、
共
通
の
情
報
に
基
づ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
法
は
、食
品
に
つ
い
て
は
農
薬
や
添
加
物
だ
け
で
な
く
Ｂ
Ｓ
Ｅ
問
題
、ク
ロ
ー

ン
問
題
、
遺
伝
子
組
換
食
品
等
に
よ
り
、
所
管
行
政
庁
の
事
前
規
制
で
は
そ
の
安
全
性
が
確
保

で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
化
学
物
質
に
つ
い
て
も
、
所
管
行
政
庁
が
そ
の
種
類
の

多
様
性
や
毒
性
（
危
険
性
）
判
断
の
困
難
性
か
ら
、
事
前
規
制
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か

ら
、
企
業
、
地
域
住
民
（
消
費
者
）
及
び
行
政
が
共
通
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
農
薬
、
添
加
物

も
し
く
は
化
学
物
質
の
危
険
性
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
（
リ
ス
ク
評
価
）、
そ
れ
ら
の
管
理

や
取
締
り
に
つ
い
て
相
互
理
解
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
（
リ
ス
ク
管
理
）。
そ
れ
ゆ
え
、
消

費
者
が
そ
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
大
切
な
手
続
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

３
「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
対
を
な
す
「
企
業
市
民
社
会
」（
企
業
の
社
会

的
責
任
）

�１
市
場
社
会
原
理
の
限
界
と
企
業
の
社
会
的
責
任
（
C
or
po
ra
te
S
oc
ia
lR
es
po
ns
ib
ili
ty
）

市
場
社
会
が
成
熟
す
る
と
、
資
本
力
を
も
っ
た
企
業
が
生
産
者
や
事
業
者
を
淘
汰
し
て
い
き
、
生

産
者
・
事
業
者
と
消
費
者
の
互
換
性
（
相
互
交
通
性
）
が
な
く
な
り
、
大
量
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
企
業
と
そ
れ
を
消
費
す
る
だ
け
の
消
費
者
に
二
極
化
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
社
会

の
論
理
に
は
、
企
業
と
消
費
者
の
非
対
称
性
、
企
業
に
よ
る
市
場
の
独
占
と
そ
れ
に
従
属
す
る
だ
け

の
消
費
者
、
消
費
者
の
情
報
不
足
、
市
場
の
不
完
全
性
や
外
部
性
（
市
場
が
社
会
全
体
を
カ
バ
ー
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
）、
環
境
問
題
や
福
祉
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
公
共
財
の
問

題
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
限
界
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。

企
業
は
市
場
社
会
原
理
に
基
づ
い
て
利
益
を
追
及
す
る
経
済
活
動
を
そ
の
目
的
に
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
自
主
規
制
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
世
界
的
な
経
済
格
差
（
貧
困
）
や
環
境
破
壊
が

進
行
し
、
そ
の
矛
盾
は
す
で
に
限
界
に
来
て
お
り
、
行
き
過
ぎ
た
企
業
活
動
を
是
正
し
な
い
と
社
会

全
体
が
崩
壊
す
る
危
険
性
が
顕
在
化
し
て
き
た
。

そ
こ
で
、
企
業
に
社
会
的
責
任
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。

�２
企
業
の
社
会
的
責
任
の
国
際
規
格
化
の
動
向

ア
Ｇ
Ｒ
Ｉ
（
G
lo
ba
l
R
ep
or
ti
ng
In
it
ia
ti
ve
）
は
オ
ラ
ン
ダ
に
本
部
を
置
く
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企

業
の
持
続
可
能
レ
ポ
ー
ト
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
づ
く
り
を
目
的
と
す
る
国
連
環
境
計
画
の
公
認
協

力
機
関
で
あ
る
。
２０
００
年
６
月
に
Ｇ
Ｒ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
G
lo
ba
l
R
ep
or
ti
ng

In
it
ia
ti
ve

G
ui
de
lin
e）
の
第
１
版
を
発
行
し
、
２０
０２
年
に
第
２
版
を
発
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
企
業
の

経
済
面
、
社
会
面
及
び
環
境
面
の
ト
リ
プ
ル
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
が
骨
格
と
な
っ
て
い
る
。

イ
国
際
標
準
化
機
構
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
は
、
１９
８７
年
に
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９０
００
を
制
定
し
、
２０
００
年
に
「
製
品
品

質
を
保
証
す
る
た
め
の
規
格
」
に
、
２０
０８
年
に
は
「
品
質
保
証
を
含
ん
だ
顧
客
満
足
の
向
上
を
目

指
す
た
め
の
規
格
」
に
改
定
し
た
。
１９
９６
年
９
月
に
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１４
００
１
「
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
た
め
の
規
格
」
を
制
定
し
、
２０
０４
年
１１
月
に
改
定
し
て
い
る
。
現
在
、
社
会
的
責
任
規
格

と
し
て
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２６
００
０
が
検
討
作
業
中
で
あ
る
。

ウ
Ｅ
Ｕ
は
、
２０
０２
年
に
「
Ｅ
Ｕ
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
」
を
発
表
し
、「
Ｅ
Ｕ
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー

ク
・
フ
ォ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
設
置
を
決
め
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
に
も
企
業
の
社
会
的
責
任
を

反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
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�３
わ
が
国
に
お
け
る
「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）」
の
論
議
の
動
向

ア
「
消
費
者
に
信
頼
さ
れ
る
事
業
者
と
な
る
た
め
に
－
自
主
行
動
基
準
の
指
針
－
」（
２０
０２
年
１２

月
・
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
自
主
行
動
基
準
検
討
委
員
会
報
告
）
は
、
事
業
者
に
よ

る
自
主
行
動
基
準
の
策
定
・
運
用
を
促
進
す
る
た
め
の
指
針
を
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

イ
「
企
業
評
価
基
準
」（
２０
０３
年
・
経
済
同
友
会
）
は
、
２０
０３
年
を
「
日
本
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
元

年
」
と
し
て
「
企
業
評
価
基
準
」
を
発
表
し
た
。

ウ
「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
推
進
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」（
２０
０４
年
２
月

１７
日
・
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
）、
「
企
業
行
動
憲
章
」
・
「
企
業
行
動
憲
章
の
改
定
に

つ
い
て
」（
同
年
５
月
１８
日
・
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
）
は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ

Ｓ
Ｒ
）
に
つ
い
て
、
�
企
業
の
多
様
性
を
尊
重
す
べ
き
、
�
企
業
の
自
主
性
を
尊
重
す
べ
き
、
�

企
業
に
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い
も
の
と
す
べ
き
と
提
言
し
て
お
り
、
個
別
企
業
の
自
発
性
に
委

ね
て
い
る
。

エ
「
労
働
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
中
間
報
告
」（
２０
０４
年
６
月
・
厚
生

労
働
省
）
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
応
じ
た
従
業
員
へ
の
考
慮
や
労
働
に
関
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
に

お
け
る
国
の
役
割
等
が
提
言
し
て
い
る
。

オ
「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
に
関
す
る
懇
談
会
中
間
報
告
書
」（
２０
０４
年
７
月
・
経

済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
）
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
基
本
的
な
考
え
方
や
企
業
に
と
っ
て
の
意
議
を
整

理
し
、
企
業
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
と
今
後
の
政
府
の

Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
取
り
組
み
を
提
言
し
て
い
る
。

カ
「
社
会
的
責
任
（
持
続
可
能
な
環
境
と
経
済
）
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」（
２０
０５
年
８
月
・

環
境
省
）
は
、
持
続
的
な
環
境
と
経
済
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
企
業
、
政
府
、
市
民
間
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
提
言
し
て
い
る
。

キ
「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
２０
０７
年
度
版
」（
２０
０８
年
３
月
・
日
弁
連
）

は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
を
「
�
全
体
、
�
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
、
�

環
境
、
�
雇
用
・
労
働
、
�
人
権
、
	
公
正
な
事
業
活
動
、


社
会
開
発
・
地
域
貢
献
・
�
消
費

者
」
に
分
類
し
て
言
及
し
て
い
る
。

ク
「
わ
が
国
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
の
動
向
２０
０８
２０
０８
年
度
「
わ
が
国
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
の
動

向
」
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」（
２０
０９
年
１
月
・
株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所
）
は
、
わ
が
国
の

企
業
に
対
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
集
計
し
て
い
る
。

�４
消
費
者
市
民
社
会
と
企
業
の
社
会
的
責
任
（
企
業
市
民
社
会
）
の
相
即
性

消
費
者
市
民
社
会
（
co
ns
um
er
ci
ti
ze
ns
hi
p）
の
対
概
念
と
し
て
企
業
市
民
社
会
（
co
rp
or
at
e

ci
ti
ze
ns
hi
p）
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
従
来
は
地
域
へ
の
貢
献
と
か
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
と

い
う
観
点
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
企
業
の
社
会
的
責
任
（
C
or
po
re
te
So
ci
al
R
es
po
ns
ib
il-

it
y）
と
い
う
観
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企
業
の
社
会
的
責
任
と
消
費
者
の
社
会

的
価
値
行
動
は
相
即
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
消
費
者
が
商
品
の
品
質
と
価
格
の
み

で
消
費
行
動
を
決
定
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
責
任
を
ま
っ
と
う
し
よ
う
と
す
る
企
業

が
市
場
で
成
功
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
企
業
が
社
会
的
責
任
に
則
っ
た
事
業
活
動
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
、
そ
れ
ら
の
事
象
を
自
覚
的
に
消
費
行
動
に
取
り
入
れ
て
い
く
消
費
者
が

い
な
い
と
、
企
業
は
社
会
的
責
任
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
逆
に
、
企
業
市
民
社
会

と
消
費
者
市
民
社
会
と
い
う
考
え
方
が
適
切
に
機
能
す
れ
ば
、
企
業
も
社
会
的
責
任
を
ま
っ
と
う
す

第
１
章
消
費
者
市
民
社
会
に
つ
い
て

－
39
5
－

96



る
こ
と
が
で
き
、
消
費
者
は
企
業
と
連
携
し
て
社
会
の
持
続
的
な
発
展
を
確
保
す
る
こ
と
が
期
待
で

き
る
。

第
５
部
消
費
者
教
育
と
消
費
者
行
動

－
39
6
－
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資
料
１
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
と
し
た
行
政
へ
の
転
換
に
向
け
て（
意
見
）

「
生
活
安
心
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
行
政
の
あ
り
方
の
総
点
検
）」

２０
０８
年
４
月
３
日
・
国
民
生
活
審
議
会
（
抜
粋
）

は
じ
め
に

近
年
，
耐
震
偽
装
問
題
，
食
品
の
不
正
表
示
，
冷
凍
餃
子
に
よ
る
中
毒
事
件
な
ど
国
民
に
大
き
な
不
安

を
感
じ
さ
せ
る
事
件
が
数
多
く
発
生
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
件
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
て
，
消
費

者
・
生
活
者
の
信
頼
を
裏
切
る
と
い
う
点
で
，
も
は
や
構
造
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
，
国
民
生
活
審
議
会
で
は
，
昨
年
１１
月
以
降
，
消
費
者
政
策
部
会
等
の
協
力

を
得
つ
つ
，
総
合
企
画
部
会
に
お
い
て
，
国
民
が
日
々
，
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
た
め
に
，

消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
か
ら
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
，
国
民
生
活
の
基
本
で

あ
る
分
野
に
つ
い
て
，
法
律
，
制
度
，
事
業
等
幅
広
く
行
政
の
あ
り
方
の
総
点
検
を
実
施
し
て
き
た
。
特

に
，「
食
べ
る
」「
働
く
」「
作
る
」「
守
る
」「
暮
ら
す
」
の
五
つ
の
分
野
に
つ
い
て
は
，
総
合
企
画
部
会

の
下
，
そ
れ
ぞ
れ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
，
人
員
配
置
の
状
況
，
職
員
の
意
識
改
善
の
取
組
み
，

政
策
形
成
手
続
へ
の
消
費
者
・
生
活
者
の
関
与
，
消
費
者
・
生
活
者
等
の
行
動
を
踏
ま
え
た
制
度
設
計
，

省
庁
内
の
責
任
体
制
，
執
行
体
制
等
の
実
効
性
等
，
７０
項
目
あ
ま
り
の
共
通
の
質
問
事
項
を
用
意
し
，
１３

の
関
係
府
省
庁
等
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
全
府
省
庁
に
対
し
，
７
種
類
の
調
査
を
行
い
，
そ
れ
を

踏
ま
え
議
論
を
行
っ
て
き
た
。
本
意
見
は
総
合
企
画
部
会
に
て
８
回
，
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
て
の
べ

１８
回
の
議
論
を
経
て
，
消
費
者
政
策
部
会
に
お
い
て
も
検
討
し
，
国
民
生
活
審
議
会
に
お
い
て
取
り
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
個
人
の
安
全
・
安
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
家
族
，
地
域
，
職
場
は
い
ず
れ
も
そ
の
つ
な

が
り
を
弱
め
て
い
る
中
で
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
相
ま
っ
て
，
急
激
な
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情

報
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
，
消
費
者
・
生
活
者
は
，
様
々
な
リ
ス
ク
に
無
防
備
に
さ
ら
さ
れ
る
機
会

が
増
え
て
い
る
。

消
費
者
・
生
活
者
が
自
ら
の
権
利
と
責
任
を
社
会
の
主
役
と
し
て
果
た
し
て
い
く
一
方
で
，「
官
」，
特

に
「
国
」
は
，
１
）
リ
ス
ク
が
増
大
し
た
社
会
の
中
に
あ
っ
て
，
消
費
者
・
生
活
者
，
民
だ
け
で
は
制
御

し
え
な
い
リ
ス
ク
に
対
す
る
予
防
，
軽
減
，
除
去
に
向
け
た
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
，
２
）
消
費
者
・
生

活
者
一
人
一
人
を
重
視
し
，
届
か
な
い
声
を
積
極
的
に
受
け
止
め
る
こ
と
，
等
の
役
割
を
果
た
す
必
要
が

あ
る
が
，
現
状
で
は
，
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
そ
の
役
割
を
十
分
か
つ
迅
速
・
確
実
に

果
た
し
て
い
く
に
は
，「
実
効
性
」
を
軸
に
，「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
行
政
へ
，
価
値
規
範

（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
を
大
き
く
転
換
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
第
１
章
）。

具
体
的
に
は
，
ま
ず
「
行
政
の
横
断
的
課
題
と
そ
の
具
体
的
方
策
」（
第
２
章
）
と
し
て
，
消
費
者
・

生
活
者
が
能
動
的
に
行
動
で
き
る
施
策
の
充
実
，
各
府
省
庁
が
誰
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
る
か
を
明
確

に
す
る
た
め
，
各
府
省
庁
設
置
法
の
見
直
し
や
，
人
事
評
価
，
政
策
評
価
な
ど
に
消
費
者
・
生
活
者
の
視

点
の
導
入
を
検
討
す
る
と
と
も
に
，
実
効
性
を
軸
と
し
た
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係
見
直
し
と
連
携
強
化
，

そ
し
て
消
費
者
・
生
活
者
の
声
を
「
宝
」
と
し
た
政
策
形
成
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
，「
消
費
者
の
安
心
・
安
全
の
確
保
の
た
め
の
個
別
施
策
の
展
開
」（
第
３
章
）
と
し
て
，
た
ら
い

回
し
に
し
な
い
真
摯
な
窓
口
の
整
備
，
違
反
行
為
に
対
す
る
抑
止
力
と
被
害
者
の
救
済
策
の
拡
充
，
消
費

資
料
編
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－

者
・
生
活
者
の
視
点
で
の
包
括
法
の
整
備
，
事
故
情
報
の
集
約
化
の
仕
組
み
の
構
築
と
消
費
者
へ
の
早
期

警
告
，
働
く
人
を
大
切
に
す
る
社
会
づ
く
り
の
推
進
な
ど
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
安
全
・
安
心
で
持

続
可
能
な
未
来
に
向
け
た
社
会
的
責
任
の
取
組
促
進
に
よ
る
行
政
以
外
も
含
め
た
多
様
な
主
体
の
関
与
を

促
進
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
な
お
，
消
費
者
行
政
推
進
会
議
に
お
い
て
，
消
費
者
行
政
を
統

一
的
・
一
元
的
に
推
進
す
る
た
め
の
，
強
い
権
限
を
持
つ
新
組
織
（
以
下
「
新
組
織
」
と
い
う
。）
の
あ

り
方
に
つ
い
て
，
検
討
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
「
新
組
織
」
は
，「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る

行
政
の
中
心
的
存
在
と
し
て
，
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
に
立
っ
て
議
論
を
政
府
全
体
に
喚
起
す
る
役
割

を
果
た
す
必
要
が
あ
る
。

本
意
見
は
，
以
上
の
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き
，
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
と
し
た
行
政
へ
の
転
換

に
向
け
て
提
言
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

第
１
章
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
と
し
た
行
政
へ
の
転
換
の
必
要
性

（「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
な
る
社
会
）

消
費
者
・
生
活
者
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
せ
を
追
求
し
，
そ
の
生
活
を
充
実
し
た
ゆ
と
り
の
あ
る

も
の
に
で
き
る
社
会
と
そ
の
社
会
を
支
え
る
た
め
の
政
府
，
そ
れ
が
今
求
め
ら
れ
る
「
国
の
か
た
ち
」
で

あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
に
お
け
る
消
費
者
・
生
活
者
と
は
，
そ
の
自
ら
の
権
利
と
義
務
の
下
，
自
立
し
て

困
難
に
立
ち
向
か
い
，
社
会
の
公
正
性
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
活
動
す
る
主
体
と
し
て
の
消
費
者
・
生
活

者
で
あ
る
。
ま
た
，
そ
う
し
た
消
費
者
・
生
活
者
は
働
く
人
で
も
あ
り
，
働
く
人
を
大
切
に
す
る
存
在
で

も
あ
る
。
し
か
し
，
現
在
の
我
が
国
の
「
国
の
か
た
ち
」
は
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
，
特
定
非
営
利
活
動
法
人
数
が
増
え
て
い
る
，
公
益
法
人
改
革
に
よ
っ
て
主
務
官
庁
制
が
な
く

な
る
，
ま
た
，
適
格
消
費
者
団
体
が
訴
権
を
持
つ
な
ど
，
消
費
者
・
生
活
者
が
活
躍
す
る
場
は
増
え
て
い

る
。
し
か
し
，
諸
外
国
に
比
較
す
る
と
，
現
在
の
我
が
国
は
，
消
費
者
・
生
活
者
が
自
ら
の
権
利
と
責
任

を
社
会
の
主
役
と
し
て
果
た
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
し
た
真
の
成

熟
社
会
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
個
人
の
安
全
・
安
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
家
族
，
地
域
，
職
場
は
い
ず
れ
も
，
単
身
世

帯
や
核
家
族
の
増
加
，
人
口
減
少
や
近
隣
関
係
の
希
薄
化
，
職
場
の
雇
用
環
境
の
激
変
，
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
の
不
均
衡
な
ど
，
そ
の
つ
な
が
り
を
弱
め
て
い
る
。
さ
ら
に
つ
な
が
り
の
希
薄
化
が
少
子
化
や

地
域
の
人
口
減
少
に
影
響
す
る
な
ど
，
輻
輳
的
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
。

一
方
，
地
域
に
お
い
て
は
，
地
域
資
源
を
活
か
し
た
自
立
社
会
を
目
指
し
て
い
る
。
地
域
の
暮
ら
し
の

安
全
・
安
心
を
如
何
に
確
保
し
，
支
援
を
必
要
と
す
る
人
を
如
何
に
地
域
で
支
援
し
て
い
く
か
。
実
質
的

に
そ
れ
ら
を
支
え
る
の
は
地
域
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
，
支
援
を
必
要
と
す
る

人
も
そ
れ
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
担
い
手
も
地
域
的
に
偏
在
し
て
い
る
。
地
方
自
治
体
の
消
費
者
・
生
活

者
行
政
に
対
す
る
姿
勢
に
も
ば
ら
つ
き
が
あ
り
，
さ
ら
に
分
野
に
よ
り
水
準
の
低
下
が
見
ら
れ
，
特
に
消

費
者
行
政
の
分
野
で
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。
一
方
で
，
国
の
タ
テ
割
り
が
地
域
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ

て
い
る
た
め
，
個
々
の
地
域
に
お
い
て
自
立
性
が
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
，
家
族
，
地
域
，
職
場
，
そ
し
て
個
々
の
消
費
者
・
生
活
者
も
「
消
費
者
・
生
活
者
が
主

役
」
で
あ
る
社
会
を
切
り
拓
い
て
い
く
に
は
十
分
な
状
況
に
あ
る
と
は
言
え
ず
，
そ
う
し
た
社
会
構
築
に

は
根
本
的
な
見
直
し
と
大
胆
な
方
向
転
換
が
不
可
避
で
あ
る
。
そ
れ
は
，
い
わ
ば
能
動
的
な
消
費
者
市
民
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社
会
（
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
）
構
築
に
向
け
た
改
革
で
あ
る
１
。

（
増
大
す
る
リ
ス
ク
に
対
す
る
対
応
力
）

で
は
国
の
行
政
は
，
国
民
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
を
追
求
で
き
る
「
消
費
者
・
生
活
者
が
主

役
」
と
な
る
社
会
を
支
え
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
相
ま
っ
て
，
急
激
な
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進

展
し
，
消
費
者
・
生
活
者
が
様
々
な
リ
ス
ク
に
無
防
備
に
さ
ら
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。
最
近
の
多

く
の
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
，
食
品
，
建
築
，
薬
害
，
年
金
，
悪
質
商
法
な
ど
の
問
題
は
一

過
性
の
も
の
で
は
な
く
て
，
消
費
者
・
生
活
者
の
信
頼
を
裏
切
る
と
い
う
点
で
，
も
は
や
構
造
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
リ
ス
ク
の
中
に
は
，
す
べ
て
の
財
産
を
喪
失
さ
せ
た
り
，
各
自
の
人
生
を
悲

惨
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
も
の
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
平
成
１３
年
９
月
１１
日
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事

件
以
降
の
国
際
社
会
の
不
安
定
化
も
影
響
し
，
以
前
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
，
安
全
・
安
心
な
生
活

を
求
め
る
国
民
の
欲
求
は
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
的
問
題
が
噴
出
す
る
中
，
高
齢
単
身
世
帯

の
増
加
，
地
域
力
の
ば
ら
つ
き
，
そ
し
て
多
様
な
働
き
方
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
通
じ
た
労
働
市
場
の
多
元

化
な
ど
が
同
時
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
，
消
費
者
・
生
活
者
で
あ
る
国
民
の
生
活
を
直
接

守
る
た
め
，
様
々
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
整
備
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
，
そ
の
重
要
性
が
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
き
た
。
リ
ス
ク
が
増
大
し
た
社
会
を
前
に
，
消
費
者
・
生
活
者
，
民
だ
け
で
は
制
御
し

え
な
い
リ
ス
ク
に
対
す
る
予
防
，
軽
減
，
除
去
と
い
っ
た
役
割
を
担
う
こ
と
が
行
政
に
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
，
現
在
の
行
政
は
，
国
民
の
不
安
・
危
険
を
迅
速
に
察
知
で
き
ず
，
効
果
的
に
解
決
す
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
，
そ
れ
を
阻
害
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
そ
し
て
，
国
民
か
ら
は
，
国
家
公
務

員
は
最
も
信
頼
も
満
足
も
お
け
な
い
存
在
と
ま
で
思
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
２
。
ま
た
，
公
務
員
に
よ
る

不
作
為
や
不
祥
事
も
起
き
て
い
る
。
こ
こ
に
は
い
く
ら
施
策
を
打
ち
出
し
て
も
国
民
か
ら
評
価
さ
れ
な
い

行
政
の
姿
が
あ
る
。
さ
ら
に
，
公
務
員
の
意
識
の
中
で
，
消
費
者
・
生
活
者
の
た
め
に
前
例
の
壁
を
打
ち

破
っ
て
で
も
新
た
な
制
度
や
既
存
制
度
の
大
改
革
を
提
案
し
よ
う
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
希
薄
化
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
硬
直
化
し
た
政
府
で
は
，
も
は
や
，
国
民
の
期
待
に
応
え
，
そ
の
役
割
を
果
た
し

き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
３
。

１
「
消
費
者
市
民
社
会
（
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
）」
と
は
，
個
人
が
，
消
費
者
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
，
社
会
倫
理
問
題
，
多
様
性
，

世
界
情
勢
，
将
来
世
代
の
状
況
等
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
社
会
の
発
展
と
改
善
に
積
極
的
に
参
加
す
る
社
会
を
意
味
し
て
い
る
。
つ

ま
り
，
個
人
自
ら
の
た
め
だ
け
で
な
く
，
消
費
者
・
生
活
者
全
体
の
福
祉
の
た
め
に
行
動
で
き
る
消
費
者
・
生
活
者
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，

消
費
者
・
生
活
者
が
自
分
自
身
の
個
人
的
ニ
ー
ズ
と
幸
福
を
求
め
る
と
し
て
も
，
地
球
，
世
界
，
国
，
地
域
，
そ
し
て
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
段

階
で
の
責
任
を
果
た
す
も
の
と
言
え
る
。

２
市
民
満
足
学
会
・
�
ワ
ー
ド
研
究
所
「
大
組
織
信
頼
度
調
査
中
間
報
告
書
」
に
お
い
て
，
中
央
省
庁
は
重
要
度
で
は
１１
位
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
が
，
満
足
度
で
も
信
頼
度
で
も
下
か
ら
３
番
目
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
満
足
度
が
最
も
高
い
組
織
は
郵
政
公
社
と
運
輸
会
社
，

信
頼
度
が
最
も
高
い
組
織
は
ガ
ス
会
社
と
な
っ
て
い
る
）。
ま
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
政
策
過
程
研
究
機
構
「
２０
代
・
３０
代
の
生
活
観
・

社
会
観
に
関
す
る
１０
２６
人
調
査
」
に
よ
る
と
，
日
本
の
将
来
を
最
も
真
剣
に
考
え
て
い
る
と
思
え
る
主
体
と
し
て
「
官
僚
」
を
挙
げ
た
人
は

１
．０
％
に
過
ぎ
な
い
（
企
業
経
営
者
を
挙
げ
た
人
が
９
．１
％
，
市
民
団
体
リ
ー
ダ
ー
を
挙
げ
た
人
が
９
．０
％
）。
な
お
，
人
事
院
調
査
（
平
成
１８

年
度
第
１
回
国
家
公
務
員
に
関
す
る
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
で
は
，「
（
信
頼
感
を
）
全
般
的
に
は
持
っ
て
い
な
い
」
又
は
「
持
っ
て

い
な
い
」
は
２８
．２
％
と
な
っ
て
い
る
。

３
人
事
院
調
査
（
平
成
１８
年
度
第
１
回
国
家
公
務
員
に
関
す
る
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
に
お
い
て
，
国
家
公
務
員
の
人
材
育
成
に
重

要
と
考
え
ら
れ
る
資
質
や
能
力
と
し
て
「
前
例
や
形
式
な
ど
に
と
ら
わ
れ
な
い
考
え
方
の
柔
軟
さ
」，
「
私
益
や
省
益
で
は
な
く
常
に
国
益
を

優
先
す
る
行
動
様
式
」，
「
行
政
を
支
え
て
い
こ
う
と
い
う
気
概
や
使
命
感
」，
「
社
会
的
弱
者
へ
の
理
解
と
共
感
」
な
ど
が
上
位
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
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（
消
費
者
・
生
活
者
一
人
一
人
を
重
視
し
た
行
政
）

さ
ら
に
消
費
者
・
生
活
者
の
生
活
は
多
様
化
し
，
消
費
者
・
生
活
者
と
し
て
直
面
す
る
問
題
も
ま
た
多

元
化
・
複
雑
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
リ
ス
ク
へ
の
対
応
と
い
っ
て
も
，
従
来
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ

め
平
均
的
な
消
費
者
・
生
活
者
像
と
い
っ
た
標
準
モ
デ
ル
を
想
定
し
た
上
で
，
政
策
的
対
応
を
検
討
す
る

と
い
う
手
法
に
は
限
界
が
あ
る
し
，
そ
う
い
う
手
法
だ
け
に
依
存
し
て
い
る
と
標
準
モ
デ
ル
か
ら
外
れ
る

個
々
の
消
費
者
・
生
活
者
に
し
て
み
れ
ば
自
分
は
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
と
感
ず
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
，
現
行
の
体
制
の
下
で
は
，
既
得
権
を
持
っ
た
組
織
や
世
代
の
声
が
も
っ
と
も
伝
わ
り
や
す
い
仕
組

み
に
な
っ
て
お
り
，
平
均
的
消
費
者
・
生
活
者
像
か
ら
外
れ
て
お
り
，
声
に
し
て
伝
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
人
々
と
の
間
に
対
立
を
生
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
社
会
的
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
的
弱
者
へ

の
対
応
は
リ
ス
ク
が
増
大
す
る
中
で
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
で
は
，
個
々

の
消
費
者
・
生
活
者
の
観
点
か
ら
す
る
と
，
行
政
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
，
果
た
す
こ
と
を
期

待
で
き
な
い
も
の
と
映
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

海
外
で
は
，
企
業
と
同
じ
よ
う
に
省
庁
，
行
政
組
織
の
再
編
も
日
常
的
な
光
景
で
あ
る
。
ま
た
多
く
の

先
進
諸
国
で
消
費
者
・
生
活
者
の
需
要
に
的
確
，
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
，
社
会
的
な
轍
を
是
正
す
る
共

生
社
会
に
向
け
た
統
合
（
In
te
gr
at
io
n
や
So
ci
al
C
oh
es
io
n）
や
社
会
的
団
結
（
So
lid
ar
it
y）
を
担
当

す
る
省
庁
，
若
者
（
Y
ou
th
）
や
男
女
共
同
参
画
（
G
en
de
r
E
qu
al
it
y）
を
担
当
す
る
省
庁
，
消
費
者
・

生
活
者
の
食
を
守
る
機
関
，
消
費
者
問
題
を
一
元
的
に
扱
う
機
関
，
環
境
を
守
る
機
関
な
ど
が
，
新
た
に

誕
生
し
て
い
る
４
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
，
消
費
者
・
生
活
者
の
目
線
で
組
織
横
断
的
に
課
題
に
取
り
組
も

う
と
す
る
，
あ
る
い
は
既
存
の
体
制
で
は
把
握
し
に
く
い
声
を
拾
い
上
げ
よ
う
と
す
る
行
政
か
ら
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
と
言
え
よ
う
。

（
変
革
の
歴
史
的
必
然
性
）

で
は
，
な
ぜ
我
が
国
は
こ
れ
ま
で
「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
行
政
に
転
換
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
行
政
は
，
殖
産
興
業
政
策
に
よ
り
近
代
化
を
推
し
進
め
た
明
治
政
府
の
流
れ
を

綿
々
と
受
け
継
ぎ
，
長
く
生
産
者
第
一
の
発
想
で
行
わ
れ
て
き
た
。
戦
後
の
貧
困
か
ら
の
脱
却
に
際
し
て
，

そ
の
よ
う
な
行
政
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
，
そ
の
後
の
急
速
な
経
済
発
展
に
よ
っ
て
日
本
モ
デ
ル
と
し

て
世
界
か
ら
注
目
を
集
め
た
。
し
か
し
，
そ
の
よ
う
な
行
政
の
下
で
は
主
と
し
て
所
得
の
拡
大
を
通
じ
て
，

生
活
水
準
を
高
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
，
国
民
の
期
待
も
標
準
的
な
生
活
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
，
消
費
者
・
生
活
者
は
，
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
者
・
提
供
者
に
対
す
る
所
管
官
庁
の
規
制
を
通
じ

て
間
接
的
に
保
護
さ
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

欧
米
に
お
い
て
成
熟
し
た
「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
な
る
社
会
に
転
換
し
て
い
く
中
で
，
我
が

国
に
お
い
て
も
，
こ
れ
ま
で
も
「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
な
る
行
政
へ
と
転
換
を
す
る
契
機
が
な

か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
ま
ず
平
成
元
年
か
ら
平
成
２
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
米
構
造
協
議
で
は
，
日
米

両
国
の
貿
易
不
均
衡
の
是
正
を
目
的
と
し
て
，
障
壁
と
な
っ
て
い
る
お
互
い
の
構
造
問
題
（
非
関
税
障

壁
）
が
話
し
合
わ
れ
た
。
そ
の
際
，
日
本
経
済
の
構
造
問
題
と
し
て
，
貯
蓄
・
投
資
パ
タ
ー
ン
，
土
地
利

４
例
え
ば
，
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
２０
０７
年
１
月
に
統
合
・
男
女
平
等
省
（
M
in
is
tr
y
of
In
te
gr
at
io
n
an
d
G
en
de
r
E
qu
al
it
y）
が
法
務
省

な
ど
か
ら
分
離
し
て
新
設
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
２０
０７
年
６
月
に
子
ど
も
・
学
校
・
家
庭
省
（
D
ep
ar
tm
en
t
fo
r
C
hi
ld
re
n，

Sc
ho
ol
s，
an
d
F
am
ili
es
）
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
２０
０７
年
５
月
に
発
足
し
た
フ
ラ
ン
ス
政
権
で
は
社
会
的
団
結
（
So
lid
ar
it
y）
担
当
相
が

創
設
さ
れ
た
。
な
お
，
こ
れ
ら
の
国
で
省
庁
の
再
編
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
の
は
各
省
庁
の
設
置
は
法
律
事
項
で
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

（
例
：
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
ク
レ
（
政
令
）
で
省
庁
再
編
が
可
能
）。
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用
，
流
通
，
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
，
系
列
，
排
他
的
取
引
慣
行
の
６
項
目
が
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
指
摘
さ
れ
，

「
構
造
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
，
生
活
の
質
的
向
上
を
導
く
こ
と
を
目
指
す
」
と
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
外
的
要
因
に
よ
り
，
我
が
国
の
制
度
や
慣
行
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
に
止
ま
り
，
内
在
的
な
問
題
意

識
か
ら
こ
れ
を
転
機
に
す
る
と
い
う
議
論
に
は
結
び
つ
か
ず
，
結
果
と
し
て
生
活
の
質
的
向
上
と
い
う
観

点
か
ら
の
施
策
と
し
て
で
は
な
く
，
経
済
構
造
改
革
の
域
を
出
な
か
っ
た
。

ま
た
，
政
府
は
平
成
４
年
６
月
に
経
済
計
画
の
タ
イ
ト
ル
に
「
生
活
」
を
初
め
て
掲
げ
た
「
生
活
大
国

五
ヵ
年
計
画
―
地
球
社
会
と
の
共
存
を
め
ざ
し
て
―
」
を
閣
議
決
定
し
，
労
働
時
間
１
，８
００
時
間
，
平
均

年
収
５
倍
程
度
で
の
良
質
な
住
宅
の
取
得
な
ど
を
目
指
す
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
，
経
済
大
国
か
ら
生

活
大
国
へ
の
転
換
を
図
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
国
民
生
活
審
議
会
も
，
平
成
４
年
１１
月
２５
日
に
公
表
し
た
第

１３
次
国
民
生
活
審
議
会
答
申
「
ゆ
と
り
，
安
心
，
多
様
性
の
あ
る
国
民
生
活
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的

な
方
策
に
つ
い
て
」
の
中
で
，「
安
全
で
安
心
で
き
る
社
会
は
ゆ
た
か
な
国
民
生
活
を
実
現
す
る
上
で
の

基
本
的
要
件
で
あ
る
」
と
し
，「
内
外
環
境
の
変
化
に
伴
い
，
既
存
の
対
策
が
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
た

り
，
新
た
な
危
険
が
生
ま
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
へ
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
考
え
を
示
し
た
。

し
か
し
，
こ
の
認
識
は
バ
ブ
ル
崩
壊
と
と
も
に
当
時
の
行
政
の
中
心
的
な
課
題
と
は
な
ら
ず
，
行
政
の
あ

り
方
全
般
の
見
直
し
へ
と
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

（
行
政
改
革
と
の
関
係
）

近
年
の
行
政
改
革
で
は
，
中
央
省
庁
の
再
編
，
規
制
改
革
，
官
民
の
役
割
分
担
の
見
直
し
，
地
方
分
権

の
推
進
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
に
お
い
て
は
，
行
政
改
革
の
基
本
的

な
目
的
は
「
制
度
疲
労
に
陥
り
つ
つ
あ
る
戦
後
型
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
，
２１
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な

行
政
シ
ス
テ
ム
へ
転
換
し
て
い
く
こ
と
」
と
さ
れ
，
官
邸
機
能
の
強
化
，
中
央
省
庁
の
再
編
，
行
政
機
能

の
減
量
，
効
率
化
等
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
，
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
と
す
る
行
政
へ
の
改
革
と
い

う
観
点
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

近
年
，
我
が
国
で
は
，「
官
か
ら
民
へ
」，
「
国
か
ら
地
方
へ
」
と
い
う
考
え
方
を
基
本
と
し
た
改
革
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
改
革
に
あ
た
っ
て
は
，
行
政
の
組
織
を
総
体
と
し
て
み
て
，
ま
た
市
場
と
の
関

係
で
行
政
が
肥
大
化
す
る
の
を
食
い
止
め
る
た
め
に
，
行
政
の
「
ス
リ
ム
化
」
や
「
効
率
化
」
が
特
に
強

調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
今
後
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
た
だ
し
，
そ
れ
で
は
，

必
ず
し
も
消
費
者
・
生
活
者
の
利
益
と
な
る
行
政
改
革
を
進
め
る
こ
と
と
同
意
で
は
な
い
。
既
述
の
よ
う

に
，
官
・
民
及
び
国
・
地
方
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
，
現
在
の
我
が
国
の
行
政
は
，
小
さ
く
な
っ
た
と

は
い
え
，
依
然
と
し
て
タ
テ
割
り
の
構
造
を
残
し
，
消
費
者
・
生
活
者
の
観
点
に
立
っ
て
リ
ス
ク
に
迅
速

か
つ
効
果
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
，
さ
ら
に
行
政
に
声
の
届
か
な
い
消
費
者
・
生
活
者
の
安
全
・

安
心
を
十
分
に
確
保
す
る
態
勢
を
整
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
，
そ
こ
に
も
う
１
つ
の
視
点
で
あ
る
，
消

費
者
・
生
活
者
か
ら
み
て
対
処
を
要
す
る
課
題
に
行
政
が
実
効
的
に
対
応
で
き
る
と
い
う
「
消
費
者
・
生

活
者
の
視
点
か
ら
み
た
実
効
性
」を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。規
制
改
革
に
お
い
て
も
多
様
な
消
費
者
・

生
活
者
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
は
，
消
費
者
・
生
活
者
に
資
す
る
改
革
と
い
う
視
点
を
よ
り
明
確
に
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
，
国
の
将
来
を
見
据
え
，
今
，
行
う
べ
き
こ
と
は
，
公
共
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
行
政
の
役

割
を
再
定
義
す
る
，
つ
ま
り
「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
行
政
に
向
け
て
新
た
な
改
革
に
着
手

し
，
強
力
に
推
し
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
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（「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
行
政
へ
，
価
値
規
範
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
転
換
の
時
）

現
在
の
危
機
的
状
況
を
脱
却
す
る
に
は
，
過
去
の
日
本
の
成
長
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
生
産
者
第
一
の
体
制

を
廃
し
，「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
い
う
切
り
口
を
中
心
に
据
え
た
体
制
を
早
急
に
作
り
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
国
民
は
消
費
者
・
生
活
者
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
，
そ
こ
か
ら

世
代
間
対
立
や
既
得
権
保
護
を
乗
り
越
え
，
社
会
構
造
を
変
革
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

社
会
の
仕
組
み
を
「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
し
た
形
に
組
み
か
え
る
に
は
，
公
益
の
実
現
に
お

い
て
行
政
の
役
割
は
不
可
欠
で
あ
る
が
，
も
ち
ろ
ん
，
行
政
だ
け
の
再
編
成
で
実
現
す
る
訳
で
は
な
い
。

民
間
企
業
も
「
社
会
の
公
器
」
と
し
て
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
，
公
共
シ
ス
テ
ム
の
一

翼
を
担
う
存
在
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
近
年
の
事
件
・
事
故
の
発
生
に
お
い
て
，
今
ま
で
信
頼

を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
企
業
が
そ
れ
を
裏
切
る
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
，
消
費
者
・
生
活
者
か

ら
し
て
み
れ
ば
企
業
に
対
す
る
信
頼
を
問
い
直
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
企
業
の
経
営
目
的
と
は
各

企
業
が
有
す
る
使
命
の
実
現
で
あ
る
が
，
そ
の
受
け
手
は
そ
も
そ
も
消
費
者
・
生
活
者
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
，
そ
の
使
命
の
実
現
を
通
じ
て
究
極
的
に
は
消
費
者
・
生
活
者
に
貢
献
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
，
民
間
企
業
が
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
に
目
線
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
，
民
間
企
業
に
と
っ
て
も
新

た
な
市
場
創
出
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
体
制

へ
の
転
換
は
，
民
間
企
業
や
市
場
の
社
会
的
価
値
，
そ
し
て
市
民
の
役
割
を
逆
に
問
い
直
す
こ
と
に
も
な

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
，
消
費
者
と
事
業
者
の
双
方
が
満
足
を
得
る
状
態
（
W
in
―W
in
）
を
め
ざ
す
こ

と
に
繋
が
る
。
事
業
者
団
体
は
，
不
透
明
な
慣
行
の
中
心
的
存
在
な
ど
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
，

規
律
維
持
の
役
割
も
果
た
し
て
き
た
。
こ
の
事
業
者
団
体
も
，
規
制
緩
和
や
国
境
を
越
え
た
競
争
の
激
化

と
相
ま
っ
て
，「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
た
め
の
組
織
と
い
う
新
た
な
義
務
を
果
た
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
，
今
回
の
改
革
は
，
単
な
る
行
政
組
織
の
組
み
替
え
と
い
う
レ
ベ
ル

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
国
の
か
た
ち
」
そ
の
も
の
を
根
本
か
ら
創
り
変
え
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
，「
官
」
と
「
民
」
の
役
割
，「
官
」
に
お
け
る
「
国
」
と
「
地
方
」

の
役
割
に
つ
い
て
も
，
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
か
ら
「
実
効
性
」
あ
る
社
会
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
，

と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
，「
官
」
の
役
割
を
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
「
民
」
又
は
「
地
方
」

で
は
担
い
き
れ
な
い
安
全
・
安
心
の
分
野
で
は
国
の
行
政
の
役
割
を
再
定
義
し
直
す
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

以
上
か
ら
，
行
政
の
あ
り
方
を
見
直
す
基
本
的
な
視
点
は
，
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
１
）
消
費

者
・
生
活
者
の
視
点
に
立
っ
た
発
想
に
大
き
く
転
換
し
，「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
な
る
社
会
の

構
築
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
，
２
）
現
在
の
制
度
で
は
そ
の
声
が
届
い
て
い
な
い
層
の
声
を
積

極
的
に
受
け
止
め
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
，
３
）
専
門
性
と
権
限
，
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
責
任
に
裏
打

ち
さ
れ
た
実
効
あ
る
体
制
と
す
る
こ
と
，
４
）
危
機
に
柔
軟
か
つ
迅
速
・
機
敏
に
対
応
で
き
る
仕
組
み
を

構
築
す
る
こ
と
，
で
あ
る
。

今
回
の
改
革
で
は
，
中
央
省
庁
が
国
民
か
ら
の
信
頼
を
失
っ
て
い
る
現
実
を
直
視
し
，「
何
の
た
め
の

改
革
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
，
関
係
者
，
と
り
わ
け
中
央
省
庁
の
幹
部
お
よ
び
職
員
が
，

公
務
員
と
し
て
の
誇
り
と
使
命
感
を
持
っ
て
，
粉
骨
砕
身
，
改
革
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
絶
対
的
な
条

件
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
成
果
は
，
世
界
に
範
を
示
す
こ
と
に
自
ず
と
つ
な
が
る
と
期
待
し
て
い

る
。
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第
２
章
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
の
行
政
に
向
け
た
横
断
的
課
題
と
具
体

的
方
策

２
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
と
な
る
社
会
を
支
え
る
組
織
・
体
制
へ
の
転
換

�３
消
費
者
政
策
の
企
画
・
執
行
を
担
う
「
新
組
織
」
の
あ
る
べ
き
姿

こ
れ
ま
で
，
法
執
行
を
行
う
際
，
消
費
者
の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
法
執
行
に
た
め
ら
い
や
先
送

り
が
起
き
る
構
造
的
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
，
消
費
者
行
政
が
，
各
府
省
庁
の
タ
テ
割
り
構
造
が
放

置
さ
れ
る
結
果
，
連
携
不
足
が
起
き
，
す
き
間
事
案
に
対
応
で
き
ず
，
消
費
者
の
安
全
・
利
益
が
十

分
確
保
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
も
起
き
た
。
そ
こ
で
，「
消
費
者
・
生
活
者
を
主
役
」
と
す
る
行
政

の
最
前
線
と
な
る
「
新
組
織
」
を
実
現
す
べ
き
で
あ
り
，
そ
の
「
新
組
織
」
は
以
下
の
役
割
・
機
能

を
担
う
べ
き
で
あ
る
。

（「
新
組
織
」
の
担
う
べ
き
役
割
・
機
能
）

「
新
組
織
」
は
，
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
向
け
た
改
革
を
先
導
す
る
た
め
，
消
費
者
・
生
活

者
を
主
役
と
す
る
行
政
の
中
心
的
存
在
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
，
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
，
国
際
的
に
み
て
遜
色
の
な
い
「
新
組
織
」
を
発

足
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
１
。

ま
た
，「
新
組
織
」
は
，
消
費
者
行
政
の
統
合
化
・
一
元
化
を
担
う
た
め
，
統
括
情
報
窓
口
で
受

け
付
け
た
消
費
者
の
幅
広
い
声
を
問
題
解
決
に
ま
で
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
る
必
要

が
あ
り
，
そ
の
た
め
，
情
報
集
約
，
企
画
・
立
案
か
ら
法
執
行
ま
で
を
一
貫
し
て
行
え
る
組
織
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
消
費
者
行
政
は
幅
広
い
分
野
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
，
強
力
な
総
合
調
整
機

能
や
関
係
省
庁
に
対
し
て
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
等
の
権
限
を
持
つ
必
要
も
あ
る
。

ま
た
，
消
費
者
の
ヨ
コ
の
視
点
で
行
政
を
担
う
た
め
に
は
，
所
掌
の
範
囲
を
考
え
る
と
，「
新
組

織
」
は
，
重
複
を
廃
し
つ
つ
，
消
費
者
基
本
法
の
基
本
理
念
２
を
具
現
す
る
法
律
を
幅
広
く
所
管
し
，

企
画
立
案
か
ら
法
執
行
ま
で
担
う
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
，
１
）
消
費
生
活
に
と
っ
て
基
本
と

な
る
分
野
，
２
）
各
府
省
庁
の
所
管
を
ま
た
が
る
包
括
的
対
応
が
必
要
な
分
野
，
３
）
消
費
者
に
と

っ
て
重
大
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
分
野
，
な
ど
を
担
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

１
O
E
C
D
主
要
国
に
お
け
る
消
費
者
政
策
の
統
轄
的
機
関
の
担
当
者
数
（
日
本
の
総
人
口
に
換
算
）
は
，
フ
ラ
ン
ス
の
７
，０
００
人
超
を
筆

頭
に
，
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
３
，５
００
人
程
度
，
ノ
ル
ウ
ェ
ー
２
，８
００
人
程
度
と
な
っ
て
お
り
，
連
邦
制
で
あ
る
こ
と
か
ら
州
レ
ベ
ル
で
も
同
様
に

消
費
者
行
政
が
存
在
す
る
カ
ナ
ダ
で
５０
０
人
程
度
，
米
国
で
４０
０
人
程
度
等
と
な
っ
て
い
る
（
国
民
生
活
審
議
会
第
５
回
総
合
企
画
部
会
参
考

資
料
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－
２
）。
ま
た
諸
外
国
に
お
い
て
は
，
例
え
ば
，
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
取
引
委
員
会
は
調
査
権
，
差
止
・
資
産
凍
結
命
令
請
求
，
金
銭

的
救
済
命
令
請
求
な
ど
が
可
能
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
，
科
料
，
仮
差
止
，
禁
止
命
令
，
情
報
開
示
命
令
，

差
止
，
課
徴
金
，
消
費
者
に
代
わ
っ
て
の
損
害
賠
償
請
求
な
ど
の
法
的
権
限
を
有
し
て
い
る
。
韓
国
の
公
正
取
引
委
員
会
は
改
善
命
令
，
課

徴
金
，
標
準
約
款
審
査
，
調
査
権
，
是
正
命
令
，
他
省
庁
所
管
の
場
合
の
他
省
庁
に
対
す
る
意
見
提
出
要
求
な
ど
が
可
能
で
あ
る
。

２
消
費
者
基
本
法
の
基
本
理
念
は
，
消
費
者
基
本
法
２
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

消
費
者
基
本
法
（
抄
）

（
基
本
理
念
）

第
２
条
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
（
以
下
「
消
費
者
政
策
」
と
い
う
。）
の
推
進
は
，
国
民
の
消
費
生

活
に
お
け
る
基
本
的
な
需
要
が
満
た
さ
れ
，
そ
の
健
全
な
生
活
環
境
が
確
保
さ
れ
る
中
で
，
消
費
者
の
安
全
が
確
保
さ
れ
，
商
品
及
び
役
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務
に
つ
い
て
消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
，
消
費
者
に
対
し
必
要
な
情
報
及
び
教
育
の
機
会
が
提
供
さ
れ
，

消
費
者
の
意
見
が
消
費
者
政
策
に
反
映
さ
れ
，
並
び
に
消
費
者
に
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
が
消
費

者
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
，
消
費
者
が
自
ら
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
消
費
者
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
消
費
者
の
自
立
の
支
援
に
当
っ
て
は
，
消
費
者
の
安
全
の
確
保
等
に
関
し
て
事
業
者
に
よ
る
適
正
な
事
業
活
動
の
確
保
が
図
ら
れ
る
と

と
も
に
，
消
費
者
の
年
齢
そ
の
他
の
特
性
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
消
費
者
政
策
の
推
進
は
，
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
消
費
者
政
策
の
推
進
は
，
消
費
生
活
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
，
国
際
的
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
消
費
者
政
策
の
推
進
は
，
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
，
政
府
全
体
を
「
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
」
と
な
る
行
政
へ
確
実
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
も

「
新
組
織
」
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
り
，
し
た
が
っ
て
，
各
府
省
庁
の
体
制
，
政
策
形
成
過
程

か
ら
法
執
行
ま
で
，
消
費
者
基
本
計
画
等
も
活
用
し
つ
つ
，
幅
広
く
評
価
・
監
視
を
担
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
以
外
の
機
能
と
し
て
は
，
消
費
市
場
の
状
況
を
学
術
的
に
分
析
・
研
究
す
る
機
能
，
海
外

の
消
費
者
統
括
機
関
と
の
協
議
を
す
る
等
，
国
際
的
な
消
費
者
問
題
解
決
に
積
極
的
に
関
与
で
き
る

機
能
等
も
付
与
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
消
費
者
市
民
社
会
を
促
進
す
る
組
織
と
し
て
，
消
費
者
等
に
対
す
る
消
費
者
市
民
教
育
や

啓
発
活
動
，
地
方
自
治
体
や
消
費
者
団
体
等
の
中
間
団
体
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
，「
新
組
織
」
の
重
要
ポ
ス
ト
に
消
費
者
問
題
の
専
門
家
を
抜
擢
す
る
こ
と
や
職
員
と

し
て
消
費
者
相
談
の
専
門
家
等
を
採
用
す
る
等
，
人
材
交
流
，
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
促
進
な

ど
を
進
め
る
と
い
っ
た
消
費
者
市
民
社
会
に
開
か
れ
た
組
織
と
す
る
こ
と
も
重
要
に
な
る
。

�４
実
効
性
を
軸
と
し
た
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係
見
直
し
と
連
携
強
化

消
費
者
・
生
活
者
に
直
接
働
き
か
け
る
行
政
の
主
な
担
い
手
で
あ
る
地
方
自
治
体
に
は
，
消
費

者
・
生
活
者
と
の
近
接
性
を
踏
ま
え
，
そ
の
創
意
工
夫
に
よ
り
実
効
性
あ
る
行
政
を
展
開
し
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
，
地
方
自
治
体
の
執
行
に
対
す
る
姿
勢
に
ば
ら
つ
き
，
さ
ら
に
分
野

に
よ
り
水
準
の
低
下
が
見
ら
れ
，
特
に
消
費
者
行
政
の
分
野
で
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。
一
方
，

国
の
タ
テ
割
り
が
地
域
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
，
地
域
と
の
関
係
に
お
い
て
国

は
何
が
で
き
る
の
か
，
何
を
す
べ
き
か
，
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
関
係
を
放
置
し
て
い

て
は
，
地
域
に
お
け
る
消
費
者
・
生
活
者
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
不
十
分
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。

そ
も
そ
も
地
域
の
施
策
を
見
て
み
る
と
，
関
係
省
庁
か
ら
都
道
府
県
や
市
町
村
を
通
じ
て
生
活
現

場
に
届
く
こ
と
と
な
り
，
地
方
自
治
体
に
も
一
定
の
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
，

同
じ
国
の
政
策
で
も
，
途
中
に
介
在
す
る
自
治
体
の
財
政
力
や
政
策
力
に
よ
っ
て
，
生
活
現
場
に
与

え
る
施
策
の
効
果
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
国
の
施
策
だ
け
で
は
な
く
，
自
治
体
に
よ
る
独
自
の
判

断
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
，
そ
の
場
合
，
自
治
体
の
財
政
力
や
政
策
企
画
力
の
違
い

に
よ
っ
て
地
域
差
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係
を
地

方
分
権
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
地
域
の
施
策
は
直
接
，
地
域
住
民
に
届
く
だ
け
の
こ
と
も
あ
る
が
，
ま
ず
は
地
域
の
担
い
手

に
届
き
，
そ
の
担
い
手
に
よ
っ
て
地
域
住
民
に
届
く
こ
と
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
，
基
礎
自
治
体
で

あ
る
市
区
町
村
と
地
域
の
担
い
手
の
両
者
の
対
応
力
を
つ
け
な
い
限
り
，
生
活
現
場
の
安
全
・
安
心

は
確
保
で
き
な
い
。

（
地
域
の
多
様
性
を
踏
ま
え
た
制
度
・
事
業
の
再
編
整
理
）

ま
ず
国
は
，
地
域
の
独
自
性
を
認
識
し
，
自
治
体
が
創
意
工
夫
し
て
主
体
的
に
取
組
を
行
え
る
よ

う
，
規
制
緩
和
や
国
の
求
め
る
基
準
・
要
件
を
引
き
下
げ
，
自
治
体
が
包
括
的
・
弾
力
的
に
対
応
で

き
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
，
個
別
の
補
助
事
業
に
つ
い
て
も
広
範
囲
な
課
題
毎
に
省
庁
の
垣
根
を
越
え
て
再
編
整
理
を

行
い
，
地
方
分
権
の
趣
旨
に
照
ら
し
自
治
体
の
自
主
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
統
合
補
助
金
化
や
総
合

メ
ニ
ュ
ー
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
，
補
助
事
業
に
付
随
す
る
要
件
等
に
つ
い
て
弾
力
化
を
図
り
，

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
実
情
に
応
じ
て
施
策
を
総
合
的
に
展
開
で
き
る
よ
う
，
使
い
や
す
い
も
の
と
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す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
場
合
，
国
は
自
治
体
に
す
べ
て
を
任
せ
る
と
い
う
姿
勢
で
な
く
，
直
面
す
る
問
題
の
複
雑
さ

や
財
政
力
等
が
自
治
体
間
で
異
な
る
こ
と
に
目
配
り
し
，
各
自
治
体
の
主
体
的
な
取
組
が
充
実
し
た

も
の
と
な
る
よ
う
，
地
方
交
付
税
を
通
じ
た
支
援
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
地
域
の
実
態
や
声
を
踏
ま
え
て
制
度
設
計
が
で
き
る
仕
組
み
）

施
策
の
中
に
は
自
治
体
が
当
該
制
度
・
事
業
の
執
行
を
円
滑
に
実
施
で
き
る
か
否
か
の
事
前
検
証

を
十
分
に
行
わ
な
い
ま
ま
，
制
度
・
事
業
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
よ

い
制
度
が
実
施
さ
れ
て
も
，
応
分
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
自
治
体
に
と
っ
て
は
，
使
い
こ
な
せ
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
，
事
前
検
証
が
十
分
な
い
ま
ま
に
制
度
導
入
や
制
度
変
更
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
や
度
重
な
る
見
直
し
に
よ
る
制
度
自
身
の
複
雑
化
に
よ
り
，
自
治
体
の
多
く
は
制
度
見
直

し
へ
の
対
応
に
精
一
杯
と
な
り
，
国
に
建
設
的
な
提
案
等
を
行
う
余
裕
が
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
，
政
府
は
，
法
律
，
制
度
，
事
業
等
が
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
持
続
可
能
か
否
か
の
事

前
検
証
及
び
検
証
結
果
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
，
執
行
に
当
た
っ
て
基
盤
整
備
を
含
め
た
地

方
自
治
体
の
考
え
方
が
，
法
律
等
の
創
設
・
見
直
し
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
，
地
方
自
治
体
の
意
見
も

政
策
に
反
映
す
る
機
会
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
特
に
地
方
公
共
団
体
が
執
行
に
関

与
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
，
意
見
募
集
等
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
）
に
際
し
て
，
そ
の
資
料
を

地
方
自
治
体
に
対
し
て
配
布
し
て
，
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
安
全
・
安
心
の
確
保
の
観
点
か
ら
の
国
と
地
方
自
治
体
の
役
割
）

地
域
に
お
け
る
消
費
者
・
生
活
者
の
安
全
・
安
心
に
関
す
る
実
効
性
確
保
の
観
点
か
ら
は
，
特
に

執
行
体
制
に
お
い
て
，
個
々
の
地
域
の
住
民
生
活
の
安
全
・
安
心
に
係
る
事
項
は
地
方
自
治
体
の
責

任
，
そ
れ
を
越
え
て
国
レ
ベ
ル
で
の
国
民
生
活
の
安
全
・
安
心
に
係
る
べ
き
事
項
は
国
の
責
任
と
し

た
上
，
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
ど
ち
ら
が
責
任
を
負
う
の
か
を
明
確
か
つ
分
か
り
や
す
く
整
理
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
事
件
・
事
故
の
中
に
は
地
方
公
共
団
体
を
越
え
て
起
こ
る
こ
と
も
多
く
，

そ
う
し
た
情
報
を
早
期
に
把
握
し
，
被
害
拡
大
防
止
の
た
め
に
消
費
者
等
に
対
す
る
警
告
や
事
業
者

に
対
す
る
差
止
等
の
法
執
行
を
行
う
，
あ
る
い
は
法
律
等
の
改
正
と
い
っ
た
企
画
・
立
案
を
行
う
の

は
国
に
と
っ
て
重
要
な
責
務
と
な
る
。

そ
う
し
た
国
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
も
地
方
自
治
体
と
法
執
行
に
お
い
て
連
携
し
，
地
方
自
治

体
に
お
い
て
も
，
消
費
者
行
政
分
野
及
び
権
限
が
一
元
化
さ
れ
る
と
と
も
に
，
関
連
部
局
と
の
間
で

も
情
報
収
集
の
一
元
化
や
情
報
集
約
化
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
，
そ
の
上
で
国
と
地
方
自
治
体
が

一
体
と
な
っ
て
安
全
・
安
心
の
確
保
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
協
力
・
連
携
を
担
保
す
る

た
め
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
消
費
者
・
生
活
者
か
ら
み
て
安

全
・
安
心
が
担
保
さ
れ
る
に
は
，
国
が
担
う
べ
き
分
野
と
地
方
自
治
体
が
担
う
べ
き
分
野
を
明
確
に

し
，
そ
の
役
割
分
担
と
連
携
の
方
策
を
両
者
が
同
じ
土
俵
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
に
な
っ

て
い
る
３
。
な
お
，そ
の
際
，国
の
出
先
機
関
等
と
地
方
自
治
体
の
役
割
分
担
が
不
明
確
に
な
っ
て
い

る
場
合
等
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
，
地
方
分
権
の
趣
旨
も
踏
ま
え
つ
つ
見
直
し
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

３
連
邦
制
を
し
い
て
い
る
国
で
は
連
邦
政
府
と
州
政
府
間
の
政
策
の
調
整
・
調
和
の
場
と
し
て
，
例
え
ば
，
カ
ナ
ダ
で
は
消
費
者
政
策
委
員

会
（
C
on
su
m
er
M
ea
su
re
s
C
om
m
it
te
e）
，
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
消
費
者
関
連
大
臣
協
議
会
（
M
in
is
te
ri
al
C
ou
nc
il
on
C
on
su
m
er
A
f-

fa
ir
s）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
，
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
，
消
費
者
・
生
活
者

が
気
軽
に
利
用
で
き
る
身
近
な
相
談
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
と
と
も
に
，
都
道
府
県
毎
に
，
中

核
的
な
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
強
化
す
べ
く
制
度
の
整
備
を
行
い
，
情
報
収
集
・
提
供
，
相

談
サ
ー
ビ
ス
，
紛
争
解
決
機
能
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，

各
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
助
言
や
あ
っ
せ
ん
が
拡
充
さ
れ
る
よ
う
人
材
・
予
算
の
確
保
お
よ

び
相
談
員
等
が
そ
の
専
門
性
を
発
揮
で
き
る
た
め
の
環
境
整
備
等
を
図
る
と
と
も
に
，
都
道
府
県
等

に
お
け
る
苦
情
処
理
委
員
会
の
活
性
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

加
え
て
，
地
域
に
お
い
て
は
，
生
活
現
場
の
消
費
者
・
生
活
者
に
消
費
者
行
政
に
係
る
情
報
を
提

供
す
る
仕
組
み
と
し
て
，
自
治
会
・
町
内
会
等
の
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
積
極
的
に
活
用
す
べ
き

で
あ
る
。
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資
料
２
「
消
費
者
行
政
推
進
基
本
計
画
」（
２０
０８
年
６
月
２７
日
・
閣
議
決
定
）

抜
粋
（「
は
じ
め
に
」
の
部
分
）

「
消
費
者
を
主
役
と
す
る
政
府
の
舵
取
り
役
」
と
し
て
、
消
費
者
行
政
を
一
元
化
す
る
新
組
織
の
創

設
は
、
消
費
者
の
不
安
と
不
信
を
招
い
た
個
々
の
事
件
へ
の
政
府
全
体
の
対
応
力
の
向
上
を
目
指
す
の

み
な
ら
ず
、
明
治
以
来
の
日
本
の
政
府
機
能
の
見
直
し
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
明
治
以
来
、
我
が
国

は
各
府
省
庁
縦
割
り
の
仕
組
み
の
下
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
事
業
者
の
保
護
育
成
を
通
し
て
国
民
経
済
の

発
展
を
図
っ
て
き
た
が
、
こ
の
間
「
消
費
者
の
保
護
」
は
あ
く
ま
で
も
産
業
振
興
の
間
接
的
、
派
生
的

テ
ー
マ
と
し
て
、
し
か
も
縦
割
り
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
古
い
行
政
モ
デ
ル
は
見

直
し
の
対
象
と
な
り
、
規
制
緩
和
な
ど
市
場
重
視
の
施
策
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

今
や
「
安
全
安
心
な
市
場
」、
「
良
質
な
市
場
」
の
実
現
こ
そ
が
新
た
な
公
共
的
目
標
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
競
争
の
質
を
高
め
、
消
費
者
、
事
業
者
双
方
に
と
っ

て
長
期
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
唯
一
の
道
で
あ
る
。

消
費
者
行
政
を
一
元
化
す
る
新
組
織
の
創
設
は
こ
の
新
た
な
目
標
の
実
現
に
向
け
て
政
府
が
積
極
的

に
取
り
組
む
こ
と
を
自
ら
の
行
動
を
通
し
て
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
政
府
が
こ

れ
ま
で
の
施
策
や
行
政
の
在
り
方
を
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
４３
年
法
律
第
７８
号
）
の
理
念
で
あ
る
「
消

費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
」、
「
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
」
の
観
点
か
ら
積

極
的
に
見
直
す
と
い
う
意
味
で
、
行
政
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
価
値
規
範
）
転
換
」
の
拠
点
で
あ
り
、
真

の
意
味
で
の
「
行
政
の
改
革
」
の
た
め
の
拠
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
消
費
者
・
生
活
者
が
主
役
と

な
る
社
会
を
実
現
す
る
国
民
本
位
の
行
政
に
大
き
く
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
組
織
は
何
よ
り
も
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
縦
割
り
的
体
制
に
対
し
て
消
費
者
行
政
の
「
一
元
化
」
を
実

現
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
、
そ
の
た
め
に
強
力
な
権
限
と
必
要
な
人
員
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
組
織
が
機
動
的
に
活
動
で
き
る
賢
い
組
織
と
し
て
消
費
者
行
政
に
お
い
て
司

令
塔
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
地
方
自
治
体
と
の
緊
密
な
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
の
強
化
充
実
を
前
提
に
し
た
緊
密
な
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
早
急
に
構
築
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
行
政
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
価
値
規
範
）
転
換
」
の
た
め
に
は
中
央
・
地
方
を
貫
く
、
消

費
者
の
声
が
届
く
連
携
・
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創
出
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
度
創
設
さ
れ
る
新
組
織
は
行
政
の
こ
う
し
た
大
き
な
転
換
の
重
要
な
起
点
で
あ
り
、
発
足
後
も

「
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
」
の
た
め
に
継
続
的
に
そ
の
活
動
を
強
化
充
実
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
す
べ
て
を
一
挙
に
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

う
し
た
強
化
充
実
の
た
め
に
は
消
費
者
の
声
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
仕
組
み
の
存
在
と
消
費
者
に
よ
る

強
力
な
後
押
し
が
欠
か
せ
な
い
。
消
費
者
が
よ
り
よ
い
市
場
と
よ
り
よ
い
社
会
の
発
展
の
た
め
に
積
極

的
に
関
与
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
こ
そ
、
新
組
織
は
そ
の
存
在
感
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
組
織
の
創
設
は
、
転
換
期
に
あ
る
現
在
の
行
政
の
関
係
者
が
「
公
僕
」
と
し
て
の
自
ら
の
活
動
の

意
味
を
再
考
す
る
重
要
な
き
っ
か
け
を
作
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
更
な
る
意
識
改
革
を

も
促
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
改
革
は
「
消
費
者
市
民
社
会
１
」
と
い
う
べ
き
も
の
の
構
築

１
「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
は
、
個
人
が
、
消
費
者
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
、
社
会
倫
理
問
題
、
多
様
性
、
世
界
情
勢
、
将
来
世
代
の
状

況
等
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
発
展
と
改
善
に
積
極
的
に
参
加
す
る
社
会
を
意
味
し
て
お
り
、
生
活
者
や
消
費
者
が
主
役
と
な

る
社
会
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

－
46
2
－

に
向
け
た
画
期
的
な
第
一
歩
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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-
1

-

消
費
者
教
育
推
進
法
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

２
０
０
９
年
２
月
１
９
日

日
本
弁
護
士
連
合
会

第
１

意
見
の
趣
旨

消
費
者
教
育
・
啓
発
を
よ
り
推
進
す
る
た
め
，
速
や
か
に
下
記
の
内
容
の
消
費
者
教
育
推

進
法
（
仮
称
）
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
。

記

社
会
に
お
け
る
取
引
の
多
様
化
・
複
雑
化
に
伴
っ
て
消
費
者
と
事
業
者
間
に
情
報
の

１

質
量
・
交
渉
力
の
圧
倒
的
な
格
差
の
存
在
と
い
う
構
造
的
問
題
に
起
因
し
て
様
々
な
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
実
情
を
前
提
と
し
，
消
費
者
が
自
立
し
た
主

体
と
し
て
消
費
生
活
を
営
む
自
由
を
享
受
し
，
自
己
実
現
と
社
会
の
あ
り
様
を
消
費
者

・
生
活
者
の
視
点
か
ら
望
ま
し
い
姿
に
変
え
る
た
め
に
「
消
費
者
市
民
」
と
し
て
主
体

的
に
行
動
で
き
る
資
質
を
獲
得
す
る
こ
と
が
消
費
社
会
の
健
全
な
発
展
と
上
記
構
造
的

問
題
に
よ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
又
は
紛
争
の
適
正
・
公
平
な
解
決
の
た
め
に
必

要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
資
質
を
獲
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
消
費
者
教
育
が
重
要

，
，

，
な
役
割
を
担
い
得
る
こ
と
に
鑑
み

こ
の
法
律
は

消
費
者
教
育
の
基
本
理
念
を
定
め

国
，
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
，
消
費
者
教
育
の
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
，
消
費
者
教
育
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
推
進
し
，
も
っ
て
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

消
費
者
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
国
民
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
と
と
も
に
，

２

消
費
者
教
育
の
基
本
理
念
を
以
下
の
と
お
り
定
め
る
。

(1
)
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
，
量
及
び
交
渉
力
等
の
格
差
の
存
在
を
前

提
と
し
て
，
自
ら
の
権
利
・
利
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
情
報
を
収
集
し
，

こ
れ
を
分
析
・
判
断
す
る
消
費
者
の
能
力
を
育
む
も
の
で
あ
る
こ
と

(2
)
消
費
者
が
，
単
な
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と
い
う
受
動
的
態
度
に
と
ど
ま

ら
ず
自
ら
の
自
己
実
現
と
社
会
の
あ
り
様
を
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
か
ら
望
ま
し

い
姿
に
変
え
る
た
め
に
能
動
的
・
主
体
的
態
度
を
と
る
こ
と
を
助
長
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と

(3
)
消
費
者
が
環
境
や
発
展
途
上
国
の
経
済
に
与
え
る
影
響
な
ど
，
多
角
的
視
点
を
消

費
者
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(4
)
消
費
者
が
，
幼
児
か
ら
高
齢
者
に
い
た
る
消
費
者
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
，
学
校
，

地
域
，
家
庭
，
職
域
そ
の
他
の
様
々
な
生
活
の
場
面
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
機
会

を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

*1
消
費
者
基
本
法
は
，
こ
う
し
た
認
識
を
「
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力

等
の
格
差
に
か
ん
が
み
」
と
の
規
定
で
示
し
た
上
で
，
消
費
者
の
権
利
を
具
体
的
に
定
め
，
国
等
に
対
し
消
費

者
の
権
利
の
尊
重
と
自
立
の
支
援
を
求
め
て
い
る
（
同
法
第
１
条
，
第
２
条
。）

*2
年

月
日
付
け
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
消
費
者
行
政
推
進
基
本
計
画
」
に
お
い
て
，
政
府
は
消
費

2
0
0
8

6
2
7

者
庁
の
創
設
を
「
こ
の
改
革
は
『
消
費
者
市
民
社
会
』
と
い
う
べ
き
も
の
の
構
築
に
向
け
た
画
期
的
な
第
一
歩

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
。
ま
た
，
平
成

年
版
国
民
生
活
白
書
「
消
費
者
市

2
0

民
社
会
へ
の
展
望
－
ゆ
と
り
と
成
熟
し
た
社
会
構
築
に
向
け
て
－
」
に
お
い
て
も
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の

，
実
現
に
向
け
た
諸
課
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
，
と
り
わ
け
消
費
者
教
育
充
実
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。

*3
現
に
，
レ
ジ
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
使
用
を
減
ら
す
運
動
，
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
運
動
な
ど
，
環
境
問
題
や

南
北
問
題
に
配
慮
し
た
消
費
者
の
運
動
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

-
2

-

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
，
上
記
１
に
定
め
る
目
的
及
び
上
記
２
に
定
め
る
基
本
理

３

念
に
の
っ
と
り
，
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定

し
，
実
施
す
べ
き
責
務
を
負
う
。

消
費
者
行
政
新
組
織
を
，
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施

４

策
を
実
施
す
る
上
で
牽
引
車
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
位
置
付
け
，
必
要
な
権
限
を

与
え
る
。

消
費
者
の
自
己
責
任
論
が
安
易
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
消
費
者
教
育
の
基

５

本
理
念
が
没
却
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
「
消
費
者
の
責
務
」
に
関
す
る
定
め
は
お
か

な
い
。

第
２

意
見
の
理
由

自
立
し
た
主
体
と
し
て
消
費
生
活
を
営
む
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
は
消
費
者
の
基
本

１

的
な
権
利
で
あ
り
，
消
費
者
主
権
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
現
実
に
は
，
消
費
者
信
用
に
お
け
る
過
剰
与
信
，
取
引
行
為
に
お
け
る
欺
瞞

的
な
取
引
，
安
全
性
を
欠
く
製
品
の
流
通
や
昨
今
の
食
品
偽
装
な
ど
，
さ
ま
ざ
ま
な
消

費
者
問
題
が
あ
と
を
絶
た
な
い
。
そ
の
根
底
に
は
，
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
圧
倒

的
な
力
（
情
報
の
質
，
量
及
び
交
渉
力
）
の
差
が
あ
る
の
で
あ
り
，
こ
の
力
の
差
を
解

消
す
る
し
く
み
が
な
け
れ
ば
，
消
費
者
の
自
立
は
画
餅
に
帰
す
る
。

*1

ま
た
，
近
時
，
消
費
者
の
自
立
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
，
消
費
者
が
自
ら
の
自
己
実
現

２

と
社
会
の
あ
り
様
を
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
か
ら
望
ま
し
い
姿
に
変
え
て
行
く
主
体

と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
い
た
り
，
こ
う
し
た
公
益
的
な
問
題
に
積
極
的
に
参
加
す
る
消

費
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

*2

こ
う
し
た
，
消
費
者
の
意
見
が
消
費
者
の
主
体
的
・
能
動
的
な
活
動
を
通
じ
て
社
会

や
経
済
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
，
様
々
な
消
費
者
被
害
の
防
止
に
止
ま
ら
ず
，
地
球
環

境
や
南
北
格
差
の
問
題
な
ど
，
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
の
解
決
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た

す
も
の
で
あ
る
。

*3

消
費
者
教
育
は
，
消
費
者
に
自
ら
主
体
的
に
行
動
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
と
力
を

３

与
え
る
も
の
で
あ
り
，
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
力
の
差
を
解
消
す
る
た
め
に
消
費

者
教
育
の
推
進
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
ま
た
「
消
費
者
市

，
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*4
年

月
に
発
表
さ
れ
た
「
消
費
者
教
育
の
総
合
的
推
進
方
策
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
に
お
い

2
0
0
8

3

て
も
，
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
基
盤
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
く
，
こ
れ
を
推
進
す
る
た
め
に

は
国
の
役
割
が
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

-
3

-

民
社
会
」
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
消
費
者
市
民
社
会
」
を
支
え
る
主
体
と

，

し
て
の
消
費
者
に
対
す
る
教
育
の
重
要
性
は
よ
り
一
層
明
確
と
な
る
。
こ
の
た
め
消
費

者
基
本
法
も
，
必
要
な
情
報
及
び
教
育
の
機
会
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
消
費
者
の
権

利
で
あ
る
と
規
定
し
（
第
２
条
，
消
費
者
教
育
推
進
の
た
め
の
施
策
を
国
及
び
地
方
公

）

共
団
体
に
求
め
て
お
り
（
第
１
７
条
，
ま
た
同
法
を
受
け
て
政
府
が

年
４
月
に

）
2
0
0
5

閣
議
決
定
し
た
「
消
費
者
基
本
計
画
」
に
お
い
て
も
消
費
者
教
育
推
進
の
た
め
の
諸
施

策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
，
消
費
者
教
育
を
省
庁
の
枠
組
み
を
超
え
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す

４

る
た
め
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
も
と
で
，
改
正
消
費
者
基
本
法
施
行
後
４
年
余

2
0
0
8

1
2

が
経
過
し
た
い
ま
も
消
費
者
教
育
の
現
状
は
到
底
十
分
と
は
い
い
が
た
い
。

年
*4

月
日
付
け
で
内
閣
府
よ
り
公
表
さ
れ
た
平
成

年
度
「
国
民
生
活
白
書
（
消
費
者

2
5

2
0

」

市
民
社
会
へ
の
展
望
－
ゆ
と
り
と
成
熟
し
た
社
会
構
築
に
向
け
て
－
）
で
は
，
学
習
指

導
要
領
に
よ
っ
て
本
格
的
に
消
費
者
教
育
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
の
若
い
年
齢
層
に
お
い

て
，
契
約
や
悪
質
商
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
十
分
で
は
な
く
，
そ
も
そ
も
消
費
者
教
育

を
受
け
た
と
い
う
認
識
す
ら
持
っ
て
い
な
い
者
が
多
数
に
及
ぶ
な
ど
，
消
費
者
教
育
が

何
を
目
指
し
何
の
役
に
立
つ
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
，
印
象
に
残
ら
な
い

状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
白
書

頁
。

1
5
5
）

，
，

ま
た

年
通
常
国
会
に
は
消
費
者
庁
設
置
法
案
及
び
関
連
諸
法
案
が
提
出
さ
れ

2
0
0
9

消
費
者
行
政
新
組
織
の
設
置
が
具
体
的
政
治
日
程
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
，
消
費
者
教
育

に
つ
い
て
は
そ
の
位
置
づ
け
が
不
明
確
で
あ
り
，
消
費
者
教
育
推
進
の
制
度
の
整
備
は

い
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
，
活
力
あ
る
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
現
に
向
け
て
，
改
め
て
消
費
者
教

５

育
の
も
つ
意
義
及
び
重
要
性
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
再
確
認
し
，
消

費
者
教
育
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
制
度
を
整
え
る
べ
く
，
そ
の
根

拠
と
な
る
「
消
費
者
教
育
推
進
法
」
が
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

既
に
，
教
育
に
つ
い
て
は
「
食
育
基
本
法
」
や
「
環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増

，

進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
法
律
が
施
行
さ
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
の

教
育
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
掲
げ
た
う
え
で
，
そ
の
実
現
の
た
め
の
国
や
地
方
公
共

，
。

，
団
体
の
責
務
が
示
さ
れ

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
う
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る

そ
し
て

こ
れ
ら
の
法
律
の
制
定
に
よ
り
「
国
全
体
と
し
て
の
機
運
が
高
ま
り
，
学
校
教
育
を
は

，

じ
め
と
す
る
様
々
な
場
面
で
『
環
境
教
育
『
食
育
』
の
実
践
が
進
ん
だ
」
と
さ
れ
て
い

』

る
（
平
成

年
度
「
消
費
者
教
育
の
総
合
的
推
進
方
策
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」

1
9

頁
。
上
述
の
よ
う
に
，
消
費
者
教
育
は
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
現
の
た
め
に

1
0
0
）

，

極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
っ
て
「
消
費
者
教
育
推
進
法
」
の
策
定
の
必
要

，

-
4

-

性
は
，
上
記
２
法
律
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
よ
っ
て
，
上
記
２
法
律
と
同
様
に
，
消

費
者
教
育
・
啓
発
の
実
施
に
有
効
な
「
消
費
者
教
育
推
進
法
」
が
策
定
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。

こ
の
消
費
者
教
育
・
啓
発
の
推
進
に
関
し
て
，
従
来
，
消
費
者
教
育
・
啓
発
は
，
主

６

に
内
閣
府
・
国
民
生
活
局
に
お
い
て
担
当
さ
れ
て
き
た
が
，
学
校
教
育
を
管
掌
す
る
文

部
科
学
省
と
の
関
係
や
金
融
庁
な
ど
を
始
め
と
す
る
他
の
省
庁
と
の
関
係
等
か
ら
，
こ

れ
を
主
体
的
に
企
画
立
案
す
る
省
庁
が
な
か
っ
た
。
消
費
者
基
本
計
画
に
よ
っ
て
関
係

省
庁
消
費
者
教
育
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
が
，
内
閣
府
が
強
力
に
リ
ー
ド
す
る
形
に
な

っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
，
上
述
の
よ
う
に
，

年
通
常
国
会
に
は
消
費
者
庁
関
連
３
法
案
が
提
出

2
0
0
9

さ
れ
て
お
り
，
消
費
者
行
政
新
組
織
が
創
設
さ
れ
れ
ば
，
消
費
者
問
題
の
情
報
収
集
・

分
析
・
調
査
は
こ
の
消
費
者
行
政
新
組
織
で
一
元
的
に
行
わ
れ
，
消
費
者
行
政
の
総
合

調
整
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
，
消
費
者
教
育
・
啓
発
に
つ
い
て
も
消
費
者

行
政
新
組
織
が
牽
引
車
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
主
体
的
に
企
画
立
案
し
，
こ
れ
を

推
進
す
る
権
限
と
責
務
を
負
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
，
基
本
計
画
は
，
消
費
者
教
育
・
啓
発
を
「
情
報
収
集
・
発
信
部
門
」
の
中

の
「
消
費
者
教
育
・
啓
発
に
係
る
支
援
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
，
こ
の
位
置
づ

け
で
は
新
組
織
が
消
費
者
教
育
・
啓
発
を
主
体
的
に
実
施
す
る
の
で
は
な
く
，
他
機
関

を
支
援
す
る
活
動
の
み
に
な
っ
て
し
ま
い
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
構
築
に
は
消
費
者
教
育
・
啓
発

，

が
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
，
こ
の
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
構
築
を
目

的
と
す
る
消
費
者
行
政
新
組
織
自
ら
が
，
率
先
し
て
こ
の
消
費
者
教
育
・
啓
発
を
企
画

推
進
し
て
い
く
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

消
費
者
庁
設
置
法
案
に
つ
い
て
，
当
連
合
会
は
，

年
月

日
付
け
で
「
消

2
0
0
8

1
1

1
9

費
者
庁
設
置
法
案
に
対
す
る
意
見
書
」
を
公
表
し
て
い
る
が
，
こ
の
中
で
も
，
当
連
合

会
は
，
意
見
３
（
２
）
と
し
て
「
法
案
第
４
条
２
６
号
『
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
所

，

掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
』
を
『
消
費
生
活
相
談
員
及
び
消
費
者
行
政
担
当

職
員
の
研
修
並
び
に
消
費
者
に
対
す
る
啓
蒙
・
教
育
を
行
う
こ
と
』
と
修
正
す
べ
き
で

あ
る
」
と
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

。

こ
の
よ
う
に
，
消
費
者
教
育
・
啓
発
の
推
進
に
お
い
て
は
，
消
費
者
行
政
新
組
織
の

果
た
す
べ
き
役
割
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
，
消
費
者
教
育
推
進
法
に
お
い
て
も
，
消

費
者
行
政
新
組
織
の
権
限
と
責
務
が
明
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
，
自
立
し
た
主
体
と
し
て
消
費
生
活
を
営
む
自
由
を
享
受
す
る
こ
と

７

は
消
費
者
の
基
本
的
な
権
利
で
あ
り
，
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
自
立
の
支
援
は
国

及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
（
消
費
者
基
本
法
３
条
，
４
条
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

，
。

て
お
り

こ
の
権
利
の
実
現
の
た
め
に
消
費
者
教
育
・
啓
発
の
推
進
が
必
要
と
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
「
消
費
者
の
権
利
」
に
つ
い
て
論
じ
る
と
「
消
費
者
の
責
任
」
に
つ
い

，
，

。
，

「
」

て
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る

し
か
し

こ
こ
に
言
う

消
費
者
の
責
任
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-
5

-

と
は
，
消
費
者
の
権
利
が
制
限
さ
れ
る
意
味
で
の
「
責
任
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
，
消
費
者
教
育
・
啓
発
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
「
消
費
者
の
責
任
」
は
，
国
際

的
な
消
費
者
団
体
で
あ
る
Ｃ
Ｉ
（

Co
ns

um
er

s
In

te
rn

at
io

na
l）
が
掲
げ
る
消
費
者
の

８
つ
の
権
利
〔

(1
)生
活
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
が
保
障
さ
れ
る
権
利
，

(2
)安
全
を
求
め
る

権
利
，

(3
)選
択
す
る
権
利
，

(4
)知
ら
さ
れ
る
権
利
，

(5
)意
見
を
反
映
さ
せ
る
権
利
，

(6
)補
償
を
受
け
る
権
利
，

(7
)消
費
者
教
育
を
受
け
る
権
利
，

(8
)健
全
な
環
境
を
享
受

す
る
権
利
〕
と
消
費
者
の
５
つ
の
責
任
〔

(1
)批
判
的
意
識
を
持
つ
責
任
，

(2
)主
張
し

行
動
す
る
責
任
，

(3
)社
会
的
弱
者
へ
配
慮
を
す
る
責
任
，

(4
)環
境
へ
の
配
慮
を
す
る

責
任
，

(5
)連
帯
す
る
責
任
〕
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
費
者
教
育
・
啓
発
に
お
い
て
「
消
費
者
の
責
任
」
に
つ
い
て
上
記
の
よ
う
な
具
体

，

的
な
内
容
の
理
解
な
し
に
抽
象
的
な
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
の
み
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
る

と
，
対
事
業
者
と
の
関
係
で
「
消
費
者
の
権
利
」
が
不
当
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
消
費
者
教
育
推
進
法
に
お
い
て
も
，
上
記
の
消
費
者
の
５
つ
の
責
任
は
，

主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
消
費
者
の
権
利
と
表
裏
一
体
で
あ
り
，
消
費
者
に
対
峙
す

る
事
業
者
と
の
関
係
で
責
任
を
負
う
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
，
十
分

な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
，
こ
う
し
た
誤
っ
た
解
釈
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
を
排
除
す
る
た
め
，
消

費
者
教
育
推
進
法
に
お
い
て
は
「
消
費
者
の
責
務
」
に
つ
い
て
規
定
を
置
く
べ
き
で
は

，

な
い
。

以
上
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目
次

第
１
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
が
目
指
す
べ
き
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３９
９

１
消
費
者
教
育
の
重
要
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３９
９

２
消
費
者
教
育
が
目
指
す
べ
き
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３９
９

�１
権
利
の
主
体
と
し
て
行
動
す
る
意
識
、
態
度
の
涵
養
、
育
成
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３９
９

�２
「
消
費
者
市
民
社
会
」
実
現
の
た
め
の
消
費
者
教
育
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
０

第
２
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
０

１
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国
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者
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０

�１
消
費
者
被
害
の
実
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
０

�２
行
政
や
司
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…
…
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…
…
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…
…
…
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１
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被
害
の
事
前
予
防
と
加
害
行
為
抑
制
の
重
要
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
１

２
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
２

３
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
の
限
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
３

�１
制
度
上
の
限
界
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
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…
…
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４０
３

ウ
メ
デ
ィ
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リ
テ
ラ
シ
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の
遅
れ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
３

エ
世
界
レ
ベ
ル
と
の
協
調
の
不
十
分
さ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
４

�２
実
効
性
の
限
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
４

ア
知
識
偏
重
型
教
育
の
限
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
４

イ
投
資
教
育
、
金
融
教
育
の
限
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
４

ウ
現
状
の
消
費
者
教
育
の
印
象
の
弱
さ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
５

第
３
消
費
者
行
政
の
転
換
と
求
め
ら
れ
る
消
費
者
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
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換
…
…
…
…
…
…
…
４０
６

１
消
費
者
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
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と
消
費
者
教
育
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
６

�１
消
費
者
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設
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・
消
費
者
行
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消
費
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教
育
…
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４０
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続
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な
社
会
」
実
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た
消
費
者
教
育
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
４０
６

２
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め
ら
れ
る
消
費
者
教
育
の
パ
ラ
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イ
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転
換
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
７

�１
批
判
的
精
神
を
も
ち
、
主
張
し
、
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
消
費
者

教
育
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
７

�２
被
害
防
止
の
た
め
の
教
育
と
の
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
８

�３
消
費
者
教
育
と
弁
護
士
の
果
た
す
役
割
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
８

３
「
消
費
者
市
民
」
が
活
躍
す
る
生
き
生
き
と
し
た
消
費
者
市
民
社
会
モ
デ
ル
…
…
…
…
…
…
４０
９

�１
北
欧
の
消
費
者
教
育
と
そ
の
特
色
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
９

ア
消
費
者
教
育
推
進
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
９

イ
消
費
者
教
育
の
理
念
及
び
目
標
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
９

ウ
北
欧
の
消
費
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教
育
の
特
色
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４０
９

エ
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
た
め
の
消
費
者
教
育

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
０

オ
北
欧
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
た
め
の
消
費
者
教
育
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
０
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北
欧
の
消
費
者
団
体
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
１

�３
北
欧
の
消
費
者
行
政
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
１

�４
北
欧
モ
デ
ル
と
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
１

第
４
わ
が
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が
目
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す
べ
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消
費
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教
育
の
し
く
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
２

１
わ
が
国
が
進
む
べ
き
消
費
者
教
育
の
方
向
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
２

２
現
行
制
度
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
消
費
者
教
育
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
２

�１
学
校
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
充
実
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
２

�２
先
進
的
実
例
（
徳
島
県
の
取
組
に
つ
い
て
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
４

�３
社
会
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
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実
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
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消
費
者
庁
発
足
後
の
消
費
者
教
育
の
在
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方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
５

�１
消
費
者
庁
発
足
に
よ
っ
て
変
革
が
期
待
さ
れ
る
消
費
者
教
育
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
５

�２
消
費
者
教
育
の
体
系
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４１
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携
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…
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材
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す
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育
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…
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…
…
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育
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７
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…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
…
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７
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て
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…
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…
…
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第
２
章

消
費
者
教
育

第
１
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
が
目
指
す
べ
き
も
の

１
消
費
者
教
育
の
重
要
性

自
立
し
た
主
体
と
し
て
消
費
生
活
を
営
む
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
は
消
費
者
の
基
本
的
な
権
利
で
あ

る
。 し
か
し
現
実
に
は
、
消
費
者
信
用
に
お
け
る
過
剰
与
信
、
取
引
行
為
に
お
け
る
欺
瞞
的
な
取
引
、
安

全
性
を
欠
く
製
品
の
流
通
や
昨
今
相
次
い
で
発
覚
し
た
食
品
偽
装
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
消
費
者
問
題
が

あ
と
を
絶
え
ず
、
消
費
者
の
基
本
的
権
利
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
根
底
に
は
、
消

費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
圧
倒
的
な
力
（
情
報
の
質
、
量
及
び
交
渉
力
）
の
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ

の
力
の
差
を
解
消
す
る
し
く
み
が
な
け
れ
ば
、
消
費
者
の
自
立
は
実
現
で
き
な
い
。

ま
た
、
近
時
、
消
費
者
の
自
立
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
消
費
者
が
自
ら
の
自
己
実
現
と
社
会
の
あ
り

様
を
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
か
ら
望
ま
し
い
姿
に
変
え
て
行
く
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
い
た
り
、

こ
う
し
た
公
益
的
な
問
題
に
積
極
的
に
参
加
す
る
消
費
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
「
消
費
者
市
民
社

会
」（
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
）
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
は
、

個
人
が
消
費
者
・
生
活
者
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
、
社
会
問
題
、
多
様
性
、
世
界
情
勢
、
将
来
世
代

の
状
況
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
発
展
と
改
善
に
積
極
的
に
参
加
す
る
社
会
を
意
味

す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
消
費
者
の
意
見
が
消
費
者
の
主
体
的
・
能
動
的
な
活
動
を
通
じ
て
社
会
や
経
済

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
消
費
者
被
害
の
防
止
に
止
ま
ら
ず
、
地
球
環
境
や
南
北
格
差

の
問
題
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
の
解
決
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

消
費
者
教
育
は
、
消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
知
識
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
消

費
者
に
自
ら
主
体
的
に
行
動
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
と
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
と
事
業

者
と
の
間
の
力
の
差
を
解
消
す
る
た
め
に
消
費
者
教
育
の
推
進
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を

俟
た
な
い
。
ま
た
、「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
消
費
者
市
民
社
会
」

を
支
え
る
主
体
と
し
て
の
消
費
者
に
対
す
る
教
育
の
重
要
性
は
よ
り
一
層
明
確
と
な
る
。

２
消
費
者
教
育
が
目
指
す
べ
き
も
の

�１
権
利
の
主
体
と
し
て
行
動
す
る
意
識
、
態
度
の
涵
養
、
育
成

上
記
の
位
置
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
、
消
費
者
教
育
の
目
標
の
最
も
重
要
な
点
は
、
消
費
者
が

権
利
の
主
体
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
意
識
・
態
度
の
涵
養
・
育
成
に
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
悪
質
商
法
自
体
に
つ
い
て
の
知
識
や
被
害
回
復

の
た
め
の
諸
制
度
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
他
に
、

ア
消
費
行
動
に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
自
ら
積
極
的
に
求
め
る
態
度
や
適
当
な
情
報
に
到
達
で

き
る
知
識
・
技
術
の
習
得

イ
手
を
替
え
品
を
替
え
て
現
れ
る
悪
質
商
法
に
つ
い
て
社
会
経
済
の
仕
組
み
や
構
造
か
ら
考
え
て

そ
の
問
題
点
を
見
抜
く
知
識
と
能
力
の
涵
養

ウ
被
害
者
を
生
ま
な
い
た
め
に
関
係
諸
機
関
に
情
報
を
提
供
し
た
り
、
対
処
を
求
め
た
り
、
自
ら
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消
費
者
団
体
を
組
織
し
参
加
し
た
り
す
る
よ
う
に
能
動
的
に
行
動
す
る
考
え
方
の
習
得

が
目
標
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２０
０４
年
５
月
８
日
付
日
弁
連
「『
２１
世
紀
型
の
消
費
者
政
策

の
在
り
方
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
充
実
に
関
す
る
意
見
書
」）
。

�２
「
消
費
者
市
民
社
会
」
実
現
の
た
め
の
消
費
者
教
育

次
に
、「
消
費
者
市
民
社
会
」
実
現
の
た
め
の
消
費
者
教
育
の
重
要
性
も
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

昨
今
、
こ
れ
ま
で
社
会
的
に
信
頼
さ
れ
て
き
た
著
名
な
企
業
の
反
社
会
的
な
行
動
が
明
ら
か
に
な

る
事
件
が
頻
発
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
消
費
者
が
主
体
的
に
、
こ
の
よ
う
な
企
業
の
商

品
を
避
け
、
例
え
ば
環
境
に
配
慮
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
等
社
会
的
な
貢
献
を
行
っ
て
い
る
事
業

者
の
商
品
を
積
極
的
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
社
会
的
な
行
動
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
を
市

場
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
社
会
に
貢
献
す
る
企
業
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
情
報
が
公
開
さ
れ
、
公
正
な
市
場
が
機
能
し
て
い
れ
ば
、
消
費
者
は
社
会
経
済
に

対
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
市
場
の
健

全
な
発
展
と
企
業
の
合
理
的
な
行
動
の
促
進
に
も
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
消
費
者
が
市
場
経
済
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
が
、
消
費
者
教
育
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
観
点
か
ら
の
消
費
行
動
＝
社
会
的
価

値
行
動
を
行
う
態
度
の
獲
得
も
目
標
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
消
費
者
教
育
は
、
正
に
「
消
費
者
市
民
社
会
」
実
現
の
た
め
の
消
費
者
教
育
と
い

う
こ
と
が
で
き
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
２
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
の
現
状

１
わ
が
国
の
消
費
者
問
題
の
現
状

�１
消
費
者
被
害
の
実
情

本
基
調
報
告
の
随
所
に
記
載
の
あ
る
と
お
り
、
全
国
の
消
費
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
が
受
け
付
け
、

P
IO

―N
E
T
（
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
と
地
方
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
、
消
費
生
活
に
関
す
る
苦
情
相
談
情
報
等
の
収
集
を
行

っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
）
に
登
録
さ
れ
た
消
費
生
活
相
談
情
報
の
総
件
数
は
、
依
然
１０
０
万
件
を
超
え

る
水
準
に
あ
り
、
平
成
２０
年
版
国
民
生
活
白
書
は
、
２０
０７
年
度
に
お
け
る
消
費
者
被
害
に
伴
う
経
済

的
損
失
額
を
最
大
３
兆
４
千
億
円
と
推
計
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
消
費
者
被
害
は
極
め
て
深
刻
な
問
題
と
し
て
発
生
し
続
け
て
お
り
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
を
め
ぐ
る
被
害
・
問
題
（
食
の
安
全
、
製
品
欠
陥
、
薬
害
な
ど
）、
取
引

の
公
正
を
め
ぐ
る
被
害
・
問
題
（
訪
問
販
売
、
マ
ル
チ
商
法
、
振
り
込
め
詐
欺
、
金
融
商
品
取
引
被

害
、
投
資
詐
欺
、
霊
感
商
法
、
英
会
話
学
校
倒
産
な
ど
）、
表
示
に
関
す
る
問
題
（
偽
装
表
示
な
ど
）、

多
重
債
務
問
題
（
多
重
債
務
、
ヤ
ミ
金
融
、
次
々
販
売
・
過
量
販
売
な
ど
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
被
害
）
な

ど
、
消
費
者
の
安
全
で
安
心
な
生
活
が
脅
か
さ
れ
続
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
消
費
者
問
題
は
、
大
量
生
産
・
大
量
販
売
・
大
量
消
費
の
経
済
取
引
を
ベ
ー
ス
と
す
る

社
会
に
お
い
て
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
に
存
在
す
る
圧
倒
的
な
力（
情
報
の
質
、
量
及
び
交
渉
力
）

の
差
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
根
本
原
因
と
し
て
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
格
差
を
是
正
す
る
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こ
と
が
公
正
で
安
全
な
社
会
、
消
費
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
社
会
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
必
要

で
あ
る
。

�２
行
政
や
司
法
の
対
応

こ
れ
ら
消
費
者
被
害
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
、
行
政
機
関
に
よ
る
対
応
は
縦
割
り
で
、
必
ず
し
も
適

切
な
時
期
に
柔
軟
な
対
応
が
で
き
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
に
よ
る
対
応
も
、

現
実
に
深
刻
な
消
費
者
被
害
が
発
生
・
拡
大
し
て
か
ら
の
事
後
的
対
応
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
後
手

後
手
に
回
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
司
法
機
関
に
よ
る
救
済
は
事
後
的
で
、
消
費
者
が
膨
大
な
時
間
、
費
用
及
び
労
力
を
投

下
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
立
証
責
任
や
「
自
己
責
任
」
の
名
の
下
に
行
わ
れ
る
過
失

相
殺
に
よ
り
損
失
の
一
部
を
消
費
者
が
負
担
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
、
救
済
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
、
十
分

な
救
済
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
悪
質
商
法
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
被
害
、
投
資
詐
欺
被
害
、
金
融
商
品
取
引
被
害
な
ど

で
は
、
事
業
者
の
事
業
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
に
は
、
現
実
の
被
害
救
済
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と

い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

�３
被
害
の
事
前
予
防
と
加
害
行
為
抑
制
の
重
要
性

こ
の
よ
う
な
状
況
の
日
本
に
お
け
る
消
費
者
被
害
に
対
し
て
は
、
事
後
的
救
済
の
み
で
は
必
ず
し

も
有
効
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
一
度
発
生
し
た
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
に
も
極
め
て
大
き
な
困

難
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
被
害
を
な
く
す
た
め
に
は
、
被
害
の
回
復
と
と
も
に
、
消
費
者

が
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
よ
り
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
事
前
予
防
の
た
め
の
消
費
者
教
育
・
啓
発
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。
既
に

述
べ
た
と
お
り
、
消
費
者
被
害
発
生
の
根
底
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
の
間
の
圧
倒
的
な
力
（
情
報

の
質
・
量
及
び
事
前
の
準
備
時
間
や
場
の
設
定
も
含
め
た
交
渉
力
）
の
差
が
歴
然
と
存
在
す
る
の
で

あ
り
、
こ
の
力
の
差
を
解
消
す
る
仕
組
み
が
な
け
れ
ば
「
消
費
者
の
自
立
」
は
実
現
不
可
能
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
一
つ
が
消
費
者
教
育
・
啓
発
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
力
の
差
を
減
少
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
消
費
者
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
消
費
者
教
育
・
啓
発
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
費
者
と
事
業
者
の
格
差
を
完

全
に
解
消
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
悪
質
商
法
を
行
う
事
業
者
は
、
悪

質
商
法
の
企
画
、
準
備
、
遂
行
を
文
字
通
り
「
仕
事
」
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
消
費
者

教
育
・
啓
発
が
い
か
に
充
実
し
て
実
施
さ
れ
よ
う
と
、
消
費
者
は
多
様
な
日
常
生
活
の
一
場
面
と
し

て
し
か
消
費
者
教
育
・
啓
発
を
受
け
ら
れ
ず
、
し
か
も
多
く
の
消
費
行
動
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
当

該
取
引
を
行
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
格
差
を
埋
め
る
こ
と
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
消
費
者
教
育
・
啓
発
の
充
実
と
並
行
し
て
、
事
業
者
が
悪
質
行
為
そ
の
他
の
加
害
行

為
を
行
え
な
い
、
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
取
り
組
み
も
ま
た
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

加
害
行
為
を
行
え
な
い
よ
う
に
す
る
仕
組
み
と
し
て
は
各
種
事
業
・
商
法
・
被
害
に
応
じ
た
行
政

的
・
法
律
的
な
規
制
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
わ
が
国
の
消
費
者
被
害
の
実
情
で
み
た
よ
う
に
、
わ

が
国
で
は
様
々
な
規
制
が
行
わ
れ
て
も
規
制
の
網
の
目
を
か
い
く
ぐ
る
新
手
の
悪
質
商
法
が
と
め
ど

な
く
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
企
業
の
消
費
者
軽
視
・
安
全
軽
視
の
姿
勢
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
被
害

事
故
も
繰
り
返
し
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
根
本
的
に
改
善
す
る
た
め
に
は
、
消
費
者

を
食
い
物
に
し
な
い
、
消
費
者
を
犠
牲
に
し
な
い
事
業
者
、
行
政
、
ひ
い
て
は
社
会
全
般
の
姿
勢
・

態
度
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
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こ
の
点
最
近
で
は
企
業
の
社
会
的
な
責
任
が
問
題
と
さ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
・
世
論
も
こ
の
点
に
つ
い

て
敏
感
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
社
会
全
体
と
し
て
消
費
者
を
食
い
物
に
す
る
よ
う
な
事
業

活
動
は
許
さ
れ
な
い
、
事
業
の
担
い
手
・
関
与
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
自
明
の
こ
と
と
な
る
よ
う
な
社

会
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
現
在
最
も
有
力
だ
と
お
も
わ
れ
る
の
が
、「
消

費
者
市
民
社
会
」
教
育
へ
の
消
費
者
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で
あ
る
。

２
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
の
現
状

�１
わ
が
国
に
お
け
る
消
費
者
教
育
は
、
１９
８９
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
時
に
中
学
校
・
社
会
科
の
公

民
分
野
、
中
学
校
・
家
庭
科
の
家
庭
生
活
、
高
等
学
校
・
公
民
科
の
政
治
・
経
済
、
高
等
学
校
家
庭

科
の
消
費
経
済
分
野
に
お
い
て
、
消
費
者
経
済
、
消
費
者
と
し
て
の
自
覚
、
消
費
者
教
育
と
い
っ
た

内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
学
校
教
育
を
中
心
と
し
て

議
論
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
現
実
に
は
消
費
者
教
育
の
授
業
時
間
数
の
関
係
、
進
学
や
受
験
に
必
ず
し
も
有
用
で
は

な
い
と
い
う
評
価
か
ら
、
学
校
教
育
の
現
場
で
は
消
費
者
教
育
の
機
会
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
き
た

と
は
言
い
難
い
。
内
容
も
１９
９８
年
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
時
に
は
「
消
費
者
と
し
て
主
体
的

に
判
断
し
、
行
動
す
る
こ
と
」
は
削
除
さ
れ
、
消
費
者
保
護
行
政
を
中
心
と
し
た
知
識
の
教
授
に
重

点
が
移
行
し
て
お
り
、
消
費
者
と
し
て
生
き
る
力
を
育
む
「
消
費
者
教
育
」
と
し
て
の
観
点
か
ら
は
、

そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
後
退
し
て
い
る
。
加
え
て
、
完
全
学
校
週
５
日
制
の
実
施
に
伴
う
授
業
時
間

数
の
減
少
に
と
も
な
い
、
消
費
者
教
育
に
関
す
る
授
業
時
間
数
も
減
少
し
て
お
り
、
も
と
も
と
不
十

分
で
あ
っ
た
消
費
者
教
育
の
機
会
は
、
さ
ら
に
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

�２
内
閣
府
の
「
国
民
生
活
選
好
度
調
査
」（
２０
０８
年
）
に
よ
れ
ば
、
１９
８９
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂

以
後
に
、
学
校
に
お
い
て
消
費
者
教
育
を
受
け
て
い
る
は
ず
の
年
齢
層
（
２０
～
２９
歳
）
の
国
民
で
す

ら
、
消
費
者
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
回
答
し
た
人
の
割
合
は
わ
ず
か
２４
．８
％
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
調
査
結
果
は
、
学
校
現
場
に
お
け
る
消
費
者
教
育
が
印
象
に
残
ら
ず
、
消
費
者
と
し
て

の
自
覚
を
促
す
内
容
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
学
校

教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
も
必
ず
し
も
奏
功
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
同
調
査
で
は
３０
歳
以
上
の
年
齢
層
で
消
費
者
教
育
を
受
け
た
と
回
答
し
て
い
る
国
民
は
、

軒
並
み
１０
％
を
下
回
っ
て
お
り
、
学
校
教
育
以
外
の
場
で
の
消
費
者
教
育
の
実
施
状
況
が
極
め
て
不

十
分
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

�３
消
費
者
教
育
は
、
消
費
者
と
し
て
複
雑
化
・
多
様
化
す
る
社
会
を
「
生
き
る
力
」
を
育
む
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
の
現
場
だ
け
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
消
費
者
基

本
法
１７
条
が
、
国
に
対
し
て
「
消
費
者
の
自
立
支
援
の
た
め
に
消
費
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
や

情
報
の
提
供
な
ど
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
学
校
、
地
域
、
職
場
、
家
庭
な
ど
様
々
な
場
所
を
通
じ

て
消
費
者
教
育
の
充
実
を
図
る
こ
と
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
消
費
者
教

育
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
消
費
者
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
社
会
全
体
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
以
外
で
実
施
さ
れ
て
い
る
消
費
者
教
育
は
極

め
て
不
十
分
で
あ
り
、
地
域
社
会
で
の
講
習
会
、
消
費
者
教
育
出
前
講
義
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
う
え
、
そ
の
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
明
確
な
理
念
や

方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
、
消
費
者
教
育
の
担
い
手
の
不
足
と
も
相
ま
っ
て
、

機
会
、
内
容
と
も
極
め
て
貧
弱
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

�４
さ
ら
に
同
調
査
の
分
析
で
は
、
消
費
者
教
育
を
受
け
た
か
ど
う
か
と
消
費
者
被
害
に
あ
っ
た
か
否
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か
と
い
う
問
題
の
間
に
は
、
統
計
上
有
意
な
相
関
関
係
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
学

校
教
育
を
中
心
と
す
る
日
本
の
消
費
者
教
育
の
内
容
が
、「
消
費
者
の
生
き
る
力
」
を
育
む
、
実
効

性
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

�５
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
現
状
は
、
機
会
の
確
保
、
内
容
、
実
効
性
と
も

に
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
、
問
題
点
、
改
善
策
に
つ
い
て
の
議
論
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。

３
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
の
限
界

�１
制
度
上
の
限
界

ア
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
限
界

上
記
の
と
お
り
、
わ
が
国
の
消
費
者
教
育
は
、
主
と
し
て
学
校
教
育
に
お
い
て
学
習
指
導
要
領

に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
消
費
者
教
育
は
社
会
科

の
公
民
的
分
野
や
家
庭
科
な
ど
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
必
ず
し

も
消
費
者
教
育
に
充
分
な
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

ま
た
、
学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
消
費
者
教
育
の
内
容
が
一
定
の
制
限
を
受
け
る
た
め
に
、
消

費
者
教
育
に
熱
心
な
教
員
に
お
い
て
は
、
教
員
が
消
費
者
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
物

理
的
・
時
間
的
な
制
約
か
ら
消
費
者
教
育
を
実
施
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
取
扱
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
教
員
養
成
課

程
に
お
い
て
も
、
将
来
の
教
員
が
、
消
費
者
教
育
に
つ
い
て
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
と
い
う
問
題

も
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、
学
校
教
育
以
外
の
現
場
で
は
、
消
費
者
教
育
を
実
施
す
る
た
め
の
予
算
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
を
根
幹
と
す
る
担
い
手
の
不
足
、
担
い
手
の
養
成
制
度
が
な
い
こ
と
、
教
材
不
足
な
ど
の

問
題
が
、
消
費
者
教
育
の
実
施
、
実
効
性
確
保
の
た
め
の
制
約
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

イ
研
究
体
制
の
不
十
分
さ
・
遅
れ

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
消
費
者
教
育
は
社
会
科
の
公
民
的
分
野
や
家
庭
科
な
ど
の
一
部
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
教
育
の
教
材
の
研
究
開
発
や
教
授
法
の
研

究
な
ど
が
、
充
分
に
行
わ
れ
て
き
て
い
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
、
現
場
の
教
員
と
し
て
も
、
消
費
者
教
育
の
教
材
と
し
て
何
を
選
ん
で
よ
い
か
分
か
ら

な
い
、
消
費
者
教
育
は
難
し
い
な
ど
の
印
象
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

現
在
、
内
閣
府
が
消
費
者
教
育
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
も
、
優
れ
た
教
材
や
教
授
法
の
研
究
開

発
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
し
て
、
優
れ
た
消
費
者
教
育
の
教
材
や
教
授
法
の
開
発
を
す
す
め
る
た
め
に
は
、
消
費
者
教

育
の
体
系
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
、
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
消
費
者
教
育
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
、
平
成
１７
年
度
か
ら
消

費
者
教
育
の
体
系
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
消
費
者
教
育
の
体
系
化
は
遅
れ
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ウ
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
遅
れ

今
日
の
大
量
生
産
大
量
消
費
社
会
に
お
い
て
は
、
事
業
者
は
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
宣
伝
広
告

活
動
を
重
視
し
て
お
り
、
他
方
、
消
費
者
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
場
面
に
お
い
て
、

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
消
費
者
が
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
影
響
を
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大
き
く
受
け
た
例
と
し
て
は
、
テ
レ
ビ
番
組
で
納
豆
で
痩
せ
る
と
い
う
ね
つ
造
さ
れ
た
情
報
に
よ

っ
て
、
納
豆
が
売
り
切
れ
た
と
い
う
社
会
現
象
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
消
費
活
動
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
が
消
費
者
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
こ

と
を
考
え
る
と
、
消
費
者
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
は
、
消
費
者
が
、
メ
デ
ィ
ア
よ
る
情
報
を
主

体
的
に
読
み
解
い
て
必
要
な
情
報
を
引
き
出
し
、
そ
の
情
報
の
真
偽
や
価
値
を
適
切
に
評
価
す
る

能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
必
要
性
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
消
費
者
教
育
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ

ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

エ
世
界
レ
ベ
ル
と
の
協
調
の
不
十
分
さ

今
日
、
社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
こ
と
で
、
我
が
国
の
消
費
者
の
消

費
活
動
は
、
他
国
の
社
会
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
球
温
暖
化
問
題

な
ど
消
費
者
の
消
費
活
動
が
地
球
環
境
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
も
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
が
国
の
消
費
者
教
育
に
お
い
て
も
、
消
費
活
動
が
地
球
規
模
で
社
会
経

済
や
環
境
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
地
球
規
模
の
社
会
経
済
や
環
境
の
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
れ
ら
に
配
慮
し
た
消
費
活

動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
消
費
者
を
生
み
出
す
こ
と
も
、
消
費
者
教
育
の
重
大
な
課
題
で
あ
る
と

考
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
消
費
者
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
我
が
国
の
消
費
者
教
育
を
世

界
レ
ベ
ル
と
協
調
さ
せ
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
E
U
及
び
そ
の
近
隣
諸
国
に
お
い
て
、
消
費

者
教
育
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
協
働
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
な
ど
協
調
的

な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
日
本
で
は
、
消
費
者
教
育
に
関
し
て
国
際
的
な
取
り
組
み
は
、
ほ
と

ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

�２
実
効
性
の
限
界

ア
知
識
偏
重
型
教
育
の
限
界

日
本
に
お
け
る
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
従
来
よ
り
知
識
偏
重
と
も
い
わ
れ
る
知
識
詰
め
込
み

型
の
教
育
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
消
費
者
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

消
費
者
問
題
に
関
す
る
正
確
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

悪
質
商
法
と
呼
ば
れ
る
商
法
は
、
こ
れ
ま
で
手
を
変
え
品
を
変
え
、
多
様
な
消
費
者
被
害
を
生
み

出
し
て
き
て
お
り
、
悪
質
業
者
の
手
口
を
知
る
こ
と
で
被
害
を
防
ご
う
と
す
る
従
来
の
知
識
偏
重

型
の
消
費
者
教
育
で
は
、
消
費
者
被
害
の
防
止
を
実
現
で
き
な
い
。
単
な
る
表
面
的
な
情
報
・
知

識
の
詰
め
込
み
型
教
育
で
は
な
く
、
消
費
者
教
育
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
契
約
に
関

す
る
基
本
的
理
解
、
社
会
の
仕
組
み
、
悪
質
商
法
の
か
ら
く
り
と
い
っ
た
構
造
的
な
問
題
に
つ
い

て
、
応
用
可
能
な
情
報
・
知
識
・
思
考
能
力
・
判
断
能
力
を
習
得
す
る
内
容
の
教
育
が
な
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

イ
投
資
教
育
、
金
融
教
育
の
限
界

近
年
、
学
校
教
育
に
お
い
て
投
資
等
の
知
識
に
つ
い
て
模
擬
的
な
教
材
を
使
っ
て
体
験
的
に
学

習
す
る
と
い
う
投
資
教
育
、
金
融
教
育
等
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
投
資
教
育
や
金
融
教
育
等
に
よ
っ
て
、
投
資
や
金
融
の
基
礎
知
識
や
賢
い
お
金
の
使

い
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
金
融
商
品
等
に
ま
つ
わ
る
悪
質
商
法
被
害
な
ど
の
消
費
者
被
害
を
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防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
現
在
市
場
に
出
回
っ
て
い
る
金
融
商
品
の
中
に
は
、
専
門
的
な
知

識
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
仕
組
み
や
リ
ス
ク
等
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
商

品
も
少
な
く
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
消
費
者
が
投
資
や
金
融
の
基
礎
的
な
知
識
を
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

金
融
商
品
等
に
ま
つ
わ
る
消
費
者
被
害
を
防
止
す
る
に
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。

金
融
商
品
等
に
ま
つ
わ
る
消
費
者
被
害
を
防
止
す
る
に
は
、
消
費
者
が
自
ら
の
判
断
で
投
資
を

行
う
か
否
か
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
投
資
を
行
う
か
否
か
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
単
に
自
己
の
利
益
に
な

る
か
損
失
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
判
断
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
更
に
自
分
の
生
き
方

や
価
値
観
に
基
づ
き
、
投
資
を
す
る
か
ど
う
か
も
含
め
て
判
断
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
べ
き
で
あ

る
。 そ
こ
で
、
教
育
に
お
い
て
投
資
や
金
融
を
取
り
扱
う
と
し
て
も
、
単
に
知
識
の
み
で
は
な
く
、

投
資
の
社
会
的
意
義
や
、
お
金
を
使
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
消
費
活
動
の
持
つ
社
会
的
意
義
を
理
解

す
る
た
め
の
教
育
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

投
資
や
消
費
活
動
の
持
つ
社
会
的
意
義
を
理
解
す
る
た
め
の
教
育
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
投
資

教
育
や
金
融
教
育
に
よ
っ
て
消
費
者
被
害
を
十
分
に
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
が
消
費
者
教

育
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

ウ
現
状
の
消
費
者
教
育
の
印
象
の
弱
さ

消
費
者
基
本
法
１７
条
は
、
消
費
者
教
育
推
進
の
た
め
の
施
策
を
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
求
め

て
お
り
、
ま
た
同
法
を
受
け
て
政
府
が
２０
０５
年
４
月
に
閣
議
決
定
し
た
「
消
費
者
基
本
計
画
」
に

お
い
て
も
消
費
者
教
育
推
進
の
た
め
の
諸
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

消
費
者
教
育
は
、
人
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
様
々
な
段
階
で
な
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
る
が
、
と

り
わ
け
、
多
く
の
市
民
が
受
け
る
学
校
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
が
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の
点
、
学
校
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
は
、
学
習
指
導
要
領
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
中
学
校
・
社
会
科
の
公
民
的
分
野
や
技
術
家
庭
科
、
高
等
学
校
の
家
庭
科
な
ど
で
取
り

扱
わ
れ
て
き
て
い
る
。
２０
０８
年
３
月
告
示
の
中
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
、
２０
０９
年
３
月
告
示
の

高
等
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
科
の
公
民
的
分
野
や

家
庭
科
な
ど
に
お
い
て
、
消
費
者
教
育
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
２０
０８
年
１２
月
２６
日
付
け
で
内
閣
府
よ
り
公
表
さ
れ
た
平
成
２０
年
度
「
国
民
生

活
白
書
」（
消
費
者
市
民
社
会
へ
の
展
望
－
ゆ
と
り
と
成
熟
し
た
社
会
構
築
に
向
け
て
－
）
で
は
、

学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
本
格
的
に
消
費
者
教
育
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
の
若
い
年
齢
層
に
お
い
て
、

契
約
や
悪
質
商
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
十
分
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
消
費
者
教
育
を
受
け
た
と
い

う
認
識
す
ら
持
っ
て
い
な
い
者
が
多
数
に
及
ぶ
な
ど
、
消
費
者
教
育
が
何
を
目
指
し
何
の
役
に
立

つ
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
印
象
に
残
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
同
白
書
１５
５
頁
）。
同
白
書
は
、「
消
費
者
市
民
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め
の
消
費
者

の
「
消
費
者
力
」
の
重
要
性
を
強
調
し
、
教
育
を
通
じ
て
消
費
者
力
を
育
む
こ
と
こ
そ
最
も
注
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
消
費
者
教
育
は
消
費
者
被
害
か
ら
の
予
防
の

機
能
も
有
し
て
い
る
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
（
同
白
書
１４
１
頁
）、
上
記
の
指
摘
か
ら
、
学
習
指

導
要
領
に
よ
る
学
習
内
容
で
は
、
契
約
ト
ラ
ブ
ル
の
予
防
の
機
能
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
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第
３
消
費
者
行
政
の
転
換
と
求
め
ら
れ
る
消
費
者
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

転
換

１
消
費
者
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
と
消
費
者
教
育

�１
消
費
者
庁
設
置
・
消
費
者
行
政
の
転
換
と
消
費
者
教
育

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
現
在
ま
で
の
日
本
の
消
費
者
教
育
に
は
大
き
な
課
題
が
あ
る
。

し
か
し
今
、
消
費
者
庁
の
設
置
が
現
実
と
な
っ
て
消
費
者
行
政
は
大
き
く
変
わ
る
契
機
を
得
た
。
だ

が
、
行
政
の
仕
組
み
が
変
わ
る
だ
け
で
消
費
者
被
害
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

消
費
者
自
身
が
、
消
費
者
問
題
に
直
面
し
た
と
き
に
（
自
ら
遭
遇
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
お
年
寄

り
な
ど
身
近
な
弱
者
が
遭
遇
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
）、
進
ん
で
行
政
の
相
談
窓
口
で
相
談
し
被
害
を

申
告
し
な
け
れ
ば
、
行
政
は
被
害
の
存
在
を
認
識
し
え
ず
、
問
題
と
な
る
取
引
の
規
制
は
機
能
し
な

い
。 他
方
、
現
在
の
法
制
度
の
も
と
に
お
い
て
も
行
政
に
は
様
々
な
規
制
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が

現
実
に
そ
れ
が
十
分
機
能
し
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
は
、
規
制
権
限
を
行
使
す
る
人
的
・

物
的
体
制
が
絶
対
的
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
行
政
の
活
動

を
監
視
し
あ
る
い
は
補
完
す
る
消
費
者
団
体
が
十
分
育
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
消
費
者
、
事
業
者
、

行
政
の
３
者
の
関
係
に
お
い
て
消
費
者
の
立
場
が
弱
す
ぎ
、
そ
れ
に
加
え
て
消
費
者
の
側
に
も
社
会

参
加
の
意
識
が
乏
し
か
っ
た
た
め
に
３
者
の
間
の
緊
張
関
係
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ

う
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
勢
力
に
よ
る
不
当
な
圧
力
に
よ
っ
て
規
制
行
政
が
歪
め
れ
ら
れ

る
例
を
私
た
ち
の
社
会
は
少
な
か
ら
ず
経
験
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
消
費
者
の
立
場
を
強
化
し
、
行
政
や
事
業
者
に
対
し
て
消
費
者
の
立

場
か
ら
働
き
か
け
を
行
う
消
費
者
団
体
を
強
化
育
成
す
る
と
共
に
消
費
者
の
社
会
参
加
を
促
し
て
、

消
費
者
、
事
業
者
、
行
政
の
間
の
適
当
な
緊
張
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
行
政
が
消
費
者
か
ら
監
視
さ
れ
、
ま
た
消
費
者
か
ら
後
押
し
さ
れ
な
が
ら
、
不
当
な
圧
力
に
も
屈

す
る
こ
と
な
く
円
滑
に
事
業
者
に
対
し
て
規
制
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
、
消
費
者
の
権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
消
費
者
行
政
の
改
革
に
加

え
て
、
消
費
者
行
政
の
仕
組
み
を
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
い
わ
ば
ソ
フ
ト
面
で
の
改
革
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
核
心
を
な
す
の
は
消
費
者
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
の
消
費
者
団
体
の
育

成
と
消
費
者
教
育
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

�２
「
持
続
可
能
な
社
会
」
実
現
に
向
け
た
消
費
者
教
育

大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
社
会
で
は
需
要
と
無
関
係
に
供
給
が
な
さ
れ
、
そ
こ
に
、
多
重
債
務
の

原
因
と
な
る
過
剰
与
信
や
消
費
者
被
害
の
原
因
と
な
る
欺
瞞
的
な
取
引
が
行
わ
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
野
放
図
な
生
産
消
費
活
動
は
資
源
の
枯
渇
と
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
る
消
費
者
に
と
っ
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
充
実
し
た
消
費
生
活
を
享
受

す
る
こ
と
、
将
来
の
世
代
や
開
発
途
上
国
の
子
ど
も
た
ち
に
も
そ
う
し
た
生
活
を
享
受
す
る
可
能
性

を
提
供
す
る
こ
と
は
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
環
境
を
保
護
し
「
持
続
可
能
な
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め
に
ど
う
取
り

組
む
か
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

国
連
で
は
１９
９９
年
に
「
消
費
者
保
護
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改
訂
が
な
さ
れ
「
持
続
可
能

な
消
費
形
態
」
が
事
実
上
消
費
者
の
権
利
と
さ
れ
る
な
ど
、
最
近
で
は
「
持
続
可
能
な
社
会
」
の
実
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現
自
体
が
重
要
な
消
費
者
の
権
利
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

内
閣
府
の
調
査
に
よ
る
と
、
近
時
、
日
本
の
消
費
者
は
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
意
識
を
高
め

て
お
り
、
と
り
わ
け
環
境
保
護
に
つ
い
て
の
社
会
貢
献
意
識
が
強
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
環
境
に

つ
い
て
の
社
会
貢
献
意
識
の
高
ま
り
は
、
企
業
活
動
に
対
す
る
環
境
保
護
に
向
け
た
取
り
組
み
の
期

待
の
高
ま
り
と
も
連
動
し
て
い
る
。
自
分
の
消
費
行
動
で
社
会
が
変
わ
る
と
思
っ
て
い
る
人
の
割
合

も
全
体
の
約
６
割
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
そ
の
意
識
が
実
際
の
行
動
に
結
び
つ

い
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

既
に
欧
米
諸
国
で
は
、
社
会
的
責
任
投
資
（
SR
I）
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
や
エ
コ
マ
ー
ク
商
品
の

購
入
、
家
庭
に
お
け
る
環
境
に
配
慮
し
た
行
動
な
ど
が
定
着
し
て
き
て
お
り
、
こ
う
し
た
消
費
者
の

行
動
が
国
全
体
の
経
済
や
二
酸
化
炭
素
排
出
の
削
減
に
一
定
の
影
響
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
が
、
わ

が
国
は
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
欧
米
に
比
べ
浸
透
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
各
国
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

製
品
の
売
上
高
を
比
較
す
る
と
、
２０
０７
年
は
ア
メ
リ
カ
１１
７８
億
円
、
英
国
１１
３６
億
円
、
フ
ラ
ン
ス
３３
９

億
円
、
人
口
が
日
本
の
２６
分
の
１
以
下
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
す
ら
２９
億
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本

は
わ
ず
か
１０
億
円
で
あ
る
。

環
境
に
対
す
る
意
識
を
高
め
て
お
り
、
か
つ
マ
ク
ロ
的
視
点
か
ら
み
れ
ば
わ
が
国
の
経
済
の
あ
り

方
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
つ
消
費
者
が
、
消
費
と
い
う
ご
く
身
近
な
行
動
を
通
じ
て
企
業
活
動
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
環
境
保
護
に
大
き
く
貢
献
す
る
方
法
を
消
費
者
教
育
を
通
じ
て
理
解
し
た
と
き
、

わ
が
国
の
経
済
全
体
が
環
境
保
護
を
中
心
に
据
え
た
も
の
に
変
化
す
る
転
機
が
訪
れ
る
可
能
性
は
十

分
に
あ
る
と
い
え
る
。

２
求
め
ら
れ
る
消
費
者
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換

�１
批
判
的
精
神
を
も
ち
、
主
張
し
、
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
消
費
者
教

育

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
が
、
改
革
さ
れ
た
消
費
者
行
政
に
よ
っ
て
円
滑
な
消
費
者
保
護

が
図
ら
れ
、
ま
た
「
持
続
可
能
な
社
会
」
の
実
現
に
向
け
て
世
界
に
大
き
く
貢
献
す
る
社
会
へ
と
変

化
を
と
げ
る
た
め
に
は
、
批
判
的
精
神
を
も
ち
、
主
張
し
、
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る
消
費
者
＝「
消

費
者
市
民
」
と
し
て
の
消
費
者
の
存
在
が
必
要
と
い
え
る
。

世
界
１１
５
か
国
の
消
費
者
団
体
が
加
盟
す
る
国
際
的
な
消
費
者
団
体
で
あ
る
Ｃ
Ｉ
（
C
on
su
m
er
s

In
te
rn
at
io
na
l）
は
、
消
費
者
の
８
つ
の
権
利
（
�
生
活
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
が
保
障
さ
れ
る
権
利
、

�
安
全
を
求
め
る
権
利
、
�
選
択
す
る
権
利
、
�
知
ら
さ
れ
る
権
利
、
�
意
見
を
反
映
さ
せ
る
権
利
、

�
補
償
を
受
け
る
権
利
、
�
消
費
者
教
育
を
受
け
る
権
利
、
	
健
全
な
環
境
を
享
受
す
る
権
利
）
と

と
も
に
消
費
者
の
５
つ
の
責
任
（
�
批
判
的
意
識
を
持
つ
責
任
、
�
主
張
し
行
動
す
る
責
任
、
�
社

会
的
弱
者
へ
配
慮
を
す
る
責
任
、
�
環
境
へ
の
自
覚
を
持
つ
責
任
、
�
連
帯
す
る
責
任
）
を
掲
げ
て
、

こ
れ
ら
を
重
要
な
活
動
の
基
礎
と
し
て
い
る
。

後
者
の
５
つ
を
消
費
者
の
「
責
任
」
と
す
る
訳
語
の
的
確
性
に
は
疑
問
も
あ
る
が
、
批
判
的
意
識

を
も
つ
と
共
に
社
会
的
弱
者
や
環
境
へ
の
配
慮
の
気
持
ち
を
も
ち
、
連
帯
し
、
主
張
し
行
動
す
る
消

費
者
、
消
費
と
い
う
身
近
な
行
動
を
通
じ
て
社
会
参
加
す
る
消
費
者
の
存
在
が
、
消
費
者
の
権
利
全

体
の
向
上
や
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

現
代
の
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
社
会
の
中
で
、
と
も
す
れ
ば
消
費
者
は
単
な
る
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
の
受
け
手
の
地
位
に
置
か
れ
、
事
業
者
が
提
供
す
る
、
大
量
の
多
種
多
様
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
と
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そ
れ
ら
に
関
す
る
洪
水
の
よ
う
な
情
報
や
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
ら
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
消

費
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
改
め
、
一
人
一
人
の
消
費
者
が
、
批
判
的

精
神
を
も
っ
て
、
自
分
と
社
会
、
地
球
全
体
に
と
っ
て
必
要
で
望
ま
し
い
消
費
の
あ
り
方
や
自
分
自

身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見
つ
め
な
お
し
、
自
律
し
た
個
人
と
し
て
消
費
を
通
じ
た
社
会
参
加
を
す

る
「
消
費
者
市
民
」
と
な
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
そ
の
た
め
の
十
分
な
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保

障
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
従
来
の
消
費
者
教
育
は
、
周
囲
や
環
境
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
観
点
は
取
り
入
れ
ら
れ

つ
つ
は
あ
っ
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
消
費
を
個
人
的
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
消
費
者
被
害
の
防

止
や
周
囲
や
環
境
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
も
個
々
人
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
て
お
り
、
消
費
者
市

民
社
会
の
構
築
を
通
じ
た
消
費
者
の
権
利
の
保
障
や
持
続
可
能
な
社
会
の
推
進
と
い
っ
た
観
点
は
希

薄
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
点
で
、
従
来
の
消
費
者
教
育
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

転
換
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

�２
被
害
防
止
の
た
め
の
教
育
と
の
関
係

こ
こ
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
と
い
う
と
き
、
従
来
の
消
費
者
教
育
の
中
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
被

害
防
止
の
た
め
の
教
育
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｉ
Ｏ
－
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
登
録
さ
れ
た
消
費
生
活
相
談
件
数
は

１９
９７
年
に
は
約
４０
万
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
２０
０３
年
以
降
１０
０
万
件
を
超
え
る
状
況
が
続
い
て
お
り
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
消
費
者
被
害
は
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
項
で
も
既

に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
消
費
者
被
害
の
防
止
の
た
め
の
教
育
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
増
し
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
従
来
と
も
す
れ
ば
単
な
る
一
般
的
な
知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
消
費
者

教
育
を
、
消
費
者
市
民
と
し
て
必
要
な
批
判
的
な
精
神
を
与
え
る
も
の
と
す
る
上
で
も
、
具
体
的
な

消
費
者
被
害
の
事
例
を
用
い
て
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
な
ど
を
用
い
て
考
え
さ
せ
る
形
で
の
教
育
を

行
う
こ
と
は
、
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
消
費
者
市
民
社
会
的
な
教
育
の
み
の
力
に
よ
り
消
費
者
被
害
が
根
絶
で
き

る
は
ず
も
な
い
し
、
規
制
の
み
で
消
費
者
被
害
を
根
絶
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
規
制
と
消
費
者
教

育
の
両
者
が
適
切
な
役
割
を
果
た
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
消
費
者
被
害
防
止

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

�３
消
費
者
教
育
と
弁
護
士
の
果
た
す
役
割

上
記
の
点
と
関
連
し
て
、
消
費
者
教
育
と
弁
護
士
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ

る
。 従
前
、
多
く
の
弁
護
士
が
、
中
学
や
高
校
に
招
か
れ
、
出
前
講
義
と
し
て
具
体
的
な
消
費
者
被
害

の
実
例
や
解
決
方
法
に
つ
い
て
講
義
を
す
る
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
て

き
た
。

弁
護
士
は
日
常
的
に
発
生
す
る
具
体
的
消
費
者
被
害
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
消
費
者
に
も
っ
と

も
身
近
で
切
実
な
問
題
で
あ
り
、
生
徒
に
考
え
る
素
材
を
提
供
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
主
体
的
、
能
動
的
に
行
動
す
る
、
消
費
者
の
育
成
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
弁
護
士
の
も

つ
、
消
費
者
の
権
利
及
び
そ
の
具
体
的
な
行
使
方
法
、
行
政
や
事
業
者
等
へ
の
働
き
か
け
の
方
法
等

に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
有
す
る
専
門
的
知
識
が
活
用
で
き
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
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た
だ
、
生
徒
に
興
味
を
持
た
せ
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
授
業
の
導
入
に
工
夫
を
し
た
り
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
や
グ
ル
ー
プ
討
論
の
方
法
を
取

り
入
れ
た
り
と
い
っ
た
、
様
々
な
教
育
手
法
を
活
用
し
な
が
ら
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

形
で
授
業
を
進
め
る
の
か
に
つ
い
て
は
教
育
関
係
者
と
の
十
分
な
協
議
が
必
要
で
あ
る
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
教
員
に
対
す
る
レ
ク
チ
ャ
ー
や
教
員
と
共
同
で
の
教
材
作
成
な
ど
、
間
接
的
な
形
で
の
関

与
の
方
が
有
効
な
場
合
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
弁
護
士
が
積
極
的
に
消
費
者
教
育
に
関
与
す
る
こ
と
自
体
は
消
費
者
市
民
教

育
と
の
関
係
で
も
有
益
で
あ
り
、
今
後
そ
の
関
与
の
方
法
に
つ
い
て
教
育
関
係
者
と
の
議
論
が
深
め

ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

３
「
消
費
者
市
民
」
が
活
躍
す
る
生
き
生
き
と
し
た
消
費
者
市
民
社
会
モ
デ
ル

北
欧
は
、
消
費
者
保
護
の
レ
ベ
ル
が
高
い
国
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長

年
に
わ
た
り
環
境
問
題
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
環
境
教
育
と
消
費
者
教
育
の
融
合
が
進
ん

で
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

日
弁
連
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
の
委
員
は
２０
０９
年
５
月
３１
日
か
ら
６
月
９
日
に
か
け
て
北
欧
（
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
を
視
察
し
、
ま
た
そ
の
前
後
に
北
欧
に
お
け
る
消
費
者
教
育
に
つ
い
て

文
献
等
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
。

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
北
欧
に
お
け
る
、
他
者
及
び
環
境
と
の
共
生
や
消
費
を
通
じ
た

社
会
参
加
の
問
題
を
中
心
に
す
え
た
充
実
し
た
消
費
者
教
育
の
実
態
で
あ
り
、
市
民
と
消
費
者
団
体
に

支
え
ら
れ
つ
つ
行
政
が
機
能
的
に
消
費
者
保
護
の
役
割
を
果
た
す
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
態
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
北
欧
の
例
に
学
ぶ
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
教
育
に
つ

い
て
考
え
る
上
で
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
、
今
回
の
視
察
の
内
容
と
文
献
等
に
よ
る
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
北
欧
で
の
消
費

者
教
育
の
取
り
組
み
と
消
費
者
行
政
の
現
状
を
紹
介
し
た
い
。

�１
北
欧
の
消
費
者
教
育
と
そ
の
特
色

ア
消
費
者
教
育
推
進
の
経
緯

北
欧
に
お
け
る
消
費
者
教
育
は
、
北
欧
閣
僚
評
議
会
が
中
心
と
な
っ
て
北
欧
全
体
で
取
り
組
ま

れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

イ
消
費
者
教
育
の
理
念
及
び
目
標

北
欧
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
理
念
は
、
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
「
北
欧
諸
国
に
お
け
る
消
費
者

教
育
」
の
全
体
目
標
に
よ
れ
ば
、
学
校
卒
業
の
時
点
で
以
下
の
事
項
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
知
識

を
学
校
は
生
徒
達
に
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
ア
）
家
計
資
源
を
節
約
し
、
自
ら
の
金
銭
を
管
理
す
る

（
イ
）
消
費
者
の
権
利
と
責
任
消
費
者
と
し
て
の
権
利
を
利
用
し
、
責
任
を
理
解
す
る

（
ウ
）
広
告
と
影
響
力
さ
ら
さ
れ
て
い
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
影
響
力
に
対
処
す
る

（
エ
）
消
費
と
環
境
環
境
に
対
す
る
自
ら
の
消
費
の
影
響
を
評
価
で
き
る

（
オ
）
食
育
環
境
の
面
か
ら
有
益
な
栄
養
の
あ
る
食
品
を
選
ん
で
調
理
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
し
て
家
庭
で
合
理
的
に
作
業
が
で
き
る

（
カ
）
製
品
の
安
全
性
と
生
活
上
の
安
全
様
々
な
製
品
の
安
全
性
や
品
質
を
評
価
し
、
製
品

情
報
の
利
用
を
可
能
に
す
る

ウ
北
欧
の
消
費
者
教
育
の
特
色
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北
欧
で
は
消
費
者
教
育
は
独
立
教
科
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
家
政
（
ホ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
）、

工
芸
、
国
語
、
数
学
、
歴
史
、
市
民
教
育
な
ど
複
数
の
教
科
に
ま
た
が
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

消
費
者
の
選
択
が
自
ら
の
ラ
イ
フ
や
環
境
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
だ
け
で
な
く
、
消
費
者

と
し
て
の
自
律
性
の
確
保
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
日
本
で
は
教
育
指
導
要

領
で
十
分
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
（「
広
告
と
影
響
力
」）
の
問
題
が

主
要
な
学
習
領
域
の
１
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
教
育
の
体
制
は
分
権
的
で
あ
り
、
政
府
は
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
日
本
の
学
習
指
導

要
領
に
あ
た
る
も
の
）
を
決
め
、
教
材
開
発
も
行
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
生
徒
に
教

え
る
か
に
つ
い
て
は
学
校
と
教
員
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

エ
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
た
め
の
消
費
者
教
育

今
回
の
視
察
に
お
い
て
、「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
た
め
の
消
費
者
教
育
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
・
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
パ
ロ
ヨ
キ
教
授
（
消
費
者
教
育
）
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
伺
っ
た
。

「
家
政
（
ホ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
）
教
育
に
関
し
て
大
学
で
教
員
と
な
る
学
生
に
対
し
て
授
業

を
行
っ
て
い
る
。
家
政
（
ホ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
）
は
１３
歳
で
必
修
の
科
目
で
あ
る
。

消
費
生
活
に
お
い
て
、
社
会
に
と
っ
て
何
が
ベ
ス
ト
の
選
択
か
、
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち

に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
。
し
か
も
抽
象
的
な
話
で
は
な
く
、
携
帯
電
話
の
利
用
な
ど
子
ど

も
に
と
っ
て
身
近
な
題
材
を
取
り
上
げ
て
考
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
携
帯
を
買
う
際
の
契

約
、
業
者
に
よ
る
契
約
条
件
の
違
い
、
料
金
や
特
典
を
比
較
し
な
が
ら
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
子

ど
も
た
ち
に
消
費
に
つ
い
て
の
関
心
を
持
た
せ
る
の
だ
。

持
続
的
な
発
展
が
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
他
人
を
思
い
や
る
と
か
、
周
囲
へ
の
配
慮

も
そ
れ
と
関
連
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

消
費
者
市
民
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
思
考
を
も
っ
て
能
動
的
に
消
費
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と

が
重
視
さ
れ
て
い
る
、
消
費
者
市
民
は
、
商
品
の
価
格
や
品
質
に
疑
問
が
あ
っ
た
と
き
に
は
こ
れ

に
対
応
す
る
行
動
を
と
る
責
任
を
負
う
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
対
す
る
責
任
を
果

た
す
。
消
費
者
を
保
護
の
対
象
と
の
み
考
え
る
考
え
方
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
は
な
い
。
皆
が
参
加

す
る
の
が
民
主
主
義
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
中
学
の
段
階
で
、
自
分
が
ど
う
社
会
に
参
加
す

る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
必
ず
み
ん
な
が
分
か
る
よ
う
な
言
葉
で
話
す
、

と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
小
国
で
あ
る
た
め
に
、
み
ん
な
で
落
ち
こ
ぼ
れ
な
く
力
を
発
揮
す
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
ま
た
、
き
ち
ん
と
し
た
学
習
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
意
識
も

強
い
。」

ま
た
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ヘ
ー
ド
マ
ル
ク
大
学
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ト
ー
レ
セ
ン
准
教
授
（
消
費
者
市

民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
企
画
責
任
者
）
に
も
お
会
い
し
た
。
ト
ー
レ
セ
ン
准
教
授
は
、
２０
００
年
こ
ろ
か

ら
co
ns
um
er
ci
ti
ze
ns
hi
p
ed
uc
at
io
n
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
稿
を
著
し
、
現
在
は
そ
れ
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
め
る
運
動
体
で
あ
る
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
N
et
w
or
k（
C
C
N
）
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

オ
北
欧
に
お
け
る
「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
た
め
の
消
費
者
教
育

こ
の
よ
う
に
、
北
欧
に
お
い
て
は
、
消
費
者
が
氾
濫
す
る
商
品
や
情
報
の
中
で
も
自
律
性
を
保

ち
、
環
境
や
周
囲
へ
の
影
響
に
も
配
慮
し
な
が
ら
消
費
に
お
け
る
選
択
を
し
、
消
費
を
通
じ
て
社

会
に
参
加
す
る
と
い
う
「
消
費
者
市
民
」
像
が
追
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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�２
北
欧
の
消
費
者
団
体
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）

今
回
の
北
欧
視
察
で
は
、
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
消
費
者
協
会
の
み
の
調
査
と

な
っ
た
。

同
団
体
は
１９
５７
年
に
設
立
さ
れ
、
６４
の
小
規
模
な
個
人
加
盟
の
消
費
者
団
体
（
会
員
の
総
数
は
約

２０
００
人
と
１１
の
消
費
者
問
題
関
係
団
体
・
機
関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ウ
ク
な
ど
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
他
の
消
費
者
団
体
と
の
協
力
関
係
も
あ
る
。
年
間
１０
０
万
ユ
ー
ロ
の
予
算
の
う
ち
４７
万
ユ
ー

ロ
が
政
府
か
ら
の
固
定
の
援
助
で
あ
り
、
そ
の
他
も
ほ
と
ん
ど
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
の
政
府

か
ら
の
援
助
で
あ
る
。

同
協
会
の
主
要
な
目
的
は
消
費
者
の
利
益
保
護
で
あ
り
、
消
費
者
の
立
場
で
企
業
に
意
見
を
言
い
、

様
々
な
委
員
会
に
出
席
し
て
消
費
者
の
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
る
。
年
間
で
１０
０
以
上
の
団
体
に
対

し
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
あ
る
。
国
会
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
も
あ
る
。
E
U
で
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

の
消
費
者
団
体
の
代
表
と
し
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
消
費
者
団
体
と
共
に
活
動
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。 も
う
一
つ
の
重
要
な
活
動
が
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
で
あ
り
、
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

と
雑
誌
で
情
報
提
供
を
し
て
い
る
ほ
か
、
一
般
消
費
者
向
け
の
公
開
講
座
も
実
施
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
子
ど
も
向
け
の
ア
ニ
メ
を
使
っ
た
ゲ
ー
ム
な
ど
年
代
別
に
様
々
な
教
材

を
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
し
て
い
る
。

同
協
会
で
は
複
数
の
弁
護
士
が
活
動
に
関
与
し
て
お
り
、
電
話
に
よ
る
相
談
等
を
担
当
し
て
い
る
。

ま
た
、
消
費
者
が
行
政
や
司
法
に
対
し
て
行
う
種
々
の
申
立
に
つ
い
て
も
援
助
し
て
い
る
。
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
消
費
者
保
護
の
特
徴
と
し
て
、
行
政
に
よ
る
規
制
、
被
害
の
予
防
が
非
常
に
よ
く
機
能
し

て
い
て
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
未
だ
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

�３
北
欧
の
消
費
者
行
政

北
欧
の
消
費
者
行
政
は
、
非
常
に
円
滑
に
機
能
し
て
お
り
、
北
欧
の
消
費
者
保
護
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
欧
で
は
消
費
者
行
政
が
円
滑
に
機
能
し
、
消
費
者
保
護
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
行
政
の
活
動
は
、
上
述
の
消
費
者
団
体
か
ら
の
意
見
や
一
般
市
民
か
ら
の
様
々
申
告

を
得
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
政
の
活
動
は
消
費
者
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

市
民
が
参
加
意
識
を
持
っ
て
消
費
者
問
題
に
関
心
を
寄
せ
、
直
接
に
ま
た
は
消
費
者
団
体
を
通
じ

て
行
政
に
働
き
か
け
、
行
政
が
こ
れ
に
ス
ム
ー
ズ
に
答
え
て
保
護
を
図
る
、「
消
費
者
市
民
社
会
」

の
確
立
が
消
費
者
被
害
の
防
止
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
北
欧
の
実
情
か
ら
理
解

で
き
る
。

�４
北
欧
モ
デ
ル
と
わ
が
国
の
消
費
者
教
育

北
欧
の
消
費
者
教
育
や
消
費
者
行
政
が
良
好
に
機
能
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
わ
が
国

に
直
輸
入
し
て
も
当
然
に
う
ま
く
行
く
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
に
は
長
い
時
間
を
か
け
て
醸
成
さ
れ

た
国
情
の
相
違
が
あ
る
。
自
然
的
環
境
、
国
際
的
な
環
境
の
相
違
も
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
は
、
古
く
は
遣
唐
使
や
近
代
の
鹿
鳴
館
な
ど
、
時
代
を
超
え
て
絶
え
ず

「
先
進
国
」
の
あ
り
よ
う
に
学
び
な
が
ら
今
日
ま
で
を
形
成
し
て
き
た
の
も
一
面
の
事
実
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
消
費
者
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
「
う
ま
く
行
っ
て
い

る
先
進
国
」
か
ら
可
能
な
限
り
学
習
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
４
わ
が
国
が
目
指
す
べ
き
消
費
者
教
育
の
し
く
み

１
わ
が
国
が
進
む
べ
き
消
費
者
教
育
の
方
向
性

既
に
第
３
で
詳
述
し
た
と
お
り
、
わ
が
国
が
目
指
す
べ
き
消
費
者
教
育
は
「
批
判
的
精
神
を
も
ち
、

主
張
し
、
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る
『
消
費
者
市
民
』
育
成
の
た
め
の
消
費
者
教
育
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
一
方
、
消
費
者
被
害
防
止
の
た
め
の
消
費
者
教
育
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論

を
俟
た
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で
は
、
前
記
第
２
の
と
お
り
、
消
費
者
被
害
防
止
の
た
め
の
消
費
者
教
育
す
ら

極
め
て
不
十
分
な
状
況
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
わ
が
国
で
依
然
多
く
の
消
費
者
被
害
が
発
生
し
て
い
る

事
態
を
招
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
、「
消
費
者
市
民
」
育
成
の
た
め
の
消
費
者

教
育
に
つ
い
て
は
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
消
費
者
」
の
視
点
か
ら
社
会
を
捉
え

る
こ
と
が
今
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
予
定
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
今
般
、
消
費
者
庁
が
発
足
す
る
こ
と
と
な
り
、
消
費
者
が
主
役
と

な
る
社
会
へ
の
変
換
の
機
運
が
に
わ
か
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
今
こ
そ
、
消
費
者
が
真

に
主
体
的
に
行
動
で
き
る
力
を
つ
け
る
た
め
の
消
費
者
教
育
の
し
く
み
が
構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
の
現
状
の
体
制
に
お
い
て
も
実
現
で
き
る
方
策
を
指
摘
し
、
次
に
、
消

費
者
庁
発
足
後
、
現
状
の
延
長
線
上
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
仕
組
み
を
述
べ
、
最
後
に
「
消
費
者
市

民
社
会
」
実
現
の
た
め
に
将
来
あ
る
べ
き
教
育
体
制
に
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
現
行
制
度
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
消
費
者
教
育
に
つ
い
て

�１
学
校
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
充
実

ア
ま
ず
、
消
費
者
教
育
に
と
っ
て
学
校
教
育
が
最
も
重
要
で
実
効
的
な
場
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が

な
い
。
学
校
に
お
い
て
、
児
童
の
こ
ろ
か
ら
、
自
分
た
ち
は
「
消
費
者
」
で
あ
る
が
、
単
な
る
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
は
な
く
、
消
費
行
動
を
通
じ
て
社
会
に
参
加
す
る
能
動
的
・
主
体
的

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
体
感
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
高
学
年
に
な
る
に
つ
れ
て
社
会
に
接

す
る
機
会
も
多
く
な
る
の
で
、
世
の
中
に
広
く
蔓
延
す
る
消
費
者
被
害
に
遭
わ
な
い
だ
け
の
知
識

や
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

イ
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
省
告
示
に
よ
る
「
学
習
指
導
要
領
」
が
学
習
内
容
に
つ
い

て
極
め
て
大
き
な
拘
束
力
を
有
す
る
。
よ
っ
て
、
現
行
の
教
育
制
度
の
枠
組
み
を
前
提
と
す
る
以

上
、
消
費
者
教
育
を
盛
り
込
む
に
つ
い
て
も
「
学
習
指
導
要
領
」
に
具
体
的
に
入
れ
組
む
こ
と
を

目
標
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

日
弁
連
は
、「
学
習
指
導
要
領
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
下
記
の
内
容
を
盛
り
込
む
よ
う
に
意
見

書
を
提
出
し
た
（
２０
０７
年
６
月
１４
日
「
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
あ
た
っ
て
消
費
者
教
育
の
充
実

を
求
め
る
意
見
書
」）
。
同
意
見
書
に
記
載
し
た
事
項
が
直
ち
に
実
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

記

１
中
学
校
の
社
会
科
及
び
技
術
・
家
庭
科
、
高
等
学
校
の
公
民
科
及
び
家
庭
科
に
お
い
て
は
、

生
徒
が
現
代
社
会
を
生
き
抜
く
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
、
次
の
内
容
の
消
費
者
教
育
を
行

う
こ
と
。

�１
「
契
約
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
や
仕
組
み
、
成
立
の
要
件
や
効
果
な
ど
の
基
本
的
事
項

を
十
分
修
得
さ
せ
た
う
え
で
、
消
費
者
の
日
常
生
活
は
多
く
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。
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�２
消
費
者
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
選
定
し
、
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
権
利
の

主
体
と
し
て
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
や
内
容
、
契
約
条
項
の
意
味
な
ど
の
必
要
な
情
報

を
積
極
的
に
収
集
し
、
合
理
的
な
判
断
の
下
に
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
う
え
で
、
情
報
収
集
に
つ
い
て
の
知
識
・
技
術
を
修
得
さ
せ
る

と
と
も
に
、
契
約
締
結
の
判
断
を
合
理
的
に
行
え
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
。

�３
多
重
債
務
問
題
や
悪
質
商
法
等
の
現
実
に
生
起
す
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
社
会

経
済
の
仕
組
み
や
構
造
か
ら
考
え
て
そ
の
問
題
点
を
見
抜
く
知
識
と
能
力
を
修
得
さ
せ
る
こ

と
。

�４
被
害
者
を
生
ま
な
い
た
め
に
関
係
諸
機
関
に
情
報
を
提
供
し
た
り
、
対
処
を
求
め
た
り
、

自
ら
消
費
者
団
体
を
組
織
し
参
加
し
た
り
す
る
よ
う
に
能
動
的
に
行
動
す
る
態
度
や
考
え
方

を
修
得
さ
せ
る
こ
と
。

２
消
費
者
教
育
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
現
実
に
生
起
す
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
題
材
と
し
て
、

授
業
を
展
開
す
る
こ
と
。
特
に
多
重
債
務
問
題
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
例
を
用
い
て
、
金
利

問
題
や
多
重
債
務
か
ら
の
予
防
策
及
び
救
済
策
に
つ
い
て
の
学
習
を
行
う
こ
と
。

３
消
費
者
教
育
は
総
合
的
学
習
の
時
間
な
ど
も
利
用
し
て
、
教
科
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

広
い
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。

４
上
記
の
内
容
を
授
業
で
実
現
す
る
た
め
に
、
教
師
に
対
す
る
研
修
の
充
実
や
具
体
的
事
例

を
盛
り
込
ん
だ
教
材
の
提
供
な
ど
が
な
さ
れ
る
こ
と
。

ウ
同
意
見
書
に
掲
げ
た
上
記
施
策
は
、
い
ず
れ
も
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
実
現
で
き

る
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
見
て
き
た
と
お
り
、
現
行
の
学
校
で
は
内
容
面
・
制
度
面
と
も
に
十
分

に
実
現
で
き
て
い
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。

上
記
意
見
書
を
再
度
敷
衍
し
て
指
摘
す
れ
ば
、
ま
ず
内
容
面
に
お
い
て
は
、
消
費
者
被
害
に
遭

わ
ず
に
現
代
社
会
を
生
き
る
た
め
に
「
契
約
」
の
意
義
や
役
割
を
十
分
認
識
さ
せ
、
具
体
的
事
例

を
題
材
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
消
費
者
は
日
常
生
活
の
中
で
「
契
約
」
を
絶
え
ず

締
結
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味
や
効
力
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
取
引
分
野

で
の
消
費
者
被
害
が
後
を
絶
た
な
い
。
具
体
的
な
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
題
材
と
し
て
、
契
約
の
意

味
を
考
え
、
何
が
問
題
で
あ
り
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
極
め

て
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
消
費
者
が
自
ら
権
利
の
主
体
と
し
て
批
判
的
精
神
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
教
え
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
今
般
の
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
の
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
、
家
庭
科
の
学
習
内
容
に
「
消
費
者
の
（
基
本
的
な
）
権
利
と
責
任
」

が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
主
体
的
な
消
費
者
の
行
動
に
つ
い
て
十
分
な

授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
際
、
こ
こ
に
い
う
「
消
費
者
の
責
任
」
は
「
消
費
者

市
民
社
会
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
消
費
者
が
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
際
の
責
任

（
例
え
ば
、
批
判
的
意
識
を
持
つ
責
任
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
消
費
者
の
権
利
が
制
限
さ

れ
る
意
味
で
の
「
責
任
」
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

エ
次
に
、
制
度
面
に
つ
い
て
指
摘
す
れ
ば
、
教
材
の
提
供
と
教
師
に
対
す
る
研
修
が
急
務
で
あ
る
。

消
費
者
被
害
解
決
の
た
め
の
消
費
者
教
育
は
、
具
体
的
事
例
を
用
い
て
そ
の
解
決
対
処
法
を
話

す
こ
と
に
な
る
が
、
個
々
の
教
師
の
情
報
収
集
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
消
費
者
教
育
の
た
め
に
新

し
い
情
報
を
効
率
よ
く
集
め
、
有
効
な
教
材
を
作
成
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
こ
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の
よ
う
な
情
報
の
集
約
と
教
材
の
提
供
は
別
途
専
門
機
関
が
行
う
べ
き
で
あ
り
、
現
状
で
も
内
閣

府
が
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
置
い
て
い
る
。
今
後
も
消
費
者
教
育
の
情
報
提
供
機
関
を
各
地
の
教
育

委
員
会
に
設
け
る
な
ど
し
て
各
学
校
で
実
効
性
の
あ
る
消
費
者
教
育
が
展
開
さ
れ
る
た
め
の
基
盤

が
整
備
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
教
師
の
研
修
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
教
育
を
教
員
免
許
取
得
の
必
修
科
目
と
す

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
必
修
と
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
教
育
が
、
市
民
と
し
て
の
態
度
を
育
成

し
社
会
を
よ
り
よ
く
変
革
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
教
師
に
対
し
て
も
浸
透
す
る
。

そ
し
て
、
教
師
は
「
消
費
者
教
育
」
の
目
的
が
「
批
判
的
精
神
を
も
ち
、
主
張
し
、
行
動
し
、
社

会
参
加
す
る
『
消
費
者
市
民
』
育
成
」
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
個
々
具
体
的
な
消
費
者

ト
ラ
ブ
ル
の
対
処
法
と
と
も
に
、
消
費
者
の
権
利
の
重
要
性
と
消
費
者
の
役
割
を
授
業
で
教
授
で

き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
後
記
の
と
お
り
、
消
費
者
教
育
の
体
系
化
の
実
現
お
よ

び
消
費
者
庁
と
の
連
携
も
含
め
て
実
現
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�２
先
進
的
実
例
（
徳
島
県
の
取
組
に
つ
い
て
）

と
こ
ろ
で
、
徳
島
県
で
は
、
現
行
制
度
の
中
で
、
学
校
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
に
つ
い
て
実

践
的
な
連
携
の
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
教
員
の
研
修
に
お
い
て
、
長
期
社
会
体
験
研
修
制
度

を
設
け
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
学
校
と
の
連
携
を
図
る
な
ど
、
参
考
に
す
べ
き
点
が
多
い
の
で
実
践
例

と
し
て
こ
こ
で
紹
介
す
る
。

こ
の
制
度
は
、
徳
島
県
の
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
即
ち
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
県
立
高
校
の
教
員

を
１
年
間
研
修
生
と
し
て
配
置
す
る
制
度
で
あ
る
。
消
費
生
活
相
談
等
の
業
務
を
研
修
す
る
こ
と
を

通
し
て
教
員
に
消
費
生
活
の
ト
ラ
ブ
ル
の
実
態
を
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
さ
ら
に

消
費
者
教
育
推
進
の
た
め
の
出
前
講
座
等
を
担
当
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
側

も
よ
り
効
果
的
な
教
授
法
や
生
徒
の
教
え
方
な
ど
を
教
師
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

１
年
間
の
研
修
を
終
え
て
学
校
教
育
の
現
場
に
復
帰
し
た
教
師
が
、
そ
の
後
、
学
校
に
お
け
る
消

費
者
教
育
を
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
担
い
、
そ
の
後
の
消
費
者
教
育
の
充
実
に
貢
献
し
て

い
る
。
消
費
者
行
政
と
学
校
教
育
の
橋
渡
し
役
と
し
て
、
行
政
サ
イ
ド
と
学
校
サ
イ
ド
が
情
報
交
換

を
行
い
、
連
携
を
深
め
る
こ
と
で
き
る
。

徳
島
県
で
は
、
２０
０３
年
度
か
ら
全
国
に
先
駆
け
て
こ
の
制
度
を
実
施
し
、
こ
れ
ま
で
毎
年
度
１
名

ず
つ
高
等
学
校
の
教
員
を
派
遣
し
、
こ
れ
ま
で
５
名
の
教
員
が
研
修
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
徳
島
県
で
は
、
県
の
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
消
費
者
問
題
に
関
す
る
研

修
講
座
を
１０
年
経
験
者
研
修
生
徒
指
導
等
研
修
の
選
択
研
修
の
一
つ
に
位
置
づ
け
、
学
校
に
お
け
る

消
費
者
教
育
推
進
を
支
援
し
て
い
る
。

こ
の
教
育
研
修
講
座
は
、
県
の
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
や
県
民
く
ら
し
安
全
課
・
県
消
費
者
協
会

な
ど
が
協
力
し
て
実
施
し
て
い
る
。
講
師
派
遣
費
用
等
は
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
が
負
担
し
、
会
場

準
備
や
運
営
は
県
の
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
が
担
当
し
、
市
町
村
消
費
者
行
政
担
当
者
や
消
費
生
活
相

談
員
と
教
職
員
と
合
同
研
修
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
行
政
と
教
員
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
よ
う
な
徳
島
県
の
取
り
組
み
は
、
他
の
自
治
体
で
も
実
施
可
能
な
取
り
組
み
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
よ
り
具
体
的
な
連
携
や
情
報
交
換
が
可
能
に
な
ろ
う
。

�３
社
会
教
育
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
充
実
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ア
一
方
、
消
費
者
教
育
は
学
校
教
育
の
場
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
幼
児
期
か
ら
高
齢

期
に
至
る
ま
で
、
そ
の
年
代
に
応
じ
て
消
費
者
問
題
に
対
す
る
意
識
の
啓
発
・
情
報
の
提
供
と
し

て
、
広
く
国
民
に
対
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

地
域
・
家
庭
・
職
場
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
適
切
な
方
法
で
消
費
者
教
育
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
積
極
的
な
施
策
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

下
記
の
よ
う
な
施
策
が
考
え
ら
れ
る
。

�
各
地
の
社
会
教
育
施
設
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
普
及
・
推
進
を
各
地
の
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
と
連
携
し
て
行
う
。

�
高
齢
者
・
障
が
い
者
に
対
す
る
消
費
者
被
害
に
対
応
す
る
た
め
、
民
生
委
員
・
ケ
ー
ス
ワ
ー

カ
ー
・
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
周
辺
に
位
置
す
る
人
々
へ
の
消
費
者
教
育
の

推
進
。

�
事
業
者
の
従
業
員
に
対
す
る
消
費
者
教
育
の
推
進
。

�
広
く
国
民
が
消
費
者
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
教
材
の
開
発
・
提
供
を
行
う
。

�
消
費
者
教
育
を
担
う
講
師
を
育
成
す
る
た
め
に
、
研
修
や
講
座
を
開
設
す
る
。

�
消
費
者
教
育
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
機
関
を
設
け
る
。

�
消
費
者
教
育
の
先
進
的
取
組
や
情
報
の
収
集
及
び
提
供（
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
機
能
充
実
）。

イ
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
活
動
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

消
費
者
団
体
や
各
地
の
教
育
委
員
会
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
弁
護

士
な
ど
の
関
係
諸
機
関
が
連
携
し
て
行
う
べ
き
で
あ
り
、
更
に
受
け
手
で
あ
る
個
々
人
が
消
費
者

の
権
利
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
更
に
充
実
し
た
も
の
に
な
る
。

３
消
費
者
庁
発
足
後
の
消
費
者
教
育
の
在
り
方

�１
消
費
者
庁
発
足
に
よ
っ
て
変
革
が
期
待
さ
れ
る
消
費
者
教
育

既
述
の
と
お
り
、
今
般
、
消
費
者
庁
が
発
足
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
庁
は
消
費
者
被
害
情
報
を
一

元
的
に
集
約
し
た
う
え
で
調
査
分
析
を
行
い
、
そ
れ
を
も
と
に
消
費
者
行
政
の
司
令
塔
と
し
て
各
省

庁
に
対
し
勧
告
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
情
報
に
も
と
づ
い
て
消
費
者
行

政
に
つ
い
て
企
画
立
案
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
消
費
者
教
育
は
消
費
者
庁
が
担
う
極
め
て
重
要
な
業
務
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
新
設
さ
れ
る
消
費
者
安
全
法
に
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
啓
発
活

動
、
広
報
活
動
、
消
費
生
活
に
関
す
る
教
育
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
消
費
者
安
全
の
確
保

に
関
し
、
国
民
の
理
解
を
深
め
、
か
つ
、
そ
の
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
（
４

条
６
項
）
と
い
う
条
文
が
わ
ざ
わ
ざ
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
消
費
者
庁
関
連
法
案
の
決
議
の
際
に
、
衆
議
院
・
参
議
院
と
も
附
帯
決
議
に
お
い
て
消
費

者
教
育
の
充
実
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
特
に
参
議
院
で
は
、「
消
費
者
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
は
、

消
費
者
庁
が
司
令
塔
機
能
を
果
た
し
、
消
費
者
基
本
法
の
基
本
理
念
及
び
消
費
者
基
本
計
画
の
基
本

的
方
向
の
も
と
、
消
費
者
が
自
ら
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
、
多
様
な
視
点
か
ら
物
事
を
と

ら
え
る
能
力
を
身
に
つ
け
、
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
消
費
者
庁

と
文
部
科
学
省
が
連
携
を
図
り
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
施
策
を
始
め
と
し
た
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
活
用
し
な
が
ら
、
財
政
措
置
を
含
め
、
全
国
に
お
け
る
な
お
一
層
の
推
進
体
制
の
強
化
を

図
る
と
と
も
に
、
消
費
者
教
育
を
担
う
人
材
の
育
成
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
消
費

者
教
育
に
関
す
る
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
。」
と
い
う
長
文
の
附
帯
決
議
が
な
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さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
消
費
者
庁
発
足
後
は
消
費
者
教
育
の
大
胆
な
変
革
が
期
待
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

な
お
、
消
費
者
庁
発
足
と
並
行
的
に
行
わ
れ
て
い
る
地
方
消
費
者
行
政
の
充
実
と
し
て
「
地
方
消

費
者
行
政
活
性
化
基
金
」
が
設
け
ら
れ
た
が
、
消
費
者
教
育
は
そ
の
重
要
な
使
途
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
財
政
的
支
援
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
は
、
消
費
者
庁
内
に
消
費
者
教
育
の
専
門
部
署
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、
内
容
面
と
し
て
消
費
者
教
育
の
体
系
化
、
制
度
面
と
し
て
文
部
科

学
省
と
の
連
携
お
よ
び
人
材
の
育
成
の
措
置
が
執
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
。

�２
消
費
者
教
育
の
体
系
化

「
消
費
者
教
育
」
と
一
言
で
述
べ
て
も
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
、
実

際
は
一
定
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
消
費
者
被
害
予
防
の
た
め
の
消
費
者
教
育
が
最
も
一
般
的
で
あ

る
が
、
そ
の
他
に
消
費
者
市
民
の
育
成
を
目
指
す
た
め
の
も
の
の
ほ
か
、
金
銭
教
育
、
投
資
教
育
な

ど
を
意
味
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

既
に
示
し
た
と
お
り
、
本
基
調
報
告
は
、
消
費
者
教
育
の
最
終
目
的
は
「
批
判
的
精
神
を
も
ち
、

主
張
し
、
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る
『
消
費
者
市
民
』
育
成
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
目

的
の
た
め
に
消
費
者
教
育
が
体
系
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

既
に
消
費
者
基
本
法
に
も
と
づ
く
消
費
者
基
本
計
画
の
中
で
消
費
者
教
育
体
系
化
に
向
け
た
研

究
・
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
消
費
者
庁
発
足
後
は
消
費
者
行
政
の
様
々
な
観
点
か
ら
上
記
目
的

に
向
け
た
消
費
者
教
育
で
は
何
が
重
要
で
ど
の
よ
う
な
方
法
が
効
果
的
か
に
つ
い
て
よ
り
一
層
研
究

が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
上
記
目
的
を
達
す
る
た
め
の
道
筋
を
示
す
と
と
も
に
、
具
体
的
な
被
害
予
防
の
視
点
か

ら
方
策
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
消
費
者
教
育
の
体
系
化
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�３
文
部
科
学
省
と
の
連
携

学
校
教
育
が
消
費
者
教
育
の
場
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
所
轄
し
学
習
指
導
要
領

に
つ
い
て
の
権
限
を
有
す
る
の
が
文
部
科
学
省
で
あ
る
以
上
、
消
費
者
庁
は
文
部
科
学
省
と
連
携
し

て
消
費
者
教
育
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

上
記
�
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
消
費
者
教
育
は
、
ま
さ
に
生
き
る
力
を
育
む
た
め
の
教
育
で
あ

り
、
学
習
指
導
要
領
の
中
に
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
消
費
者
教
育
に
つ
い

て
の
具
体
的
指
導
方
法
や
具
体
的
な
知
識
内
容
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
北
欧
に
お
け
る
消
費
者
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
が
参
考
と
な
る
。
北
欧
で
は
北

欧
閣
僚
協
議
会
が
編
纂
し
た
「
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
っ
て
消
費
者
教
育
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
例
え
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
子
供
平
等
省
が
消
費
者
教
育
を
扱
い
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
教
育

省
も
尊
重
し
、
学
校
教
育
に
組
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
そ
の
よ
う
な
形
態
が
期
待

さ
れ
る
。

ま
た
、
各
地
の
教
育
委
員
会
と
の
連
携
な
ど
に
つ
い
て
も
文
部
科
学
省
と
の
連
携
の
中
で
実
現
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�４
人
材
の
育
成

消
費
者
教
育
の
担
い
手
不
足
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
消
費

者
教
育
」
を
行
え
る
人
材
の
育
成
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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体
系
化
さ
れ
た
消
費
者
教
育
を
習
得
し
、
そ
れ
を
学
校
教
育
だ
け
で
な
く
、
一
般
市
民
に
も
広
げ

て
い
く
人
材
の
育
成
が
急
務
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
消
費
者
庁
が
主
導
し
て
消
費
者
教
育
の
講
師
と
し
て
の
適
任
資
格
を
創
設
し
、

消
費
者
庁
や
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
、
講
師
育
成
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
け
る
べ
き

で
あ
る
。

�５
消
費
者
教
育
に
関
す
る
法
制
度
の
整
備

上
述
の
具
体
的
な
施
策
を
行
う
に
つ
い
て
は
、
更
に
「
消
費
者
教
育
を
推
進
す
る
法
律
」
と
で
も

い
う
べ
き
法
制
度
が
必
要
で
あ
る
。

立
法
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
消
費
者
教
育
の
位
置
付
け
の
重
要
性
が
増
す
だ
け
で
な
く
、
文
部
科
学

省
と
連
携
を
深
め
て
教
育
内
容
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
人
材
育
成
シ
ス
テ
ム
が
具
体
的

に
構
築
で
き
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
早
期
に
法
律
を
制
定
さ
せ
て
具
体
策
を
実
現
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

４
将
来
的
に
実
現
す
べ
き
消
費
者
教
育
に
つ
い
て

�１
消
費
者
教
育
の
将
来
像

こ
れ
ま
で
に
現
在
あ
る
い
は
近
い
将
来
に
実
現
可
能
な
消
費
者
教
育
を
概
観
し
た
。
し
か
し
「
消

費
者
被
害
へ
の
対
症
療
法
的
消
費
者
教
育
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
目
的
実
現
の
観
点
か

ら
さ
え
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

各
国
の
比
較
研
究
の
成
果
や
日
弁
連
の
北
欧
諸
国
の
調
査
結
果
な
ど
か
ら
見
て
も
、
個
々
の
消
費

者
自
身
が
問
題
意
識
を
も
っ
て
消
費
行
動
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
教
育
こ
そ
が
問
題
解
決
の
重
要
な

カ
ギ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
消
費
者
が
「
批
判
的
精
神
を
も
ち
、
主
張
し
、
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る

『
消
費
者
市
民
』」
と
な
る
こ
と
に
よ
り
消
費
者
は
、
消
費
者
被
害
な
ど
を
生
み
出
さ
な
い
よ
り
よ

い
生
活
環
境
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
消
費
者
市
民
社
会
を
真
の
意
味
で
実
現
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

更
に
大
胆
な
制
度
改
革
が
考
え
ら
れ
る
。

�２
教
育
に
お
け
る
自
由
の
徹
底

北
欧
諸
国
、
と
り
わ
け
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
は
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、

教
員
の
養
成
シ
ス
テ
ム
と
教
育
の
自
由
裁
量
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

教
員
養
成
に
関
し
て
は
、
広
範
囲
の
分
野
に
つ
い
て
履
修
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
学
校
の
担
任

資
格
を
得
る
た
め
に
は
３１
２
時
間
の
教
育
実
習
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
修
士
課
程
終
了
が
教

員
資
格
取
得
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

自
由
裁
量
に
関
し
て
は
、
教
科
書
の
検
定
制
度
は
な
く
教
員
が
使
用
す
る
教
材
は
自
由
で
あ
り
、

勤
務
時
間
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、生
活
指
導
的
な
仕
事
は
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
て
、
教
員
に
は
教
育
以
外
の
負
担
は
最
小
限
と
さ
れ
て
い
る
。

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
目
安
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
ず
教
師

は
自
分
の
生
徒
た
ち
に
適
し
た
授
業
を
自
ら
の
裁
量
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。
教
師
は
子
ど
も
が
将

来
就
き
た
い
職
業
の
ト
ッ
プ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
教
師
に
責
任
感
と
自
覚
を
高
め

る
。 わ
が
国
で
「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
“
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
”
教
育

が
北
欧
か
ら
発
信
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
教
育
シ
ス
テ
ム
と
無
縁
で
は
な
い
。
質
の
高

い
教
員
が
自
由
裁
量
の
中
で
行
う
教
育
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
消
費
者
市
民
社
会
教
育
」
が
実
現
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わ
が
国
の
教
員
養
成
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、
消
費
者
市
民
社
会
実
現
の
た
め
に
は
そ
の
専
門
領

域
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
り
広
い
視
野
を
も
っ
た
教
員
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
現
状
と

著
し
く
異
な
る
の
は
教
育
の
自
由
裁
量
で
あ
る
。
わ
が
国
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
を
対
比
す
る
と
両
国

は
あ
ら
ゆ
る
面
で
対
極
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
現
場
で
子
ど
も
た
ち
と
接
す
る
教
員
が

伸
び
や
か
に
教
育
を
実
現
で
き
る
環
境
は
そ
の
自
由
裁
量
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

�３
単
一
教
科
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
導
入
に
つ
い
て

消
費
者
教
育
に
真
の
実
効
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、「
消
費
者
市
民
社
会
」（
仮
称
）
と
い
う
単
一

科
目
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
消
費
者
市
民
社
会
は
あ
ら
ゆ
る
教
科
に
そ
の
要

素
が
あ
る
た
め
、
す
べ
て
の
教
員
に
そ
の
素
養
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
消
費
者
教
育
は
、

生
き
方
を
学
ぶ
と
い
う
極
め
て
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
独
立
し
た
単
一
教
科
に

し
て
生
徒
に
指
導
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

な
お
、
北
欧
で
は
各
教
科
の
随
所
に
「
消
費
者
教
育
」
の
内
容
を
入
れ
込
み
、
教
育
と
し
て
の
実

効
性
を
高
め
る
方
法
（
総
合
型
と
称
さ
れ
る
）
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
を
採
用
し
た
場
合
に

は
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
消
費
者
市
民
教
育
の
蓄
積
が
な
い
た
め
、
各
教
科
に
お
け
る
位
置
づ
け

が
バ
ラ
バ
ラ
と
な
り
統
一
性
が
取
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、「
消
費
者
教
育
」
の
実
効
性
に

つ
い
て
責
任
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
上
記
の
と
お

り
単
一
教
科
の
設
置
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
新
教
科
「
消
費
者
市
民
社
会
」
と
し
て
は
例
え
ば
下
記
の
よ
う
な
内
容
が
あ
り
う
る
。

■
新
教
科
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
目
次

１
私
た
ち
の
消
費
の
歴
史

原
始
的
な
生
産
消
費
か
ら
産
業
革
命
ま
で
（
経
済
と
金
銭
の
意
味
）

２
大
量
生
産
・
大
量
消
費
社
会
の
発
生

一
面
で
「
豊
か
な
社
会
」、
他
面
で
消
費
者
問
題
の
発
生

３
私
た
ち
の
消
費
に
対
す
る
視
点
（
具
体
的
な
事
実
を
通
し
て
学
ぶ
）

�
持
続
可
能
性

�
地
域
間
平
等
と
世
代
間
（
未
来
の
子
ど
も
を
含
め
た
）
平
等

い
つ
の
時
代
に
生
き
て
も
、
世
界
中
の
ど
こ
に
生
き
て
も
フ
ェ
ア
な
資
源
分
配
が
得
ら
れ
る
社

会 �
社
会
的
価
値
行
動

消
費
者
と
し
て
の
選
択
行
動
が
�
�
を
実
現
す
る
方
策

�
消
費
者
の
自
立
／
共
感
／
共
生

�
消
費
者
市
民
社
会

４
私
た
ち
は
何
を
な
す
べ
き
か
（
課
題
学
習
）

�４
各
学
校
に
お
け
る
裁
量
性

本
基
調
報
告
が
目
指
す
べ
き
消
費
者
市
民
社
会
は
、
消
費
者
が
自
主
性
を
も
っ
て
社
会
変
革
に
参

加
を
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
の
社
会
を
構
成
す
る
市
民
は
批
判
的
視
点
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
市
民
教
育
に
つ
い
て
は
各
学
校
が
自
由
な
裁
量
の
も
と
で
、
内
容
に
つ
い

て
も
生
徒
と
と
も
に
考
え
る
学
習
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
学
習
範
囲
が
決
ま
り
、
各
学
校
も
学
習
指
導
要
領
に
沿
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っ
た
教
育
を
行
っ
て
い
る
が
、
真
の
消
費
者
市
民
社
会
を
目
指
す
学
校
で
あ
れ
ば
、
各
学
校
が
学
習

内
容
を
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
が
選
択
さ
れ
る
の
が
必
然
で
あ
る
。

将
来
的
に
は
、
学
習
指
導
要
領
の
拘
束
力
は
無
く
な
り
、
自
由
で
闊
達
な
消
費
者
教
育
が
各
学
校

で
行
わ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
５
ま
と
め

以
上
述
べ
た
と
お
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
、
取
引
の
公
正
、
表
示
、
多
重

債
務
に
関
す
る
被
害
な
ど
、
多
様
か
つ
深
刻
な
消
費
者
被
害
が
発
生
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
消
費

者
被
害
は
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
情
報
の
質
・
量
、
交
渉
力
の
圧
倒
的
な
格
差
が
存
在
す
る
こ
と

が
原
因
で
あ
る
が
、
行
政
・
司
法
に
よ
る
事
後
的
救
済
は
必
ず
し
も
有
効
で
な
く
、
現
実
に
被
害
回
復
が

困
難
な
ケ
ー
ス
も
多
い
。
消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
消
費
者
教
育
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
消
費
者
教
育
に
よ
り
事
業
者
と
消
費
者
と
の
格
差
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
る
に
、
現
状
の
消
費
者
教
育
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
内
容
面
で
の
制
約
、

予
算
不
足
等
に
よ
る
制
度
上
の
制
約
、
教
材
や
教
授
法
の
研
究
開
発
の
不
十
分
さ
、
消
費
者
教
育
の
体
系

化
の
遅
れ
、
世
界
レ
ベ
ル
で
の
協
調
の
不
十
分
さ
な
ど
の
限
界
が
存
す
る
た
め
、
学
校
教
育
の
ほ
か
、
地

域
教
育
、
職
域
教
育
、
家
庭
教
育
に
お
い
て
も
、
機
会
の
確
保
、
内
容
の
面
で
十
分
で
は
な
く
、
実
効
性

の
あ
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

我
が
国
が
、
改
革
さ
れ
た
消
費
者
行
政
に
よ
っ
て
円
滑
な
消
費
者
保
護
が
図
ら
れ
、
ま
た
「
持
続
可
能

な
社
会
」
の
実
現
に
向
け
て
世
界
に
大
き
く
貢
献
す
る
社
会
へ
と
変
化
を
と
げ
る
た
め
に
は
、
単
な
る
保

護
の
客
体
と
し
て
で
は
な
く
、
批
判
的
精
神
を
も
ち
、
主
体
的
に
主
張
・
行
動
し
、
社
会
参
加
す
る
「
消

費
者
市
民
」
と
し
て
の
消
費
者
の
存
在
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
今
後
は
消
費
者
教

育
に
つ
い
て
も
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
必
要
で
あ
り
、
従
前
の
消
費
者
被
害
防
止
の
た
め
の
教
育
に
加
え
、

「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
実
現
の
た
め
に
、
こ
れ
を
支
え
る
主
体
で
あ
る
「
消
費
者
市
民
」
を
育
成
す
る

教
育
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
�
消
費
者
庁
内
に
消
費
者
教
育
を
専
門
に
所
轄
す
る
部
署
を
設

置
し
、
消
費
者
庁
が
集
約
さ
れ
る
情
報
を
も
と
に
効
果
的
な
消
費
者
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
そ

の
内
容
を
学
校
教
育
に
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
�
学
校
教
育
の
単
一
教
科
と
し
て
「
消
費
者
市
民
社
会
」

と
い
う
科
目
を
設
け
、
十
分
な
時
間
を
か
け
て
教
育
す
る
こ
と
、
�
各
学
校
の
教
育
の
裁
量
を
尊
重
す
る

こ
と
な
ど
、
大
胆
な
構
造
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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第
１
消
費
に
関
す
る
情
報
と
消
費
者

１
消
費
者
の
８
つ
の
権
利
と
情
報

消
費
者
基
本
法
２
条
は
、
消
費
者
の
権
利
と
し
て
次
の
８
つ
を
あ
げ
る
１
。

�
基
本
的
需
要
が
満
た
さ
れ
る
権
利

�
健
全
な
生
活
環
境
が
確
保
さ
れ
る
権
利

�
安
全
が
確
保
さ
れ
る
権
利

�
自
主
的
・
合
理
的
な
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
権
利

�
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
権
利

�
教
育
の
機
会
が
提
供
さ
れ
る
権
利

�
意
見
が
消
費
者
政
策
に
反
映
さ
れ
る
権
利

�
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
権
利

８
つ
の
権
利
の
う
ち
、
�
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
権
利
が
、
消
費
者
の
情
報
に
関
す
る
権
利
を

直
接
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、「
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
」
に
格

差
が
あ
る
こ
と
（
消
費
者
基
本
法
１
条
）
に
鑑
み
て
消
費
者
が
事
業
者
（
や
事
業
者
団
体
等
）
か
ら
必

要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
や
事
業
者
に
関
連
す
る
情
報
や

消
費
者
政
策
に
関
す
る
情
報
を
有
す
る
行
政
か
ら
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
権
利
で
も
あ
る
２
。

ま
た
、
情
報
は
、
�
以
外
の
諸
権
利
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。

例
え
ば
、
�
安
全
が
確
保
さ
れ
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
商
品
の
安
全
に
関
す
る
情
報
や

事
故
情
報
が
適
切
に
消
費
者
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
の
消
費

者
に
よ
る
監
視
を
可
能
に
す
る
た
め
の
情
報
提
供
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
�
自
主
的
・
合
理
的
な
選

択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
様
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
消
費

者
の
商
品
選
択
の
た
め
に
、
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
や
事
業
者
・
生
産
者
に
関
す
る
情

報
が
、
適
切
に
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
�
意
見
が
消
費
者
政
策
に
反
映
さ
れ
る
権
利
が

保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
消
費
者
が
消
費
者
政
策
を
知
り
適
切
な
意
見
形
成
が
で
き
る
た
め
の
情
報
が
、

提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
�
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
権
利
が

保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
度
が
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
被
害
救
済
制
度
や
被
害

１
消
費
者
基
本
法
５
条
１
項
２
号
は
「
事
業
者
等
の
責
務
」
と
し
て
「
消
費
者
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を
明
確
か
つ
平
易
に
提
供
す
る
こ
と
」

を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
７
条
は
消
費
者
に
「
自
ら
進
ん
で
、
そ
の
消
費
生
活
に
関
し
て
、
必
要
な
知
識
を
習
得
し
、
及
び
必
要
な
情
報

を
収
集
す
る
等
自
主
的
か
つ
合
理
的
行
動
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
同
８
条
は
消
費
者
団
体
に
「
消
費
生
活
に
関
す

る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
意
見
の
表
明
、
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
」
等
の
活
動
に
努
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。

２
米
国
の
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
に
よ
る
「
消
費
者
の
利
益
保
護
に
関
す
る
大
統
領
特
別
教
書
（
１９
６２
年
）」
に
は
，
消
費
者
の
権
利
と
し
て
４

つ
の
権
利
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
	１
安
全
で
あ
る
こ
と
の
権
利
、
	２
知
ら
さ
れ
る
権
利
、
	３
選
択
す
る
権
利
、
	４
意
見
が
聞
き

届
け
ら
れ
る
権
利
（
な
お
，
１９
７５
年
に
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
に
よ
り
，
消
費
者
教
育
を
受
け
る
権
利
が
提
唱
さ
れ
た
と
の
こ
と
。）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
権
利
は
，
現
在
，
Ｃ
Ｉ
（
国
際
消
費
者
機
構
）
の
「
消
費
者
の
権
利
と
責
任
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
８
つ
の
権
利
に
そ
の
ま
ま
継

承
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
Ｃ
Ｉ
の
前
身
で
あ
る
Ｉ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
が
１９
６０
年
に
設
立
さ
れ
た
の
と
前
後
し
て
，
ケ
ネ
デ
ィ
が
掲
げ
た
消
費
者
の
権
利

の
中
に
「
知
ら
さ
れ
る
権
利
（
T
he
R
ig
ht
to
be
In
fo
rm
ed
）」
が
明
確
に
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
は
，
こ
の
こ
ろ
既
に
消
費
者
に
対
す
る
情

報
提
供
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
，
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

－
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救
済
事
例
等
に
関
す
る
情
報
が
、
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
情
報
は
、
消
費
者
の
権
利
の
重
要
な
前
提
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
消
費
者
の
権
利
を
実

質
化
す
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
で
も
あ
る
。
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
が
、
適
切
に
分
か
り
や
す
い
形

で
行
わ
れ
れ
ば
、
�
消
費
者
が
安
全
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
な
り
安
全
の
確
保
に
資
す
る
で
あ
ろ

う
し
、
�
消
費
者
の
自
主
的
・
合
理
的
選
択
も
行
い
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
�
消
費
者
の
意

見
形
成
も
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
�
被
害
救
済
制
度
の
利
用
も
促
進
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
情
報
提
供
の
担
い
手
と
情
報
提
供
の
手
段

�１
情
報
の
担
い
手

商
品
・
製
品
の
情
報
、
役
務
の
情
報
、
消
費
者
事
故
等
の
情
報
、
事
業
者
に
関
す
る
情
報
は
、
ま

ず
、
こ
れ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
者
が
も
っ
と
も
多
く
の
情
報
を
保
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
業

者
に
許
認
可
を
付
与
し
た
り
指
導
・
監
督
し
て
い
る
所
管
の
行
政
機
関
も
保
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
情
報
が
消
費
者
に
知
ら
さ
れ
る
た
め
に
は
、
事
業
者
な
い
し
は
行
政
が
そ
の
担
い
手
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
事
業
者
は
自
ら
の
商
品
・
製
品
・
役
務
に
関
し
て
有
利
な
情
報
は
積
極
的

に
公
表
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
不
利
な
情
報
は
必
然
的
に
控
え
め
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
こ
う
し
た
情

報
の
提
供
を
促
す
た
め
に
は
個
別
法
令
で
開
示
や
リ
コ
ー
ル
が
義
務
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
事
業
者
に
は
、
情
報
を
自
ら
に
有
利
な
形
で
提
供
す
る
誘
因
が
働
く
た
め
、
適
正
な
情
報
提
供

を
促
す
た
め
に
も
、
表
示
・
広
告
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
提
供
に
関
す
る
規
制
が
必
要
と
な
る
。
事

業
者
は
、
こ
う
し
た
制
度
を
前
提
と
し
て
、
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
を
行
い
、
ま
た
監
督
官
庁

等
へ
の
通
知
や
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

行
政
は
、
取
締
法
令
に
基
づ
い
て
事
業
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
通
知
や
報
告
を
受
け
、
あ
る
い
は
事

業
者
に
対
し
て
調
査
等
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
所
管
行
政
機
関
も
、
情
報
提
供
の
担
い
手
と
し

て
重
要
で
あ
り
、
Ｈ
Ｐ
や
報
道
発
表
を
通
じ
て
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
消
費
者
団
体
に
よ
る
優
良
企
業
の
公
表
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
情
報
公
開
に
積
極
的
で
は
な

い
地
方
公
共
団
体
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
つ
け
る
と
い
う
実
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
企
業
や
行
政
を
消

費
者
の
目
線
で
監
視
し
て
い
る
消
費
者
団
体
の
情
報
も
有
用
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
情
報

提
供
は
客
観
性
や
正
確
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
否
か
吟
味
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
と
し
て
の
情
報
（
悪
徳
商
法
の
手
口
や
法
律

の
基
礎
知
識
な
ど
）
な
ど
、
い
わ
ば
消
費
者
教
育
に
必
要
な
情
報
は
、
所
管
行
政
機
関
も
そ
の
担
い

手
と
な
り
う
る
が
、
む
し
ろ
、
消
費
者
団
体
や
専
門
家
な
ど
が
重
要
な
役
割
を
担
う
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
。

�２
情
報
提
供
の
手
段

情
報
提
供
の
手
段
は
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
格
差
、
並
び
に
、
情
報
の
受
け
手
の
理
解
に
と
っ
て
、

い
か
な
る
手
段
が
有
効
か
、
と
い
う
点
が
十
分
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
提
供
さ
れ

た
情
報
を
、
ま
ん
べ
ん
な
く
消
費
者
に
行
き
渡
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
で
き
る
限
り
広
範

囲
に
、
且
つ
多
様
な
手
段
で
情
報
が
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
公
開
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
は
お
ろ
か
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
国
民
も
多
々
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
高

齢
者
な
ど
は
、
相
対
的
に
見
て
そ
の
割
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

み
な
ら
ず
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
、
公
共
交
通
機
関
に
お
け
る
広
告
の
利
用
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
チ
ラ
シ
な
ど
を
利
用
し
た
情
報
提
供
、
と
り
わ
け
行
政
機
関
（
役
所
・
交
番
な
ど
）
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の
み
な
ら
ず
、
銀
行
や
郵
便
局
、
大
規
模
・
小
規
模
を
問
わ
ず
小
売
店
舗
な
ど
に
も
、
情
報
の
拠
点

の
よ
う
な
も
の
を
設
け
て
最
低
限
チ
ラ
シ
を
留
め
置
く
と
か
の
種
々
の
方
法
を
利
用
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
介
護
ヘ
ル
パ
ー
や
地
域
の
民
生
委
員
な
ど
を
通
じ
て
情
報
を
提
供
し
て
い
く

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
消
費
者
教
育
に
お
け
る
情
報
提
供
の
観
点
か
ら
は
、
出
前
講
座
を
活
用
し
た
り
（
高
齢
者

の
場
合
、
住
ま
い
の
近
く
に
お
茶
会
を
開
く
と
い
う
よ
う
な
気
軽
な
形
式
で
、
小
さ
い
単
位
で
情
報

を
届
け
る
）、
若
者
向
け
に
は
、
携
帯
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
最
近
の
ト
ラ
ブ
ル
事
例
を
紹
介
し
て
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
を
促
す
お
届
け
型
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
構
想
な
ど
を
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

第
２
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
法
規
制
と
情
報
提
供
の
意
義

１
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
と
情
報

�１
商
品
の
安
全
と
情
報

商
品
安
全
の
分
野
で
は
、
�
一
定
の
安
全
基
準
・
規
格
に
達
し
な
い
商
品
の
「
製
造
・
販
売
等
の

禁
止
」、
�
基
準
・
規
格
に
適
合
す
る
か
否
か
を
市
場
に
出
す
前
に
検
査
す
る
「
検
査
制
度
」、
�
商

品
が
一
定
の
規
格
や
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
表
示
制
度
」、
�
市
場
に
出
て
い

る
商
品
の
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
に
、
商
品
の
回
収
等
を
図
る
「
リ
コ
ー
ル

制
度
」、
�
「
事
故
情
報
収
集
・
公
表
制
度
」
な
ど
が
存
す
る
３
。
制
度
の
具
体
的
内
容
は
、
食
品
分

野
（
食
品
衛
生
法
・
食
品
安
全
基
本
法
等
）、
薬
品
分
野
（
薬
事
法
）、
製
品
分
野
（
消
費
生
活
用
品

安
全
法
・
家
庭
用
品
規
正
法
等
）、
住
宅
分
野
（
建
築
基
準
法
）
な
ど
、
分
野
に
よ
り
異
な
る
が
、

上
記
の
�
～
�
に
お
い
て
、
情
報
の
提
供
・
流
通
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
を
消
費
者
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
�
「
事
故
情
報
収
集
・
公
表
制
度
」
に
お
け
る
情
報
提
供

に
よ
り
、
事
故
情
報
を
迅
速
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
事
故
に
か
か
る
製
品
の
購
入
や
使
用
を
未
然
に

防
ぐ
こ
と
が
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
ま
ず
、
重
要
で
あ
る
４
。
こ
う
し
た
事
故
情
報
は
、
迅
速
に

収
集
・
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
行
政
か
ら
迅
速
か
つ
適
切
に
情
報
が
提
供
さ
れ
る

こ
と
は
も
と
よ
り
、
マ
ス
コ
ミ
や
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
積
極
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

�
「
リ
コ
ー
ル
制
度
」
は
、
い
っ
た
ん
市
場
に
出
回
っ
た
危
険
な
商
品
を
市
場
か
ら
回
収
す
る
制

度
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
リ
コ
ー
ル
情
報
が
的
確
に
消
費
者
の
元

に
届
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
信
頼
で
き
る
安
全
な
商
品
を
購
入
す
る
、
そ
の
商
品
選
択
を
行
う
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

消
費
者
は
�
「
表
示
制
度
」
に
基
づ
く
表
示
情
報
を
信
頼
し
て
、
商
品
選
択
を
行
う
こ
と
に
な
る
た

め
、
的
確
か
つ
分
か
り
や
す
い
表
示
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
表
示
情
報
に
基
づ
く
消
費
者
の
適

切
な
商
品
選
択
に
よ
り
、
誠
実
な
事
業
者
・
生
産
者
が
支
援
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
事
業
者
・
生
産
者

や
市
場
が
改
善
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

消
費
者
が
安
心
し
て
商
品
を
購
入
す
る
た
め
に
は
、
�
「
検
査
制
度
」
が
適
切
に
機
能
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
検
査
が
適
切
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
検
査
の
執
行
状
況
に
関
す

る
情
報
が
適
切
に
公
表
さ
れ
、
消
費
者
や
消
費
者
団
体
が
執
行
状
況
を
監
視
で
き
る
必
要
が
あ
る
。

３
な
お
、
野
口
貴
公
美
・
幸
田
雅
治
共
編
著
「
安
全
・
安
心
の
行
政
法
学
」
ぎ
ょ
う
せ
い
（
２０
０９
年
）
２６
１
頁
以
下
。

４
消
費
者
安
全
法
に
よ
り
、
事
故
情
報
収
集
・
公
表
制
度
は
消
費
者
庁
に
一
元
化
さ
れ
た
。
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�
「
製
造
・
販
売
等
の
禁
止
」
が
行
わ
れ
る
前
提
と
な
る
安
全
基
準
・
規
格
の
設
定
に
関
し
て
は
、

例
え
ば
食
品
分
野
で
は
、
食
品
安
全
委
員
会
に
お
い
て
リ
ス
ク
評
価
が
行
わ
れ
、
厚
生
労
働
大
臣
が

基
準
・
規
格
を
設
定
す
る
な
ど
の
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
が
、
こ
う
し
た
全
過
程
に
お
い
て
消
費
者
を

含
む
関
係
者
の
間
で
情
報
及
び
意
見
を
交
換
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
情
報
が
消
費
者
に
対
し
て
適
切
に
分
か
り
や
す
い
形
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
、

重
要
で
あ
る
。

�２
違
法
な
事
業
活
動
の
抑
止
・
消
費
者
被
害
の
防
止
と
情
報

違
法
な
事
業
活
動
を
抑
止
し
、
消
費
者
被
害
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
消
費
者
へ
の
情

報
提
供
は
重
要
で
あ
る
。

金
融
サ
ー
ビ
ス
・
投
資
サ
ー
ビ
ス
な
ど
一
定
の
事
業
を
行
う
た
め
に
は
登
録
や
許
可
等
が
必
要
で

あ
る
が
、
登
録
業
者
や
許
可
業
者
は
、
監
督
官
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

事
業
者
が
行
政
処
分
を
受
け
た
場
合
の
処
分
事
例
な
ど
も
、
監
督
官
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
参
照
し
や
す
く
な
り
、
ま
た
、
消
費
者
が
こ
う

し
た
情
報
を
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
条
件
が
で
き
て
い
け
ば
、
違
法
な
事
業
行
為
の
抑
止
・
消

費
者
被
害
の
防
止
に
、
一
定
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

わ
が
国
の
お
れ
お
れ
詐
欺
防
止
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
よ
う
に
、
マ
ス
コ
ミ
や
事
業
者
の
取
り
組
み

を
含
め
た
詐
欺
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
消
費
者
被
害
の
防
止
に
効
果
を
発
揮
す
る
。
な
お
、
詐
欺
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
O
E
C
D
消
費
者
政
策
委
員
会
が
、
効
果
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、
�
明
確
な
目
的
を
設
定
す
る
、
�
タ
ー
ゲ
ッ
ト
市
場
を
把
握

す
る
、
�
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
烙
印
を
外
す
、
�
各
機
関
を
連
携
さ
せ
る
、
�
民
間
セ
ク
タ
ー
を

活
用
す
る
、
�
メ
デ
ィ
ア
を
関
与
さ
せ
る
、
�
重
要
な
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
し
て
下
支
え
す
る
、
な
ど

を
指
摘
し
て
い
る
（「
詐
欺
に
関
す
る
消
費
者
情
報
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
関
す
る
報
告
書
」
２０
０５
年
１２

月
）５
。

食
品
偽
装
な
ど
事
業
者
の
内
部
で
行
わ
れ
る
違
法
行
為
は
、
消
費
者
の
目
に
は
見
え
に
く
く
、
こ

う
し
た
内
部
的
違
法
行
為
の
抑
止
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
や
監
督
官
庁
に
よ
る
監
督
行
政

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
間
食
品
偽
装
な
ど
が
摘
発
さ
れ
る
例
が
相
次
い
だ
が
、
こ
れ
ら
の

多
く
は
内
部
通
報
者
の
情
報
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
事
業
者
の
事
業
の

適
正
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
内
部
通
報
に
よ
る
情
報
提
供
の
役
割
は
大
き
い
が
、
公
益
通
報

者
保
護
法
に
よ
る
通
報
者
保
護
の
制
度
は
未
だ
不
十
分
で
あ
り
、
制
度
の
改
善
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
（
公
益
通
報
者
保
護
に
つ
い
て
は
、
第
３
部
・
第
３
章
・
第
７
）。

消
費
者
被
害
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
消
費
者
事
故
等
の
情
報
が
重
要
で
あ
る
が
、
消
費
者

安
全
法
に
よ
り
、
消
費
者
事
故
等
の
情
報
等
は
消
費
者
庁
に
一
元
的
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
消
費
者
事
故
等
の
情
報
が
複
数
の
省
庁
に
分
散
し
て
い
る
現
状
が
改
善
さ
れ
、
ま
た
、

消
費
者
庁
が
製
品
等
の
危
険
性
に
つ
い
て
「
注
意
喚
起
」
を
す
る
こ
と
等
も
定
め
ら
れ
た
（
詳
細
は

第
３
部
・
第
３
章
・
第
１１
）。
さ
ら
に
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
「
事
故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
が
、

２０
０９
年
度
中
の
利
用
開
始
を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
（
詳
細
は
第
３
部
・
第
３
章
・
第
１２
）。

２
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
と
情
報

消
費
者
が
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
選
択
で
き
る
た
め
に
は
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情

５
内
閣
府
の
H
P
ht
tp
:/
/w
w
w
．c
on
su
m
er
．g
o．
jp
/s
ei
sa
ku
/c
ao
/k
ok
us
ai
/o
ec
d２
．h
tm
l（
「
消
費
者
の
窓
」
の
「
内
閣
府
の
政
策
」

の
「
国
際
関
係
」
の
頁
か
ら
）
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報
が
適
切
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
規
制
緩
和
に
よ
り
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
多
様

化
し
た
現
在
、
消
費
者
へ
の
情
報
は
、
選
択
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
、
正
確
に
、
分
か
り
や
す
く
、

確
実
に
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
は
基
本
的
に
事
業
者
・
生
産
者
が
保
有
し
て
お
り
、
事
業
者
・
生

産
者
側
に
は
よ
り
高
く
よ
り
多
く
売
り
た
い
と
い
う
誘
引
が
働
き
が
ち
で
あ
り
、
他
方
、
消
費
者
に
は

容
易
に
事
業
者
の
提
供
す
る
情
報
が
適
切
か
ど
う
か
判
断
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
行
政
、
あ
る
い
は

事
業
者
団
体
や
消
費
者
団
体
が
、
基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
た
り
適
切
性
を
審
査
し
た
り
し
て
、

情
報
提
供
の
適
正
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

表
示
・
広
告
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
基
本
法
１０
条
が
「
表
示
の
適
正
化
」
を
国
の
責
務
と
し
て
定
め
、

さ
ら
に
個
別
の
法
令
に
よ
っ
て
も
表
示
や
広
告
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
取
引
に
お
け

る
適
正
な
選
択
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
条
件
や
契
約
内
容
に
関
す
る
表
示
・
広
告
に
つ

い
て
は
、
公
正
競
争
確
保
の
観
点
か
ら
、
独
占
禁
止
法
・
景
品
表
示
法
・
不
正
競
争
防
止
法
が
横
断
的

な
規
制
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
各
種
業
法
等
に
よ
っ
て
個
別
に
表
示
・
広
告
や
宣
伝
規
制
が
行
わ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
自
主
規
制
と
し
て
は
、
業
界
内
部
で
の
広
告
・
宣
伝
に
関
す
る
自
主
規
制
、
テ
レ
ビ
局
・
新

聞
社
・
出
版
社
等
の
広
告
・
宣
伝
媒
体
が
定
め
る
掲
載
基
準
、
日
本
広
告
審
査
機
構
（
JA
R
O
）
が
行

う
裁
定
に
よ
る
自
主
規
制
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
に
関
し
て
は
、
特
定
商
取
引
法
や
割
賦
販
売
法
等
に
お
い
て
所

定
の
取
引
に
書
面
交
付
義
務
が
定
め
ら
れ
、
金
融
商
品
や
商
品
先
物
取
引
等
の
投
資
取
引
の
分
野
に
お

い
て
も
書
面
交
付
義
務
や
説
明
義
務
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
消
費
者
に
情
報
提
供

が
行
わ
れ
る
。

な
お
、
事
業
者
情
報
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
含
ま
れ
て
い
る
ほ
か
、
前
記

の
と
お
り
、
登
録
業
者
・
許
可
業
者
等
の
情
報
や
行
政
処
分
に
関
す
る
情
報
等
が
監
督
官
庁
か
ら
行
わ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
情
報
提
供
等
に
関
す
る
規
制
等
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

消
費
者
は
こ
う
し
た
情
報
を
踏
ま
え
て
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
を
行
う
の
で
あ
り
、
提
供
さ
れ
る

情
報
が
誤
っ
て
い
た
り
適
正
で
な
か
っ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
消
費
者
が
企
図
し
た
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
不
測
の
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

３
消
費
行
動
と
市
場
や
社
会
の
改
善
・
発
展

�１
市
場
や
社
会
の
改
善
・
発
展
と
情
報

平
成
２０
年
版
国
民
生
活
白
書
は
、
次
の
と
お
り
指
摘
す
る
。

「
経
済
主
体
と
し
て
、
企
業
な
ど
か
ら
示
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
革
新
的
か
つ
費
用
に
比
べ
て

効
用
や
便
益
の
大
き
い
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
企
業
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行

動
に
よ
っ
て
消
費
者
・
生
活
者
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
競
争
と
公
正
な
市
場
が
生
ま
れ
、
個
々
の
企

業
の
競
争
力
、
そ
し
て
国
自
体
の
力
に
結
び
付
く
だ
ろ
う
。
次
に
、
社
会
を
変
革
し
て
い
く
主
体
と

し
て
の
消
費
者
・
生
活
者
の
役
割
も
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
社
会
の
問
題
解
決
、
困
窮
者

へ
の
支
援
、
そ
し
て
人
々
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
の
重
視
な
ど
社
会
的
価
値
行
動
が
高
ま
り
、
伝
播

し
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
大
き
な
う
ね
り
と
な
り
、
社
会
構
造
自
体
の
変
革
に
つ
な
が
ろ
う
。」

そ
し
て
、
社
会
的
価
値
行
動
の
例
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
地
域
活
動
と
と
も
に
、
社
会
的
責

任
投
資
・
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
・
環
境
配
慮
型
消
費
行
動
と
い
う
３
つ
の
消
費
行
動
を
あ
げ
て
い
る
。
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社
会
的
価
値
行
動
と
し
て
の
消
費
行
動
は
こ
の
３
つ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
広
く
、
労
働
者
の

人
権
や
途
上
国
の
人
々
の
人
権
を
顧
み
な
い
事
業
者
の
商
品
の
購
入
を
忌
避
し
た
り
、
逆
に
、
人
権

に
配
慮
し
た
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
の
商
品
を
指
示
し
て
購
入
す
る
消
費
行
動
な
ど
も
、
含
ま

れ
る
で
あ
ろ
う
。

消
費
者
の
消
費
行
動
が
、
こ
の
よ
う
に
社
会
的
な
影
響
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
消
費
者
の
行

動
の
判
断
の
前
提
と
な
る
情
報
が
、
消
費
者
に
対
し
て
適
切
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
が
誤
っ
て
い
た
り
、
適
切
で
な
い
と
き
に
は
、
消
費
者
が
自
ら
の
自

己
実
現
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
不
誠
実
な
事
業
者
・
生
産
者
が
選
択
さ
れ
、
誠
実

な
事
業
者
・
生
産
者
が
営
業
の
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
消
費

者
の
消
費
行
動
は
、
消
費
者
の
意
図
し
な
い
影
響
を
事
業
者
や
社
会
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。 特
に
、
消
費
者
が
、
環
境
保
護
や
人
権
擁
護
な
ど
一
定
の
社
会
的
価
値
の
実
現
を
求
め
て
消
費
行

動
を
行
う
場
合
、
当
該
社
会
的
価
値
の
実
現
に
関
す
る
情
報
提
供
が
誤
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
消
費

者
が
企
図
し
た
社
会
的
価
値
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
、
ま
た
は
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
適

切
な
情
報
提
供
は
、
消
費
者
が
消
費
行
動
を
通
じ
て
市
場
や
社
会
の
改
善
や
発
展
を
図
っ
て
い
く
に

際
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
前
提
と
な
る
。

�２
社
会
的
価
値
行
動
の
前
提
と
な
る
情
報

消
費
者
が
社
会
的
価
値
の
実
現
を
求
め
て
消
費
行
動
を
と
る
と
き
に
は
、
消
費
者
は
当
然
、
求
め

る
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
、
一
定
の
情
報
に
基
づ
い
て
一
定
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
環
境
保
護
と
い
う
社
会
的
価
値
の
実
現
の
た
め
に
、
環
境
に
や
さ
し
い
商
品
を
選
択
し

よ
う
と
す
る
場
合
、
消
費
者
は
商
品
や
企
業
等
に
関
す
る
情
報
と
と
も
に
、
環
境
に
関
す
る
情
報
を

適
切
に
享
受
し
、
環
境
保
護
に
関
し
て
認
識
を
持
つ
こ
と
が
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。
労
働
者
の
人
権

擁
護
で
あ
れ
ば
労
働
者
の
人
権
に
関
す
る
情
報
と
認
識
が
、
途
上
国
の
人
権
擁
護
で
あ
れ
ば
途
上
国

の
人
権
に
関
す
る
情
報
と
認
識
が
、
消
費
行
動
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
消
費
者
が
消
費
行
動
を
通
じ
て
社
会
的
価
値
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
他
方
に

お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
課
題
に
つ
い
て
の
情
報
や
認
識
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
情
報
の
提
供
・
流
通
・
享
受
は
、
民
主
主
義
一
般
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
消
費
者
が
、
消
費

行
動
を
通
じ
て
社
会
的
価
値
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
点
も
重
要
と
な
る
。

４
消
費
者
が
情
報
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
条
件

消
費
者
に
対
し
て
迅
速
に
正
確
か
つ
十
分
な
情
報
が
発
信
さ
れ
る
こ
と
が
、
ま
ず
、
必
要
で
あ
る
が
、

消
費
者
が
、
こ
う
し
た
情
報
を
有
効
に
活
用
で
き
る
た
め
に
は
、
な
お
、
次
の
よ
う
な
条
件
整
備
も
大

切
で
あ
る
。

�１
消
費
者
教
育
へ
の
取
り
組
み

ア
ど
れ
だ
け
迅
速
に
正
確
か
つ
十
分
な
情
報
が
流
通
し
て
も
、
消
費
者
の
側
が
こ
れ
を
巧
く
キ
ャ

ッ
チ
し
て
具
体
的
な
消
費
者
行
動
に
活
か
せ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
内
閣
府
に
お
い
て
も
、
成

人
期
の
消
費
者
の
場
合
、
製
品
安
全
面
で
は
「
商
品
の
欠
陥
等
で
事
故
・
危
害
に
あ
っ
た
時
に
被

害
救
済
の
制
度
・
機
関
を
活
用
で
き
る
」
こ
と
、
契
約
・
取
引
面
で
は
「
契
約
・
取
引
の
ト
ラ
ブ

ル
が
生
じ
た
と
き
に
、
消
費
者
の
た
め
の
法
律
・
制
度
を
活
用
し
た
り
、
相
談
機
関
に
相
談
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
安
心
し
て
契
約
・
取
引
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
協
力
し
て
必
要
な

取
り
組
み
が
で
き
る
」
こ
と
を
目
標
に
し
て
、
消
費
者
育
成
を
図
る
と
し
て
い
る
が
（
内
閣
府
「
消
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費
者
教
育
の
体
系
シ
ー
ト
」）
、
私
た
ち
は
、
日
頃
の
法
律
相
談
業
務
等
を
通
じ
て
、
現
在
の
一
般

的
な
消
費
者
の
意
識
、
知
識
が
、
こ
う
し
た
水
準
に
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
を
実
感
で
き
る
。

イ
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
消
費
者
被
害
救
済
の
制
度
・
機
関
や
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
法
律
制
度
・

相
談
機
関
が
分
か
り
に
く
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
消
費
者
教
育
に
ほ
と
ん
ど
焦
点

が
あ
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
消
費
者
教
育
の
体
系
や
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
も
十
分
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
担
い
手
の
絶
対
数
が
足
り
な
い
。
今
後
は
、
青
少
年

に
向
け
て
義
務
教
育
に
お
い
て
消
費
者
教
育
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
成
人
や
高
齢
者
に
向
け
た
消

費
者
教
育
の
充
実
が
急
が
れ
る
。

�２
消
費
者
行
動
の
展
開
を
可
能
に
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
必
要
で
あ
る

ア
十
分
な
知
識
と
関
心
を
備
え
た
消
費
者
と
い
え
ど
も
、
企
業
と
比
べ
た
場
合
の
情
報
格
差
、
経

済
格
差
、
交
渉
力
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
補
っ
て
、
消
費
者
の
声
を
社
会
に
反
映
す

る
た
め
に
は
、消
費
者
が
行
政
を
含
む
専
門
家
か
ら
容
易
に
助
言
や
支
援
を
受
け
ら
れ
た
り
、個
々

の
消
費
者
の
力
を
容
易
に
結
集
で
き
る
仕
組
み
や
体
制
作
り
が
必
要
で
あ
る
。

イ
し
か
し
、
現
状
に
お
い
て
は
、
消
費
者
は
、
誰
に
相
談
し
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
つ
ま

ず
き
、
何
と
か
窓
口
に
た
ど
り
着
け
た
と
し
て
も
、
各
組
織
、
団
体
、
専
門
家
間
の
横
の
つ
な
が

り
が
十
分
で
は
な
く
、
問
題
の
解
決
に
最
適
な
支
援
を
必
ず
し
も
受
け
ら
れ
て
い
な
い
。
消
費
者

に
対
す
る
専
門
家
の
助
言
・
支
援
体
制
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
個
々
の
消
費
者
の
力
を
結
集
し

て
大
き
な
パ
ワ
ー
に
変
換
す
る
仕
組
み
作
り
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
支
援
を
行
政
の
み
、
消

費
者
団
体
の
み
、
消
費
者
問
題
の
専
門
家
の
み
が
バ
ラ
バ
ラ
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
、
十
分
な
力

が
発
揮
で
き
な
い
か
ら
、
相
互
に
連
携
・
協
働
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

�３
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
が
、
消
費
者
行
動
を
通
じ
て
現
実
の
企
業
や
市
場
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
力
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
期
待
さ
れ
る
力
を
発
揮
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
�
消
費
者
が
迅
速

に
正
確
か
つ
十
分
な
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
消
費
者
の
周
り
に
存
在
す
る
情
報
の

壁
を
取
り
払
っ
て
情
報
流
通
を
促
進
す
る
こ
と
、
と
と
も
に
、
�
情
報
の
受
け
手
で
あ
る
消
費
者
の

教
育
を
充
実
す
る
こ
と
、
�
消
費
者
行
動
を
引
き
出
す
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

第
３
消
費
者
政
策
の
形
成
と
情
報

１
消
費
者
・
消
費
者
団
体
の
意
見
の
反
映
と
情
報

消
費
者
庁
・
消
費
者
委
員
会
の
発
足
に
よ
り
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
の
消
費
者
行
政
へ
の
参
加
と

監
視
は
、
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

消
費
者
・
消
費
者
団
体
の
消
費
者
政
策
へ
の
意
見
の
反
映
の
機
会
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

�
消
費
者
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
国
や
地
方
公
共
団
体
へ
の
委
員
等
と
し
て
の
参
加
。

�
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
へ
の
意
見
提
出
。

�
消
費
者
庁
・
消
費
者
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
機
関
へ
の
申
し
入
れ
や
意
見
書
の
提
出
。

�
国
会
議
員
や
地
方
議
会
議
員
へ
の
申
し
入
れ
や
意
見
書
の
提
出
。
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�
マ
ス
コ
ミ
へ
の
情
報
提
供
や
問
題
提
起
を
通
じ
た
意
見
の
反
映
。

�
消
費
者
運
動
等
に
よ
る
世
論
形
成
を
通
じ
た
意
見
の
反
映
。

こ
れ
ら
の
意
見
反
映
の
機
会
を
積
極
的
に
生
か
し
て
い
く
た
め
に
は
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
が
、

情
報
を
適
格
に
収
集
・
整
理
・
集
約
し
、
問
題
点
・
論
点
に
抽
出
し
、
現
場
情
報
等
の
具
体
的
情
報
と

と
も
に
、
情
報
を
提
供
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

２
行
政
情
報
の
活
用

消
費
者
や
消
費
者
団
体
に
お
け
る
情
報
提
供
に
い
た
る
一
連
の
作
業
の
中
で
、
現
在
で
は
、
行
政
情

報
を
有
効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

行
政
情
報
に
つ
い
て
は
、
各
省
庁
の
H
P
等
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
に
、
�
政
府
内
会
議
に
関
す
る
情
報
（
委
員
会
・
審
議
会
議
事
録

や
配
布
資
料
）、
�
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
そ
の
結
果
に
関
す
る
情
報
、
�
行
政
処
分
な
ど
の
監
督

行
政
情
報
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
�
事
故
情
報
、
�
消
費
者
啓
発
の
た
め
の
情
報
、
�
法
令
情
報
な
ど

も
、
公
開
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
に
比
し
て
、
行
政
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
消
費

者
・
消
費
者
団
体
に
お
い
て
、
そ
の
有
効
活
用
が
期
待
さ
れ
る
が
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
情
報
を
適
正

に
整
理
・
集
約
し
、
問
題
点
・
論
点
を
抽
出
し
て
、
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

３
現
場
情
報
の
活
用

消
費
者
政
策
に
関
し
て
、
現
場
の
問
題
や
状
況
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
整
理
・
集
約
し
、
消
費
者

政
策
の
企
画
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
消
費
者
関
連
立
法
の
過
程

で
は
、
事
件
当
事
者
の
声
を
は
じ
め
と
す
る
現
場
の
実
態
を
、
世
に
訴
え
、
国
の
機
関
等
に
持
ち
込
む

こ
と
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
６
。

第
４
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
消
費
者
団
体

１
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

�１
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

情
報
の
流
通
に
関
し
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�
社
会
を
映
す
鏡
と
し
て
の
事
件
・
事
故
を
通
じ
て
社
会
の
実
相
を
市
民
に
伝
え
る
。

�
市
民
の
自
衛
に
役
立
つ
情
報
を
伝
え
る
。

�
情
報
を
伝
え
、
予
防
、
鎮
圧
に
役
立
つ
よ
う
に
市
民
の
行
動
を
呼
び
起
こ
す
。

�
社
会
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
提
起
、
そ
の
解
決
を
促
す
。

�
市
民
に
よ
る
刑
事
司
法
の
監
視
を
可
能
に
す
る
。

上
記
は
、
飯
室
勝
彦
「
取
材
・
報
道
と
『
無
罪
推
定
の
原
則
』」
（
自
由
と
正
義
１９
９４
年
８
月
号
）

の
指
摘
で
あ
り
、
主
と
し
て
刑
事
事
件
に
関
す
る
報
道
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

消
費
者
問
題
に
関
し
て
も
、
そ
の
役
割
は
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
�
は
、
市
民
に
よ
る

行
政
や
事
業
者
の
監
視
を
可
能
に
す
る
、
と
読
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。）
「
メ
デ
ィ
ア
の
公
正
と

は
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
正
義
を
実
践
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
公
的
利
益
と
社
会
改
革
の
た
め
の

６
湯
浅
誠
「
反
貧
困
」
岩
波
新
書
（
２０
０８
年
）
１１
６
頁
は
、
貧
困
問
題
が
政
策
に
反
映
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
個
々
の
相
談

→
報
道
に
よ
る
社
会
化
→
国
会
質
疑
→
省
庁
に
よ
る
調
査
→
対
策
」
と
述
べ
て
い
る
。
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市
民
参
加
を
促
す
た
め
に
情
報
提
供
活
動
を
行
い
、
議
論
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る

と
の
の
指
摘
も
あ
る
７
。

ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
政
策
情
報
の
提
供
に
関
し
て
、「
メ
デ
ィ
ア
は
、
政
府
に
代
わ
っ
て
情

報
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
が
購
読
・
視
聴
す
る
情
報
と
い
う
観
点
か
ら
大
胆
に
整
理
し
、

本
質
を
突
い
た
情
報
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」「
も
と
も
と
の
複
雑
な
情
報
を
、
か

な
り
容
易
な
情
報
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
」「
報
道
記
者
は
、
取
材
に
よ
る
確
認
作
業
を
通

じ
て
公
衆
に
対
し
て
理
解
し
や
す
い
情
報
を
生
産
・
提
供
す
る
の
が
使
命
と
な
る
」
と
の
点
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
８
。

�２
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
と
世
論
形
成

地
球
温
暖
化
問
題
は
、
最
初
は
一
部
の
科
学
者
集
団
内
で
の
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
次
第

に
学
会
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
国
際
会
議
の
開
催
、
政
府
担
当
者
、
議
会
、
国
家
首

脳
、
産
業
界
、
市
民
団
体
な
ど
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
世
界
的
な
政
策
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
か
ら
、
全
世
界
の
世
論
を
形
成
す
る
に
至
る

過
程
で
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
ニ
ュ
ー
ス
雑
誌
な
ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
か

っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
９
。

上
記
は
、
環
境
問
題
に
お
い
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
に
対
し
て
議
題
設
定
を
行
い
世
論
形
成
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
例
で
あ
る
が
、
消
費
者
問
題
に
お
い
て
も
同
様
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
情

報
提
供
や
議
題
設
定
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
し
、
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
の
消
費
者
問
題
に
お
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
議
題
設
定
が
行
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
食
品
問
題
や
貧
困
問
題
等
に
お
い
て
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
詐
欺
防
止
な
ど
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、
お
れ
お
れ
詐
欺
の
被
害
防
止
な
ど
で
は
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
は
、
影
響
力
が
大
き
い
こ
と
か
ら
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

消
費
者
問
題
に
お
い
て
、
実
態
に
基
づ
い
た
問
題
を
抽
出
し
社
会
に
対
し
て
議
題
設
定
を
行
う
に

際
し
て
、
現
場
を
知
る
消
費
者
団
体
や
弁
護
士
等
の
専
門
家
の
果
た
す
役
割
は
、
大
切
で
あ
る
。
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
と
消
費
者
団
体
や
弁
護
士
等
の
専
門
家
の
連
携
や
情
報
交
換
が
、
今
後
、
ま
す
ま
す
重

要
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�３
消
費
者
運
動
と
報
道

市
民
運
動
と
報
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
環
境
保
護
運
動
に
関
し
て
、
環
境
保
護
団
体
の
活
動

と
報
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
日
刊
紙
２
紙
に
お
け
る
報

道
と
「
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」
の
活
動
の
関
係
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
�
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
に
よ
る
主

要
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
抗
議
行
動
に
伴
っ
て
報
道
の
両
が
増
加
し
、
環
境
問
題
に
関
す
る
「
議
題
設

定
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
�
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
保
護
団
体

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
地
位
を
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
�
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
活
動
や
報
告
書
の
提
出
が
、
国
会
で
の
審
議
、
政
府
の
環
境
白
書
の
発
表
、
国
際
会
議
の
開
催
、

条
約
更
新
な
ど
の
よ
う
に
大
き
な
政
治
的
イ
ベ
ン
ト
の
あ
っ
た
と
き
を
見
計
ら
っ
て
絶
妙
の
タ
イ
ミ

７
山
口
功
二
他
編
「
メ
デ
ィ
ア
学
の
現
在
〔
新
訂
〕」
世
界
思
想
社
（
２０
０７
年
）
２７
８
頁
。

８
水
上
慎
士
「
政
治
を
変
え
る
情
報
戦
略
」
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
（
２０
０９
年
）
８２
頁
。

９
山
口
功
二
他
編
「
メ
デ
ィ
ア
学
の
現
在
〔
新
訂
〕」
世
界
思
想
社
（
２０
０７
年
）
１７
８
頁
以
下
。
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ン
グ
で
行
わ
れ
る
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
１０
。

こ
う
し
た
例
は
、
消
費
者
運
動
と
マ
ス
コ
ミ
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
示
唆
を
与
え
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

�４
広
告
に
つ
い
て

広
告
に
つ
い
て
も
、
環
境
広
告
に
関
す
る
調
査
報
告
に
基
づ
い
て
、
市
民
が
抱
い
て
い
る
共
通
の

心
理
と
広
告
の
工
夫
に
関
す
る
報
告
が
あ
る
。
調
査
結
果
は
、
�
環
境
問
題
は
複
雑
で
分
か
り
に
く

い
と
市
民
は
考
え
て
い
る
の
で
、
分
か
り
や
す
い
広
告
を
工
夫
す
る
、
�
企
業
は
本
業
の
分
野
で
環

境
対
策
に
取
り
組
む
べ
き
と
市
民
は
考
え
て
い
る
の
で
、
本
業
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
訴
求
す
る
、
�

環
境
対
策
は
お
金
が
か
か
る
と
市
民
は
考
え
て
い
る
の
で
、
環
境
と
消
費
者
の
メ
リ
ッ
ト
を
同
時
に

訴
求
す
る
、
�
環
境
は
次
世
代
を
含
め
た
み
ん
な
の
問
題
と
市
民
は
考
え
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
や

多
数
の
人
々
を
登
場
さ
せ
る
、
�
謙
虚
で
さ
り
げ
な
い
表
現
で
な
け
れ
ば
市
民
は
う
さ
ん
く
さ
い
と

考
え
て
し
ま
う
の
で
、
謙
虚
に
さ
り
げ
な
い
表
現
を
工
夫
し
て
い
る
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
１１
。

２
消
費
者
団
体
の
役
割

消
費
者
団
体
に
は
、
�
消
費
者
被
害
の
救
済
、
�
消
費
者
相
談
、
�
消
費
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、

�
消
費
者
教
育
、
�
政
策
や
価
値
観
の
提
言
、
�
事
業
者
や
行
政
の
監
視
、
�
事
業
者
啓
発
、
	
事
業

者
・
行
政
と
の
協
働
等
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
が
、
消
費
者
団
体
が
こ
う
し
た
役
割
を
果
た

し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
情
報
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

特
に
、
現
場
の
情
報
を
政
策
形
成
過
程
に
提
供
す
る
役
割
、
消
費
者
へ
警
告
情
報
や
啓
発
情
報
を
伝

達
す
る
役
割
、
企
業
に
対
し
て
消
費
者
の
意
見
や
消
費
者
に
関
す
る
情
報
を
伝
達
す
る
役
割
な
ど
、
�

情
報
を
収
集
・
整
理
・
集
約
し
、
�
他
の
セ
ク
タ
ー
に
伝
達
・
公
表
す
る
役
割
が
、
注
目
さ
れ
る
。

第
５
小
括
～
消
費
者
庁
と
の
関
係
に
関
す
る
考
察
も
踏
ま
え
て

ア
適
切
な
情
報
の
提
供
（
情
報
流
通
の
促
進
）
こ
そ
が
、
消
費
者
が
具
体
的
且
つ
容
易
に
被
害
か
ら

の
回
避
行
動
が
取
り
得
る
最
善
の
手
段
で
あ
る
。
適
切
な
情
報
の
提
供
は
、
消
費
者
被
害
を
未
然
に

防
止
し
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
、
と
い
う
消
極
的
な
意
味
の
消
費
者
行
動
の
み
な
ら
ず
、
消
費

者
自
ら
意
思
決
定
し
、
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
積
極
的
な
意
味
で
の
消
費
者
行
動
の
基
礎
に
な
る
。

こ
の
点
、
消
費
者
は
、
情
報
の
偏
在
に
甘
ん
じ
て
依
存
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
状
況
か
ら
脱
却
す
る

必
要
が
あ
る
。
一
方
的
で
任
せ
き
り
の
情
報
の
提
供
は
、
消
費
者
を
誤
導
し
、
判
断
を
ゆ
が
め
る
お

そ
れ
が
あ
る
。

イ
信
頼
で
き
る
情
報
を
確
保
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
現
代
は
、
情
報
量
の
多
さ
、

情
報
伝
達
の
速
さ
、
情
報
媒
体
並
び
に
情
報
の
内
容
の
多
様
さ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
過
去
に
例
を

見
な
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
電
子
メ
ー
ル
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
事

が
進
め
ら
れ
て
い
く
テ
ン
ポ
は
、
昔
に
比
べ
て
格
段
に
早
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
一
人
一

人
が
す
べ
て
の
情
報
を
収
集
・
受
領
し
、
取
捨
選
択
し
判
断
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
こ

で
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
個
々
の
消
費
者
の
限
界
を
補
う
た
め
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
念
頭
に

置
い
た
情
報
提
供
の
道
を
探
る
必
要
が
あ
る
。

１０
山
口
功
二
他
編
「
メ
デ
ィ
ア
学
の
現
在
〔
新
訂
〕」
世
界
思
想
社
（
２０
０７
年
）
１８
１
頁
以
下
。

１１
山
口
功
二
他
編
「
メ
デ
ィ
ア
学
の
現
在
〔
新
訂
〕」
世
界
思
想
社
（
２０
０７
年
）
１８
５
頁
以
下
、
関
谷
直
也
「
環
境
は
『
広
告
』『
報
告
』
さ

れ
、『
ブ
ラ
ン
ド
』
と
『
P
ub
lic
R
el
at
io
n』
を
再
構
築
す
る
」（
「
情
報
学
研
究
」
第
７１
号
・
２０
０６
年
）。
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ウ
一
つ
に
は
こ
の
度
設
立
さ
れ
る
消
費
者
庁
が
、
消
費
者
の
た
め
に
適
切
な
情
報
を
提
供
し
、
事
業

者
の
活
動
を
監
視
し
、
不
適
当
な
活
動
を
是
正
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
、

今
般
成
立
し
た
消
費
者
庁
関
連
三
法
の
一
つ
で
あ
る
消
費
者
安
全
法
に
は
、
消
費
者
事
故
等
に
関
す

る
情
報
の
集
約
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
１２
条
以
下
）。
消
費
者
事
故
等
の
情
報
の
集
約
・
分

析
の
機
能
を
十
分
に
保
証
す
る
こ
と
こ
そ
が
消
費
者
庁
の
生
命
線
で
あ
り
、
こ
の
点
が
不
十
分
で
あ

る
と
、
消
費
者
庁
は
真
に
期
待
さ
れ
る
活
動
を
な
し
え
な
い
。
消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報
の
集

約
・
分
析
・
公
表
等
に
つ
い
て
多
く
の
附
帯
決
議
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
消
費
者
庁
の
消
費

者
被
害
に
関
す
る
情
報
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
に
対
す
る
期
待
の
表
れ
で
も
あ
る
。
ま
た
、
情
報
は

で
き
る
限
り
一
元
化
さ
れ
る
方
が
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
便
宜
で
あ
る
が
、
消
費
者
に
と
っ
て
有
用

な
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
情
報
集
約
機
能
を
消
費
者
庁
が
担
う
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

エ
消
費
者
行
動
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
情
報
の
入
手
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、「
情
報
こ
そ
が
命
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
情
報
が
適
切
に
提
供
さ
れ
れ

ば
、
消
費
者
は
自
ら
判
断
し
て
上
で
、
必
要
な
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
適
切

に
情
報
が
提
供
さ
れ
れ
ば
、
広
い
視
野
を
も
っ
た
市
民
が
だ
ん
だ
ん
と
増
え
て
い
き
、
そ
れ
が
消
費

者
行
動
を
活
性
化
さ
せ
る
原
動
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
深
く
切
り
込
ん
で
い
く
専
門
家
と

の
協
働
が
実
現
し
、
且
つ
、
消
費
者
行
動
を
広
く
知
ら
し
め
る
た
め
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
協
働
・

連
携
が
可
能
と
な
れ
ば
、
消
費
者
行
動
は
正
に
「
社
会
を
変
え
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
５
部
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費
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第
４
章

消
費
者
行
動

第
１
消
費
者
行
動
へ
の
期
待
の
高
ま
り

１
消
費
者
行
動
の
重
要
性

�１
消
費
者
行
動
と
は

ア
こ
の
２０
年
間
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
制
度
は
徐
々
に
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
当
初
は
、
行

政
に
よ
る
企
業
活
動
の
規
制
や
取
締
り
を
通
じ
て
反
射
的
に
消
費
者
が
保
護
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
が
、
徐
々
に
消
費
者
の
権
利
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
未
だ
不
十
分
と
は
い
え
、
消

費
者
の
被
害
救
済
の
制
度
の
構
築
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

イ
そ
し
て
近
年
で
は
、
消
費
者
は
、
保
護
の
主
体
、
権
利
の
実
現
を
訴
え
る
だ
け
の
存
在
か
ら
、

消
費
行
動
を
通
じ
て
現
実
の
企
業
や
市
場
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
力
を
持
っ
た
存
在
、
す
な
わ

ち
市
場
や
社
会
の
改
善
・
発
展
の
担
い
手
と
し
て
、
消
費
者
一
人
一
人
が
主
体
的
に
行
動
し
、
政

策
形
成
に
参
加
す
る
こ
と
や
消
費
行
動
や
社
会
的
活
動
を
通
じ
て
社
会
や
地
球
環
境
の
改
善
に
参

加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
消
費
者
教
育
が
一
層
充
実
し
、
消
費
に
関
す
る
情

報
が
適
切
に
提
供
さ
れ
れ
ば
、
消
費
者
が
、
消
費
行
動
や
社
会
的
活
動
を
通
じ
て
、
市
場
や
社
会

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
条
件
が
整
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
教
育
の
普
及
や
表
現
の
自

由
の
保
障
に
よ
り
、
国
民
の
政
治
的
な
意
識
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
国
民
の
消
費
者
と
し

て
の
意
識
が
高
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
消
費
行
動
や
社
会
的
活
動
が
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
行
動
は
消
費
者
に
だ
け
期
待
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
企
業
や
国

家
も
こ
れ
ら
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

�２
消
費
行
動
～
選
択
行
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動

ア
消
費
者
の
行
動
の
う
ち
最
も
身
近
な
も
の
は
消
費
行
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
消
費
者
の

購
買
力
や
行
動
力
に
は
限
り
が
あ
っ
て
も
、
一
人
一
人
の
消
費
者
が
主
体
的
に
行
動
し
、
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
大
き
な
流
れ
と
な
り
、
や
が
て
市
場
や
社
会
全

体
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
（
選
択
行
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動
）。
も
ち
ろ
ん
、
提
供

さ
れ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
、
消
費
者
一
人
一
人
が
き
ち
ん
と
ク
レ
ー
ム
を

申
し
出
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ク
レ
ー
ム
の
積
み
重
ね
が
、
事
業
者
に
改
善
を
迫
り
、

当
該
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
・
改
良
と
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

イ
こ
う
し
た
消
費
行
動
の
典
型
例
と
し
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
、
社
会
的
責
任
投
資
、
環
境
配
慮

型
消
費
行
動
な
ど
が
あ
る
１
。
そ
こ
で
は
、
消
費
者
が
単
に
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
・
価
格
の

優
劣
だ
け
で
な
く
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
や
企
業
行
動
の
あ
り
方
も
配

慮
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、
そ
う
し
た
選
択
行
動
が
や
が
て
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
市

場
や
社
会
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
エ
コ
カ
ー
、
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム

１
平
成
２０
年
版
国
民
生
活
白
書
３７
頁
以
下
で
は
、
市
民
が
社
会
的
価
値
の
実
現
に
貢
献
し
た
い
と
の
意
識
か
ら
社
会
に
働
き
か
け
、
社
会
の

発
展
、
改
善
、
変
革
に
影
響
を
与
え
る
行
動
を
「
社
会
的
価
値
行
動
」
と
表
現
し
て
い
る
。
社
会
的
価
値
の
実
現
を
社
会
的
行
為
で
図
ろ
う

と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
ほ
か
、
こ
れ
を
経
済
的
手
段
で
図
ろ
う
と
す
る
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
、
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）、
環
境

配
慮
型
行
動
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
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に
代
表
さ
れ
る
環
境
配
慮
型
製
品
の
開
発
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
企
業
も
こ
う
し
た
消
費
者
の
行

動
や
選
択
を
見
極
め
て
、
よ
り
望
ま
し
い
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
方
向
に
転
換
し
つ
つ
あ

る
。

ウ
消
費
行
動
（
選
択
行
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動
）
は
、
正
に
消
費
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
消
費
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
と
関
心
に
応
じ
て
、
何
時
で
も
一
人

で
も
気
軽
に
始
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
大
き
な
う
ね
り
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
必
要

な
情
報
提
供
、
消
費
者
教
育
、
動
機
付
け
な
ど
、
こ
う
し
た
動
き
を
促
進
す
る
た
め
の
工
夫
を
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

�３
社
会
的
活
動
～
社
会
的
行
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動

ア
消
費
者
の
行
動
に
は
社
会
的
活
動
、
す
な
わ
ち
消
費
者
が
連
帯
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

社
会
を
変
え
る
原
動
力
と
す
る
行
動
も
あ
る
（
社
会
的
活
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動
）。
現
代
社

会
に
生
起
す
る
労
働
問
題
、
社
会
保
障
問
題
、
貧
困
問
題
、
環
境
問
題
、
途
上
国
の
貧
困
問
題
等

の
様
々
な
課
題
に
お
い
て
、
消
費
者
や
消
費
者
団
体
が
、
消
費
者
運
動
を
通
じ
た
り
、
労
働
団
体

や
社
会
福
祉
関
連
団
体
、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域
活
動
と
連
帯
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全

体
を
改
善
す
る
取
り
組
み
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

イ
こ
れ
ま
で
も
消
費
者
は
、
社
会
的
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
是
正
を
求
め
て
力

を
合
わ
せ
連
帯
し
て
、
企
業
や
行
政
府
・
立
法
府
に
申
し
入
れ
を
し
た
り
、
司
法
判
断
を
求
め
た

り
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
企
業
や
社
会
に
対
し
働
き
か
け
て
き
た
し
、
こ
う
し
た
社
会
的
活
動
が
、

現
実
に
立
法
や
行
政
、
企
業
に
影
響
を
与
え
た
例
も
少
な
く
な
い
。
古
く
は
、
闇
カ
ル
テ
ル
を
め

ぐ
る
鶴
岡
灯
油
裁
判
に
見
ら
れ
た
消
費
者
団
体
の
活
躍
、
最
近
で
も
、
製
造
物
責
任
法
の
制
定
、

出
資
法
・
貸
金
業
法
や
特
定
商
取
引
法
・
割
賦
販
売
法
の
改
正
に
向
け
多
数
の
消
費
者
団
体
が
展

開
し
た
運
動
は
記
憶
に
新
し
い
。
特
に
、
出
資
法
・
貸
金
業
法
の
改
正
に
向
け
た
一
連
の
行
動
は
、

被
害
の
実
態
の
把
握
と
立
法
運
動
が
有
機
的
に
結
合
し
た
成
功
事
例
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
個
別

消
費
者
被
害
を
回
復
す
る
た
め
の
司
法
判
断
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
同
種
の
消
費
者
被
害
が
類

型
的
に
救
済
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
被
害
実
態
か
ら
見
て
事
後
的
な
司
法
救
済
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
っ
た
り
、
予
防
的
効
果
が
薄
い
場
合
に
は
、
よ
り
迅
速
な
被
害
回
復
や
被
害
の
一
般
予

防
を
図
る
べ
く
、
適
切
な
立
法
措
置
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
我
が
国
の
消
費
者
保
護
の
た

め
の
法
律
―
―
製
造
物
責
任
法
、
割
賦
販
売
法
・
特
定
商
取
引
法
改
正
、
出
資
法
・
貸
金
業
法
改

正
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
―
―
は
、
各
種
消
費
者
団
体
や
弁
護
士
会
の
運
動
が

大
き
な
推
進
力
と
な
っ
て
制
定
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
う
し
た
法
律
の
適
切
な
運
用
も

幅
広
い
消
費
者
運
動
が
支
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

ウ
こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
が
一
定
の
目
的
を
持
っ
て
連
帯
し
、
事
業
者
や
国
に
対
し
て
幅
広
い
行

動
を
起
こ
す
こ
と
も
、
安
全
で
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
大
き
な
力
に
な
る
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
団
体
訴
権
制
度
が
導
入
さ
れ
た
後
、
適
格
消
費
者
団
体
か
ら
消
費
者
契
約
約
款
中
の
不

当
条
項
の
改
廃
等
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
事
業
者
が
、
任
意
に
応
じ
る
事
例
も
増
え
て
き
た
。
こ

う
し
た
対
応
に
は
、
差
止
訴
訟
に
応
訴
す
る
場
合
の
コ
ス
ト
や
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
を
回
避
し
た
い

と
い
う
事
業
者
の
思
惑
以
外
に
、
こ
れ
か
ら
は
消
費
者
の
意
見
を
尊
重
し
て
い
く
の
が
企
業
の
本

来
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
の
経
営
方
針
の
転
換
が
見
て
取
れ
る
。
こ
う
し
た
消
費
者
の
利
益
を
代

表
す
る
適
格
消
費
者
団
体
を
通
じ
た
行
動
も
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
社
会
的
活
動
で
あ
り
、
今
後
大

い
に
活
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
、
消
費
者
が
連
帯
し
や
す
い
仕
組
み
作
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り
（
前
述
の
消
費
者
団
体
へ
の
様
々
な
援
助
、
後
述
す
る
消
費
者
間
の
情
報
の
流
通
促
進
な
ど
）、

連
帯
し
た
消
費
者
が
行
動
し
や
す
い
制
度
作
り
（
専
門
家
の
協
力
、
法
的
権
限
や
法
的
手
段
の
付

与
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
な
ど
）、
行
動
が
適
切
に
社
会
に
知
ら
れ
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
土

壌
作
り
（
効
果
的
な
情
報
発
信
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
協
働
な
ど
）
が
必
要
と
な
る
。

�４
適
切
な
緊
張
関
係
に
基
づ
く
協
働

ア
こ
れ
ま
で
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
が
、
消
費
者
被
害
を
防
止
し
、
被
害
を
救
済
す
る
た
め
様
々

な
運
動
を
展
開
し
、
必
要
な
制
度
の
創
設
や
法
規
制
を
求
め
て
き
た
中
で
、
と
き
に
消
費
者
・
消

費
者
団
体
は
企
業
・
行
政
と
鋭
く
対
峙
し
て
き
た
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
消
費
者

の
権
利
が
十
分
確
立
さ
れ
ず
、
権
利
実
現
の
た
め
の
制
度
や
武
器
も
不
十
分
な
状
況
で
、
消
費
者

に
と
っ
て
安
全
で
公
正
な
社
会
の
実
現
を
目
指
そ
う
と
す
れ
ば
、
自
ず
と
企
業
・
行
政
と
対
峙
す

る
こ
と
（
対
峙
型
行
動
）
が
必
要
で
あ
っ
た
。

イ
し
か
し
、
こ
う
し
た
対
峙
型
の
行
動
だ
け
で
な
く
、
消
費
者
が
企
業
・
行
政
の
施
策
に
積
極
的

に
参
加
・
協
力
し
て
い
く
こ
と（
参
加
型
行
動
）に
よ
っ
て
、
よ
り
適
切
な
解
決
が
図
ら
れ
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。

例
え
ば
、
製
品
の
リ
コ
ー
ル
の
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
リ
コ
ー
ル
情
報
を
素
早
く
社
会
の
隅
々
に

行
き
渡
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
が
参
加
・
協
力
し
て
多
重
的

な
情
報
発
信
を
す
れ
ば
、
よ
り
早
く
情
報
が
行
き
渡
っ
て
広
く
安
全
の
確
保
が
可
能
に
な
る
。
ま

た
、
企
業
の
自
主
行
動
基
準
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
制
定
や
評
価
に
あ
っ
て
は
、
消
費
者
団
体
が

企
業
に
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
行
っ
て
消
費
者
対
応
を
評
価
し
て
ラ
ン
ク
付
け
し
、
優
良
企
業
を
公

表
す
る
な
ど
の
行
動
を
と
る
こ
と
も
、
企
業
の
消
費
者
対
応
向
上
を
促
す
効
果
が
あ
る
（
実
際
、

適
格
消
費
者
団
体
の
１
つ
で
あ
る
消
費
者
支
援
機
構
関
西
は
２０
０７
年
及
び
２０
０８
年
に
公
正
な
市
場

を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
企
業
の
消
費
者
対
応
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
、
そ

の
結
果
報
告
書
を
作
成
し
、
優
良
と
評
価
さ
れ
た
企
業
を
公
表
し
て
い
る
。２
）。

ウ
消
費
者
庁
の
設
置
に
伴
い
、
消
費
者
安
全
法
に
基
づ
く
消
費
者
事
故
等
の
情
報
一
元
化
シ
ス
テ

ム
や
「
事
故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
の
整
備
が
図
ら
れ
る
と
し
て
も
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
か

ら
の
情
報
提
供
等
の
協
力
な
く
し
て
は
適
切
な
整
備
は
期
待
で
き
な
い
。
今
後
こ
う
し
た
分
野
に

お
い
て
も
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
の
積
極
的
な
参
加
・
協
力
が
求
め
ら
れ
る
。

第
２
「
消
費
者
市
民
社
会
」
の
基
盤

１
消
費
者
教
育
・
情
報
・
消
費
者
団
体
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

消
費
者
が
、
消
費
者
行
動
や
社
会
的
活
動
を
通
じ
て
、
そ
の
影
響
力
を
行
使
し
、
市
場
や
社
会
の
改

善
・
発
展
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
と
し
て
、
�
消
費
者
教
育
の
充
実
、
�

消
費
者
へ
の
情
報
提
供
・
情
報
の
流
通
、
�
消
費
者
団
体
の
活
動
の
充
実
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
が
重
要

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
中
で
、
�
消
費
者
教
育
の
充
実
は
第
２
章
で
、
�
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
・
情
報
の
流
通
に
つ

２
２０
０８
年
７
月
２６
日
、
長
野
市
で
行
わ
れ
た
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
社
団
法
人
消
費
者
関
連
専
門
家
会
議（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）

理
事
長
（
株
式
会
社
ミ
ズ
ノ
ア
ベ
ー
ル
取
締
役
社
長
）
の
藏
本
一
也
氏
は
、
消
費
者
支
援
機
構
関
西
の
実
施
し
た
「
企
業
の
消
費
者
対
応
評

価
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
積
極
的
に
評
価
し
、
消
費
者
団
体
や
国
、
地
方
公
共
団
体
が
優
良
企
業
を
評
価
し
、
表
彰
す
る
よ
う
な
制
度
の
必

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
４８
頁
）。

第
５
部
消
費
者
教
育
と
消
費
者
行
動
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い
て
は
第
３
章
で
述
べ
た
。
ま
た
、
�
消
費
者
団
体
の
活
動
の
充
実
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
し
て
、
消

費
者
団
体
に
関
す
る
部
分
は
第
２
部
の
第
３
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
消
費
者
団
体
以
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を
中
心
に
述
べ
る
。

２
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

�１
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
・
深
ま
り

ア
十
分
な
知
識
と
関
心
を
備
え
た
消
費
者
と
い
え
ど
も
、
企
業
と
比
べ
た
場
合
の
情
報
格
差
、
経

済
格
差
、
交
渉
力
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
補
っ
て
、
消
費
者
が
、
消
費
行
動
を
通
じ

て
現
実
の
企
業
や
市
場
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
力
を
持
っ
た
存
在
、
す
な
わ
ち
消
費
者
市
民
社

会
の
担
い
手
と
し
て
、
容
易
に
政
策
形
成
に
参
加
し
た
り
、
社
会
の
変
革
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
は
、
消
費
者
に
対
す
る
専
門
家
の
助
言
・
支
援
体
制
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
個
々

の
消
費
者
の
力
を
結
集
し
て
大
き
な
パ
ワ
ー
に
変
換
す
る
仕
組
み
作
り
が
必
要
で
あ
る
。

イ
消
費
者
市
民
社
会
の
核
と
な
る
消
費
者
市
民
の
周
囲
に
位
置
す
る
行
政
、
企
業
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

そ
の
他
の
消
費
者
団
体
は
、
こ
う
し
た
体
制
の
確
立
や
仕
組
み
作
り
に
向
け
て
、
消
費
者
を
め
ぐ

っ
て
相
互
に
連
携
・
協
働
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
広
げ
た
り
、
深
め
た

り
し
て
強
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
消
費
者
団
体
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、

第
２
部
の
第
３
章
で
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
消
費
者
行
政
を
め
ぐ
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
企
業
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
在
り
方
を
述
べ
る
。

�２
消
費
者
行
政
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ア
消
費
者
行
政
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
の
設
置
に
象
徴
さ
れ
る
国
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
が
、
実

際
に
消
費
者
と
日
常
的
に
接
し
、
消
費
者
目
線
の
行
政
を
実
施
で
き
る
地
方
の
「
現
場
力
」
は
貴

重
か
つ
よ
り
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
消
費
者
行
政
に
熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
む
行
政
職
員
の

養
成
、
最
前
線
の
「
現
場
」
を
支
え
る
相
談
員
の
質
・
量
の
向
上
と
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
な
待
遇

（
例
え
ば
、
更
新
制
で
は
な
く
常
勤
職
員
と
し
て
採
用
す
る
等
）
の
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
３
。

外
部
専
門
家
（
例
え
ば
弁
護
士
や
司
法
書
士
）
を
非
常
勤
の
相
談
員
と
し
て
充
て
る
の
も
一
方
策

で
あ
る
４
。

イ
も
っ
と
も
、
少
子
高
齢
化
社
会
や
地
方
の
過
疎
化
が
進
行
す
る
現
在
、
消
費
者
生
活
セ
ン
タ
ー

と
い
う
消
費
者
行
政
の
「
点
」
の
強
化
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
介
護
や
医
療
、
保
険
・
年
金
、

民
生
と
い
っ
た
関
係
部
門
と
の
連
携
強
化
、
交
通
・
Ｉ
Ｔ
弱
者
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
消
費
者
行
政

の
「
面
」
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
高
橋
加
代
子
氏
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
所
長
の

経
験
を
ふ
ま
え
、
�
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
防
止
事
業
の
強
化
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
等
の
高
齢
者
や
障
が
い
者
と
接
す
る
機
会
が
多
い
福
祉
関
係
者
に
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
知
識
も
収
得
し
て
も
ら
い
、
福
祉
の
現
場
で
ト
ラ
ブ
ル
を
察
知
し
て
、
消
費
生

活
者
セ
ン
タ
ー
と
協
働
し
て
解
決
し
て
い
く
）、
�
出
前
講
座
の
活
用
（
高
齢
者
の
場
合
、
住
ま

い
の
近
く
の
と
こ
ろ
に
お
茶
飲
み
サ
ロ
ン
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
小
さ
い
単
位
で
情
報
を
届
け

３
２０
０８
年
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
で
の
高
橋
加
代
子
元
長
野
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
所
長
の
発
言
（
同
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
２２
頁
）。

４
松
岡
勝
実
岩
手
大
学
教
授
は
、「
消
費
者
問
題
は
災
害
の
一
種
（
経
済
的
災
害
）
で
あ
る
か
ら
、
住
民
の
生
命
、
健
康
、
財
産
を
守
る
の

が
使
命
で
あ
る
地
方
自
治
体
は
こ
の
問
題
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
り
、
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
住
民
の
安

全
な
暮
ら
し
を
確
保
す
る
過
程
で
、
反
射
的
な
経
済
効
果
や
治
安
の
改
善
も
見
込
め
る
。
住
民
に
頼
り
に
さ
れ
る
よ
う
な
地
方
消
費
者
行
政

の
体
制
強
化
が
、
消
費
活
動
と
産
業
活
動
の
双
方
を
活
性
化
し
、
消
費
者
と
事
業
者
を
対
立
関
係
か
ら
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
の
関
係
へ
転
換
す

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。」
旨
指
摘
す
る
。

第
４
章
消
費
者
行
動
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る
）
や
若
者
向
け
に
は
、
携
帯
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
最
近
の
ト
ラ
ブ
ル
事
例
を
紹
介
し
て
、
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
を
促
す
お
届
け
型
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
構
想
、
�
出
張
相
談
構
想
（
過

疎
化
が
進
み
、
公
共
交
通
機
関
も
不
十
分
な
た
め
、
高
齢
者
と
か
障
が
い
者
等
の
元
へ
相
談
員
の

方
か
ら
出
向
い
て
相
談
す
る
制
度
）
を
提
言
す
る
５
。

ま
た
、
大
学
と
り
わ
け
各
地
方
の
中
核
大
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
教
育
や
研
究
、

地
域
社
会
へ
の
貢
献
、
高
齢
化
・
過
疎
化
社
会
に
お
け
る
若
者
の
定
着
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
６
。

ウ
消
費
者
庁
や
消
費
者
委
員
会
の
職
員
や
行
政
の
各
種
審
議
会
・
委
員
会
に
消
費
者
代
表
が
参
加

し
、
消
費
者
の
立
場
か
ら
の
政
策
提
言
や
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
こ
と
も
、
消
費
者
目
線
に
立

っ
た
行
政
を
実
現
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
全
国
で
各
種
審
議
会
の
委
員
に
就
任
し

て
い
る
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
（
日
本
生
協
連
）
の
組
合
員
が
集
ま
り
、
消
費
者
の
立
場
か

ら
積
極
的
に
地
方
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
し
た
り
、
発
言
し
た
り
す
る
た
め
の
研
修
会
を

行
い
情
報
交
流
を
図
っ
て
い
る
例
７
が
注
目
さ
れ
る
。

エ
振
り
込
め
詐
欺
や
投
資
被
害
事
件
等
に
お
い
て
、
早
期
に
加
害
者
を
捕
捉
し
、
同
種
被
害
の
一

般
予
防
や
被
害
回
復
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
警
察
に
よ
る
機
動
的
な
初
動
捜
査
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
加
害
者
が
業
者
間
を
渡
り
歩
い
た
り
、
手
を
変
え
品
を
変
え
て
詐
欺
的
商
法
を

繰
り
返
す
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
加
害
者
の
情
報
収
集
も
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
規

模
消
費
者
被
害
の
民
事
事
件
の
立
証
方
法
と
し
て
、
加
害
者
の
刑
事
事
件
で
提
出
さ
れ
た
証
拠
が

大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
暴
力
団
に
よ
る

民
事
介
入
暴
力
事
案
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
警
察
と
弁
護
士
・
自
治
体
と
の
連
携
、
情
報
交
換
も
積

極
的
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
８
。

�４
わ
が
国
に
お
け
る
企
業
の
社
会
的
責
任
（
C
SR
）
の
取
り
組
み
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ア
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）、
す
な
わ
ち
「
企
業
が
法
律
遵
守
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
民
、

地
域
及
び
社
会
を
利
す
る
よ
う
な
形
で
、
経
済
、
環
境
、
社
会
問
題
に
お
い
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ

た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
こ
と
。
ま
た
そ
の
結
果
を
主
体
的
に
公
表
し
、
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い

く
こ
と
。
倫
理
観
、
法
令
の
遵
守
、
人
間
性
の
尊
重
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
、
環
境
保
護
な
ど
を

基
礎
に
お
い
て
、
事
業
の
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
く
こ
と
。」
９
の
観
点
か
ら
企
業
活
動
を
展
開
す

る
企
業
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
企
業
が
社
会
的
責
任
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
は
、
第
１
、
１
で

検
討
し
た
消
費
者
の
消
費
行
動
（
選
択
行
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動
）
や
社
会
的
活
動
（
社
会
的

行
動
と
し
て
の
消
費
者
行
動
）
と
調
和
す
る
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
期
待
は
企
業
を
変
え
る
大
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
１０
，１
１
。
こ
の
点
、
社
団
法
人

５
前
出
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
４５
頁
。

６
松
岡
勝
実
准
教
授
の
指
摘
。
ま
た
、
樋
口
一
清
信
州
大
学
大
学
院
教
授
も
「
大
学
を
地
域
の
消
費
者
問
題
へ
の
取
組
み
の
中
に
位
置
づ
け

る
の
も
１
つ
の
案
」
と
指
摘
す
る
（
前
記
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
５０
頁
）。

７
２０
０８
年
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
で
の
品
川
尚
志
日
本
生
協
連
専
務
理
事
の
発
言
（
同
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
３９
頁
）。

８
政
府
の
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
は
、
行
政
庁
と
警
察
と
の
連
携
強
化
を
目
指
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
行
政
と
警

察
が
協
議
会
を
設
け
、
情
報
の
共
有
と
対
処
方
針
を
検
討
し
、「
特
に
悪
質
な
事
案
は
早
い
段
階
か
ら
警
察
と
連
絡
を
取
り
、
告
発
を
念
頭

に
対
応
を
検
討
す
る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

９
財
団
法
人
日
本
規
格
協
会
（
Ｊ
Ｓ
Ａ
）
に
よ
る
定
義
。

１０
２０
０８
年
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
で
の
藏
本
一
也
社
団
法
人
消
費
者
関
連
専
門
家
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
理
事
長
の
発
言
（
同
セ
ミ
ナ
ー

報
告
書
４０
頁
）。

１１
財
団
法
人
経
済
広
報
セ
ン
タ
ー
が
毎
年
公
表
す
る
「
生
活
者
の
”
企
業
感
”
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
集
計
結
果
は
、
消
費
者
の
企
業

第
５
部
消
費
者
教
育
と
消
費
者
行
動

－
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日
本
経
済
団
体
連
合
会
（
日
本
経
団
連
）
も
、
企
業
不
祥
事
の
防
止
の
観
点
か
ら
２０
０２
年
１０
月
、

「
企
業
行
動
憲
章
」
を
制
定
し
た
が
、
２０
０４
年
５
月
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
観
点
か
ら
同
憲
章
を
改
定

し
て
い
る
１２
。

イ
企
業
の
社
外
取
締
役
や
監
査
役
、
株
主
、
各
種
モ
ニ
タ
ー
に
消
費
者
代
表
が
就
任
、
参
画
し
、

消
費
者
の
立
場
か
ら
の
戦
略
提
言
や
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
こ
と
も
、
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
経
営
を
実
現
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
１３
。
ま
た
、
企
業
内
部
の
不
正
や
違
法
行
為
に
関
す

る
公
益
通
報
（
内
部
通
報
）
窓
口
を
整
備
し
、
そ
う
し
た
事
実
関
係
の
調
査
、
是
正
、
再
発
防
止

に
取
り
組
む
態
勢
の
整
備
も
重
要
で
あ
る
１４
。

ウ
消
費
者
と
企
業
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
や
仲
介
役
を
設
立
目
的
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
存

在
が
、
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
を
よ
り
円
滑
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
企
業
と
パ
ー
ト
ナ
ー

を
組
ん
で
従
来
の
行
政
や
企
業
が
見
過
ご
し
て
き
た
分
野
に
進
出
す
る
事
例
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

折
か
ら
の
経
済
活
動
の
低
迷
、
企
業
業
績
の
悪
化
、「
小
さ
な
政
府
」
へ
の
要
請
の
な
か
で
、
企

業
の
社
会
貢
献
は
、
企
業
戦
略
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
そ
の
重
要
性
が
増
加
し
て
い
る
一
方
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
は
公
共
の
担
い
手
と
し
て
の
期
待
が
集
ま
り
つ
つ
あ
る
。
行
政
、
企
業
及
び
Ｎ
Ｐ

Ｏ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
効
果
的
で
効
率
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
状
況

が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
、
今
後
、
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
実
践
方
法
の
一
つ
と
し
て
大
き
く
期
待
さ
れ
る
１５
。

ま
た
、
英
国
の
新
た
な
企
業
モ
デ
ル
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
利
益
会
社
（
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
制
度
も
参
考

に
な
る
１６
。

不
祥
事
に
対
す
る
反
応
を
見
る
た
め
の
資
料
と
し
て
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
消
費
者
支
援
機
構
関
西
（
Ｋ
Ｃ
’ｓ
）
が
公
表
す

る
「
企
業
の
消
費
者
対
応
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
も
あ
る
。

１２
同
憲
章
序
文
に
は
「
近
年
、
市
民
社
会
の
成
熟
化
に
伴
い
、
商
品
の
選
別
や
企
業
の
評
価
に
際
し
て
「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
：

C
or
po
ra
te
So
ci
al
R
es
po
ns
ib
ili
ty
）」
へ
の
取
り
組
み
に
注
目
す
る
人
々
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
児

童
労
働
・
強
制
労
働
を
含
む
人
権
問
題
や
貧
困
問
題
な
ど
に
対
し
て
世
界
的
に
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
企
業
に
対
し
て
も
一
層
の
取
り
組

み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
個
人
情
報
や
顧
客
情
報
の
適
正
な
保
護
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う
多
様
な
働
き
手

の
確
保
な
ど
、
新
た
な
課
題
も
生
ま
れ
て
い
る
。
企
業
は
、
こ
う
し
た
変
化
を
先
取
り
し
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
を
重
ね
つ
つ

社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
社
会
に
お
け
る
存
在
意
義
を
高
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
唱
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
２０
０２
年

改
定
の
経
緯
は
、
２０
０３
年
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
「
企
業
倫
理
を
問
う
P
ar
t�
」
報
告
書
（
中
島
茂
弁
護
士
〔
第
二
東
京
〕
の
講

演
）
に
詳
し
い
。

１３
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
株
主
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
株
主
代
表
訴
訟
の
提
起
や
公
益
通
報
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
取
り
組
み
が
あ
る
。
ま
た
、
同
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
の
提
言
に
よ
り
、
雪
印
乳
業
株
式
会
社
で
は
集
団
食
中
毒
事
件
後
の
２０
０２
年
、
前
全
国
消
費
者
団
体
連
絡
会
事
務
局
長
日
和
佐
信

子
氏
が
社
外
取
締
役
に
就
任
し
て
、「
雪
印
乳
業
行
動
基
準
」
を
策
定
す
る
等
し
、
同
社
の
改
革
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
（
日
和
佐
信

子
「
消
費
者
運
動
そ
し
て
雪
印
乳
業
社
外
取
締
役
へ
」
コ
ー
プ
出
版
）。

１４
雪
印
食
品
株
式
会
社
に
よ
る
牛
肉
の
産
地
偽
装
（
２０
０２
年
）、
東
京
電
力
株
式
会
社
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
の
点
検
デ
ー
タ
偽
造
（
２０
０２

年
）、
ミ
ー
ト
ホ
ー
プ
株
式
会
社
に
よ
る
食
肉
偽
装
（
２０
０７
年
）
等
の
不
正
行
為
が
、
企
業
関
係
者
に
よ
る
内
部
告
発
に
よ
っ
て
発
覚
し
、

こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
雪
印
食
品
や
ミ
ー
ト
ホ
ー
プ
の
よ
う
に
企
業
自
体
が
消
滅
し
た
ケ
ー
ス
も
記
憶
に
新
し
い
。
２０
０６
年
４
月
に
施
行
さ

れ
た
公
益
通
報
者
保
護
法
は
、
諸
外
国
の
法
制
に
比
べ
、
そ
の
適
用
範
囲
や
要
件
、
効
果
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
側
面
も

あ
る
が
、
で
き
れ
ば
企
業
外
部
へ
の
通
報
を
回
避
し
た
い
企
業
が
、
社
内
の
公
益
通
報
対
応
シ
ス
テ
ム
の
確
立
や
通
報
者
の
保
護
等
の
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
を
構
築
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
機
能
は
認
め
ら
れ
よ
う
（
中
原
健
夫
・
結
城
大
輔
「
公
益
通
報
者
保
護
法
が

企
業
を
変
え
る
」
５７
頁
）。

１５
榎
本
徹
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
用
ガ
イ
ド
」
１４
８
頁
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
ソ
ー
ス
研
究
会
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
ソ
ー
ス
」
７９
頁
。

１６
２０
０８
年
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
で
の
樋
口
教
授
の
発
言
（
同
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
１３
頁
）。
同
教
授
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
イ
ン
タ

レ
ス
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ブ
レ
ア
政
権
で
会
社
法
改
正
で
０５
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
会
社
制
度
で
、
国
が
株
式

会
社
な
ど
の
一
定
の
企
業
を
、
地
域
の
た
め
の
企
業
で
あ
る
と
認
め
て
、
利
益
・
資
産
の
処
分
制
限
や
エ
ク
イ
テ
ィ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
上

限
設
定
、
年
次
報
告
書
の
公
表
等
、
そ
の
活
動
に
一
定
の
ル
ー
ル
を
課
す
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
結
果
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
で
は
、
地
域
の
資
金
や
人

材
を
結
集
し
易
く
な
り
、
商
品
の
販
路
が
広
が
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
期
待
か
ら
、
す
で
に
全
英
で
２０
００
社
近
く
設
立
さ
れ
て
お
り
、
こ

う
し
た
英
国
の
例
の
よ
う
に
、
思
い
切
っ
て
発
想
を
変
え
て
、
地
域
の
社
会
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
再
構
築
す
る
中
で
、
消
費
者
運
動
を
位

第
４
章
消
費
者
行
動

－
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エ
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
が
進
ん
だ
企
業
を
正
当
に
評
価
し
、
良
い
意
味
で
差
別
化
す
る
こ
と
も
、

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
裾
野
を
広
げ
取
り
組
み
を
促
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
は
上
記
の

と
お
り
で
あ
る
１７
，１
８
。
ま
た
、
企
業
に
投
資
を
行
う
際
に
、
企
業
の
経
済
的
な
側
面
だ
け
で
は
な

く
企
業
が
果
た
し
て
い
る
社
会
的
責
任
も
考
慮
す
る
と
い
う
、
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
の

積
極
的
な
活
用
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
我
が
国
で
も
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る

企
業
は
、
リ
ス
ク
管
理
能
力
が
高
く
中
長
期
的
な
成
長
が
期
待
で
き
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
う

し
た
銘
柄
の
株
式
や
債
券
を
組
み
入
れ
た
投
資
信
託
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
フ
ァ
ン
ド
）
の
設
定
も
着
実
に
広

が
っ
て
い
る
１９
。

第
３
消
費
者
行
動
が
社
会
を
変
え
る

�１
消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
は
消
費
者
市
民
の
参
加
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
参
加
は

形
式
的
で
単
な
る
お
飾
り
で
終
わ
ら
ず
、
消
費
者
市
民
が
社
会
の
変
革
の
主
役
と
し
て
、
積
極
的
、

能
動
的
に
的
確
な
消
費
者
行
動
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
２０
。
必
要

な
情
報
や
教
育
を
得
て
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
た
消
費
者
市
民
は
、
市
民
社
会
の

一
員
と
し
て
、
自
ら
身
近
な
地
域
社
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
活
性
化
や
伝
承
や
場
合
に
よ
っ
て
は

再
生
の
担
い
手
と
な
っ
た
り
、
自
ら
ゴ
ミ
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
社
会
の
推
進
そ
の
他
の
地
球
環
境

を
意
識
し
た
生
活
行
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
地
球
環
境
の
保
護
に
寄
与
し
た
り
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
取
り

組
み
の
高
い
企
業
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
優
先
的
に
選
択
し
て
企
業
行
動
を
監
視
し
た
り
、
行
き
過

ぎ
た
市
場
主
義
の
ブ
レ
ー
カ
ー
と
な
っ
て
資
本
主
義
の
公
共
性
を
高
め
た
り
２１
、
公
職
選
挙
に
お
け

る
自
ら
の
１
票
が
社
会
を
変
革
す
る
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
を
自
覚
し
政
策
の
中
身
や
政
治
家
と
し

て
の
資
質
・
能
力
を
重
視
し
て
投
票
行
動
に
移
し
た
り
、
消
費
者
市
民
社
会
に
必
要
な
政
策
を
実
現

す
る
立
法
運
動
に
取
り
組
ん
だ
り
、
今
般
実
施
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
等
を
通
じ
て
我
が
国
の
司
法
に

参
加
し
た
り
す
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
や
行
政
、
市
場
、
企
業
行
動
、
我
が
国
の
立
法
、

置
づ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
重
要
と
指
摘
す
る
。

１７
２０
０８
年
日
弁
連
夏
期
消
費
者
セ
ミ
ナ
ー
で
の
藏
本
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｐ
理
事
長
の
発
言
（
同
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
４７
頁
）。
な
お
、
経
済
産
業
省
で
は
、

２０
０５
年
度
ま
で
実
施
し
て
い
た
「
消
費
者
志
向
優
良
企
業
等
表
彰
制
度
」
と
は
別
に
「
製
品
安
全
対
策
優
良
企
業
表
彰
制
度
」
を
２０
０７
年
度

か
ら
実
施
し
て
い
る
。

１８
民
間
団
体
に
よ
る
表
彰
制
度
と
し
て
は
、
朝
日
新
聞
社
主
催
の
「
朝
日
企
業
市
民
賞
」、
日
刊
工
業
新
聞
社
主
催
の
「
オ
ゾ
ン
層
保
護
・

地
球
温
暖
化
防
止
大
賞
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
政
府
は
「
フ
ー
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
環
と
し
て
、
食
品

企
業
の
食
の
安
全
・
安
心
へ
の
取
り
組
み
（
衛
生
管
理
、
原
材
料
の
調
達
過
程
で
の
安
全
確
認
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
緊
急
対
応
等
）
を

格
付
け
す
る
実
証
事
業
を
始
め
る
。

１９
高
巌
麗
澤
大
学
教
授
は
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
２０
０１
年
、
フ
ァ
ン
ド
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等
が
年
金
の
資
金
を
運
用
す
る
に
当
た
っ
て
倫
理
的
、
社

会
的
、
環
境
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
考
慮
に
入
れ
て
投
資
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
投
資
方
針
を
開
示
す
る
よ
う
年
金
法
が
改
正
さ
れ
た
結

果
、
年
金
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
こ
う
し
た
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
運
用
す
る
と
い
う
動
き
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
広
が
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
日
本
で
も
、
消
費
者
問
題
と
い
う
と
こ
ろ
も
考
慮
に
入
れ
て
運
用
先
を
決
定
し

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
も
開
示
し
な
さ
い
と
い
う
法
律
を
作
る
だ
け
で
年
金
運
用
を
通
し
て
消
費
者
問
題
の
解
決
等
に
役
立
て
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。」
旨
指
摘
す
る
。

２０
平
成
２０
年
版
国
民
生
活
白
書
３
頁
。

２１
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
は
「
自
由
競
争
が
社
会
を
破
壊
し
始
め
て
お
り
、
今
こ
そ
公
共
と
い
う
概
念
を
取
り
戻
す

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
消
費
者
と
し
て
は
、
制
限
の
な
い
自
由
な
市
場
は
効
率
を
良
く
し
繁
栄
を
も
た
ら
す
か
ら
と
て
も
魅
力
が
あ
る
。
し

か
し
、
社
会
の
一
員
で
あ
る
市
民
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
の
目
的
は
経
済
成
長
だ
け
で
は
な
く
、
市
場
に
支
配
さ
れ
な
い
し
っ
か
り

し
た
社
会
基
盤
、
公
共
性
を
再
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
市
場
は
人
々
の
生
活
を
よ
く
す
る
た
め
に
存
続
し
続
け
る
。」
旨
指
摘

す
る
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
「
マ
ネ
ー
資
本
主
義
（
最
終
回
）」
２０
０９
年
７
月
２０
日
放
送
）。

第
５
部
消
費
者
教
育
と
消
費
者
行
動
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行
政
並
び
に
司
法
作
用
、
さ
ら
に
は
国
際
社
会
に
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
社
会
的

責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
や
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
、
環
境
配
慮
型
消
費
行
動
と
い
っ
た
社
会
的
価
値
行
動

は
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
消
費
者
市
民
が
自
ら
積
極
的
、
能
動
的
に
選
択
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
２２
。

�２
消
費
者
の
多
種
多
様
な
行
動
は
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
着
実
に
社
会
や
地
球
環
境
の
改
善
に
効

果
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
。
過
去
の
様
々
な
消
費
者
行
動
の
実
例
は
、
こ
れ
ら
は
消
費
者
の
行
動
に
よ

っ
て
安
全
で
公
正
な
社
会
を
実
現
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
消
費
者
の
行
動
が
報
道

さ
れ
て
、
大
き
な
運
動
に
な
る
に
伴
い
、
企
業
や
行
政
府
・
立
法
府
は
こ
れ
を
無
視
で
き
な
く
な
っ

て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
企
業
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
対
策
、

情
報
の
開
示
な
ど
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
行
政
や
立
法
な
ど
は
必
要
な
法
整
備
や
法
執
行
の

実
現
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

正
に
、
消
費
者
行
動
が
「
社
会
を
変
え
る
」
の
で
あ
り
、
我
々
消
費
者
は
そ
の
持
て
る
力
の
大
き

さ
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
消
費
者
市
民
社
会
の
一
員
と
し
て
動
き
始
め
る
時
が
来
た
の
で
あ
る
。

２２
寄
本
勝
美
早
稲
田
大
学
教
授
は
、
日
本
と
ド
イ
ツ
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
「
日
本
の
消
費
者
の
ほ
う
が
環
境
問
題
を
め

ぐ
っ
て
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
だ
が
、
実
際
の
日
常
行
動
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
の
消
費
者
の
ほ
う
が
環
境
に
配
慮
し
た
生
活

や
行
動
を
し
て
い
る
人
が
、
か
な
り
の
差
で
多
く
な
っ
て
い
る
。」
と
指
摘
し
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
家
庭
教
育
や
責
任
意
識
の
違
い
に
加

え
、
ド
イ
ツ
で
は
ご
み
処
理
や
再
利
用
に
か
か
る
コ
ス
ト
の
負
担
が
重
い
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
（「
リ
サ
イ
ク
ル
社
会
へ
の
道
」
岩
波
新
書

１４
７
頁
）、
社
会
的
価
値
行
動
の
浸
透
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
。

第
４
章
消
費
者
行
動
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第
５
章

消
費
者
の
力
で
安
全
で
公
正
な
社
会
を

実
現
し
よ
う

目
次

１
消
費
者
問
題
の
現
状
か
ら
安
全
で
公
正
な
社
会
を
考
え
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
４

�１
規
制
と
ル
ー
ル
の
充
実
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
４

�２
被
害
救
済
制
度
の
充
実
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
４

�３
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
を
発
生
さ
せ
に
く
い
社
会
の
構
築
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
４

�４
社
会
を
支
え
る
た
め
の
諸
制
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
５

２
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
発
生
し
に
く
い
社
会
へ
の
接
近
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
５

�１
日
本
の
よ
う
な
消
費
者
被
害
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
北
欧
の
社
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
５

�２
「
共
生
社
会
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
６

�３
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
６

�４
持
続
可
能
な
社
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
７

�５
消
費
生
活
の
あ
り
方
を
考
え
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
７

３
消
費
者
が
つ
く
る
１０
年
後
、
２０
年
後
の
社
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４４
８

第 ５ 章

目
次

第
５
章

消
費
者
の
力
で
安
全
で
公
正
な
社
会
を
実
現
し
よ
う

１
消
費
者
問
題
の
現
状
か
ら
安
全
で
公
正
な
社
会
を
考
え
る

現
代
社
会
で
は
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
多
発
し
て
い
る
。
現
在
の
私
た
ち
の
社
会
は
、
残

念
な
が
ら
、
安
全
で
公
正
な
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

私
た
ち
は
、
消
費
者
被
害
の
な
い
安
全
で
公
正
な
社
会
を
実
現
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、

必
要
な
施
策
・
取
り
組
み
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

�１
規
制
と
ル
ー
ル
の
充
実

第
１
に
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
規
制
・
ル
ー
ル
づ
く
り
が
し
っ

か
り
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
基
調
報
告
書
の
第
３
部
で
み
た
と
お
り
、
各
分
野
に
お
い
て
、
規

制
・
ル
ー
ル
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
事
業
者
・
生
産
者
の
育
成
の
視
点
を
中
心

と
し
た
規
制
・
ル
ー
ル
か
ら
、
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
を
中
心
と
し
た
規
制
・
ル
ー
ル
へ
と
抜
本

的
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
従
来
の
産
業
分
野
に
応
じ
た
縦
割
り
行
政
で

は
、
消
費
者
・
生
活
者
の
視
点
を
中
心
に
す
え
た
規
制
・
ル
ー
ル
づ
く
り
は
困
難
で
あ
る
。
消
費
者

庁
・
消
費
者
委
員
会
を
基
点
と
し
て
、
全
省
庁
横
断
的
に
規
制
・
ル
ー
ル
づ
く
り
な
い
し
そ
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、
か
つ
法
の
執
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

規
制
緩
和
が
進
め
ら
れ
、
社
会
的
な
抑
止
力
も
十
分
で
な
い
中
で
、
規
制
の
脆
弱
な
分
野
で
消
費

者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
発
生
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
や
取
引
の
公
正

を
市
場
に
委
ね
る
だ
け
で
な
く
、
適
切
な
規
制
や
社
会
的
抑
止
力
の
強
化
に
向
け
て
、
国
や
地
方
自

治
体
に
は
、
責
任
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
制
・
ル
ー
ル
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
が
積
極
的

に
参
加
し
、
ま
た
、
監
視
を
し
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

�２
被
害
救
済
制
度
の
充
実

第
２
に
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
、
適
切
に
救
済
・
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
基
調

報
告
第
４
部
で
考
察
し
た
と
お
り
、
消
費
者
被
害
救
済
・
消
費
者
問
題
解
決
の
た
め
の
司
法
制
度
は
、

い
ま
だ
、
十
分
と
は
い
い
が
た
い
。
か
つ
て
の
事
前
規
制
や
監
督
に
よ
り
規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
時

代
に
お
い
て
も
、
消
費
者
被
害
救
済
の
た
め
に
、
裁
判
所
等
の
司
法
制
度
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
事
前
規
制
や
業
者
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
か
つ
、
技
術
革
新
や
国
際
化

な
ど
を
背
景
と
し
て
商
品
が
多
様
化
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
等
が
被
害
救
済
に
積
極

的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
観
点
か
ら
、
司
法

制
度
に
関
す
る
様
々
な
制
度
改
革
や
運
用
の
改
善
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
制
度
改
革
や
運
用
改
善
の
方
向
性
と
し
て
は
、
消
費
者
が
泣
き
寝
入
り
を
し
な
く
て
も

す
む
よ
う
に
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
が
制
度
を
利
用
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
し
、
ま

た
、
消
費
者
・
消
費
者
団
体
は
、
被
害
救
済
の
た
め
の
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
、
望
ま

れ
る
。

�３
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
を
発
生
さ
せ
に
く
い
社
会
の
構
築

第
３
に
、
社
会
の
あ
り
方
を
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
を
発
生
さ
せ
に
く
い
も
の
に
改
善
し

－
44
4
－

142



て
い
く
必
要
が
あ
る
。
現
状
に
鑑
み
る
と
、
消
費
者
教
育
の
充
実
に
よ
り
消
費
者
の
批
判
的
精
神
や

社
会
的
視
野
を
涵
養
し
て
い
く
こ
と
、
消
費
者
被
害
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
（
あ
る
い
は
被
害
の
拡

大
を
防
ぐ
た
め
、
ま
た
は
、
被
害
の
回
復
を
図
る
た
め
の
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
し
て
い
く
こ
と

が
、
き
わ
め
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

第
５
部
の
第
１
章
～
第
４
章
で
は
、
消
費
者
市
民
社
会
・
消
費
者
教
育
・
情
報
・
消
費
者
行
動
に

つ
い
て
み
て
き
た
。
消
費
者
市
民
社
会
は
、
欧
州
で
は
社
会
の
改
善
・
発
展
と
い
う
観
点
を
中
心
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
は
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
発
生
し
に

く
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

北
欧
に
お
い
て
は
、
日
本
の
よ
う
な
消
費
者
問
題
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
市
民
と
し

て
の
意
識
が
高
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が
り
が
強
い
な
ど
北
欧
の
社
会
の
あ
り
方
に
よ
る
と
こ
ろ

が
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
規
制
の
あ
り
方
や
被
害
救
済
の
あ
り
方
を
整
備
す

る
こ
と
が
な
お
重
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
私
た
ち
の
社
会
の
あ
り
方
を
、
消
費
者
教
育
の
充
実
や

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
な
ど
に
よ
っ
て
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
へ
の
耐
性
を
備
え
た
も
の
に
変

え
て
い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

�４
社
会
を
支
え
る
た
め
の
諸
制
度

第
４
に
、
消
費
生
活
に
か
か
わ
る
規
制
や
ル
ー
ル
を
実
効
あ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
社
会
の
あ
り

方
を
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
へ
の
耐
性
を
備
え
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
、
社

会
保
障
制
度
や
労
働
の
ル
ー
ル
等
の
社
会
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
来

社
会
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
消
費
者
問
題
の
分
野
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
下
支
え

な
く
し
て
は
、
規
制
・
ル
ー
ル
や
、
消
費
者
教
育
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
１
。

２
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
発
生
し
に
く
い
社
会
へ
の
接
近

今
後
の
課
題
の
う
ち
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
が
発
生
し
に
く
い
社
会
を
、
ど
の
よ
う
に
形
造

っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
消
費
者
教
育
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
重
要
と
考
え

ら
れ
る
が
、
い
ま
少
し
視
野
を
広
げ
る
観
点
か
ら
、
関
連
す
る
取
り
組
み
や
議
論
な
ど
に
つ
い
て
補
足

を
す
る
。

�１
日
本
の
よ
う
な
消
費
者
被
害
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
北
欧
の
社
会

こ
の
間
の
調
査
に
よ
り
、
北
欧
に
は
、
日
本
の
よ
う
な
消
費
者
被
害
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
北
欧
の
社
会
の
あ
り
方
が
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

北
欧
の
社
会
に
つ
い
て
は
、
�
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
、
�
社
会
保

障
制
度
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
社
会
不
安
や
将
来
へ
の
不
安
が
少
な
い
こ
と
、
�
人
を
育

て
る
教
育
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
、
�
市
場
へ
の
依
存
度
が
比
較
的
小
さ
い
等
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ

る
２
。

１
わ
が
国
で
は
、
社
会
保
障
制
度
が
脆
弱
で
労
働
の
ル
ー
ル
も
十
分
で
な
い
こ
と
を
背
景
に
、
生
活
の
た
め
に
詐
欺
的
商
法
に
手
を
染
め
た

り
す
る
若
者
や
、
将
来
の
生
活
不
安
の
た
め
に
投
資
詐
欺
の
被
害
者
と
な
る
高
齢
者
が
少
な
く
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

２
実
行
委
員
会
の
北
欧
調
査
団
に
よ
る
北
欧
の
社
会
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
●
か
つ
て
の
日
本
よ
う
に
、

地
域
の
中
で
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
近
所
付
き
合
い
が
盛
ん
で
、
地
域
の
共
同
体
が
保
た
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
地
域
に
つ
い
て

真
剣
に
考
え
、
民
主
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
風
が
強
い
。
●
子
ど
も
た
ち
は
教
育
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
違
っ
て
い
て
当
た

り
前
と
教
わ
り
、
自
分
た
ち
が
ど
う
生
き
る
の
か
、
真
剣
に
考
え
る
よ
う
、
徹
底
し
て
求
め
ら
れ
る
。
実
際
生
き
方
は
多
様
で
、
兵
役
が
あ

る
こ
と
も
あ
っ
て
若
者
が
会
社
に
入
る
年
齢
も
結
構
高
い
。
ま
た
大
学
を
出
て
か
ら
海
外
に
留
学
す
る
人
も
多
い
の
で
、
２５
歳
以
上
で
新
入

第
５
章
消
費
者
の
力
で
安
全
で
公
正
な
社
会
を
実
現
し
よ
う

－
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北
欧
の
社
会
は
、
厳
し
い
自
然
環
境
や
高
負
担
に
支
え
ら
れ
た
高
福
祉
国
家
で
あ
る
な
ど
、
わ
が

国
の
社
会
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
面
が
あ
る
が
、
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。

�２
「
共
生
社
会
」

北
欧
の
消
費
者
教
育
で
は
、「
共
生
」
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
共
生
」
は
、

自
然
と
の
共
生
や
他
者
と
の
共
生
を
指
す
。
社
会
の
あ
り
方
と
し
て
「
共
生
」
を
目
指
し
、
消
費
者

教
育
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
、
市
民
が
「
共
生
」
と
い
う
考
え
方
を
身
に
着
け
る

こ
と
は
、
消
費
者
被
害
や
消
費
者
問
題
の
防
止
に
も
資
す
る
面
が
あ
る
。

「
共
生
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
２０
０５
年
６
月
２９
日
に
内
閣
府
が
「
共
生

社
会
形
成
促
進
の
た
め
の
政
策
研
究
会
」の
報
告
書
を
公
表
し
て
い
る
。
同
報
告
書
は「
共
生
社
会
」

に
つ
い
て
の
考
え
方
を
整
理
し
て
い
る
が
、
共
生
社
会
を
、
�
各
人
が
、
し
っ
か
り
し
た
自
分
を
持

ち
な
が
ら
、
帰
属
意
識
を
持
ち
う
る
社
会
、
�
各
人
が
、
異
質
で
多
様
な
他
者
を
、
互
い
に
理
解
し
、

認
め
合
い
、
受
け
入
れ
る
社
会
、
�
年
齢
、
障
害
の
有
無
、
性
別
な
ど
の
属
性
だ
け
で
排
除
や
別
扱

い
を
さ
れ
な
い
社
会
、
�
支
え
、
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
す
べ
て
の
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
、
参
加
・

貢
献
す
る
社
会
、
�
多
様
な
つ
な
が
り
と
、
様
々
な
接
触
機
会
が
豊
富
に
見
ら
れ
る
社
会
、
と
い
う

５
つ
の
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
現
在
内
閣
府
は
、「
共
生
社
会
政
策
の
推
進
」
を
図
る
と
し
て
お

り
、
青
少
年
育
成
、
少
子
化
対
策
、
高
齢
化
対
策
、
障
が
い
者
施
策
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。

内
閣
府
の
共
生
の
議
論
は
、
政
策
課
題
で
あ
る
青
少
年
育
成
、
少
子
化
対
策
、
高
齢
化
対
策
、
障

が
い
者
施
策
等
の
政
策
課
題
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
共
生
」
は
、

主
と
し
て
他
者
と
の
共
生
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

消
費
者
問
題
と
の
関
連
で
は
、
青
少
年
や
高
齢
者
・
障
が
い
者
と
と
も
に
支
え
、
支
え
ら
れ
る
社

会
と
い
う
意
識
が
深
ま
り
、
広
が
っ
て
ゆ
け
ば
、
現
在
の
よ
う
に
若
者
や
高
齢
者
・
障
が
い
者
が
悪

質
な
業
者
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
る
こ
と
は
減
り
、
ま
た
、
若
者
や
高
齢
者
・
障
が
い
者
を
守
る
た

め
の
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
含
め
た
し
く
み
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
意
識
が
深
ま
り
、
広
が
っ
て
ゆ
け
ば
、
社
会
自
体
を
現
在
よ
り
も
よ
り
消
費
者
加
害
と
消

費
者
被
害
を
生
み
出
し
に
く
く
な
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�３
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

今
後
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
含
め
た
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
が
、

社
員
と
い
う
の
も
珍
し
く
な
い
。
●
自
分
で
主
体
的
に
選
択
す
る
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
持
つ
、
と
い
っ
た
消
費
者
教
育
は
、
歴
史
で

も
国
語
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
●
社
会
全
体
の
向
上
を
求
め
、
個
人
の
よ
い
生
き
方
を
追
求
す
る
、
そ
う
し
た
基
本
的
な
倫
理
観
の
養
成
に

つ
い
て
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ
り
、
宗
教
的
な
教
育
を
小
学
校
レ
ベ
ル
か
ら
経
験
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
●
個
人
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
何
で
も
個
人
の
せ
い
に
し
て
責
任
者
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
社
会
か
ら

抹
殺
し
て
み
ん
な
が
安
心
す
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
。
す
べ
て
、
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
。
●
福
祉
が
充
実
し
て
い

て
将
来
に
何
の
不
安
も
な
い
こ
と
が
、
社
会
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
ゆ
と
り
を
生
み
出
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
ま
た
、
午
前
８
時
か
ら
の

ワ
ー
キ
ン
グ
タ
イ
ム
が
終
わ
る
午
後
４
時
、
あ
る
い
は
そ
の
少
し
前
か
ら
皆
家
に
帰
り
は
じ
め
、
残
業
な
ど
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
と
し
な

い
、
と
い
う
こ
と
も
生
活
に
ゆ
と
り
も
も
た
ら
し
て
い
る
。
●
国
家
が
お
金
を
ど
う
使
う
か
が
国
民
の
生
活
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
を
実

感
し
て
い
る
の
で
、
国
家
、
官
僚
に
対
す
る
国
民
の
監
視
の
目
は
厳
し
い
。
た
だ
し
、
社
会
政
策
の
失
敗
に
つ
い
て
も
、
失
敗
し
た
官
僚
を

つ
る
し
上
げ
て
終
わ
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
最
大
の
努
力
を
し
て
失
敗
し
た
こ
と
に
は
す
ご
く
寛
容
で
、
む
し
ろ
失
敗
の
原
因

を
み
ん
な
で
糾
明
し
て
改
善
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
、
マ
ス
コ
ミ
も
市
民
も
考
え
て
い
る
。
●
社
会
に
と
っ
て
よ
い
こ
と
は
素
直
に
政
策
化

し
て
実
行
す
る
と
い
う
姿
勢
が
、
行
政
に
あ
る
。
市
民
も
そ
う
し
た
姿
勢
で
あ
る
。
●
テ
レ
ビ
の
番
組
で
、
社
会
問
題
等
に
つ
い
て
討
論
す

る
番
組
が
大
変
多
く
、
市
民
も
関
心
を
も
っ
て
見
て
い
る
。
●
も
っ
と
も
、
こ
こ
数
年
、
急
速
に
豊
か
さ
が
増
す
中
で
、
格
差
の
拡
大
や
個

人
主
義
的
傾
向
の
強
ま
り
な
ど
個
人
と
社
会
に
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
。
共
同
体
的
な
発
想
が
少
し
ず
つ
崩
れ
て
き
て
い
る
と
の
指

摘
も
あ
る
。

第
５
部
消
費
者
教
育
と
消
費
者
行
動

－
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こ
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
消
費
者
問
題
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
地
域
問

題
や
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ま
で
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
財
団
法
人
総
合
研
究
開
発
機
構
の
「
分
権
社
会
に
お
け
る
新
た
な
社
会
的

ア
ク
タ
ー
の
役
割
と
日
本
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
る
「
自

立
的
市
民
社
会
の
構
築
に
向
け
て
望
ま
れ
る
政
策
報
告
と
施
策
」３
と
い
う
提
言
が
あ
る
。
同
提
言
は
、

「
意
識
面
で
も
行
動
面
に
お
い
て
の
よ
り
自
立
的
で
主
体
的
な
市
民
層
を
拡
大
・
強
化
し
、
市
民
の

社
会
的
連
携
の
も
と
に
、
従
来
政
府
部
門
や
市
場
が
専
管
し
て
い
た
公
共
的
領
域
の
諸
活
動
に
も
参

加
し
て
い
く
と
い
う
政
治
・
社
会
状
況
へ
の
方
向
性
」
を
述
べ
た
う
え
、「
望
ま
し
い
政
策
方
向
と

施
策
」
と
し
て
、「
市
民
の
社
会
参
加
・
地
域
経
営
へ
の
参
加
促
進
」「
市
民
社
会
組
織
の
活
動
環
境

の
整
備
」「
市
民
情
報
化
の
た
め
の
知
的
支
援
機
構
の
整
備
」「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
と
創
造
」

「
E
C
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
活
用
に
よ
る
地
域
再
生
」
を
提
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
と
創
造
」
の
な
か
で
は
、「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
の
た
め
に

は
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
近
隣
自
治
組
織
の
再
生
ま
た
は
再
構
築
が
必
要
で
あ
る
」
等
と
述
べ
て

い
る
。

�４
持
続
可
能
な
社
会

消
費
者
の
消
費
の
あ
り
方
は
、
環
境
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
北
欧
の
消
費
者
教
育
で
は
、
持
続
可
能
な
社
会
４
，５
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
消
費
生
活
に

関
す
る
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
消
費
が
環
境
に
与
え
る
影
響
を
認
識
し
、
環
境
に
配
慮
し

た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
持
続
可
能
な
消
費
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
消
費
が
環
境
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
６
。

消
費
者
被
害
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
近
視
眼
的
な
消
費
行
動
で
な
く
、
広
く
個
々
の
消
費
が
社
会

的
に
ど
の
よ
う
な
中
で
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
社
会
に
及
ぼ
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
今

よ
り
も
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。そ
の
よ
う
に
な
れ
ば
、目
の
前
の
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
見
た
目
の
よ
さ
や
耳
障
り
の
よ
さ
に
惑
わ
さ
れ
る
お
そ
れ
も
減
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

�５
消
費
生
活
の
あ
り
方
を
考
え
る

２０
０９
年
９
月
１６
日
に
公
表
さ
れ
た
内
閣
の
基
本
方
針
で
は
、「
行
き
過
ぎ
た
市
場
中
心
主
義
」
へ

の
懸
念
が
示
さ
れ
、
ま
た
、「
経
済
的
合
理
性
の
み
を
評
価
軸
と
し
た
経
済
か
ら
、
人
間
の
た
め
の

３
神
野
直
彦
・
澤
井
安
勇
編
著
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
２５
１
頁
。

４
地
球
温
暖
化
、
生
物
種
の
多
様
性
の
喪
失
、
海
洋
の
汚
染
、
砂
漠
化
な
ど
地
球
規
模
に
お
け
る
自
然
環
境
の
汚
染
・
破
壊
の
問
題
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
１９
９２
年
、
国
連
の
主
催
に
よ
り
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
に
お
い
て
第
３
回
環
境
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
、

「
持
続
可
能
な
経
済
発
展
」
と
い
う
考
え
方
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。「
持
続
可
能
な
経
済
発
展
」
と
は
、
自
然
環
境
の
状
態
が
年
々
一
定
に

保
た
れ
、
自
然
資
源
の
利
用
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
の
も
と
に
行
わ
れ
、
し
か
も
、
消
費
、
生
活
の
パ
タ
ー
ン
が
動
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
最

適
、
か
つ
世
代
間
を
通
じ
て
公
平
な
経
路
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

５
経
済
活
動
が
最
終
的
に
は
、
個
人
の
消
費
や
生
活
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
経
済
発
展
が
持
続
可
能
な
も
の
で
あ
る

た
め
に
は
、
個
人
の
消
費
や
生
活
の
あ
り
方
が
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
大
量
生
産
大
量
消
費
の
経
済
活
動
の
拡
大
を
継
続
し
て
い

け
ば
、
自
然
資
源
の
枯
渇
や
自
然
環
境
の
汚
染
・
破
壊
に
よ
り
、
現
在
す
で
に
途
上
国
の
人
々
や
先
進
国
で
も
貧
困
層
を
中
心
に
甚
大
な
被

害
を
生
じ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
将
来
世
代
に
大
き
な
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
然
環
境
の
破
壊
・
汚

染
の
被
害
が
途
上
国
の
人
々
や
先
進
国
の
貧
困
層
に
し
わ
よ
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
と
し
て
の
持
続
可
能
性
が
問
題
と
な
る
お
そ
れ
も

あ
る
。

６
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
環
境
の
教
科
書
で
は
、
人
間
に
は
所
有
欲
求
と
存
在
欲
求
が
あ
る
と
教
え
て
い
る
。
存
在
欲
求
と
は
、
人
間
が
自
然
と

結
び
つ
き
た
い
、
人
間
と
人
間
が
結
び
つ
き
た
い
と
い
う
欲
求
の
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
工
業
社
会
は
存
在
欲
求
の
犠
牲
の
も
と
、
大
量
生

産
大
量
消
費
に
よ
り
自
然
を
む
さ
ぼ
り
、
所
有
欲
求
を
充
た
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
存
在
欲
求
と
い
う
高
次
の
欲
求
を
充
足
す
る
情
報
・

知
識
社
会
の
建
設
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
呼
び
か
け
て
い
る
。

第
５
章
消
費
者
の
力
で
安
全
で
公
正
な
社
会
を
実
現
し
よ
う
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経
済
へ
の
転
換
」
が
提
言
さ
れ
た
。

消
費
生
活
に
関
連
し
て
は
、
市
民
が
生
活
に
必
要
な
も
の
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
、
�
自
ら
の
手

に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
す
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
等
社
会
の
協
力
を
得
る
、
�
市
場
か
ら
買
い
求

め
る
、
�
公
的
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
、
な
ど
の
選
択
肢
が
あ
り
う
る
。
市
場
主
義
の
行
き
過
ぎ
、
経
済

効
率
の
偏
重
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
市
民
と
し
て
、
い
ま
い
ち
ど
、
生
活
の
な
か
で
ど
の
部
分
を
�

市
場
か
ら
買
い
求
め
る
こ
と
に
委
ね
る
の
か
７
，８
，９
、
ま
た
、
�
市
場
か
ら
買
い
求
め
る
場
合
に
も
、

利
己
的
な
利
益
だ
け
を
考
え
る
の
か
、
環
境
や
途
上
国
の
人
権
等
の
社
会
的
な
要
素
等
も
考
え
る
の

か
が
問
題
と
な
り
う
る
。

消
費
者
が
社
会
に
目
を
向
け
、
自
ら
の
消
費
生
活
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
う
し
た
点
は

重
要
な
観
点
と
な
る
。
ま
た
、
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問
題
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
こ
の
問

題
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

３
消
費
者
が
つ
く
る
１０
年
後
、
２０
年
後
の
社
会

消
費
者
が
つ
く
る
１０
年
後
、
２０
年
後
の
社
会
を
考
え
る
と
き
、
�
規
制
や
ル
ー
ル
の
整
備
を
求
め
る

こ
と
、
�
被
害
救
済
制
度
の
充
実
を
求
め
、
か
つ
活
用
し
て
い
く
こ
と
、
�
消
費
者
被
害
・
消
費
者
問

題
が
起
き
な
い
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
（
批
判
的
精
神
の
涵
養
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
充
実
な
ど
）、
及
び
�
労
働
の
ル
ー
ル
や
社
会
保
障
等
の
社
会
の
基
盤
の
整
備
が
、
課
題
と
な
る
。

消
費
者
市
民
社
会
は
、
個
人
が
消
費
者
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
、
市
場
や
社
会
の
改
善
・
発
展
に

積
極
的
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
社
会
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
基
盤
と
し
て
、
�
消
費

者
教
育
、
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
�
情
報
の
流
通
の
促
進
は
、
な
お
必
要
で
あ
る
。

消
費
者
は
、
社
会
的
影
響
力
を
持
ち
う
る
し
、
現
に
あ
る
程
度
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
影
響
力
の
一
部
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
消
費
行
動
を
行
う
こ
と
を
呼
び
か
け
た
い
。

ま
た
、
消
費
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社
会
的
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
社
会
に
問
題
提
起
を
し

た
り
、
消
費
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
活
動
へ
の
参
加

も
呼
び
か
け
た
い
。

こ
う
し
た
消
費
者
の
多
く
の
行
動
が
、
安
全
で
公
正
な
社
会
を
意
識
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な

社
会
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
と
き
、
消
費
者
の
力
に
よ
り
、
安
全
で
公
正
な
社
会
へ
一
歩
近
づ
く
こ
と

が
で
き
る
。

１０
年
後
、
２０
年
後
の
社
会
が
、
真
に
安
全
で
公
正
な
社
会
と
な
る
よ
う
、
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
動
き

始
め
よ
う
。

７
財
や
サ
ー
ビ
ス
は
、
�
私
的
に
獲
得
す
る
ほ
か
は
、
�
市
場
か
ら
得
る
か
、
�
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
�
に
よ
る
か
�
に

よ
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
の
も
の
か
、
購
買
力
に
応
じ
て
分
配
し
て
は
な
ら
な
い
生
活
に
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る

も
の
か
に
よ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
神
野
直
彦
「
地
域
再
生
の
経
済
学
」
・
２０
０２
年
・
中
公
新
書
・
１５
６
ペ
ー
ジ
）。

８
こ
の
点
に
関
し
て
、
社
会
的
共
通
資
本
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
社
会
的
共
通
資
本
は
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
共
通
の
財
産
と
し
て
、

社
会
的
な
基
準
に
従
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
も
の
で
、
自
然
環
境
、
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
、
制
度
資
本
（
教
育
、
医
療
、
金

融
、
司
法
、
行
政
な
ど
）
が
含
ま
れ
る
。
社
会
的
共
通
資
本
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
は
、
経
済
的
、
技
術
的
条
件
に
基
づ
く

の
で
な
く
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
が
基
本
的
権
利
の
充
足
と
い
う
点
で
ど
の
よ
う
な
役
割
、
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
依
存
し
て
、

社
会
的
、
文
化
的
観
点
か
ら
決
め
ら
れ
る
。

９
�
市
場
に
よ
る
供
給
が
、
�
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
供
給
の
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
市
場
に
よ
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
私
的
な
観
点
か

ら
管
理
運
営
さ
れ
、
ま
た
、
購
買
力
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
供
給
で
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
社

会
全
体
の
共
通
の
資
産
と
し
て
、
社
会
的
に
管
理
運
営
さ
れ
、
供
給
は
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
的
な
管
理
に
つ
い
て
、
何

ら
か
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
購
買
力
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
を
市
場
に
委
ね
る
と
き
に
は
、

購
買
力
の
な
い
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
市
民
と
し
て
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
市
場
に
ゆ
だ
ね
る

こ
と
は
、
市
民
と
し
て
の
協
力
を
得
に
く
く
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

第
５
部
消
費
者
教
育
と
消
費
者
行
動
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資
料
７
北
欧
調
査
報
告

■
消
費
者
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
部
会
・
北
欧
視
察
（
２０
０９
．６
．１

―５
）

（
訪
問
先
：
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）

【
視
察
の
目
的
】

北
欧
の
最
新
の
消
費
者
教
育
の
動
向
お
よ
び
消
費
者
行
政
や
消
費
者
団
体
の
活
動
を
実
地
調
査
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
今
回
の
視
察
は
行
わ
れ
た
。

【
日
程
】

◆
２０
０９
．
６
．
１

◎
午
前
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
ヒ
ア
リ
ン
グ

�
パ
ロ
ヨ
キ
教
授

�
雇
用
・
経
済
省
エ
バ
ァ
・
リ
サ
・
サ
ー
カ
ネ
ン
さ
ん

◎
午
後
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
消
費
者
協
会
ヒ
ア
リ
ン
グ

○
サ
ニ
ッ
カ
・
ト
ゥ
ル
ネ
ン
さ
ん
ほ
か
４
名

◆
２０
０９
．
６
．
２

◎
午
前

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
消
費
者
庁
）
訪
問

�
職
員
タ
ニ
ア
・
マ
ン
ト
ゥ
ラ
さ
ん
ほ
か

�
国
立
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
職
員

◎
午
後

保
証
財
団
T
ak
uu
―
Sä
ät
iö

○
リ
ー
ナ
・
ベ
ッ
コ
ー
ラ
さ
ん
ほ
か

◆
２０
０９
．
６
．
３
（
移
動
日
）

◆
２０
０９
．
６
．
４

◎
午
前
・
午
後

ノ
ル
ウ
ェ
ー
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
ハ
ウ
ス
訪
問
（
オ
ス
ロ
）

�
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
職
員
フ
ロ
ー
ド
・
エ
ル
ト
ン
さ
ん
ほ
か

�
消
費
者
委
員
会

�
国
立
消
費
者
研
究
所
（
SI
F
O
）

◆
２０
０９
．
６
．
５

◎
午
前
列
車
で
ハ
ー
マ
ル
へ
へ
ー
ド
マ
ル
ク
大
学
訪
問

�
子
ど
も
・
平
等
省
オ
レ
・
エ
ー
リ
ク
さ
ん

�
へ
ー
ド
マ
ル
ク
大
学
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ト
ー
レ
セ
ン
准
教
授
（
Ｃ
Ｃ
Ｎ
代
表
）

◎
午
後
ハ
ー
マ
ル
観
光

【
参
加
者
】

団
長

松
本
明
子
（
東
京
）

団
員

青
島
明
生
（
富
山
県
）

大
迫
惠
美
子
（
東
京
）

岸
田
和
俊
（
島
根
県
）

島
田

広
（
福
井
県
） －
54
0
－

白
石
裕
美
子
（
第
一
東
京
）

神
保
美
智
子
（
福
井
県
）

武
田
香
織
（
東
京
）

西
村
隆
男
（
横
浜
国
立
大
学
）

拝
師
徳
彦
（
千
葉
）

平
井
功
祥
（
香
川
県
）

平
澤
慎
一
（
東
京
）

森
川

清
（
東
京
）

横
山
哲
夫
（
東
京
）

（
５０
音
順
）

第
１
北
欧
の
消
費
者
教
育
概
要

１
北
欧
に
お
け
る
消
費
者
教
育
概
要

北
欧
は
消
費
者
教
育
の
先
進
国
で
あ
る
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
実
践
的
な
消
費
者
教
育
が
行
わ
れ
て
い

る
。 北
欧
の
消
費
者
教
育
で
は
６
～
１８
歳
の
生
徒
を
対
象
と
し
、
生
徒
の
自
主
的
判
断
、
批
判
的
意
識
、

消
費
者
の
役
割
に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
能
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
２０
００
）
で
は
、
家
計
、
消
費
者
の
権
利
と
責
任
、
広
告
と
影
響
力
、
消
費
と
環
境
・
倫
理
、
食
育
、

製
品
安
全
性
と
生
活
安
全
の
６
領
域
を
設
定
し
た
。
な
お
、
単
独
教
科
と
し
て
で
は
な
く
、
関
連
教
科

の
中
で
統
合
的
に
学
習
が
行
わ
れ
る
。

９４
年
に
は
閣
僚
協
議
会
の
支
援
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
E
ur
op
ea
n

N
et
w
or
k
of
C
on
su
m
er
E
du
ca
to
rs
）
が
設
立
さ
れ
た
。
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
グ
ラ
ダ
・
ヘ
ル
マ
ン

を
編
集
長
と
す
る
情
報
誌
N
ic
e ―
M
ai
lを
年
２
回
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
９５
年
に
は
、「
北
欧
諸

国
に
お
け
る
消
費
者
教
育
：
学
校
で
の
消
費
者
教
育
の
目
標
」
を
公
表
し
た
。

２０
０２
年
に
は
消
費
者
教
育
、
環
境
教
育
、
市
民
教
育
を
融
合
し
て『
消
費
者
市
民
教
育
』（
C
on
su
m
er

C
it
iz
en
sh
ip
E
du
ca
ti
on
）
の
発
展
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
際
会
議
が
開
か
れ
た
。
０３
年
５
月
に
２
回
目

の
会
議
が
リ
ス
ボ
ン
で
開
催
さ
れ
、
同
年
１０
月
に
は
ヘ
ー
ド
マ
ル
ク
大
学
を
拠
点
に
消
費
者
市
民
教
育

の
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
N
et
w
or
k
が
設
立
さ
れ
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

活
動
は
E
U
の
エ
ラ
ス
ム
ス
・
テ
ー
マ
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
教
育
・
研
究
省
、

子
ど
も
・
平
等
省
の
支
援
を
受
け
、
さ
ら
に
北
欧
を
超
え
、
世
界
３７
カ
国
１２
３
機
関（
U
N
E
SC
O
，U
N
E
P

を
含
む
）が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
を
続
け
て
い
る（
代
表
：
ヘ
ー
ド
マ
ル
ク
大
学
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ト
ー

レ
セ
ン
准
教
授
）。

２
Ｃ
Ｃ
Ｎ
に
よ
る
消
費
者
市
民
教
育
の
定
義

消
費
者
市
民
と
は
、
倫
理
、
社
会
、
経
済
、
環
境
面
を
考
慮
し
て
選
択
す
る
個
人
で
あ
る
。
消
費
者

市
民
は
家
族
、
国
家
、
地
球
規
模
で
思
い
や
り
と
責
任
を
持
っ
て
行
動
を
通
じ
て
、
公
正
で
持
続
可
能

な
発
展
の
維
持
に
貢
献
す
る
。（
C
C
N
，”
C
on
su
m
er
C
it
iz
en
sh
ip
E
du
ca
ti
on
G
ui
de
lin
e
vo
l．
１

H
ig
he
r
E
du
ca
ti
on
"）

消
費
者
市
民
教
育
と
は
今
日
の
社
会
に
機
能
し
て
い
る
も
の
に
関
連
づ
け
て
態
度
、
知
識
、
ス
キ
ル

を
取
り
込
む
学
習
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
球
社
会
に
お
け
る
共
同
の
生
命
に
対
す
る
責
任
を
果
た
し
て

い
く
と
同
様
に
、
個
人
の
能
力
を
、
自
分
自
身
の
生
活
を
経
営
す
る
の
に
役
立
た
せ
る
こ
と
を
目
的
と
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し
た
（
人
間
が
果
た
す
べ
き
）
義
務
に
関
す
る
学
習
で
あ
る
。
消
費
者
市
民
教
育
は
、
学
際
的
で
か
つ

（
教
科
横
断
的
な
）
ク
ロ
ス
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
学
習
で
あ
る
。（
同
上
）

３
消
費
者
教
育
の
テ
ー
マ

消
費
者
教
育
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
２０
００
）
は
、
北
欧
諸
国
（
北
欧
４
カ
国
に
エ
ス
ト
ニ
ア
を
含
む
）
エ

ス
ト
ニ
ア
グ
ル
ー
プ
と
し
て
２０
０９
年
に
改
訂
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
２
つ
の
主
要
な

柱
（
共
通
テ
ー
マ
）
と
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
関
す
る
能
力
」
お
よ
び
「
持
続
可
能
な
消
費
に
関

す
る
能
力
」
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
共
通
テ
ー
マ
に
加
え
て
「
家
計
管
理
」「
消
費
者
と
し
て
の

権
利
と
責
任
」「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
広
告
メ
デ
ィ
ア
」「
家
庭
の
管
理
と
参
加
」
の
４
領
域
を
加
え
た

６
領
域
を
学
習
テ
ー
マ
と
し
て
構
成
し
て
い
る
（
資
料
２
）。

�
持
続
可
能
な
消
費
に
関
す
る
能
力
：
個
人
の
消
費
と
日
々
の
選
択
が
持
続
可
能
な
発
展
に
及
ぼ
す

短
期
、
長
期
の
影
響
を
評
価
で
き
る
能
力

�
メ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
関
す
る
能
力
：
個
人
の
選
択
、
メ
デ
ィ
ア
と
技
術
の
利
用
の
み
な
ら
ず
、
新

た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
ふ
れ
る
現
代
社
会
で
十
分
な
批
判
能
力
と
責
任
を
持
っ
て
行
動
で
き
る

能
力

�
家
庭
の
管
理
（
H
om
e
m
an
ag
em
en
t）
と
参
加
：
家
庭
を
管
理
し
、
日
常
生
活
を
倫
理
的
、
合

理
的
に
経
営
す
る
能
力

�
家
計
管
理
（
P
er
so
na
l
F
in
an
ce
）
：
経
済
生
活
に
関
す
る
情
報
を
得
て
、
利
用
す
る
能
力
、
資

源
を
経
済
的
に
利
用
し
、
家
計
を
管
理
で
き
る
能
力

�
消
費
者
の
権
利
と
責
任
：
消
費
者
が
自
分
の
権
利
と
責
任
を
意
識
す
る
こ
と
。
異
な
る
種
類
の
商

品
の
安
全
性
と
品
質
を
評
価
す
る
こ
と
を
学
ぶ
能
力
と
、
商
品
に
対
す
る
警
告
な
ど
を
有
益
な
情
報

を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
能
力

�
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
広
告
メ
デ
ィ
ア
：
批
判
的
で
責
任
あ
る
消
費
者
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
見
て
、

広
告
に
よ
る
説
得
に
向
か
い
あ
え
る
能
力

（
西
村
隆
男
）

第
２
視
察
の
概
要
お
よ
び
感
想

１
消
費
者
教
育
関
係

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
の
パ
ロ
ヨ
キ
教
授
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
消
費
者
市
民
教
育
の

提
唱
者
で
Ｃ
Ｃ
Ｎ
代
表
の
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ト
ー
レ
セ
ン
准
教
授
か
ら
、
北
欧
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の

内
容
や
方
法
に
つ
い
て
聴
取
し
た
（
上
記
第
１
参
照
）。

消
費
者
市
民
教
育
の
内
容
と
し
て
、「
持
続
可
能
な
消
費
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
関
す
る
能
力
」

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
市
民
は
、
批
判
的
に
考
え
積
極
的
に
行
動
し
、
持
続
可
能
な
社
会
に
実

現
の
た
め
に
責
任
を
果
た
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
各
学
校
の
教
育
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
コ
ア
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
現
場
主
導
で
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
他
、
両
国
と
も
、
行
政
機
関
や
消
費
者
団
体
に
お
い
て
、
充
実
し
た
消
費
者
教
育
の
た
め
の
教

材
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

２
消
費
者
行
政
組
織
・
消
費
者
団
体

北
欧
は
消
費
者
行
政
が
充
実
し
て
お
り
、
市
民
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
雇
用
・
経
済
省
が
消
費
者
問
題
を
所
轄
し
、
そ
の
下
に
評
議
会
や
消
費
者
庁
が

資
料
編
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設
置
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
被
害
は
少
な
い
よ
う
で
あ
り
、
消
費
者
相
談
セ
ン
タ
ー
と
い
う
消
費
者
の

相
談
を
受
け
付
け
る
機
関
が
あ
る
が
、
消
費
者
か
ら
の
指
摘
を
受
け
て
業
者
が
自
主
的
に
解
決
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
消
費
者
委
員
会
が
組
織
が
異
な
る
も
の
の
同
じ
建
物
内

に
あ
り
、
関
係
が
深
い
。
そ
の
他
、
国
立
消
費
者
研
究
所
と
い
う
組
織
が
あ
り
、
消
費
者
の
利
益
の
た

め
に
商
品
に
関
す
る
調
査
や
レ
ポ
ー
ト
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

３
感
想

北
欧
で
は
消
費
者
の
保
護
が
十
分
な
さ
れ
た
う
え
で
、
消
費
者
が
「
持
続
可
能
な
消
費
」（
Su
st
ai
n-

ab
le
C
on
su
m
pt
io
n）
に
配
慮
し
な
が
ら
消
費
行
動
を
行
い
、
消
費
を
通
じ
て
社
会
に
参
加
す
る
こ

と
が
な
さ
れ
て
い
る
。

高
福
祉
社
会
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
人
口
の
違
い
な
ど
、
我
が
国
と
直
ち
に
同
一
に
考
え
ら
れ

な
い
が
、
環
境
や
弱
者
に
配
慮
し
な
が
ら
、
消
費
者
が
社
会
の
変
革
主
体
と
し
て
行
動
し
て
い
く
社
会

と
い
う
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
参
考
に
な
る
。

４
そ
の
他

本
視
察
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
基
調
報
告
本
文
の
「
消
費
者
教
育
」
部
分
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

報
告
書
は
別
途
作
成
予
定
で
あ
る
。

（
平
澤
慎
一
）
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～
「
消
費
者
市
民
社
会
」
に
向
け
て
の
教
育
～

20
09

.1
1.

5
平
澤
慎
一

澤
慎

1

１
９
９
５
年
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

「
北
欧
諸
国
の
消
費
者
教
育
」
完
成

「
北
欧
諸
国
の
消
費
者
教
育
」
完
成

２
０
０
０
年
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
訂

２
０
０
９
年
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
再
改
訂

２
０
０
９
年
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
再
改
訂

ど
も

実
践
的
な
消
費
者
教
育

子
ど
も
の
頃
か
ら
実
践
的
な
消
費
者
教
育

生
徒
の
自
主
的
判
断
、
批
判
的
意
識
、
消
費
者
の
役
割
に
積

プ
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
能
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

2

消
費
者
教
育
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
20
00
）
６
領
域
を
設
定

◦
①
家
計

◦
①
家
計

◦
②
消
費
者
の
権
利
と
責
任

◦
③
広
告
と
影
響
力

③
広
告
と
影
響
力

◦
④
消
費
と
環
境
・
倫
理

◦
⑤
食
育

⑤
食

◦
⑥
製
品
安
全
性
と
生
活
安
全

関
連
教
科
の
中
で
の
統
合
的
な
学
習

3

２
つ
の
主
要
な
柱
（
共
通
テ
ー
マ
）

◦
①
「
メ
デ
ィ
ア
と
技
術
テ
ク
ノ
ロ
ジ
に
関
す
る
能
力
」

◦
①
「
メ
デ
ィ
ア
と
技
術
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
能
力
」

◦
②
「
持
続
可
能
な
消
費
に
関
す
る
能
力
」

学
習
領
域

◦
①
家
計
管
理

①
家
計
管
理

◦
②
消
費
者
と
し
て
の
権
利
と
責
任
義
務

◦
③
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
広
告
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

◦
④
家
庭
の
管
理
と
参
加

4
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「
持
続
可
能
な
発
展
」
実
現
の
た
め
の
消
費
態
度
の
転
換

「
持
続
可
能
な
発
展
」
実
現
の
た
め
の
消
費
態
度
の
転
換

公
共
性
を
指
向

「
共
に
在
る
」
と
い
う
思
想
（
共
生
）

「
共
に
在
る
」
と
い
う
思
想
（
共
生
）

＝
限
ら
れ
た
地
球
上
で
共
に
生
き
る
。

自
然
と
共
生

人
と
共
生

自
然
と
の
共
生
／
人
と
の
共
生

→
消
費
者
教
育
は
「
生
き
方
」
の
教
育

W
el
l-
Be
in
gを
追
求
す
る
。

→
全
教
科
横
断
型

→
生
徒
主
体
の
ア
プ
ロ
ー
チ
/協
働
的
な
学
習
方
法

5

■
日
弁
連
・
消
費
者
教
育
・
北
欧
視
察
報
告
書

下
記
ア
ド
レ
ス
に
掲
載
予
定
で
す
の
で
、
そ
ち
ら
も

ご
覧
下
さ
い

ご
覧
下
さ
い
。

/
/

/
/

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.n
ic
h
ib
e
n
re
n
.o
r.
jp
/
ja
/

c
o
m
m
it
te
e
/
lis
t/
sh
o
h
is
h
a
h
tm
l

c
o
m
m
it
te
e
/
lis
t/
sh
o
h
is
h
a.
h
tm
l

6
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徳
島
県
に
お
け
る
先
進
的
な
消
費
者

徳
島
県
に
お
け
る
先
進
的
な
消
費
者

徳
島
県
に
お
け
る
先
進
的
な
消
費
者

徳
島
県
に
お
け
る
先
進
的
な
消
費
者

教
育
の
取
り
組
み

教
育
の
取
り
組
み

徳
島
県
で
は
、
現
行
制
度
の
も
と
で
、
消
費
者
教
育
に
つ

い
て
先
進
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る

２
０
０
９
・
１
１
・
５

報
告
者
鎌
田
健
司

1

徳
島
県
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の

徳
島
県
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の

徳
島
県

消
費
者
教
育

徳
島
県

消
費
者
教
育

取
り
組
み
の
ポ
イ
ン
ト

取
り
組
み
の
ポ
イ
ン
ト

１
消
費
者
教
育
連
絡
会
議

２
長
期
社
会
体
験
研
修

３
消
費
者
教
育
研
修
講
座

３
消
費
者
教
育
研
修
講
座

４
教
材
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
）
の
作
成

教
2

消
費
者
教
育
連
絡
会
議

消
費
者
教
育
連
絡
会
議

２
０
０
３
年
７
月
徳
島
県
消
費
者
教
育
連
絡
会
議
設
置
要
領
施
行

●
目
的
消
費
者
教
育
に
関
す
る
行
政
機
関
等
の
連
絡
調
整
及
び
協
議

●
構
成
四
国
財
務
局
徳
島
財
務
事
務
所

●
構
成
四
国
財
務
局
徳
島
財
務
事
務
所

徳
島
県
危
機
管
理
部
県
民
く
ら
し
安
全
局

徳
島
県
教
育
委
員
会

徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ

徳
島
県
金
融
広
報
委
員
会

3

長
期
社
会
体
験
研
修

長
期
社
会
体
験
研
修

１
９
９
９
年

教
員
長
期
社
会
体
験
研
修
実
施
要
領
施
行

２
０
０
３
年

研
修
機
関
と
し
て
徳
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

年
研
修
機
関

徳
島
県
消
費
活

タ
（
現
徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
）
が
加
わ
る

●
毎
年
１
名
の
教
員
が
１
年
間
研
修
（
平
成
１
９
年
度
を
除
く
）

●
毎
年
１
名
の
教
員
が
１
年
間
研
修
（
平
成
１
９
年
度
を
除
く
）

●
実
際
に
消
費
生
活
相
談
を
受
け
る
ほ
か
、
助
言
を
行
っ
た
り
、

事
案
に
よ
っ
て
は
あ
っ
せ
ん
も
担
当

4
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消
費
者
教
育

修
講
座

消
費
者
教
育

修
講
座

消
費
者
教
育
研
修
講
座

消
費
者
教
育
研
修
講
座

２
０
０
５
年
よ
り
開
始

●
開
催
毎
年
１
回
（
夏
期
休
業
中
の
１
日
）

●
講
師
弁
護
士
又
は
消
費
者
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
研
究
員

●
対
象
１
０
年
経
験
者
研
修
者
で
の
選
択
者
と
希
望
研
修
受
講
者

●
対
象
１
０
年
経
験
者
研
修
者
で
の
選
択
者
と
希
望
研
修
受
講
者

●
市
町
村
消
費
者
行
政
担
当
者
研
修
と
共
同
開
催
（
行
政
担
当
者
も
出
席
）

●
費
用
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
が
負
担

●
内
容
講
演
・
班
別
討
議

●
内
容
講
演
・
班
別
討
議

5

教
材
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
）
の
作
成

教
材
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
）
の
作
成

２
０
０
６
年
４
月
消
費
者
教
育
用
教
材
「
か
し
こ
い
消
費
者
に
な
ろ
う
！

～
わ
た
し
た
ち
の
消
費
と
環
境
」
を
発
行

徳
島
・
鳴
門
・
板
野
中
学
校
金
融
教
育
研
究
グ
ル
ー
プ
が
編
集

徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
が
発
行

主
と
し
て
、
中
学
校
の
技
術
・
家
庭
科
の
授
業
で
活
用

徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
ｅ
ｂ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能

徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
ｅ
ｂ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能

6

今
後
の
課
題

今
後
の
課
題

１
長
期
社
会
体
験
研
修
の
成
果
を
生
か
す

こ
と
の
で
き
る
環
境
作
り

２
消
費
者
教
育
研
修
講
座
の
必
修
化

２
消
費
者
教
育
研
修
講
座
の
必
修
化

３
消
費
者
教
育
の
た
め
の
時
間
の
確
保

（
教
員
が
教
育
に
専
念
で
き
る
環
境
）

（
教
員
が
教
育
に
専
念
で
き
る
環
境
）

7
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「Consumer Education in the Nordic Countries     Proposal of objective 

for and content of consumer education in the compulsory school and at 

upper secondary level in the Nordic countries」（北欧の消費者教育の目的

・内容の提案，2000 年・北欧閣僚評議会) 

http://www.kuluttajavirasto.fi/File/50ec2f04-fbcf-4b1b-9675-74e8da53d5fd/TemaNord
%20CE%202000.pdf 
http://www.norden.org/en/publications/publications/2000-599/at_download/publicationfile 
＊ 上記いずれのアドレスでも全文閲覧可能（英文）ですが，印刷物は英語版が

北欧閣僚評議会から販売されています。著作権の関係で，表紙，目次を紹介し

ます。 
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「Consumer Education in schools」(学校での消費者教育，2002 年・ノルウェー消

費者委員会) 

https://forbrukerportalen.no/filearchive/consumer_education_in_norway.pdf 
＊ 上記アドレスで全文閲覧可能（英文）ですが，著作権の関係で，表紙，目次の 

 み紹介します。 
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日弁連北欧報告書の「参照資料」 

１ 「What is Consumer Education」（NICE-Mail Nov.2000） ＊ＥＵの消費者教育情
報誌。 

http://www.infoconsumo.es/escuela/web/nice/eng/nice_14.pdf 
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２ ＥＢＢＦ（ビジネスでの道徳・モラルを広げることを目的とする欧州の非営利

団体）のホームページでトーレセンさんが消費者市民教育を語る。      

http://www.ebbf.org/inspire_victoria_thoresen.html  
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３ 欧州経済社会委員会のＣＣＮ＝Consumer Citizenship Networkの企画を照会する
ＨＰ

http://eesc.europa.eu/sections/int/conferences/15_03_06_consumerday/documents/co
ntributions/PP_Thoresen.pdf#search='Education Civic Consumer GUIDELINE CCN' 
The Consumer Citizenship Network”European Consumer Day 
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キ ャ リ ア 教 育金 融 や 経 済 の し く み生 活 設 計 ・ 家 計 管 理ガ イ ド ブ ッ ク の 利 用 に あ た っ てガ イ ド ブ ッ ク の 利 用 に あ た っ て 消 費 者 保 護 ・ ト ラ ブ ル 未 然 防 止

キ ャ リ ア 教 育金 融 や 経 済 の し く み生 活 設 計 ・ 家 計 管 理ガ イ ド ブ ッ ク の 利 用 に あ た っ てガ イ ド ブ ッ ク の 利 用 に あ た っ て 消 費 者 保 護 ・ ト ラ ブ ル 未 然 防 止

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
利
用
に
あ
た
っ
て

20
21

（
注
） 　
こ
こ
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は
，
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
定
め
る
学
習
指
導
要
領
を
指
す
も
の
で
は
な
く
，
学
習
内
容
に
つ
い
て
体
系
的
に
組
み
立
て
，

理
解
を
進
め
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た
も
の
を
言
う
。

（
出
所
）
金
融
広
報
中
央
委
員
会
「
金
融
に
関
す
る
消
費
者
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
指
針
（
20
02
）」
（
別
表
８
）
再
掲
。

経
済
の
し
く
み
と
消
費
者
行
動

貨
幣
の
価
値
と
機
能
，
金
融
の
し
く
み

金
融
商
品・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

生
　
活
　
設
　
計

消
費
者
と
し
て
の
自
立

幼 　 稚 　 園

（
 所
有
で
き
る
も
の
は
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
知
る
）

・
も
の
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
学
ぶ

・
自
分
の
物
と
他
人
の
物
の
区
別
を
学
ぶ

・
 欲
し
い
も
の
を
す
べ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
を
学
ぶ

・
約
束
を
守
る
こ
と
を
学
ぶ

・
 労
働
の
価
値
に
気
付
か
せ
る
（
実
践
的
指
導
例
：
 

家
事
を
手
伝
っ
て
み
る
よ
う
促
す
）

・
 貨
幣
の
基
本
的
な
機
能
を
理
解
す
る
（
実
践
的
指

導
例
：
 買
物
ご
っ
こ
）

小 　 　 学 　 　 生

低
学
年

（
 自
分
と
家
族
を
取
り
巻
く
経
済

原
理
を
理
解
す
る
）

・
も
の
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
学
ぶ

・
 欲
し
い
も
の
を
全
部
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
学
ぶ

・
 約
束
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
を
理
解
す
る

・
 目
標
達
成
の
た
め
に
は
意
思
決
定
が
必
要
な
こ
と

を
理
解
す
る

・
 労
働
の
価
値
を
学
ぶ
（
実
践
的
指
導
例
：
 学
校
や

家
庭
で
身
の
回
り
の
仕
事
を
す
る
よ
う
促
す
）

・
 身
の
回
り
で
行
わ
れ
て
い
る
生
産
・
消
費
活
動
に

つ
い
て
理
解
す
る

・
 硬
貨
や
紙
幣
を
正
し
く
識
別
す
る

・
 な
ぜ
貨
幣
に
価
値
が
あ
る
の
か
理
解
す
る

・
 貨
幣
の
機
能
を
理
解
す
る
（
実
践
的
指
導
例
：
 小

額
の
買
物
を
す
る
機
会
を
作
る
）

・
 消
費
税
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 外
国
で
は
別
の
通
貨
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理

解
す
る

・
 預
金
の
基
本
的
な
機
能
を
理
解
す
る

（
実
践
的
指
導
例
：
 銀
行
や
郵
便
局

に
預
金
を
し
て
み
る
よ
う
促
す
）

・
 預
金
に
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
こ

と
を
学
ぶ

・
 計
画
を
立
て
て
消
費
す
る
こ
と
を
学
ぶ
（
実
践
的

指
導
例
：
 欲
し
い
も
の
を
短
期
的
に
が
ま
ん
し
た

経
験
を
話
し
合
う
）。

・
 貯
蓄
の
意
義
を
理
解
し
，
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
付

け
る
（
実
践
的
指
導
例
：
 貯
金
箱
に
こ
づ
か
い
や

お
年
玉
を
貯
め
て
み
る
よ
う
促
す
）

・
 要
ら
な
い
物
を
買
っ
た
り
買
っ
て
も
ら
っ
た
り
し

な
い
よ
う
に
な
る

・
 不
良
品
に
注
意
す
る
こ
と
を
学
ぶ

・
 生
活
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て

学
ぶ

中
学
年

（
 地
域
を
取
り
巻
く
経
済
の
原
理

を
理
解
す
る
）

・
 労
働
の
価
値
を
学
ぶ
（
実
践
的
指
導
例
：
 学
校
や

家
庭
で
進
ん
で
仕
事
を
す
る
よ
う
促
す
）

・
 両
親
の
労
働
と
お
金
の
関
係
を
理
解
す
る

・
 身
の
回
り
の
生
産
と
消
費
活
動
を
結
ぶ
市
場
の
し

く
み
を
理
解
す
る

・
 身
の
回
り
で
行
わ
れ
て
い
る
投
資
活
動
に
つ
い
て

理
解
す
る

・
 暗
算
で
お
つ
り
を
計
算
で
き
る
よ
う
に
す
る

・
 多
く
の
人
が
欲
し
が
る
も
の
は
値
段
が
上
が
る
こ

と
を
理
解
す
る
（
実
践
的
指
導
例
：
ス
ー
パ
ー
な

ど
で
商
品
の
値
段
調
べ
を
す
る
）

・
 銀
行
の
基
本
的
な
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
機
能
と
使
い

方
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 貯
蓄
の
意
義
を
理
解
し
，
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ

け
る
（
実
践
的
指
導
例
：
 比
較
的
長
期
間
こ
づ
か

い
を
貯
め
た
経
験
を
話
し
合
う
）

・
 年
齢
相
応
の
額
の
金
銭
を
管
理
で
き
る
よ
う
に
な

る
（
実
践
的
指
導
例
：
 預
金
も
含
め
て
自
分
で
金

銭
を
管
理
す
る
よ
う
促
す
）

・
 見
か
け
に
惑
わ
さ
れ
ず
自
分
に
必
要
な
物
を
選
ん

で
買
え
る
よ
う
に
な
る

高
学
年

（
 日
本
を
と
り
ま
く
経
済
の
あ
ら

ま
し
を
理
解
す
る
。
生
活
設
計

の
考
え
方
に
触
れ
る
）

・
 日
本
の
産
業
構
造
と
流
通
の
し
く
み
を
理
解
す
る
・
 金
利
の
機
能
と
計
算
方
法
を
理
解
す
る
（
実
践
的

指
導
例
：
 単
利
の
計
算
を
行
っ
て
み
る
）

・
 主
な
預
金
商
品
の
特
徴
を
理
解
す
る

・
 AT
M
の
基
本
的
な
利
用
方
法
に
つ

い
て
理
解
す
る

・
 貯
蓄
の
意
義
を
理
解
し
，
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ

け
る
（
実
践
的
指
導
例
：
 長
期
的
な
目
標
に
向
け

て
こ
づ
か
い
を
貯
め
た
経
験
を
話
し
合
う
）

・
 自
分
に
必
要
な
物
を
考
え
て
買
え
る
よ
う
に
な
る

・
 消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を
知
る

中 　 学 　 生

（
 金
融
・
経
済
の
基
本
的
な
し
く

み
や
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に

つ
い
て
理
解
す
る
。
生
活
設
計

の
必
要
性
に
気
づ
く
）

・
 売
買
と
貸
借
の
違
い
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 市
場
競
争
と
比
較
優
位
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 公
共
的
な
目
的
で
の
生
産
・
投
資
活
動
の
存
在
を

理
解
す
る

・
 金
利
の
機
能
と
計
算
方
法
を
理
解
す
る
（
実
践
的

指
導
例
：
 複
利
の
計
算
を
行
っ
て
み
る
）

・
 証
券
市
場
の
基
本
的
な
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 銀
行
等
金
融
機
関
の
社
会
的
な
機
能
を
理
解
す
る

・
 中
央
銀
行
の
機
能
，
金
融
政
策
に
つ
い
て
理
解
す

る
・
 保
険
の
基
本
的
な
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 株
式
と
債
券
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 自
分
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
，
そ
の
裏
付
け
と
し

て
経
済
的
な
面
か
ら
の
生
活
設
計
が
必
要
な
こ
と

を
知
る

・
 誇
大
広
告
や
悪
徳
商
法
を
見
分
け
，
被
害
に
遭
わ

ず
に
す
む
よ
う
に
な
る

・
 消
費
者
保
護
基
本
法
，
消
費
者
の
権
利
や
責
任
を

学
ぶ

・
 製
造
物
責
任
法
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
関
係
に
つ
い
て

学
ぶ

高 　 校 　 生

（
 金
融
・
経
済
＜
税
制
，
社
会
保

障
制
度
を
含
む
＞
の
し
く
み
や

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
方
法
と

リ
ス
ク
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

生
活
設
計
の
考
え
方
を
学
ぶ
）

・
 契
約
と
自
己
責
任
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 公
的
年
金
，
健
康
保
険
，
雇
用
保
険
，
介
護
保
険

の
具
体
的
な
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 金
融
市
場
の
構
造
と
機
能
を
理
解
す
る

・
 さ
ま
ざ
ま
な
金
融
機
関
の
社
会
的
な
機
能
を
理
解

す
る

・
 中
央
銀
行
の
機
能
，
金
融
政
策
に
つ
い
て
理
解
す

る
（
実
践
的
指
導
例
：
 望
ま
し
い
金
融
政
策
に
つ

い
て
議
論
す
る
）

・
 預
金
，
株
式
，
債
券
，
生
命
保
険
，

損
害
保
険
の
機
能
を
理
解
す
る

・
 手
形
・
小
切
手
，
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
，
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
，
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
，
ロ
ー
ン
カ
ー
ド
の
機
能

と
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 ロ
ー
ン
の
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 外
国
為
替
，
外
貨
建
て
金
融
商
品
の

機
能
と
リ
ス
ク
を
理
解
す
る

・
 進
路
決
定
に
向
け
て
情
報
を
集
め
，
意
思
決
定
す

る
・
 職
業
選
択
と
生
活
設
計
を
結
び
付
け
る

・
 自
ら
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
考
え
る

・
 契
約
を
締
結
す
る
際
の
留
意
事
項
と
自
己
責
任
に

つ
い
て
学
ぶ

・
 消
費
者
契
約
法
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 消
費
者
と
し
て
苦
情
を
申
し
立
て
る
方
法
を
学
ぶ

・
 ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ロ
ー
ン
を
利
用
す
る
上
で

の
注
意
点
を
理
解
す
る

・
 金
融
商
品
に
お
け
る
リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
の
関
係

に
つ
い
て
学
ぶ

・
 金
融
に
関
す
る
情
報
収
集
方
法
を
学
ぶ

成 　 　 　 人

（
 金
融
・
経
済
＜
税
制
・
社
会
保

障
制
度
を
含
む
＞
や
金
融
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
方
法
・
リ
ス
ク
の

具
体
的
な
内
容
を
理
解
す
る
。

生
活
設
計
を
立
て
る
）

・
 契
約
と
自
己
責
任
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 年
金
，
健
康
保
険
，
雇
用
保
険
，
介
護
保
険
な
ど

の
社
会
保
障
制
度
を
正
確
に
理
解
す
る

・
 規
制
緩
和
と
自
己
責
任
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 金
融
市
場
の
構
造
と
機
能
を
理
解
す
る

・
 さ
ま
ざ
ま
な
金
融
機
関
の
社
会
的
な
機
能
を
理
解

す
る

・
 中
央
銀
行
の
機
能
，
金
融
政
策
に
つ
い
て
理
解
す

る
・
 ネ
ッ
ト
銀
行
や
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て

理
解
す
る

・
 預
金
，
株
式
，
債
券
，
投
資
信
託
，

生
命
保
険
，
損
害
保
険
な
ど
の
機
能

と
商
品
内
容
を
理
解
す
る

・
 手
形
・
小
切
手
，
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
，
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
，
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
，
ロ
ー
ン
カ
ー
ド
の
機
能

と
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 ロ
ー
ン
の
し
く
み
を
理
解
す
る

・
 外
国
為
替
，
外
貨
建
て
金
融
商
品
の

機
能
と
リ
ス
ク
を
理
解
す
る

・
 預
金
保
険
制
度
と
ペ
イ
オ
フ
に
つ
い

て
正
確
に
理
解
す
る

・
 家
計
に
お
け
る
収
入
と
支
出
を
把
握
し
，
家
計
簿

を
記
帳
で
き
る
よ
う
に
な
る

・
 家
計
の
資
産
の
状
況
と
収
支
の
見
通
し
に
基
づ

き
，
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
社
会
保
障
制

度
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
収
集
し
，
合
理
的
な

生
活
設
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

・
 必
要
に
応
じ
て
生
活
設
計
を
見
直
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る

・
 自
分
の
子
ど
も
に
対
し
，
年
齢
相
応
の
教
育
が
で

き
る
よ
う
に
な
る

・
 契
約
を
締
結
す
る
際
の
留
意
事
項
と
自
己
責
任
に

つ
い
て
学
ぶ

・
 消
費
者
契
約
法
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ロ
ー
ン
を
利
用
す
る
上
で

の
留
意
点
を
理
解
す
る

・
 金
融
商
品
の
リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
理
解

す
る

・
 金
融
商
品
販
売
法
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
 消
費
者
と
し
て
苦
情
を
申
し
立
て
る
方
法
を
知
る

・
 金
融
に
関
す
る
情
報
収
集
方
法
を
学
ぶ

金
融
理
解
度
向
上
の
た
め
の
年
齢
層
別
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
注
） （
素
案
）

別
表
１
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■消費者教育関連の法律等[抜粋]■

（ 年（昭和 年） 月 日法律第 号）●消費者基本法 1968 43 5 30 78
（ 年（平成 年） 月 日法律第 号により抜本的改正）2004 16 6 2 70

第 条（基本理念）2
消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」1

という。）の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、そ

の健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役

務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対

し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映

され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること

が消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護

及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立

を支援することを基本として行われなければならない。

第 条（啓発活動及び教育の推進）17
国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情1

報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわ

たつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかん

がみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する

教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状2
況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。

（ 年（平成 年） 月 日法律第 号）●消費者安全法 2009 21 6 5 50

第 条（国及び地方公共団体の責務）4
国及び地方公共団体は、啓発活動、広報活動、消費生活に関する教育活動6

その他の活動を通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、

その協力を得るよう努めなければならない。

▼消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

及び消費者安全法案に対する附帯決議【衆議院附帯決議】

（ 年（平成 年） 月 日）2009 21 4 16

消費者教育の推進に関しては、消費者基本法の基本理念及び消費者基本計画12
の基本的方向のもと、学校教育及び社会教育における施策を始めとしたあらゆ

る機会を活用しながら、全国におけるなお一層の推進体制の強化を図ること。

▼消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
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及び消費者安全法案に対する附帯決議【参議院附帯決議】

（ 年（平成 年） 月 日）2009 21 5 28

消費者教育の推進については、消費者庁が司令塔機能を果たし、消費者基本16
法の基本理念及び消費者基本計画の基本的方向のもと、消費者が自らの利益の

擁護及び増進のため、多様な視点から物事をとらえる能力を身につけ、自主的

かつ合理的な行動をすることができるよう、消費者庁と文部科学省が連携を図

り、学校教育及び社会教育における施策を始めとしたあらゆる機会を活用しな

がら、財政措置を含め、全国におけるなお一層の推進体制の強化を図るととも

に、消費者教育を担う人材の育成のための措置を講ずること。

また、消費者教育に関する法制の整備についての検討を行うこと。
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